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第1章総則

（目的）

第1条この訓令は､総務省行政文書管理規則(平成23年総務省訓令第16号。

以下「管理規則」 という｡）に定めるもののほか、文書の起案、決裁、施行、

取得等について必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）

第2条この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

（1） 部局内部部局にあっては官房、局及び政策統括官、サイバーセキュリ

ティ統括官､審議会等にあっては庶務を行う官房､局及び政策統括官並び

に事務局､施設等機関､特別の機関及び地方支分部局にあっては当該施設

等機関、特別の機関及び地方支分部局をいう。

（2） 地方支分部局管区行政評価局、総合通信局、沖縄行政評価事務所、沖

縄総合通信事務所、行政評価支局及び行政評価事務所をいう。

（3） 電子署名電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記

録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のい

ずれにも該当するものをいう。

ア当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すた

めのものであること。

イ当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することがで



きるものであること。

(4） 総合無線局監理システム無線局監理事務及び電波監視事務に係る文

書（文書管理システムを用いる文書を除く｡）の管理を総合的に行うため

の情報システムをいう。

（5） 電気通信行政情報システム電気通信行政(総合無線局監理システムに

係るものを除く｡）に関する申請・届出等の審査支援及び処分書の発給等

を行うシステムをいう。

(6） 総務省共通基盤支援システム文書管理システムと省内職員認証機能

との連携、閲覧目録への登録支援等を行うためのシステムをいう。

第2章文書の起案、決裁及び施行

第1節起案

（起案の原則）

第3条決裁を受けようとするときは、原貝ﾘとして文書管理システム又は総合

無線局監理システム（以下「文書管理システム等」 という｡）の起案様式を用

いて、次に定めるところにより起案するものとする。ただし、決裁者に直接説

明が必要な場合などには、別記様式第1号に定める起案用紙を用いて起案す

ることができる。また、 日時の都合その他やむを得ない理由により、起案様式

又は起案用紙（以下「起案用紙」 という｡）を用いて起案することが困難であ

ると認められる場合は、この限りでない。この場合においては、事後において

決裁手続を経なければならないものとする。

（1） 起案用紙の該当欄に必要事項をそれぞれ記載又は記録すること。

（2） 他の部局等の所掌事務に関係する起案文書については、当該他の部局等

の名称を起案用紙の該当欄に明記すること。

（3） 必要に応じて参考書類（電子文書を含む｡）を添付すること。

（4） 緊急を要する等特別の取扱いをする必要がある場合は､起案用紙の該当

欄にその旨を記載又は記録すること。

2前項の場合において､決裁が定例的である等の理由により、起案用紙を用い

ないことが事務処理上効率的であると認められるときは、起案用紙を用いな

いことができる。この場合において､決裁者の署名又は押印を受ける用紙は、

起案用紙であるものとみなす。

第2節決裁の手順

（決裁の方法）

第4条起案文書により決裁を受けるときは､起案用紙の該当欄に、内部組織に

従い､順次決裁者の承認(別記様式第1号に定める起案用紙により決裁を受け

る場合にあっては、署名又は押印）を求めるものとする。

2他の部局等の所掌事務に関係する起案文書については、主管部局等の長の



決裁を受けた後で、当該他の部局等に合議をしなければならない。

3前項の規定により合議を受けた部局等においては、速やかに当該起案に係

る判断をするものとする。

4前項の規定にかかわらず､関係部局等に事前に協議をし､合議を省略する場

合は、起案文書に協議調整済先を明記する。

5決裁者から決裁を受けようとするときは、決裁者が事案の内容について十

分検討した上で決裁することができるように、時間を考慮して決裁の手続を

しなければならない。

6特に至急に処理する必要があるときその他の特別の理由があるときは、当

該起案について十分説明することができる職員が起案文書を持ち回って決裁

を求めることができる。

（進達）

第5条大臣を決裁権者とする起案文書は、大臣官房長、事務次官、副大臣、大

臣の順に進達するものとする。

2副大臣を決裁権者とする起案文書は、大臣官房長、事務次官、副大臣の順に

進達するものとする。

B大臣政務官を決裁権者とする起案文書は、大臣官房長、事務次官、大臣政務

官の順に進達するものとする。

4事務次官を決裁権者とする起案文書は､大臣官房長､事務次官の順に進達す

るものとする。

5第1項及び第2項に規定する起案文書であって、各大臣政務官の職務に関

するものであるときは､事務次官に進達後、当該大臣政務官に進達しなければ

ならない。

6第1項から第4項までに規定する起案文書であって、各総務審議官の職務

に関するものであるときは､大臣官房長に進達後、当該総務審議官に進達しな

ければならない。

（大臣官房総務課長等への合議）

第6条大臣、副大臣、大臣政務官又は事務次官の決裁を要する起案文書（次項

に規定する決裁文書を除く｡）は、大臣官房総務課長に合議をしなければなら

ない。

2大臣、副大臣、大臣政務官又は事務次官の決裁を要する人事に関する起案文

書は、大臣官房秘書課長に合議をしなければならない。

（例文登録）

第7条一定の書式若しくは文案により施行する文書又は一定の書式若しくは

文案に統一可能な文書で、単に施行年月日、文書番号、受信者名、名称及び金

額等を記入して施行するにすぎない文書（人事に関する文書を除く。）につい

ては、当該部局等の長はあらかじめ起案文書の書式又は文案について大臣官



房総務課長に協議し、例文としての登録を受けることができる。

2前項の規定により登録を受けた例文に係る起案文書のうち、前条第1項の

規定に該当するものは、同項の規定にかかわらず大臣官房総務課長への合議

は要しないものとする。

s第1項の規定は、例文として登録されている文書の文案について改正する

必要が生じた場合について準用する。

（文書の決裁及び名義）

第8条文書の決裁に当たっては、別表第1の決裁を要する文書の件名の欄の

区分に応じて、同表の合議先欄に掲げる部局等に合議をし、同表の決裁者欄に

掲げる者の決裁を受けた後、同表の文書施行名義人欄に掲げる者の名義によ

り施行するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

（1） 同表の決裁者欄に掲げる者について、当該決裁者の上位者とすることが

必要である場合

（2） 同表の文書施行名義人欄に掲げる者の名義について､相手方との関係に

おいて文書施行名義人を変更の上施行することが必要である場合

2前項の規定にかかわらず、法令又は告示の規定により部局長等において処

理することとされた事項に係る文書の決裁及び名義の取扱いについては、当

該部局長等が別に定めることができる。

（代決等）

第9条決裁者が出張又は休暇その他のやむを得ない理由により不在であり、

かつ､特に至急に処理をしなければならない事案については、当該決裁者の直

近の下位者が代理して決裁をすることができる。ただし、決裁者が大臣、副大

臣、大臣政務官又は事務次官であるときの代決者は､別表第2の決裁者欄に掲

げる区分に応じ、同表の第1次代決者欄に掲げる者とし、同欄に掲げる者が不

在であるときは、同表の第2次代決者欄に掲げる者とする。

2前項の規定により決裁をした者は、事後において当該決裁者に報告をしな

ければならない。ただし、決裁者に事前に了解を受けた場合においては、この

限りでない。

（特別の機関等の文書の決裁）

第10条特別の機関、地方支分部局及び施設等機関並びに公害等調整委員会

及び消防庁(以下｢特別の機関等」という｡）における文書の決裁については、

この訓令に定めるものを除くほか、特別の機関等の長がこの訓令に準じて定

めるものとする。

2特別の機関等（公害等調整委員会及び消防庁を除く。）の長は、文書の決裁

に関する規定を定め、又は改廃したときは､副総括文書管理者を経て総括文書

管理者に報告しなければならない。



（起案文書の修正及び廃案）

第11条起案文書について決裁者が内容の修正を求めた場合は、起案者が当

該内容を修正の上、当該決裁者に改めて決裁を求めるものとする。ただし、決

裁者が起案者に連絡の上、起案文書の内容を修正することを妨げない。

2起案文書について、決裁者が反対の決定をした場合は､起案者は起案用紙に

「廃案」の表示を行い、廃案となった理由を付して整理及び保存する。

（文書供覧）

第12条総務省に送達された文書で、上司の閲覧が必要と認められるものは、

原則として文書管理システム等の起案様式を用いて、速やかに供覧するもの

とする。ただし、閲覧者に直接説明が必要な場合などには、別記様式第1号に

定める起案用紙を用いて供覧することができる。

2 図書･刊行物の供覧等簡易なものについては､起案用紙を用いることを要し

ない。

（決裁・供覧処理）

第13条各部局の文書取扱主任は、原則、決裁又は供覧を終えたときに、起案

用紙に決裁権者が決裁を終了した日又は供覧を終了した日、決裁記号及び文

書番号を記載又は記録するとともに、文書管理システム等にその他の必要事

項を登録する。

2第1項の決裁記号は、部局長が定める。この場合において、決裁記号の冒頭

の2文字又は3文字は、別表第3に定めるところによらなければならない。

s外国にあてて発送又は送信する文書を内容とする起案文書の決裁記号は、

前項に規定する決裁記号と別に部局長が定めることができる。この場合にお

いて、決裁記号の冒頭の文字は「MIC/」 としなければならない。

4各部局長は､決裁記号を定めたときは、これを総括文書管理者に報告しなけ

ればならない。これを変更したときも同様とする。

5第1項の文書番号は､原則､決裁記号ごと及び暦年ごとに一連番号を付する

ものとする。

6第1項の規定にかかわらず､文書管理上効率的と認められる場合は､部局長

の定めるところにより、決裁記号又は文書番号を設けないことができる。

（再度の決裁を受けない決裁終了後の決裁文書の修正の禁止）

第13条の2決裁文書の内容を決裁終了後に修正することは、修正を行うた

めの決裁文書を起案し、改めて順次決裁を受けること （以下この条において

「修正のための決裁」 という。 ）をしなければ、これを行ってはならない。

2修正のための決裁には、当初の決裁文書からの修正の箇所及び内容並びに

修正の理由を記した資料を添付しなければならない。

3行政機関の意思決定の内容そのものが記載されている、直接的な決裁対象

となる行政文書（以下この条において「決裁対象文書」という。 ）について修



正を行った場合､その原本は､修正のための決裁により修正が行われた後の決

裁対象文書とする。

4修正のための決裁を行った場合、決裁対象文書のうち施行が必要な文書に

ついては、次の各号に掲げる修正のための決裁が終了した時期の区分に応じ

て、それぞれ当該各号に掲げる文書番号及び施行日により施行することとす

る。

（1） 当初の決裁対象文書の施行前当初の決裁における文書番号及び施行

日

（2） 当初の決裁対象文書の施行後修正のための決裁における文書番号及

び施行日

辱前項の規定にかかわらず､当初の決裁文書の本体ではなく、当該決裁の説明
を行うために添付した資料のみを修正した場合、施行が必要な文書について

は、当初の決裁における文書番号及び施行日により施行することとする。

6修正の内容が、客観的に明白な計算違い、誤記、誤植、脱字など軽微かつ明

白な誤りに係るものである場合には､第1項の規定にかかわらず､修正のため

の決裁に係る手続を、別に定めるところにより、簡素化することができる。

I

第3節文書の施行

（文書の施行）

第14条起案者は、決裁の終わった文書で発送又は送信を要するものについ

て､発送又は送信する文書を作成し、当該決裁に係る起案文書を添えて文書取

扱主任に回付する。

2前項の発送又は送信する文書の名義については、別表第1の定めるところ

による。

3第1項の場合において、使送により文書を発送するときは、起案者は､使送

票に使送年月日、あて名その他必要な事項を記入した上､発送する文書に添付

する。

4文書取扱主任は、第19条第2項の規定により送信する文書以外の文書で

ある場合は、発送する文書（使送票を含む｡）を大臣官房総務課文書取扱主任

に回付するとともに、第1項の決裁に係る起案文書を起案者に返付する。

（公印及び契印）

第15条公印の使用については､総務省公印規程(平成13年総務省訓令第3

2号。以下「公印規程」 という｡）に定めるところによるほか、この訓令に定

めるところによる。

2決裁の終わった文書（電子文書で施行するものを除く｡）で公印又は契印の

押印を要するものについては、起案者が当該決裁に係る起案文書を公印規程

第4条第3項の規定により公印を保管する者に提示した上で、当該起案文書



に係る別表第1に規定する文書施行名義人（以下単に「文書施行名義人」とい

う｡）の公印又は契印の押印を受けるものとする。

S前項の規定にかかわらず､次に掲げる文書については､公印又は契印の押印

を省略することができる。

（1） 省内に発送する文書

（2） 別表第1の決裁者欄に掲げる者が公印又は契印の押印を要しないと認

めた文書

（外国あて文書の公印及び契印）

第16条外国にあてて発送する文書については、文書施行名義人が署名する

ことにより公印又は契印の押印に代えることができる。

（電子署名）

第17条電子署名の使用については､総務省電子署名規程(平成14年総務省

訓令第12号）に定めるところによるほか、この訓令に定めるところによる。

2決裁の終わった文書（電子文書で施行するものに限る｡）で電子署名を要す

るものについては､各部局の文書取扱主任(管理規則第10条の規定により電

子文書取扱主任が指定されている場合にあっては、電子文書取扱主任｡）が電

子署名を行うものとする。

3前項の規定にかかわらず､次に掲げる電子文書については､電子署名を省略

することができる。

（1） 省内に送信する電子文書

（2） 別表第1の決裁者欄に掲げる者が電子署名を要しないと認めた電子文

書

（電子署名の特例）

第18条前条第2項の規定にかかわらず、情報システムを用いて電子署名を

自動的に行う必要がある場合は､各部局長は大臣官房長に申請し、その承認を

受けなければならない。

（文書の発送又は送信）

第19条文書の発送は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律（平

成14年法律第99号）第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは

同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信

書便又は使送その他効率的な方法により、大臣官房総務課文書取扱主任が行

うものとする。

2前項の規定にかかわらず、電子メール又はファクシ・ミリによる文書の送信

は、原則として起案者が行うものとする。

(官報掲載の文書）



第20条官報に掲載することを要する起案文書の決裁が終わったときは、起

案者は､官報掲載原稿を3部作成の上､大臣官房総務課官報報告主任に回付す

る。この場合において、必要に応じて電磁的記録媒体に記録したものを併せて

回付する。

2大臣官房総務課官報報告主任は、前項の規定により回付された官報掲載原

稿（必要に応じて電磁的記録媒体に記録したものを含む｡）を、官報掲載日を

勘案の上、独立行政法人国立印刷局あて送付するものとする。

S前2項の規定にかかわらず、内閣官房において官報掲載を行う場合の官報

掲載の手続については、内閣官房の指示によるものとする。

4法律、政令､省令又は告示が官報に掲載されたときは、大臣官房総務課長の

指名する者は、法令・告示原簿に必要事項を登録する。

5前項の法令・告示原簿に登録する事項は、次のとおりとする。

（1） 法令番号又は告示番号

（2） 件名

（3） 公布年月日又は告示年月日

（4） 施行年月日又は実施年月日

（5） 主管部局等の名称

（6） 正誤公示年月日

（7） その他必要な事項

6起案者は、官報掲載後、直ちに掲載文と決裁文書とを照合し、誤りがあった

場合には、速やかに正誤の手続をとる。

l
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（訓令）

第21条訓令が制定されたときは、前条第4項の大臣官房総務課長の指名す

る者は、訓令原簿に必要事項を登録する。

2前項の訓令原簿に登録する事項は、次のとおりとする。

（1） 訓令番号

（2） 件名

(3) 実施年月日

（4） 主管部局等の名称

（5） 正誤公示年月日

（6） その他必要な事項

第3章文書の取得

（文書の受領及び配付）

第22条総務省に送達された文書は、大臣官房総務課文書取扱主任が受領し、

各部局の文書取扱主任（各部局において総括文書取扱主任が指名されている

場合にあっては、総括文書取扱主任を経由して文書取扱主任）に配付する。た



だし、次に掲げる場合は、この限りでない。

（1） 使送、会議等により受領するとき。

（2） 請願、陳情、建議等で直接受領するとき。

(3) ファクシミリにより受領するとき。

（4） 電子文書を受領するとき（磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他

これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができ

る物（以下「磁気ディスク等」という｡）をもって受領するときを除く。)。

2文書取扱主任は、受領した文書を担当者に配付する。

3第1項の規定にかかわらず、中央合同庁舎第2号館外に置かれる部局等に

あっては、当該部局等の文書取扱主任(当該部局等において文書取扱主任が指

名されない場合にあっては、当該部局長等の指名する者)が受領することがで

きる。

（文書の開封及び受付）

第23条総務省に送達された文書は、親展又は秘密の表示のあるものを除き、

各部局の文書取扱主任が開封する。

2前項の規定にかかわらず、前条第1項第1号及び第2号の場合にあっては、

文書を受領した担当者が開封し、当該文書を文書取扱主任に回付する。

S第1項の規定にかかわらず､前条第1項第3号の場合にあっては､文書を受

領した担当者が、当該文書を文書取扱主任に回付する。

4第1項の規定にかかわらず､前条第1項第4号の場合(電子メールにより受

領するときに限る｡）にあっては、文書を受領した担当者が、当該文書を開封

して、文書取扱主任に回付する。

5第1項の規定にかかわらず､前条第1項第4号の場合(電子メールにより受

領するときを除く｡）にあっては、各部局の文書取扱主任（管理規貝ﾘ第10条

の規定により電子文書取扱主任が別に指名されている場合にあっては、電子

文書取扱主任。第10項において同じ｡）が開封する。

6文書取扱主任は第1項から第3項までの規定により文書の開封を行い、又

は回付を受けたときは、当該文書の第1面余白に別記様式第2号に定める様

式に準じて各部局長が定める文書受付日付印を押印するとともに、受付番号

を記載した上で､文書管理システム等に必要事項を登録し､担当者に配付する。

ただし、軽易な文書については、この限りでない。

7前項の受付番号は、原則、暦年ごとに一連番号を付するものとする。

8文書取扱主任は､第4項の規定により文書の回付を受けたときは､文書管理

システム等に必要事項を登録する。

9文書取扱主任は､第5項の規定により文書を開封したときは､文書管理シス

テム等に必要事項を登録し、担当者に回付する。

10文書取扱主任は､第6項の規定により受け付けた文書に現金､有価証券、

郵便切手､収入印紙等が添付又は貼付されているときは､文書管理システム等

に添付物又は貼付物の種別、金額、種類等をそれぞれ登録する。ただし、電気



通信行政情報システムに前記事項を登録したときは、省略することができる。

（親展文書及び秘密文書の配付等）

第24条大臣官房総務課文書取扱主任（第22条第1項各号の場合にあって

は、当該文書を受領した者）は、親展文書及び秘密文書を受領したときは、こ

れを開封しないで（第22条第1項第3号の場合を除く｡）名あて人に配付又

は回付する。

2前項の規定により文書を配付又は回付された者は、当該文書を開封し(第2

2条第1項第3号の場合を除く。)、当該文書が前条に規定する手続を行うべ

きものと認められるときは、これを文書取扱主任(第22条第1項第4号の場

合において、管理規則第10条の規定により電子文書取扱主任が別に指名さ

れている場合にあっては、電子文書取扱主任。この条において同じ｡）に回付

する。この場合において、文書取扱主任は、前条に規定する手続を行った上、

担当者に配付又は回付する。

（図書その他の印刷物の受付及び配付）

第25条図書その他の印刷物については、第22条及び第23条に規定する

手続を省略することができる。

（部局間文書の例外）

第26条部局間において送達される簡易な文書の受付及び配付については、

第22条及び第23条に規定する手続を省略することができる。

（誤送文書の処理）

第27条各部局の文書取扱主任は、当該部局の所掌に属しない文書を受領し

たときは、当該文書を大臣官房総務課文書取扱主任(各部局において総括文書

取扱主任が指名されている場合にあっては、総括文書取扱主任を経由して大

臣官房総務課文書取扱主任）に回付する。

第4章文書の貸出及び閲覧

（文書の貸出及び閲覧）

第28条文書管理者は､職務の遂行上必要があると認める場合は､文書を関係

職員以外の者に閲覧させ、又は貸し出すことができる。

2前項の規定により閲覧し、又は貸出を受けた文書は、これを転貸、取換又は

改ざんしてはならない。

第5章閲覧者の申出による文書の閲覧

(閲覧目録）



第29条文書管理者は、国民生活に役立ち一般の公開に適すると認められる

主要な刊行物、統計、資料、通達等の文書及びその他一般に公開することにつ

いて差し支えないことがあらかじめ判断可能な文書を、総務省共通基盤支援

システムの閲覧目録（以下単に「閲覧目録」 という｡）にできる限り登録する

ものとする。この場合において、当該文書について関係する文書管理者の了解

を得るものとする。

2 閲覧目録に登録する事項は、次のとおりとする。

（1） 文書名

（2） 作成又は取得された日の年月日

(3) 作成者

（4） 文書の要旨、概要等

（5） 管理担当部局等・係等の名称

（6） 識別ID

（7） 備考

3 閲覧目録に登録された文書が行政文書である場合にあっては、当該行政文

書が管理規則第24条の規定により国立公文書館等に移管され、又は同条の

規定により廃棄されたとき、行政文書以外の文書である場合にあっては、当該

文書が廃棄されたときは､文書管理者は、当該文書に係る閲覧目録への登録を

取り消すものとする。

4総括文書管理者は、閲覧目録をインターネットにより公表するものとする。

（閲覧目録及び登録文書の閲覧）

第SO条大臣官房総務課文書管理担当者は､閲覧者(総務省職員以外の者をい

う。以下同じ｡）から閲覧目録の閲覧の申出があったときは、これを閲覧に供

するものとする。

2大臣官房総務課文書管理担当者は、閲覧者から閲覧目録に登録された文書

（以下「登録文書」 という｡）の閲覧の申出があったときは、別記様式第3号

に定める文書閲覧申出書に必要事項を記載させた上で、当該登録文書に係る

文書管理担当者に通知し、当該通知を受けた文書管理担当者が当該登録文書

を閲覧に供するものとする。

3各部局の文書管理担当者は、登録文書のうち閲覧者からの閲覧の申出が頻

繁である又は頻繁であることが予想されるものについて、大臣官房総務課文

書管理担当者の了解を得て、あらかじめ大臣官房総務課文書管理担当者に提

出することができる。

4前項の規定によりあらかじめ大臣官房総務課文書管理担当者に提出された

登録文書について閲覧者から閲覧の申出があったときは、第2項の規定にか

かわらず、大臣官房総務課文書管理担当者が当該登録文書を閲覧に供するも

のとする。

(内部部局及び審議会等における閲覧の特例）



第31条第29条及び第SO条の規定にかかわらず、内部部局（統計局、政策
統括官（総務省組織令（平成12年政令第246号）第14条第2号に掲げる
事務をつかさどるものに限る。以下「政策統括官（統計基準担当)」という｡）

及び政策統括官（総務省組織令第14条第3号及び第4号に掲げる事務をつ
かさどるものに限る。以下「政策統括官（恩給担当)」 という｡）を除く。)、サ

イバーセキュリティ統括官及び審議会等に係る各部局長は、各部局において

保存されている文書について､別に定めを設けて、閲覧者に閲覧させることが

できる。

2第29条及び第SO条の規定にかかわらず、統計局、政策統括官（統計基準

担当)、政策統括官（恩給担当）及びサイバーセキュリティ統括官における閲

覧者の申出による文書の閲覧については、統計局長、政策統括官（統計基準担
当)、政策統括官（恩給担当）及びサイバーセキュリティ統括官の定めるとこ

ろによる。

（特別の機関等における閲覧の特例）

第32条第29条及び第SO条の規定にかかわらず､特別の機関､地方支分部
局及び施設等機関（統計研究研修所を除く。以下この条において同じ｡）にお

ける閲覧者の申出による文書の閲覧については、当該特別の機関､地方支分部
局又は施設等機関に係る部局長が第29条及び第SO条の規定に準じて定め

るところによる。

2前項の規定により閲覧者の申出による文書の閲覧について定めを設けたと

きは、特別の機関、地方支分部局又は施設等機関の長は、総括文書管理者にこ

れを報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

3第29条及び第30条の規定にかかわらず、統計研究研修所における閲覧

者の申出による文書の閲覧については、統計局長の定めるところによる。

第6章補貝リ

（統計局等に係る特例）

第33条第4条、第14条及び第19条並びに第3章の規定の適用について

は､統計局､政策統括官(統計基準担当)、政策統括官(恩給担当)、審議会等、

特別の機関､地方支分部局及び施設等機関の部局長は､総括文書管理者と協議

の上、この訓令に準じて、別に定めを設けることができる。

2総合無線局監理システムを用いた文書の管理を行う場合における第13条

及び第23条の規定の適用については、情報流通行政局長及び総合通信基盤

局長は、総括文書管理者と協議の上、この訓令に準じて、別に定めを設けるこ

とができる。

B前2項に規定する別の定めを設けたときは､部局長は､総括文書管理者にこ

れを報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。



（疑義の決定）

第34条この訓令の運用に関し疑義のあるときは、副総括文書管理者が決定

する。

（補貝I）

第35条この訓令に定めるもののほか､文書の取扱いに関し必要な事項は､総

括文書管理者が定める。

附則

（施行期日）

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

（総務省文書決裁規則の廃止）

2 この訓令の施行により、従前の総務省文書決裁規則(平成13年総務省訓令

第2号）は廃止する。

（旧総務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する事務処理要綱

の一部改正）

3総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する事務処理要綱（平成

20年総務省訓令第97号）附貝ﾘ第s項の規定によりなおその効力を有する

ものとされる旧総務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する事

務処理要綱(平成13年総務省訓令第47号)の一部を次のように改正する。

第1条中「総務省文書管理規貝リ （平成13年1月6日総務省訓令第1号）及

び総務省文書決裁規則（平成13年総務省訓令第2号)」を「総務省行政文書

管理規則（平成23年総務省訓令第16号)及び総務省行政文書取扱規貝リ （平

成23年総務省訓令第17号)」に改める。

(総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する事務処理要

綱の一部改正）

4総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する事務処理要

綱（平成13年総務省訓令第49号）の一部を次のように改正する。

第1条中「総務省文書管理規則（平成13年1月6日総務省訓令第1号)」

を「総務省行政文書管理規則（平成23年総務省訓令第16号)」に改める。

（総務省組織規則第233条第2項第2号､第247条第1号､第261条第

2項､第261条の2，第268条第15号及び第270条第5号に規定する

総務大臣の定める事務を定める訓令の一部改正）

5総務省組織規則第233条第2項第2号､第247条第1号､第261条第

2項､第261条の2、第268条第15号及び第270条第5号に規定する

総務大臣の定める事務を定める訓令(平成13年総務省訓令第66号)の一部

を次のように改正する。

第1条第二号ア中「第23条第2項」を「第22条第2項」に改め、同号イ

中「第24条第2項」を「第23条第2項」に改める。



第2条第一号中「第23条第2項」を「第22条第2項」に改め、同条第二

号中「第24条第2項」を「第23条第2項」に改める。

（電波法関係審査基準の一部改正）

6電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を次のように

改正する。

第2条（16）中｢総務省文書決裁規則(平成13年1月総務省訓令第2号)」

を「総務省行政文書取扱規則（平成23年総務省訓令第17号)」に改める。

（総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する事務処理要綱の一部

改正）

7総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する事務処理要綱（平成

20年総務省訓令第97号）の一部を次のように改正する。

第1条中「総務省文書管理規則（平成13年総務省訓令第1号）及び総務省

文書決裁規貝リ （平成13年総務省訓令第2号)」を「総務省行政文書管理規則

（平成23年総務省訓令第16号)及び総務省行政文書取扱規則(平成23年

総務省訓令第17号)」に改める。

附貝I （平成23年6月7日総務省訓令第25号）

この訓令は、平成23年6月7日から施行する。

附貝リ （平成23年6月29日総務省訓令第32号）

この訓令は、放送法等の一部を改正する法律（平成22年法律第65号）の施

行の日 （平成23年6月30日）から施行する。

附則（平成23年10月31日総務省訓令第41号）

この訓令は、平成23年10月31日から施行する。

附貝リ （平成23年11月18日総務省訓令第45号）

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則（平成24年2月10日総務省訓令第2号）

この訓令は、平成24年2月10日から施行する。

附貝リ （平成24年3月SO日総務省訓令第9号）

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附貝リ （平成24年11月12日総務省訓令第32号）

この訓令は、平成24年11月12日から施行する。

附則（平成25年3月29日総務省訓令第16号）

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。



附貝|」 （平成25年5月16日総務省訓令第23号）

この訓令は、平成25年5月16日から施行する。

附則（平成25年10月1日総務省訓令第32号）

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

附則（平成26年4月1日総務省訓令第17号）

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附貝I （平成26年5月29日総務省訓令第23号）

この訓令は、平成26年5月30日から施行する。

附貝リ （平成26年6月SO日総務省訓令第27号）

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

附貝リ （平成26年10月9日総務省訓令第43号）

この訓令は、平成26年10月10日から施行する。

附則（平成26年12月10日総務省訓令第49号）

（施行期日）

1 この訓令は､特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号）の
施行の日 （平成26年12月10日）から施行する。

（経過措置）

2総務省におけるカウンターインテリジェンス機能の強化に関する訓令の一

部を改正する訓令(平成26年総務省訓令第47号)附則第2項の規定により

なお従前の例によることとされる取扱いに係る文書の決裁については、この

訓令による改正前の総務省行政文書取扱規則の規定は、なおその効力を有す

る。

附貝リ （平成27年3月27日総務省訓令第19号）

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第3の表に国立

研究開発法人審議会の項を加える改正規定は、平成27年度予算成立の翌日か

ら施行する。

附貝リ （平成27年6月26日総務省訓令第29号）

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

附則（平成27年9月29日総務省訓令第36号）

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。



附則（平成28年3月28日総務省訓令第16号）

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附貝U(平成28年5月19日総務省訓令第43号）

この訓令は、平成28年5月21日から施行する。

附貝リ （平成28年6月28日総務省訓令第48号）

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

附貝リ （平成28年9月SO日総務省訓令第53号）

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

附則（平成29年3月31日総務省訓令第7号）

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附貝リ （平成29年5月29日総務省訓令第24号）

この訓令は、平成29年5月30日から施行する。

附則（平成29年7月6日総務省訓令第3O号）

この訓令は、平成29年7月11日から施行する。

附貝リ （平成29年8月30日総務省訓令第39号）

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

附則（平成29年9月29日総務省訓令第48号）

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

附則（平成SO年3月29日総務省訓令第12号）

この訓令は、平成SO年4月1日から施行する。

附則（平成SO年6月5日総務省訓令第16号）

この訓令は、平成SO年6月6日から施行する。

附則（平成30年7月3日総務省訓令第22号）

この訓令は、平成30年7月20日から施行する。

附則（平成S0年8月28日総務省訓令第28号）

この訓令は、平成30年9月3日から施行する。



附貝リ （平成SO年9月27日総務省訓令第35号）

この訓令は、平成SO年10月1日から施行する。

附則（平成31年3月29日総務省訓令第20号）

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則（平成31年4月23日総務省訓令第26号）

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

附則（令和元年5月20日総務省訓令第1号）

この訓令は、令和元年5月22日から施行する。

附則（令和元年7月19日総務省訓令第15号）

この訓令は、令和元年7月23日から施行する。

附則（令和元年9月SO日総務省訓令第18号）

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

附則（令和2年3月19日総務省訓令第10号）

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則（令和2年8月26日総務省訓令第36号）

この訓令は、令和2年8月31日から施行する。

附貝リ （令和2年9月29日総務省訓令第37号）

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

附貝リ （令和2年12月25日総務省訓令第56号）

この訓令は、令和3年1月4日から施行する。



(別表第1）

(共通）

1
部課(室)名 決裁

1

処理番号 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人
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1

2

3

4

5
鞄
〃
鞄
〃

61
I Ⅱ司】
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所掌事務についての政策又は方針の決定､変更に関する文書のうち特に
重要なもの

所掌事務についての政策又は方針の決定､変更に関する文書のうち重要
なもの

所掌事務についての政策又は方針の決定､変更に関する文書(特に重要
なもの､重要なもの､軽微なものを除く｡）

所掌事務についての政策又は方針の決定､変更に関する文書のうち軽微
なもの
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省令の制定､改廃(軽微なものに限る｡）

告示の網l壼‐改摩のうち重専な*,の

告示の制定､改廃(重要なもの及び軽微なものを除く｡）

告示の制定､改廃(軽微なものに限る｡）
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■ 一 ■ －

する文1

Fのうち特に豊要な うの

総 F省所管の法令の解釈及び運用に 陣の弓ち重専な*,の

総務省所管の法令の解釈及び運用に関する文害のうち軽微なもの

1
■－今F一凸■且

へ屋云曇1是出案 ビ
■
ロ

■I■

L 更の命に‘ こり、昌I
■■

望 上 豆に委’壬された事項

官報の正誤原稿の作成に関する文書
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班
ロ l弓去雷竪丘か＊.、

審蟻会等への諮問のうち軽微なもの

審議会の分科会に属すべき委員､臨時委員及び専門委員の指名に関す
墨守室

特例民法法人の定款の変更認可に関する文書(目的又は事業に実質的
な恋軍が生じるものに鴎る。）

特例民法法人の定款の変更麗可に関する文害(前号に掲げるものを除
<へ）

例民淺淺人の吾5業 ･画1 I及 剛w胃
■■弓
■■■こ§
ケヨ
r刊
ト■

D』
「
。
､受
画

墨
一
』
一
潟する： ｐ

』 ’’
ｂ
Ｄ

特例民法法人からの報告､届出等の受理に関する文昏(前号に掲げるも
の寿畭<n)

特伊 民法羨人に対す為命入給杏の涌知に閏する文客

特例民法法人に対する立入検査の結果の報告に関する文書

特例財団法人の基本財産の処分の承認､吸収合併契約の承翻に関する

手続の承麗又は最初の評磯貝の選任に関する理事の定めの翻可に関す
る文客

特例民法法人の残余財産の処分の許可に関する文書

特例民法法人の合併の圏可に関する文書(目的又は事業に実質的な変
更が生じるものに限る。） ｝

特例民法法人の合併の認可に関する文書(前号に掲げるものを除く｡）

前10号に掲げるもののほか､特例民法法人の定款において主務官庁の
鯉可一承鯉筆存要するとされているものに関する文客

特例民法法人の合併手続における､合併前旧主務官庁としての意見の添
付及び合併後旧主務官庁への申購害の送付に関する文喜

特例民法法人に対する監督上の命令の発出に関する文害

守1列氏津垂へl－x 9つ？
坐
白 I 今の鍵 士 に 葵 弓旬又1 ド

全一巨全…全÷Q 0－全
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鉾
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和 I『令の発 王 に 婆 する文1 F

特例民法法人に対する前3号に掲げる命令の手続に関する文書

行政庁からの恵兄聴取、協刀啄頼寺I二対すゐ悪兄寺の禿出'二閏可勺又

害

特例民法法人の解散の登記の嘱託に関する文書

特例民法法人に対する過料処分を求めるための手続に関する文書

公益信託に関する許可､選解任､命令又は報告等の求めに係る文害(次
号に褐Iるもの害畭<・）

公益信託に関する許可に係る文書のうち軽微なもの
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関係局部課
官房総務課公益信託からの報告の受理に関する文書(次号に掲げるものを除く｡） 課長 供覧

52ム カbの 宙

53特定ム益増進宏人の証明I関する文書

54 の I る

認可 ’よ子＝土の 及 の の承翻 I 恩
55丁特定保険業者の合併(目的又は事業I実質的ナ変更が生しるもの’限事務欠官 関係邦月課 大臣

関係月邦課

§6岸－1特定険者の解 及合併("号'褐'るのを除く )の認~］ 月長 大臣
57n3号’褐’るののほ力特定険業’関する認~］承露及呼~]’ 月長 関係月邦課 大臣

58塁~]特定険者及 険契 理業者I対する入査’関する文 月長 関係局邦課 大臣

59塁可特定保険業 合へI

大臣特定公益増進法人の証明に関する文書 局長
§局

認可特定保険業者による子会社の保有及び他業の実施の承翻並びに認
可特定保険業者の合併(目的又は事業に実質的な変更が生じるものに限
鳥一の鯉可に閨する文

関係局部課
官房総務課

盟可特定 ？ 者の解 合併(H1号に褐I子るものを除く｡）の認可
に関する文

局長 大臣

関係局部課 大臣ﾛ'3号に褐lるののほか､特定険業に関する認可､承認及び許可に
関する文
認可特定 者及 険契‘,、 理業者に対する立入検査に関する文

局長 関係局部課 大臣

関係局部課
官房総務課

供覧保険業法及び保険業法改正法並びに関係政省令に基づく届出等

61 小 回 今の‐立昼 回 ＝＝■■■■■■
62 小 口 今の の 胃 回 ■T■■■■■■■■＝
63 小 口 今に ■丁■■■■■■■F画

64 小 口 今に ■＝■■■■■■■ー

65鯛査研会の に に プーの ■＝■ ■＝

調査研究会等の開催に関する文のうち重要なもの

認査研究会等の開催に関する文のうち軽微なもの

68 今への に

69 今への に ロー■Tラマ-F丁羽一＝■■■■■■
70 今への に ■丁■■可TE勺口F~]■■＝■■■■■■
71 の ′－門 へいに ー■＝■1－岡W~■＝＝■■■■■■
72 の ′－ へいに ＝こ■可壹周W四一■■■■■■■
73外国の政府行政且等へいに ■丁■■正F詞5－日■丁■■■■■■■

関係局部課
官房総務課

局長 大臣総務省後援名義に関する文 （初回の承麗のときに限る｡）

75 に ｜目に I の く ■I E 今
76 の ローF~是週J~ﾖ■_阿房FrHUZF－玉詞J~ヨ

雨77

雨78

79行政手法(平5年4 88回)に < に ■■■■■■T■■ 且■ー■■■■■■

主目の に関し､重要よの又は例ないのについての処理に関す
る文

局長 関係局部課 局長

主目の に関し、 微よの又は ‘‘るのについての理に関す
る文

関係局部課

行不H ， （平26 ， 68言)に 不ﾛ ，てに

文 （第25条の執行停止並びに第45条第2項及び第3項､第46条並び
に第47桑の 、 プー

大臣
行政不服審法に く不服申立てに関する文 （第43条第1項の諮問
に関する文のうち ナーの

事務次官 関係局部課

宥面不服審蚕悪に墓うで不服申立てに関する文 （第25条の執行停止、
第43条第1項の賠問並びに第45条第2項及び第3項､第46条並びに第
47条の ナー
行政不服審査法に く不服申立てに関する文一(前3号に掲げるものを
除く。）

関係局部課 大臣局長

行政件訴舩法(昭和37年法 139号)又は民事訴訟法(平成8年法
律第109号)に基づく訴訟に

関係局部課 大臣

85 ■
86 ■■■ー■ ■■■ー

87 師雨阿■■■
88 に の に ナーの ■＝■ ■＝■■■■■■

，,行政指導に関する文のうち重要なもの 局長 官房鴎課阿■■■■

弁士法(昭和24 ， 号） 23の2 2項の規定による弁
瞳士会の報告購求(照会)に関する文

関係局部課

行政指に関する文のうち重要なもの 局長
局音

‐

関係局部課
官房総務課

行政指に関する文のうち軽微なもの

91 今に日 たのに 今二

92 に、 に、 回 の と日め‐

93 、に 二、 回塞の ナーの ■丁■

94非参集職員の!ニ ーに る文 ■丁■
地 ；法(昭和22年法律第67号｡以下｢自治法｣という｡)第99条に基
づく意見の処理に関すること

大臣
；ﾛ法 の5 ' 二 ‘

の要求等並びに第251条の7の規定による寵えの
大臣 関係局部課

；法 の2及 251 の3の定による自治紛争処理委員
に対する‐ Lの，

大臣 関係局部課 大臣

関係局部課 大臣
251条の3の2の規定による自治紛争処理委員に対する処理
O ロ

大臣

関係局部課 大臣
；法第252
市と包括都道府県の間の協醸に係る勧告等

大臣

法T 所 彊会の審露に係る当省の意見の
うち特に重要なもの

大臣副大臣

法-口 に係る 他′ 所管零=の審に、る当君の意見の
うち重要なもの

局長

法丁。 に、る 他′ 所管審譲会の審溌に係る当省の意見の
うち軽微なもの
103法令 による証明 今■

＝醗統計調査に係 ； （平成19年法律第53号)第19条第1項の規
定に基づく実施の承認申謂並びに同法第21条第1項の規定に基づく変
更の承認申講及び同条第3項の規定に基づく中止の通知に

統計法 業所母団テータペースに配録されて
いる情報の提供に係る ・・に

大臣

統法32の規定に基づく調査票情報の二次利用に係る申出に関す
る文 （次号に ｜るの く

大臣

2



3

一■

107

■■■■■■■■■
ﾛ■■■■■■■■■I■

流計法第32条の規定に基づく調歪
§女毒(鯛杏璽槽麹俣管剖局内でi

■■■■■■■■■■■

1宗1F

31用弓

一一舎一qp壷』一 房ブ ､-1,1 1－ 日I

報の二次利用に係る申出に関す
rる堪合に限る。）

一一

課長

一一

大臣

108
踊計法第33条の規定に基づく鯛査票情報の提供･報告に係る甲出に関
rる文審

局長 大臣

109
＝

E
■■■除夜耐協力

一
一 婆 する文割 ;のうち重要なもの 届 '長 脂 '長

110
＝

E
■■ 賑煙1河 協力

一
一 する文智 :(軽微なものに限る。） 局総

睡墾

"函 長 司総 塔課！
■
文

111

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号｡以下I通則法｣といつ。）

及び個別法(通則法第1条第1項に規定する個別法をいう｡以下同じ｡)並
びに関係政省令等に基づく認可､承認､任命､設定､指示､届出､指定等
の弓去特に重寧な*‘の

大臣 関係局部課 大臣

112
通則法及び個別法並びに関係政省令等に基づく醗可､承認､任命､設
壼‐増示届出一指壼笙の弓夷重専な*,の

事務次官 関係局部課 大臣
■ ■
唾唾
ー

113

。 ■ ＝画一一 P

ー＝ 同■■、』

＝■Ⅱ■ ママ

／銅司塞麺 、胡
■1■■ i鯉

凪即一径Uマ哩幻咽心畢up1－I詞0万辰酷ロコ F可Uー一一，四可、串…、 U一興0J，醒

目､指示､届出､指定等(特に重要なもの､重要なもの及び軽微なものを
鳶<‐）

ーー

局長

ー

関係局部課

ー

大臣

114
i則法及び個別法並びに関係政省令等に基づく翻可､承認､任命､設
2÷指示一届出、指定等のうち軽微なもの

課長 関係局部課 大臣

115

卜定秘密の指定､指定の有効期間の決定､当該特定秘密の取扱いの栗

確行わせる職員の範囲の決定､指定の有効期間の延長及び指定の解
’
伊
Ｒ

大臣 大臣

116

寺定秘密の指定の有効期間が通じて30年を超える堀合及び超えた堀合

こおける､特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)第4条
右AT官1－トス肉閣柄垂諏1－鈴寸星由骨書

大臣 大臣

117
総務省特定秘密保護規程(平成26年総務省訓令第48号)第39条第2項に
卜星座琴

大臣 大臣

118

寺定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な連

月を図るための基準(平成26年10月14日閣議決定)V3(2)ｳ及びV4(2)1
h)に上為踵明

大臣 大臣

118－

2

守疋“画Uノ咋睡l-I調ツ勺西1手矛･禾矛今頃Uソ廻画手奉伺1－可寸jこ“画琶

吊有させること並びに同法第4条第5項､第6条第1項､第7条第1項､第
I条第1項､第9条､第10条及び第18条第4項後段による特定秘密の提
比(特定秘密を保有した適合事業者及び特定秘密の提供を受けた者が特
E秘密をさらに第三者に提供する場合における､当該適合事業者及び当
金銭宅蚤弧室、埠吐寡琴'十先署I＝鍼甘-Z周音本合す，‐1

局長 大臣

118－ 適！
ｔ
二 ;評価の竃施の承観

ロ
ロ
戸
Ｆ
Ｐ

０
日

■
工 大

画
■
■
二

118－ I ピ :目璽儒1－詩才星埜4書"几悪〃 鯛彊
P娃軍豆寺

:処理方金 ･の承翻
ロ
ロ
戸
Ｆ
■

■
工 大

画
■
■
一

118－

5

淀秘密の保腫に関する法律､特定秘密の保證に閾する法律施行令(平

:26年政令第336号)､特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の
1施に関し統一的な運用を図るための基準及び総務省特定秘密保護規
1に某づく特壼湿索の俣購に閏すること(前7号に掲げるものを瞼<、）

課長 大臣

119

61－洞lノ句轆且UJ1エェK刀~睡径U,壗涯琶亘し◎蜂1．1町し◎ノ鐸U,陣耶ロvノ厩

1に関する文書
)行政職俸給表(一)の官職のうち､主任(係長相当の官職を除く｡）
以下の官職
)行政職俸給表(二)の官職
)医療職俸給表(－)の官職
)医療職俸給表(二)の官職
)匡癖醗嬢鎗完（＝）の官醗

局長等 官房秘書課 大臣

120
大臣以外の者に任命権が委任されている非常勤職員の任免及び俸給の
決定に関する文書

局長等､地

方支分部局
(四国行政評

価支局を含
お‐）の昼

官房秘書課
官房会計課

局長等､地方

支分部局(四
国行政評価
支局を含
ｵ:‐）の長

121 局等の職
国
二
【 (係 ■

■

■
垂 ﾕ上に限る,）の兼務等の発令 衣頼に 婆

幸
〃
口
■ 旬又判 B

． 『

巴壺

Ｄ
Ｄ
ｐ

三 畏等

122
国家公務員法(昭和22年法＊
(係長以上に限る。）に対する

1120号)第79条の規定による局等の職員
木職発令依頼に関する文喜

局総務課長 局長等

123

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭

和45年法律第117号)第3条の規定等による局の職員の派遣に係る発
令依頼に関する文害

局総務課長 局長等

124
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第
ﾖ条の規定等による局の職員の派遣に関する文審(発令依頼を隙<･）

局総務課長 官房秘書課
大臣又は局
長等

125
弓等の職員の配置を変更せず臨時に他の事務を担当させることに関する
文害

局長等

126
公用旅券の発給･返納等に関する文書(公用旅券発給請求書のみを発出
する過合審含む。）

課長 大臣

127 薄々北調杏豆I士鰐邑の〃*園朋目鳫'三盟寸-塁外部への錐輻'三盟寸為支写 課呂 ､

､ 関係后部課
■
ロ
ロ

国 畳等

128
局等の職員の扶養手当､住居手当､通勤手当及び単身赴任手当の決定
等並びに児童手当､子ども手当の認定に関する文書

官房秘書課

長､地方支分
部局の長

官房長､地方

支分部局の
長

128－ 局等’ 隣
ロ
■
二
【
配
の児童手当、二 邑ど 畠当の支給に 葵

字
■
ｑ
“ 屑 虻審 局総務課

■
粟 」 国 畏等

129 局等’ D職
■
一
■
二
【 の詔渦勤薙命

ａ
Ｆ
山 ･簿の作成等に関で 5文： ド 課長

130
局等
空雪‘

職員の特殊勤務実細
I譜乃7f答電田鴎､昌蛙巳I

簿､特殊勤務手当整理簿､管理職員特別勤
勤務手当整理錨の作成等に関する文害

局総務課長
ロ ロ

131
ユム ■

給与‘ 、 面

一石＝■■■

全1－頭事務担当者の指名に関フ
ーーーー、■．…一もﾛ〃一圭全

ゴ唖匡ムゴ唖匡ムゴ唖匡ム

酷､昌の$目酷､垂当の弓 噸

－

トス寺Iる文書
■■■ ﾛ■■■■■■■■■■■■■

■ 一 ■

する文

昌蜂謹髄
'副…句刀匹

日
馬冒

■
茎
ー 皀」

〃可．

■L竺
b奇
ー

132 司等｛ 合に段 する内E 。'こ ： I 局総務目 21
■
垂 局！

■
０
■等

133
旨定職俸給表の適用を受ける職員の勤勉手当の額(成績率)に関する文
■

事務次官 官房秘書課

134
局等の職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く｡）の勤勉手当の額
(成締率)に関する文客

局長等 関係局部課

135
人事院規則9－8の規定に基づく人事院への協議に係る内申に関する文
害

局総務課長 局長等

136 弓等の職
国
一
戸 （

＝

眉 ■
Ｉ 受等を 験く。）に夷する訓告､注意に 型 する文1 I

三 長等 官月恥害屈
引
眉 局？ 畳等

137
弓等の職員(局長等を除く指定職及び政令職)の勤務時間､休日及び体
園等に関する文害

局長等 局長等

138
局等の職員(指定職及び政令職を除く｡)の勤務時間､休日及び休暇等に
関する文書

課長

各局総務課

(特に必要な

場合に限
る．）

局長等

139

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項

の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念轆務の
免除に関する政令(平成26年政令第206号)に基づく職務専念義務の免
陰の垂題'一函寸墨守毒

局長等 大臣
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140

二
二
絹
ｂ
閲

等の
するI

}員(‘
員目
系長以上及び人
体への専従許

事

可 弓

屍規則17－0による管理職員を除く｡）に
;に関する文書

局長等 局長等

141

二
二
便
・
■
出
‐

等の職員(人事院規則17-0による管理職員を除く｡）の短期従事の許
に関する文喜

局長等 局長等

142
捌

1

l立行政法人の役員(大臣任命の者に限る｡）の兼業の承翻に関する文
ｐ
ｈ

副大臣 官房秘書課 大臣

143

国家恋砺員法昂IUg宋媒u弟UU4宋皿uI－jHlW凹琶甲慨こしﾉﾆ肥驍咽

災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条の規定
による局等の職員(大臣以外の者に任命権が委任されている職員に限
ろ‐）の聾鑿の許可等に閏する文害

局長等
大臣又は局

長等

144

劃家公砺貝法弟UUご未媒ひ栗IU4宋皿ひ1－J目肋四亡甲慨こしに理埋肋

随力の充実強化に関する法律第10条の規定による局等の職員(大臣以
4の者に任命権が委任されている職員を除く｡)の兼業の許可申請等及
Ⅸ涌知に閣する文客

局総務課長 局長等

145
計等の職員(局長等を除く指定職及び政令職に限る｡)の海外渡航の承
恩に関する文喜

局総務課長 局長等

146 弓等の職」 I(省令職以下に、 lる。）の海外渡航の承麗にI目する文書 課長 局長等

147 計等の職」 lに係る研修員の（佳薦､決定等の通知に関すイ b文喜 局’ 総務課長 局総務課長
148 部局研修に関する文害 司長等 局長等

149 職員以外の者の大臣表彰に関する文喜 罰房長 官眉
P里

間

全か一二一

必舌日禾 大臣

150 §員以外の者の〆 ’
一 ■ ■

大臣賞等に段 する文1 F 罰房長 官冒 Ij必害諜 大臣

151 白的弼7便牢琴1－匪 弓旬入1 はの弓夷電；要7 :もの 司長等 司長等

152 9曲冠7f事琵1－匪 する文1 Bのうち軽’'掴ノ :もの 臣 総務課長 司長等

153 俎合及び職員団体からの』 ０
１ 上に対1 るI。答に関する文害 局 職務鯉長 局 総務課長

154 職員の外国出彊に伴う資畠
L‐

Z日u渥邑且 Zの 士両71-つし、~《 課長 関係局部課

155 前湾音令の締箪乃ぴ瓶納 こつ（ ,､て 課長 関係局部課

156
麗郎リ1－闇ヲ句X音（初回向噸八、1又砺耒那ヨ、奉砺寺I一安師寺媒リーイしつリノ

金杏篭弄含む‐）のうち重要なもの
局長 官房会計課 局長

157
§洞'三閑可旬又吾(物鮠胴人、憧栃美祠、釆栃寺'三安目t寺反ひ←万しわ”

:杏篭存合命．）のうち軽徹なもの
課長 官房会計課 課長

158
【府鯛達等のための仕様書案に対する意見招購等の実施依頼､仕様害
》確壼乃7K埠圭室の塞舂鈷里の掴知笙'三四寸島古室 課長 課長

159 補助金等の交付要綱に関する文書 局長
関係局目
官房会衝

I課
･謀

大臣

160

垂
毎
恥
匡
君

助金等の交付決定､その他補助金通
)に基づく処分及び関連事務のうち量

正化法(昭和30年法律第179
要なもの

局長 関係局部課 大臣

161
補助金等の交付決定､その他補助金適正化法(昭和30年法律第179号）
に基づく処分及び関連事務のうち軽微なもの

課長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

関係局部課

大軍、総合彌

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

162 無利子貸付金の貸付要綱に関する文書 局長
~関係局部§
官房会計闇

大臣

163

『甲』子只11垂Uノ皿1リ汰瓜E，てリノT巴狩八E趣1日・似潅閉1元手未墨肥両禰1四

i(平成2年法律第35号)及び社会資本整備特別措置法(昭和62年法
1第86号)第5条第1項において準用する補助金適正化法に基づく処分
iぴにその関連事務

局長 関係局部課 大臣

164
I員の衛生､医療その他福利厚生に関する文書(会計課の所掌に係るも
)を除く。）。

局総務課長

165 会計I金杏院の頚弛桧杏 こ煮 'す鳥童貝のI 呉汁 事務次官 西
ね呼務次

垂
．
呂

166

甫助金適正化令(昭和30年9月26日政令第255号)第9条第3項(同令

眉14条第2項において準用する場合を含む｡)の規定による財務大臣に
けする協灘

課長 官房会計課 大臣

167
也省庁からの関係法令等の規定による基本計画等の協蟻に対する同意
､弓去特に重軍饅められ為*0の 副大臣 関係局部課 大臣

168
他省庁からの関係法令等の規定による基本計画等の協購に対する同意
柄禺七雷琿L銅雄匡狛ヱ士_の 局長 関係局部課 大臣

169
他省庁からの関係法令等の規定による基本計画等の協蟻に対する同意
の弓古軽徹し鯉め員れ馬手‘の 課長 関係局部課 大臣

170 報道発表 局長
関係局部課
官房政策評
価欣麹鰹

171

意見公募(バプﾘｯｸｺﾒﾝﾄ)手続の実施に関する文書(行政手続法(平
成5年法律第88号)に基づくものに限る｡）(命令等を定めないこととした
場合の結果の公示を含む｡）

局長
官房政策評

価広報課

入匡寺W丁哩

手続法に規
定する命令等
制定機関）

172

意見公募(パブリックｺﾒﾝﾄ)手続等のうち結果の公示等に関する文書
(行政手続法に基づくものに限る｡）(前号に掲げるものを除き､意見公募
手続及び結果の公示等の全部又は一部を実施せずに命令等を定めるも
のを含む｡）

命令等の制
定に関し､こ
の規則により
決裁者となっ
でいる者

官房政策評
価広報課

大臣等(行政
手続法に規
定する命令等
制定機関）

一
、
申173 胃願(国会に提出されたものを除く｡)及び陳情等の処理に関する文書 局長

関係局部課
官房政策評
価広報誤

局長

174 皇
一 画 関 ； 儲 l長 課！ ＆

175

丁以砥園リノ沫伺ヲ旬1再報山公陶1－園9句法1牢（千腿1 1午志1半弟斗竺言。

肌下｢情報公開法｣という｡)第9条に基づく開示又は不開示の決定(次号
こ掲げるもの及び情報公開法以外の法令の規定により閲覧又は縦覧(以
F｢閲覧等｣という｡)することができるとされている行政文書を対象文書と
‐て行弓＊‘の寡除く←）

事務次官
関係局部課

官房総務課
大臣

176

官報公開法弟9乗Iこ全つく開示Xはｲ､開示の沃疋のつち、菫鄙開示の沃

置をする場合その他別に定める場合に該当するもの(情報公開法以外の
去令の規定により閲覧等することができるとされている行政文書を対象文
■として行うものを除く。）

局長
関係局部課
官房総務課

大臣

177

q轍公開法弟9末弟1項'二全つく開示の沃疋(禰報公開法以外の法令の

刷定により閲覧等することができるとされている行政文書を対象文書とし
ご行うものに限る｡）

課長 関係局部課 大臣

178

『報公開法第9条に基づく開示又は不開示の決定(情報公開法以外の法

奇の規定により閲覧等することができるとされている行政文書を対象文害
:して行うものであって､当該対象文書が不存在であるもの又は閲覧等の
&了したものに限る。）

課長
関係局部課
官房総務課

大臣

179
1百瓢公開法第1U宋弟Z現'二全つく開示沃疋寺の期限の匙曇に閏すゃ又

害
課長

関係局部課
官房総務課

大臣

180 1 I報公 謂法2壁1T冬I一裁くf鯉示決定等の柵 侍例に 型 |・ る文1 I 課長 ０
１
鯵謹曽里 大 豆
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181

画

１
２
報公開法第12条第1項及び第12条の2第1項に基づく開示請求に係
古室柄蓉些1－日目オヱ寺垂 課長

関係局部課
官房総務諜

大臣

182
同和公開法弟1回末'二全つく栗二百1－刈9句思兄音淀国UJ侭云Uﾉ1可与寺

こ関する文害
課長 官房総務課 大臣

183 情報公開法第16条第3項に基づく開示実施手数料の減額(免除)の決定 課長
関係局部課
官房総務課

大臣

184
情剰
諮惜
公開閉
のうち
第19条第1項に基づく情報公開･個人情報保護審査会への
豊要なもの

事務次官
関
官
系局部課
男総務課

大臣

185
情報公開法第19条第1項に基づく情報公開･個人情報保硬審査会への
諮問のうち軽微なもの

局長
関係局
官房総

Ｉ
Ｊ
Ｐ
６
Ｊ

課
渓 大臣

186 青報公開法第19条第2項に基づく諮問をした旨の通知 課長
関係局部課
官房総務諜

大臣

187

丁哩確闇”沫伺9句個人1再転UJ沫硬1－閏ヲ句法拝(半戚U◎ヰ法律弟◎ご

号｡以下｢行政機関個人情報保護法｣という｡)第18条に基づく決定(次号
こ掲げるものを除く．）

事務次官
関係局部課
官房総務課

大臣

188
斤政機関個人情報保護法第18条に基づく決定のうち､全部開示の決定
島する場合その他別に定める増合に該当するもの

局長
関係局部課
官房総務蝶

大臣

189 行政機関個人情報保瞳法第30条及び第39条に基づく決定 局長
d

4

d

関
官
系信
号淵

牒
繰 大臣

190
赦
醒
§関個人‘
§づく期陥
育報保獲法第19条第2項､第31条第2項及び第40条第2
の延長に関する文害

課長
目
信
系局部課
冒総務課

大臣

191
丁政磯

寺例に

蕊
眠
案

個人’
する．
冑報保護法第20条､第32条及び第41条に基づく期限の
〔害

課長
目
禧
系局部課
男総務課

大臣

192
ﾃ政機関個人情報保護法第21条第1項､第22条第1項､第33条第1項
更ぴ第34条第1項に基づく事案の移送に関する文害

課長
胤
禧
系局部課
号総務課

大臣
一－

193

I

ﾃ政機関個人
農会の付与等

旦垂全÷壷内心＝j一昔ベグーーー～1，－～÷宝一日一十日山一

冑報保護法第23条に基づく第三者に対する意見害提出の
こ関する文香

課長

■l■■■－■■■

胤
喧

■■■■■■■■■■■■■■

詞一
系局部課
亘挫垂趣

一

大臣

194
行政穏関個人情報保醗法第35乗に基つく保有個人禰報の提供元への通

知
課長

剛
橲
系局部課
男総務課

大臣

195
行政機関個人情報保護法第43条第1項に基づく情報公開･個人情報保
講塞杏会への鱗閤のうち雷雲な*0の

事務次官
関係局部
吉T豆鯵錘

漂
渓 大臣

196
行政磯閨個人禰報味腫法第4“

購塞香会への踏問のうち軽微な：
盲第1項に基づく情報公開･個人情報保
jの

局長
関係局部課
官房総務課

大臣

197 行政機関個人情報保瞳法第43条第2項に基づく諮問をした旨の通知 課長
関係局
呑冒錨

課
課
冊
傷 大臣

198
行政機関個人情報保護法第44条の4に基づく提案募集の公示に関する
文喜

局長
関係局部
官房総務

§
§ 大臣

199

行政機関個人情報保護法第44条の7第2項又は第3項に基づく審査結
果の通知並びに行政機関非職別加工情報の利用に関する契約に関する
寺＝r藍列犯隼柄制⑥密⑤缶'一七I，手準Fロォヱ廻今全今士、 、

局長
関係局部課

官房総務課
大臣

200

行政機関個人情報保護法第44条の8第1項において準用する惰報公開
法第13条に基づく第三者に対する意見書提出の機会の付与等に関する
文毒

課長
関係局部課

官房総務課
大臣

201

情報公開･個人情報保護審査会設置法(平成15年法律第60号)第3章

に基づく情報公開･個人情報保護審査会における調査審蟻の手続に関す
ること

局長
関係局部課
官房総務謀

大臣

202
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第40条第1項の
規定による報告及び立入検査に関する文書のうち重要なもの

局長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
慾所長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

203
個人情報の保謹に関する法律第40条第1項の規定による報告及び立入
検査に関する文書のうち軽微なもの

課長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
務所長

局長､腺長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

204

個人情報の保瞳に関する法律第44条第1項及び個人情報の保穫に関す

る法律施行令(平成15年政令第507号)第13条第2項及び第14条第2
項の規定に基づく協灘に関する文審

局長 大臣

205

3人情報の保護に関する法律第44条第2項及び個人情報の保穫に関す

)法律施行令第14条第1項の規定に基づく権限行使の結果の報告に関
-る文害 一

局長 大臣

206
ﾖ人情報の保瞳に段
)法律施行令第15‘

する法律第44条第3項及び
自謹？1百m相壼'一上星耀唄垂‘

固人
モに

『報の保穫に関す
すス寺堂 局長 大臣

207
国人情報の保瞳に関する法律第45条の規定に基づき､個人情報保護委
ﾖ会に対し､適当な措置をとるぺきことを求めること

局長 大臣

208 特定個人情報保瞳評価の実施に関する文書のうち重要なもの 局長
関係局部課
官房総務蝶

大臣

209 特定個人情報保護評価の実施に関する文書のうち軽微なもの 課長
関係局部課
官房総務諜

大臣

210

犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号｡以下「

犯罪収益移転防止法｣という｡)第8条第5項の規定に基づく国家公安委
昌会への通知に閏する文審

課長 大臣

211 犯罪収益移転防止法第15条の規定による報告等に関する文害

局長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

関係課

大臣、局長

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所
昼

212 犯罪収益移転防止法第16条の規定による検査に関する文書

局長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣､局長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

213 犯罪収益移転防止法第17条の規定による指導等に関する文書

局長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣､局長、

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

214 犯罪収益移転防止法第18条の規定による是正命令に関する文書

大臣､局長、

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､局長、

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長
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215
犯罪
島惚I

,益移鼠
の求泣

i防止法第19条第5項の規定による国家公安委員会に対す
局長 大臣

216

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転塚を阻害する

行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号｡以下｢消費
税転嫁対策特措法｣という｡)第5条の規定に基づき､公正取引委員会(同
法第9条の規定により読み替えて準用する場合には､消費者庁長官)に
対L‐滴当な糟置存と為べきこと存求めること

局長 大臣

217

消費税転嫁対策特措法第15条第1項又は第2項の規定に基つき､特定

事業者若しくは特定供給事業者又は事業者に対し､報告をさせ､又は立
入桧杏存行うこと

局長 大臣

218
消費税転嫁対策特措法第17条の規定に基づく消費者庁長官､公正取引
垂昌今士塞夫庫豆I士申小金拳庁異官に対する蒲知に閏寸為ごと

課長 大臣

219
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第8条の規定に基づく通知、
公売及び雲鰭に閨する文婁のうち重要なもの

副大臣 関係部局課 大臣
■ ■

220

一

鹿布目坐』し
ー一一一 ｡

殿び要！ '三関 る文
で一一■ーマーウーー マ ー ■■■ー一 口 ■一 ママ 一一｡ ー ‐ ーー一マー ．＝一一一一一 ﾏー ~ ー 一 ー

書(重要なもの及び同条第7項の規定に基づく通知に関する文書のうち軽
微な*,の存険<）

ー戸
局長

ー
関係部局課

「
大臣

弓

221
座薬頭手刀強化法弟巳宋弟ノ硯の祝疋に曇つく通知I＝閏ツ旬X雷Uノブら

軽微なもの
課長 関係部局課 大臣

222

座乗顕手刀踵1旧法栗ご末弟画頚Uﾉ醜疋1－＝~ユ、T巴Uﾉ1劃1承1丁以砿圏Uﾉ錘1－

対する確認の求め及び第4項の規定に基づく通知に関する文書(第4項
の損宗に某づく涌知に関する文書のうち軽微なものを除く。）

局長 大臣

223
産業競争力強化法第9条第4項の規定に基づく通知に関する文喜のうち
軽微なもの

課長 大臣

224

座未賑李ノJ5虫1L声宋IU率（索1 0禾宋斗硯リノ祝疋1－小ツ苧嗣ツ句J酉画.江

含む｡)の規定に基づく翻定､同意及び公表並びに第11条の規定に基づ
<理壼の酌箔1.乃7K亦軍の指示に閣寸島女毒の弓古重専な*0の

副大臣 関係部局課 大臣

225

産業競争力強化法第10条(第11条第4項の規定により準用する場合を

含む｡)の規定に基づく翻定､同意及び公表並びに第11条の規定に基づ
<翌壼の酌遇1.乃7K恋軍の指示に關寸為支審(重専な*,の弄跨<‐）

局長 関係部局課 大臣

226
産業競争力強化法第15条第2項の規定に基づく他の関係行政機関の長
に対する責貝に閨する文審

局長 大臣
■ I■

227
座乗y現手刀5虫1E志弟1回ノ禾聚I現呆I＆弟廷唄W祝疋1－垂~ジ、露疋禰T手

業活動実施者に対する報告の徴収に関する文書

一一

局長
一

関係部局課
一

大臣

228

下請代金支払遅延等防止法第9条第3項に基づく総務大臣の所管する事

業を営む事業者に対する報告の命令及び検査等に関する文書のうち重
専なもの

局長 関係局部課 大臣

229

下請代金支払遅延等防止法第9条第3項に基づく総務大臣の所管する事

業を営む事業者に対する報告の命令及び検査等に関する文書のうち軽
微なもの

課長 関係局部課 大臣

230
下
す
胃中小企業振興法第4条に基づく振興基準に関する指導及び助言に関
A支毒の弓走雷雲左手,の

局長 関係局部課 大臣

231

■
■
■
■
由
■
■
１
４
■
》

下
す
i中小企業振興法第4条に基づく振興基準に関する指導及び助言に関
文害のうち軽微なもの

課長 関係局部課 大臣

232

下請中小企業振興法第5条第1項､第6条若しくは第7条第1項の規定に

よる承湧､同条第2項の規定による承翻の取り消し又は第10条の規定に
トス銀生の錨1m'一月咀寸ス寺垂ハミセ雷亜ナ帝士.の

局長 関係局部課 大臣

233

下請中小企業振興法第5条第1項､第6条若しくは第7条第1項の規定に

よる承認､同条第2項の規定による承罷の取り消し又は第10条の規定に
_卜星釦舎の鎧bⅢワ1－頭寸星寺宣の弓担鍵箱6か土.の

課長 関係局部課 大臣

234
生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)第22条の規定に基づく
革新的データ産業活用計画の潔定に関する文書

局長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣､局長

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所
長

「
「

235
生産性向上特別措置法第23条の規定に基づく革新的データ産業活用計
画の認定の変更等に関する文書

局長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣､局長､

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

236
生産性向上特別措置法第26条第1項の規定に基づく安全管理に係る基
準への適合の確認に関する文書 ｝

局長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣、局長、

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

237 生産性向上特別措置法第26条の規定に基づくデータの提供に係る文書

局長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣､局長、

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所
長

238
生産性向上特別措置法第30条第1項の規定に基づく報告及び検査に係
る文書

局長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事

務所長

大臣､局長

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所
昼

239
生産性向上特別措置法第50条第1項の規定に基づく報告の求めに係る
文喜

局長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣､局長、

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

240
生産性向上特別措置法の規定により処理することとされた事項(前6号に
掲げるものを除く｡）

局長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣､局長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

241

狩疋同圧1再可収哩1日’又1打石用ンハァム山閉売瞬緬娯ひ尋八Uﾉ涯醒1－園ヲ

る法律(令和2年法律第37号)第7条の規定に基づく特定高度情報通信
祐術活田システム關挙偉錯計画の鯉帝'三閣寸島支室

局長 大臣
■ ■

242

:電信蜂』
＝ー~qb△ラニf応 E画一 昼湛？f壷乳小1厘垂'一月且

Tvr狸暉】樫1円蒋皿Iロコエド別〃ロバ。＝ダ、グーリグ”元琢呼口窪噂･寺グ、vジ匹些1ー閏フ

る法律第8条の規定に基づく特定高度情報通信技術活用システム開発供
絵計画の鯉壼の亦軍笛に閾する女審

一一

局長

一一

大臣



L
大臣大臣

7

243

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関す
る法律第9条の規定に基づく特定高度情報通信技術活用システム導入計
画の認定に関する文書

局長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣､局長、

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

244

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関す
る法律第10条の規定に基づく特定高度情報通信技術活用システム導入
計画の認定の変更等に関する文書

局長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣､局長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

245

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関す
る法律第26条の規定に基づく特定高度情報通信技術活用システムの適
切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして経済産
業大臣及び総務大臣が定める基準への適合の確認に関する文書

局長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣､局長、

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所
昼

246
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関す
る法律第29条の規定に基づく報告の求めに係る文書

局長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣､局長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

247

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関す
る法律の規定により処理することとされた事項(前6号に掲げるものを除
<･）

局長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣､局長、

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

248 課内の庶務に関する： 虻害 課長 鰐 二
■
１ 受

249
第1号から第243号胃
若しくは回答又は資粥

でに掲I・
等の作旧
，るほか所掌事務に係る各種の照会､調査
上等のうち特に重要な事項

大臣 大臣

250
第1号から第243号までに掲げるほか所掌事務に係る各種の照会､調査
垂lどけ同蓉マ'十沓奥凱笙〃､作歳笙の弓去雷璽缶章宿 副大臣 大臣

251

第1号から第243号までに掲げるほか所掌事務に係る各種の照会､調査
若しくは回答又は資料等の作成等(特に重要な事項､重要な事項､軽微な
塞頂存除く｡）

局長 局長

252
第1号から第243号までに掲げるほか所掌事務に係る各種の照会､調査
華IfI＋同埜▽I÷害戦l生爪作齢竺の呉と鐸鋤ナF章T宙 課長 課長

253 欄準フ
■
二

弱
画－1
…■■

｣■■ー■■■

,（
８
９§存期間表)の作 戎､改廃 課！

■
工 課長

254 e-LAWSにおI1 る法曹
』
評

■
■
■
■
■脚 I の認証 課？

■
垂 課長

255 外国の主管庁及び国際機関等と交わす覚書のうち重要なもの 局長 関係局部課

大臣､副大

臣､政務官、
事務次官､総
務審蟻官

256 タ
､■■

ヨ
ー の主管

■ ﾛ

』 。叉び ヨ瞭機段 等と交； r覚1 ！(重要なものを 隙く｡） 課長 對係局部課 局長等

257 その他法令等の規定により処理することとされた事項

当該法令等

の規定により
処理すること
とされた者

関係局部課

当該法令等

の規定により
処理すること
とされた者

部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文害施行
名毅人

備考

眉定職俸給表
こ相当する官

適用官職及〔
罰の任免Iこ僕

:政令により本省に設置される官職又はそれ
する文害

次1－燭1丁旬目頭員山1土兄1－閏9つX琶（八争防E祝則1割－U弟Iz宋撰u弟

24条並びに人事院規則25-0第11条並びに人事院規則26-0第12
条の規定に基づく人事異動通知書の交付を要する決裁並びに国家公務
員法第79条第1号の規定による休職に係る決裁のうち本人が休職に同
意しているもの及び人事院規則11－4第3条第1項第1号から第4号まで
の銅宇に上馬抹職に係馬決裁寡醗<←）

;れる官職､I訂し旬日耳頭
題画0＝ 戸2師E ､専’旬丁■

一
門 |

g官､專’‐、 マァ■

一
門 ’

■①省令によ
及び係長(こ；

J設置
1,らに：

■
』
阜
宙
や
』 当する官 磯を含i

ﾛJー、＝了冨UBUJー、 司一

｡。）

②地方支分部局(四国行政評価支局を含む｡）の長に任命権を委任した
■一一＝ 凸 －－ ▲一 凸 一

ｰロ間■奇■一 、L丘 q〃 r古今割局の職邑

3

次に掲げる職員の任免に関する文書(人事院規則19－0第12条及び第

24条並びに人事院規則25-0第11条並びに人事院規則26-0第12
条の規定に基づく人事異動通知書の交付を要する決裁並びに国家公務
員法第79条第1号の規定による休職に係る決裁のうち本人が休職に同
意しているもの及び人事院規則11－4第3条第1項第1号から第4号まで
〃､祖宅'一上丞抹醗1－種星津鋳1－胴星1

①省令により設置される官職､課長補佐､参事官補佐､専門官､専門職
及び係長(これらに相当する官職を含む｡）

(邑ﾉ氾万又汀司j同(幽圏1丁奴許1四文同迂言む。ノの髭'三仕節罹琶歪仕した

官職券除く蛾方客分部局の職邑

課長 大臣

4 人事院に対する‘ 壬命権（ 委 肖の＃ 昌示に 弱する文1 ＃ 官冨 ﾛ

■ 大臣

5I職員の割愛に関する！ 又 :回2 厚に段 する文害 裸，
■
王 課長

61|仕用H夷補壱の握示の t及 そ（ 2選i
b■ ＝ ー

吾に目

1結果の通知に関する文書 課，
■
垂 大臣

7 課長以上の官職への任I ﾖ綴 ﾐ報 1する文害 課：
■
正 大臣

8
人事院規則8－13により職員の任用を行った増合の任用結果の通知に
関する文書

課長 大臣

9 ’
h方支分部局(四国行政評価支局を含む｡）の長の任命権に属する職員
〕人事についての協繕に関する文害

課長 課長

1014 公害等調整委員会専門委員の任免に関する文喜 大臣政務言 大
ロ
司
一

111垂謹令竺垂昌の拝曇'三魍寸墨青空 大臣 大
12 審謹会等の臨時委員の任免に関する文＃

1

1 大臣 大
13 塞灘今篝の特RIl季昌逓ぴ童閂季巨 の任1 ,に 潟する文害 大庫1面塞官 大

14

1守例木法人、3里ユ1丁螺法人、1守万ﾘ四声拝1ーより踵ユ壱万しっ氏同法人寺叩慎

員(総務省の職員が国家公務員退職手当法第19条第4項の適用を受け
て出向する役員又は特別の法律により設立される民間法人等の非常勤
、繕昌奉陰<－ 1垂〃1拝缶乃7K頭可'一四寸星寸之

大臣 大臣

15

守輝声八、り盟斗1丁以法人、￥守万ﾘ四声1率I－ぶり踵ユご訂し旬氏同志人寺山睡

ﾖ(総務省の職員が国家公務員退職手当法第19条第4項の適用を受け
ご出向する役員又は特別の法律により設立される民間法人等の非常勤
､紹昌に限る．）の仔免及び鯛可に閏する文書

事務次官 大臣

161，親 了7打唖悪人｡〕 鱈古垂昌〃 任免に 蚤 する文害 大 豆 大 豆



官房総務笛

部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文書の件名 決裁者 合蟻先
施行
名義人

備考

8

17 巾古手 F窪人の勵 ･産等に係愚 z価 委員会委員の任免に 型 する文喜 ｌ■日 大 豆 大 更
18 総務名

一

'淵 立行政法人得昌撰霧 漕 龍 l会委員の委咽に関す屑 文書
■
４
Ｐ に目

ｐ
ロ
Ⅱ
１
屯 大 更

19 に臣､副大臣､大臣政務官の出張(旅行)の内閣への届出に関する文書 課長
八匡、固り人屋

又は大臣政
務官

20 内閣承總人事に
■
ｑ
■§る者の ｂ

■

ー

雲 出張
’0

h j

産 、
■

)の 大 閣への 冒出に
一
卑
凸
。 る文1 I 開 長 大臣

21 人事記録の作成･保管、用 i
Ｂ
ｉ
卜
■

'宿小： 正明 こ圏
一
夕
、
４ る文書 鳶 長 課長

22 人事統計報告に 翌する文’
■
■ 鳶 長 課長

23
級別定数の設定及び改定並びに俸給の特別調整額の指定に係る人事院
'三針寸呂鱈壼由諮'三魍寸墨脊室 課長 課長

24 人事院詞 l則9－8の規定I: 某宅 <人事院に戎 ･するF日講に 對 rる文1 B
。

’ 鵠長 事務次官
25 大臣のf§命権に属する職

弓へ‘

王Vグワ

、庁“Eヨ趣
等の湯 &定’ こ

－
６ る文判 ド

q

l 鵠長 大臣

26
b方支分部局(四国行政§
〕初任給､昇格等に関すイ

z価支局を含む｡）の長の任命権に属する職員
,協謹の垂鯉に閾す為文毒 課長 課長

27 力勉手当の蕊 (成緬率)に 謁する文書 掴
…‘

■
■
ｂ 渓！

■

罰
､

､

28 手当の支給に関する文書
■
罰 Ｄ

ｂ 渓！
畳
別

D

P

29
国家公務員退職手当法第15条及び第16条に基づく退職手当の返納並
ぴに同法第17条に基づく退職手当相当額の納付に関すること

事務次官 大臣
ｰ

30

■■■■■■■■■■■■■■■I■■■■

＝ー ■ 国田ー■ ーー呈舎a且■

己ヨ 宮、施醗

卓機関の長及び地方支分部局(四国行政評価支局を含む｡)の長並びに
に庫官冨の饅檮歴7K宝得に対寸為創11告洋責に閨す為文毒

ー戸
副大臣

‐ー
大臣

31
尽塵、邑ﾘ大屋膜ひ大匡政務官の兼職の届出攻ひ目田栗の許可に閨すゐ

と書
大臣 大臣

32

国家公務員法第103条及び第104条並びに消防団を中核とした地域防

災力の充実強化に関する法律第1o条の規定に基づく兼業の許可等に関
する文書のうち重要なもの

官房長
大臣又は事
務次官

33

国家公務員法第103条及び第104条並びに消防団を中核とした地域防

災力の充実強化に関する法律第10条の規定に基づく兼業の許可等に関
する文客のうち軽微なもの

課長
大臣又は事
務次官

34
国家公務員法第106条の17に基づく再就職等規制違反行為に関する再
就職箏藍狽季昌今への蒲知一麹告 官房長 大臣

35
ﾖ家公務員法第106条の23第3項に基づく内閣総理大臣への通知に関
-る文書､

官房長 大臣

36 ！大臣､大 事耐森官逓 舐事務次官の海タ O
じ由

全

の に 閏する文1 I
■
、 大 三 大 更

37

;栃誉纒.目、天国.目房垂、内司$司j同”局髭、以東就活目撰び本屋百房

§括審蟻官並びに大臣官房の課長及び室長の海外渡航の承麗に関する
[書

官房長
事務次官又
は官房長

38 部司研修を除く年度研修苫 ･画の策 定に関する文書 課長 課長

39
職員の研修(部局研修を除く｡次号において同じ｡）に関することで、経
善の寺州穿挫弓脊室 課長 官房会計課 課長

40 職員の研僧§に関することで、 河2長 ･に該当しない文1 F
１
１
１

緬
恥ロ

■
又

Ｊ
１ 県！

■
ご
り

ｌ
■
‐
■

41
1丁以日1土グト呵診貝雨ﾘ医l－よツ〃Kﾕ且ご汀し句菅1－刈ヲ句所診惟季ロロ石同1－園9

る文害
課長 大臣

42
人事院規則10－12の規定に基づく償還に関する文書(次号に掲げるも
、を除く｡）

課長 課長

43
人事院規則10-12の規定に基づく償還に関する文書(償還に係る経費
こ関するもの）

課長 官房会計課 課長

44 溌員の大臣表彰及び事務次官表彰に関する文書 官房長
大臣又は事
務次官

45 春秋徹 動窓音〃､轌昼依頼'一函甘-塁寺室 官房長 大臣

46
叙位､叙勲､褒章に関する文書のうち重要なもの(前号に掲げるものを除
<･）

課長 大臣

47 叙位､叙ロ ､褒章 二 對する文1 Fのう’ ' i
》。農微な： bの 課長 誤長

48 困蛤諮壺： F類の 鹿 瞳等 こ関で る文1 ド 課長 課長

49
公務災害に係る人3
審査に関する文害：

【院への協蟻等に関する文書のうち重要なもの(不服
;）

官房長 大臣

50

公栃爽吾の躍疋、通知及ひ臓睡亜ひに禰頂貢寺箕輪の決定に閏すゐ又

書(重要なもの並びに国勢調査指導員及び国勢調査員に係るものを除
<･）

課長 大臣

51 人事院規貝I 17－0
一
』
一

■
■
■
■
田
■

４
一
一
一
．

管I理職員等の；旨定に 聖
一
夕
■
ゴ る文1 ド 課長 大臣

52 総務省参与の
一

ﾛ

ﾛ 呂律’ 一』 l
p

l ツ旬X吾 言房長 大臣
53 機構定員に関

Ｉ
る法’

■
』 置乃7K耐令室の9 11帝一諏麿0 I 協劇 に関する文書 課長 大臣

54 総務省の組織一覧及‘ 綱織の薪鰐翫嘩：犬況の報告 こ関？ rる文害 官房長 官房長

55

国家公栃貝埋職干ヨ法弟巳宋のZの規疋'二全つく早期退職の曇呆に閏す

る文書(指定職俸給表適用官職及び政令により本省に設置される官職又
はそれに相当する官職に係るものに限る。）

事務次官 大臣

56
ﾖ家公務傷
5文害(前」

l退職手当法第8条の2の規定に基づく早期退職の募集に関す
号に掲げるものを除く｡）

官房長 大臣

57
ﾖと民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号）
匡盟寸墨古宜 官房長

大臣又は事
務次官

58
ﾖと民間企業との間の人事交流に関する法律に関する文書のうち軽微な
bの

課長
大臣又は事
務次官

59
*部職員の任用等に関する政令芽
ﾛを有することの確關に資する情爵

3条第1項のi
Rの提出に関可

見定に基づく標準職務能
-る文客

事務次官 大臣

60
国家公務員法第61条の2第3項の規定に基づく幹部候補者名簿の提示
の求めに関する文害 課長 大臣

61 コンブライアンス室‘ J町竿'三函可oX吾四つら』型豊なもの 大臣 大臣

62 コンプライアンス室の所掌に関する文書(重要なものを除く｡）
コンブライ
アンス室長

大臣

63
■ ｣ 塀 ﾘ防衛秘密の 瓶扱いに する薗 生の‘

一

'1

文

で ･与笥
ｒ
Ｆ
一
』 婆

一
〃
■
■ ること 信 房長 大臣

64 欄
Ｌ
■
卜
且
■ W省公印規程 こ基づく‘ 壺 毎'一E

＝0

4 ：
■
■ 信 房長 官雇． ！

，
■
，
口

65
人事院規則23－0の規定に基づく人事院に対する承潔申請等に関する
文害

事務次官 事務次官

66

人事院規則23－0の規定に基づく人事院に対する承麗申請等に関する

文書(行政職俸給表(－)の官職のうち､主任(係長相当職の官職を除
<･）以下の官職に限る。）

課長 事務次官

67 人事院規則12-0第7条に基づく人事院への提出に 潟する文書 課長 課長
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特残湊人合帳の作成に篠為女書

､塞邑顕音笙'三函寸劇 >文書

目常災害対策本部のi 監置等に関する文； 仔
i災･危機管理に関する文書のうち、中§と防災会鴇に関するもの
『擁・信鰹答璽'三閨甘-墨官璽

恒 要人来日に伴う畳 意事項に 腱
ご
く
“
。

る文1 ド

恒 要人来日に伴う署 察諸対策 こ対する1&蕊 W
一
一 葵 する文1 I

〔期通常国会における内閣総理大臣の施政方針演説中に盛り込むことを
;望する事項に関する文書

報掲載に段 ワ旬又吾

の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律

目和22年法律第194号)第7条の規定による総務大臣の意見に関する
書
奇行敵洪人塞逓7側

引
画
で
‐ i法人の 目 ;巽｡改塵専求 一』 婆 する文1 ＃

立行政法人等及び特殊法人に関する法令案の制定､改廃に関する文

公文書移管･廃棄･延長事務に関する文害のうち､内閣総理大臣等への
.答等に関する文害
公文害移管･廃棄･延長事務I 二関する文1 I
丁皿X＝･冨埋征湿原G央卜関Z 旬又香

ﾃ政文書の管理の状況報告についての内閣総理大臣等への回答等に関
rる文書
I報公

■■■

闇11 |査基準の制定･改廃I
中
■
■
Ｐ
● 9 なものを除く｡）

i報公
副
四
Ｊ 11 |査基準の 攻廃のうち！

■
ｊ
目

４
４

１
■
■
■ 蔵フ卿 jの

倦務省の保有する情報の公開に関するもの(事務手続に関するものを除
bO ）

慰務省の保有する情報の公開に関するもの(事務手統に関するものに限
6。）

I報公開法第23条第1項に基づく求めに対する同法の施行状況に関す
報告

:務省の保有する個人情報の適切な管理に関する定めの制定･改廃(軽
'か士.〃､左睡<､

総務省の保有する個人情報の適切な管理に関する定めの改廃のうち軽
微なもの

１
１
■
■

政
な

一
丁
附
錘

隆関個人情報保護法に基づく処分に係る審査基準の制定･改廃(軽
,のを除く｡）

ﾃ政機関個人情報保護法に基づく処分に係る審査基準の改廃のうち軽微
兵もの

1~J駆睡函u国ハ．l同祁沫睡酒率UU禾聚I凸貝媒ひ牽口硯1－＝ジ、輻砺八屋ケ、

の通知及び行政手続における特定の個人を職別するための番号の利用
等に関する法律(平成25年法律第27号)第29条第1項並びに第30条第1
項及び第2項の規定により読み替えて適用される行政機関個人情報保護
澤箪10蚤箪1項魁7K篭3項の銅宗に茎づく個人棺麹俣議垂昌会への蒲知

総務省の保有する個人情報の保護に関するもの(事務手続に関するもの
を除く。）

総務省の保有する個人情報の保護に関するもの(事務手続に関するもの
に限る。）

ﾃ政機関冊
ﾃ状況 こ園

人情報保護法第49条第1項に基づく求めに対する同法の施
する報告

虻客等の ’
葬 覧に関する手続

総務省の行政文書の管理の状況に関する監査に関する文書

錘ユ1 J唾西ノ、十杣TI轌手未何万リーヱ寺U一周ヲつ酒1手リノ配L寺l一周ツつ

法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成25
年政令第51号｡以下｢平和基金廃止法経過措置政令｣という｡)第13条の
規定によりなお従前の例によることとされる廃止前の独立行政法人平和
祈念事業特別基金等に関する法律(昭和63年法律第66号｡以下｢旧基
金法｣という｡)第21条第2項の規定による慰労金の支給を受ける権利の
饅壼 '三閨. r墨F少

平和基金廃止法経過措置政令第13条の規定によりなお従前の例による

こととされる旧基金法第30条の規定による償還金の返還命令､督促及び
陥司錨雑紬〃n.谷の伯11-トス〃、谷l-I調オスーレ

平和基金廃止法経過措置政令第13条の規定によりなお従前の例による

二ととされる廃止前の慰労金国庫債券の発行交付等に関する省令(昭和
う3年大蔵省令第29号)の規定による財務大臣に対する慰労金国庫債券
、霊拝、骨書壷乃7f酌S当l緬罐参1－函寸スール

雪云圖嚢争菫寺同辿理以撰いﾂﾄ團公鴎寺周浬埋域”酔穏”床1守に閏弓つ

去律(昭和63年法律第90号)第3条第1項の規定による政党事務所周辺
他域の指定に関すること

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関す
る法律(平成28年法律第9号)第4条第1項の規定による対象政党事務所
及び対象政党事務所の敷地の指定並びに同条第2項の規定による対象
政蛍事務所に係る対象施醗周辺地域の指壼に関すること

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和42年法律第11
4号｡以下｢引揚者特別交付金支給法｣という｡)の規定による交付金の支
給寡等'十上弓上寸為署の諮求室の等琿乃7K坂厚に閨寸馬ご上

引揚者特別交付金支給法の規定による交付金の支給を受ける権利の認
定に関すること

引揚者特月
税滞納処費

交
の
寸金支給法の制
尉''三上墨肌今に

唖
映
咋
睦
【

目による償還金の返還命令､督促及び国
すること

|揚者特別交
号轄艮i1本付今

寸金国庫債券の発行交付に関する財務大臣に対する引揚
司唐棒塞の鐸狩の露業乃7K酌箔1m謡蛍'一關甘-塁戸上

▽■戸■守■一■一

挫全〃、寸金処蓋孟理状 3面況…収f言■
…々、ｰ

卜曰ロnDIp－－I，
垂、1

三
一

和マ■ー■壷夕 四一里

理塞壁男11本‘ :の1 －~』し、L

場著特畏11審 寸金受給者の 潅鯉鰯 査 こついて

三国弔昆瀧百ﾕ且惇式寺1－琴クリヲ旬一賑靭爽夕じ漢百逗雁1で衣四灌弓弓'三つし、
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大臣
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官房長

課長

大臣

課長

室長
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室長

－

部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文喜の件名 決裁者 合議先
文書施行
名轆人

備考

1

2

jTI勾切官Z里1－閨りつX吾

揺童専業(索雨雲壷寡縢＜‐）。師
二
■
■

Ｉ 是仕

課長

大臣

課

大

■
又

豆



一般会計及び特別会計の予備費使用要求並びに特別会計の経費増顎
要求の送付

事務次官 大臣

一般会計及び特別会計の予備費使用通知並びに特別会計の経費増額通
課長

官公庁施設の建設等に関する法律T昭和26年法律181号 10
2項の規定に基づく協議に関する文

大臣

国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第11条の規定に基づく協
蟻に関する文

課長

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に基づく財
務大臣協識に関する文

大臣

仕様案に対する意見招諸等に関する文
支出負担行
為担当官

支出負担行
為担当官

政府調達に関するアクションプログラムのフォローアッの ； に関
する文

課長 課長

入札に係る提案等の評価に関する文
支出負担行

為相当官
支出負担行
為担当官

総務省債権管理事務取扱規程(平成13年1月6日総務者ﾛ||令51号
、

に
官房長 大臣

総務省所管物品管理取扱規則(平成13年1月6日総務省nll令53号）
づ 口供官等に対する検査に関する文

大臣

歳入徴収官､支出負担行為担当目、目 出目、 一当目及 ロロ
理 、理官､分任官を含む｡）の設置及び改廃に関する文

大臣

出納官吏等(他の各省各庁所属の職員)(代理目、分任目 む） 呂
含に

課長 大臣

予算決算及び会計令(昭和22 に
又は ′ 員)の任命に関する文

大臣

予算決算及び会計令､物品管理法施行苓【昭和31
にづ 339る文且 課長

予算決算及び会計令､物品管理法施行令の規定に
ロ歯

所属の職員)の検査員に関する文
大臣

77 の についての 三に

78園≦Ⅱ．'ー か‐ ， ｡。 た ハに動 ！‐ に 大臣

10



J|
画一

法の制定、改廃に関する文言 I 課長 1 1 誤長 I

11

79

予算執行職員が故意又は重大な過失によりその義務に違反して支出等
の行為をしたことにより国に損害を与えたと認められたときの弁償命令及
ぴ通知に関する文書

課長 大臣

80
出
一■■

膳

納官吏が現金を亡失し､国に損害を与えたときの通知及び弁償命令に
する文害

課長 大臣

81 今計藍杏に目 ﾖする文喜 静 ｜長 課長
82 指名停止等＃躯 tに関する文1 ド 爵 1長 課長

83
総務省会計事務取扱規程(平成13年1月6日総務省訓令第55号)第56
冬'三茎づく特例の鯛1壼に魍寸墨女毒 課長 大臣

84 会計検査院の検摺 :報冒'一次I ’ 1つ合升xl生f百1 丘にI 目 9つX‘ ■ 官房長 大臣

85

国等による環境物品等の鯛達の推進等に関する法律(平成12年法律第
100号｡以下｢グリーン購入法｣という｡)第7条の規定に基づく環境物品
鵠の鯛葎方針に関する文客

課長 大臣

86
グリーン購入法第8条の規定に基づく調達実績の概要の公表等に関する
又害

課長 大臣

87
物品管理職員が物品を亡失(損傷)し､国に損害を与えたときの通知及び
弁償命令に関する文書

課長 大臣

88
毒日丁慨宜肱ﾀ、正四ﾚﾉﾆ日T弄宮媒u皿甦宮麺リノ沐仔湖1日j御』唾1－の17句

返還の要否に関する文害
課長 官房長

89

電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例

に関する規則(平成15年会計検査院規則第4号)に基づく会計検査院へ
小由躍'一函寸ス重T百

課長 大臣

90 特ツ I
《
室 吐 僻書類0 )提出に関する文書 課長 大臣

91

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関
する法律(平成19年法律第56号)第8条第1項の規定に基づく温室効果ガ
文竺の閨11誠l一顧虚’た却鋪の鱗蛙壷鍾の濡亜m4L突竺'一函寸星寸室

課長 大臣

92

国寺1－鋲匂陣音百顯万砲睡寺刀､bW初向同寺Uﾉ鯛窪叩堆涯寺1－閏9つ法

律(平成24年法律第50号)第7条の規定に基づく障害者就労施設等から
の物品等の鯛達の実緬実緬の概要の公表等に関する文客

課長 大臣

93
会計検査院からの事実関係の確麗等の軽微な照会に関する文害(他部
局の所管業務に閏する文害存除く）

課長 官房長

94 再委託の承躍に関する文書
支吐
為I

負
串

■
Ｌ
ｒ
■
■
口
０

一

丁 支吐
為
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95 入札の不調､落札取消等に関する文書
支仕
為：

負推
日当！

Dー

丁 支出
為括

さ
浬
晨

目行

官

96 秘匿すべきノウハウの指定に関する文書
支仕
為

負担行
旦当官

支出負
亀相当

旦行
官

97 債権の発生に関する文書
支仕

為

蝕
硝
行

雪
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負
Ｆ
■
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■

行
』
ゴ
コ

98 契約の解除に関する文書
支仕
為

負担行
日当官

支吐
為

負担行
旦当官

99 事業計画変更の承認に関する文書
支吐
鱈：

負
■
ユ
ｒ
■
■
・
Ｉ

行
芽
．

支吐
為

負担行
旦当官

100 繰越の申鯖に関する文書
支仕
蜂：

負担行
日当官

支仕

為

負担行
旦当官

101 過年度支出の申請に関する文害
支
割
編
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守
凸

側

ヨコ
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串
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盲

支且
為

４
１
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■
巳
汀
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ﾖ担行
当官

102 低入札価格鯛査に関する文書
支
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103 科目更正に関する文書
支出負担行
為相当官

支出負担行
為担当官

官房会計課
厚生企画管
理室

官房会計課
庁舎管理室

官会 104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116■ ■写

117

118

119

120

121

122

123

I鼠員のレクI. エーションの企画 こ関する文書
I 鼠員のレクI‘ エーシニ ンの実施 こ関する文喜
I競員のそのイ I 』福； 司 施策I D企画に関． る文1 I
I設員のそのイ I掴

■■ 凸白

』
呵
叩
】
△ 一一』■

｛ D実施に関． る文1 I
I熱昌の遁君I

■
日
■
早
■ 巳圭 ;の鯛杏 こ関する文1 ド

一般会計宿舎に関する国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)、

国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)､国家公務員宿舎
法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)等宿舎関係法令に関する文害
(仔命権者印存専する文客葬除く‐）

一睡云日T1日声0－閏ヲ旬Eヨ率蓉彌員1日声声（晒扣二等干西1半顕0 1ノ言ノ、

国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)､国家公務員宿舎
法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)等宿舎関係法令に関する文書
(仔命楕者印存雲する文宮に瞑る）

掴害酪置叶I田Ⅱ二画すゐ文刊 ド

宿舎の維持管理 '三閏り旬 51
■
■

職昌の個唐管喪 の作画IF ■
Ｉ
■
る文1 ド

職昌の健唐管召 四乗腿'三
■
Ｉ る文1 F

職昌の健唐管翌 の調査に
■

■凸
る文1 ド

銅睡吾理医ryp盃 全▽'十垂 こ関すイ一言アマ 》文喜マグ

ル塞嘩
塁
醗堕垂 1－用旧制ナス寺垂職員の勤労者側 ~Jロン〃“風』 ■ ，■ FI－函ヲ旬采＝

総務省会計事剤 556条に基づく特例，の制定に関する文害

庁舎管理に関する官公署等へ提出等をする文書のうち､管理権限者名で
梶出する文審

庁舎管理に関する官公署等へ提出等をする文害(前号に掲げるものを除
＜･）

庁舎
壁壺

已坦 に段する規則類における承寵等の文害

ヘリ7 一
ｓ
、 ､に目 ﾖする文喜

2号目自分 旦経費のヨ :出要求 こ 葵 する文1 F

課長

室長

課長

室長

室長

室長

室長

諜畳 I

D

室畳 D

B

課畳 Ｄ
ｂ

室呂 じ
じ

室侶 Ｄ
ｂ

室侶 Ｄ
ｂ

里

』ＰＩＰ二

し室侶 I

官房： ■垂

課長

室長

室長

課長

室長

官房秘害課

一

大臣

室長

大臣

室長

室長

大臣

官房長

大臣

課長

大臣

室長

室長

次官
昼室長
大臣

課長

室長

室長

課長

室長

一

部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文書の件名 決裁者 合蟻先
文書施行
名難人

備考
壇！

曲，＝

2 図害のう
■■

、 召Z :定
ｊ
■
ｇ
ｄ L分に 関．する文喜 課？

Ｄ
ｌ
Ｐ
ロ
ロ
』 課長

3 国立国会図書館支部総務省図書館に関する文書 課長

国ユ国云凶

書館支部総
務省図書館
長

4
届

1
立国会図書館支部総務省図書館における専任職員の定数に関する文

課長 官房秘害課 大臣

5
滑
鴬
型インフルエンザ等対I
宗に茎づく内閣総琿大

i特別措置法(平成2“
5への麹告に閨す為文1

畠法律第31号)第9条の
F

官房長 大臣

官房企画課



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

言房政策’価広房

’．管后

局長
行政評価局

総務課’
目圖又厘潅弟二．末弟墓と貝四祝疋1－垂~ユ壱・百陸1丁以計1皿ﾉ可1－万手ご直

磨(行政管理局に係るものに限る。）に関すること ’

12

官房企画課
サイバーセ

キュリティ･情
報化推進室

6 総務省の
回

E報システムの整備及Z ､~日＝1－ 詞§ -る文書のうち重要なもの 官房
■
３ ｒ

ｒ 官眉 ●
Ｉ

ｒ
ｒ
ヨ

粟

7
総務省の
鋤ナ伊土.の2

胃報システムの整備及び管理に関する文書(重要なもの及び軽
隙<｡）

課長 課長

8
総務省の情報システムの整備及び管理に関する文書(軽微なものに限
る。）

室長 課長

9
サイバーセキュリティ･情報化推進室の’
す黒鯛窪乃派塑紬1－魍甘-星寸宣"､弓土1

I報システムの整備及び管理に関
要なもの 官房長 官房会計課 官房長

10
サイバーセキュリティ･情報化’
する調達及び契約に関する文

推室の！

i(重要オ
日報システムの整備及び管理に関
:もの及び軽微なものを除く｡）

課長 官房会計課 課長

11
サイバーセキュリティ･情報化推進室の情報システムの整備及び管理に関
す黒鯛逹乃7K型紬に閏す為☆＝(露織な*‘のに胴温－1 室長 官房会計課 課長

部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名轆人

備考

政策評価広
報課

官政

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号｡以下

｢政策評価法｣という｡)第8条に基づいて実施する評価(総務省政策評価
基本計画(平成24年6月1日総務省訓令第17号)に規定する総務省の
士寧査蹄筈'三嬉黒＊・のI＝唄黒－1{＝函す星＊､の

政策評価法第8条及び第9条に基づいて実施する評価(前号に掲げるも
のを除く｡）に関するもの

政策評価法第11条に基づく政策評価の結果の政策への反映状況の通知
及び公表
政策評価法第17；盾第2項のi 目志に，

‐
４
口
１

■
、 I報．告の要求に対する

■■■

ロ
■■l■■ 臣

■
ｂ

前4号に掲げるもののほか､総務省の所掌事務に関する政策の評価に関
するもの(事務手続に係るものを除く｡）

前5号に掲げるもののほか､総務省の所掌事務に関する政策の評価に関
するもの(事務手続に係るものに限る｡）
§I勝省の行政の考 壁に関する文害

総務省設置法(平成11年法律第91号)第6条第6項の規定による報告の

要求並びに行政評価等の結果に基づく関係行政機関に対する意見の通
知I＝煙塁杏趣の埋隈乃7K目箇胴〃､亜＊1－鍼甘-塁同塞

行政評価等の結果に基づく関係行政機関に対する内容の通知に係る資

料の提出及び説明の要求又は行政評価等の結果に基づく勧告若しくは通
知に係るその後の状況の調杳に対する回答

総務省の所管に属する許翻可等に係る審査基準目録及び標準処理期間
一覧等の制定､改廃

つやかサービス運動（
二
■
■
口
■佳進に 婆 するもの

大臣政務官

官房長

課長

官
■
『
弔
夕

■
４

Ｉ
ｒ
■
文

官房長

課長

課長

官房長

課長

課長

1長

大臣

大臣

大臣

大 更

官房長

課長

課長

大臣

官房長

課長
1
1

1

牌
I長

部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文書の件名 決裁者 合譲先
文書施行
名義人

備考

官房参事官 官参
'I
情
な

21
3

報提供ネットワークシステムの設置及び管理に関する文書のうち重要
もの

胃
皮
親提供ネットワークシステムの設置及び管理に関する文書(重要なもの
ﾒ軽微なものを除く｡）

官報提供ネットワークシステムの設置及び管理に関する文害(軽微なもの
こ限る。）

大臣
括蕃
雪房総
犠官

参事官

参事官

大臣

大
端

皇

認

ヨ房総

糧官

参事官

部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文害の件名 決裁者 合議先
文書施行
名轆人

備考

総務省
旬昌 ”

2
本省及び内閣官房からの指示に基づき行う業務のために必要な各行政
機関等への実施通知等に関すること

~画隆1~J睡計

価局長､管区
行政評価支

局長､沖縄行
政評価事務
所長又は行

政評価事務
所晏

~日隆1 J唾計

価局長､管区
行政評価支

局長､沖縄行
政評価事務
所長又は行

政評価事務
所得

3 総務省参与発令の秘書課への依頼に関する文書
企画調整課
長

企画調整課
長

4 電子政府推進員に関すること 局長 局長

5 各省庁の情報関係の概算要求に関する意見書の提出に関すること 局長 局長

6 卦年度の統一審査 大臣 大臣
7 〒耐答璽烏の所堂 こ係る 罰創 決ヌ ﾖに某宅

b

協議の承認 |：二関すること 局長 大臣

8

崩瘤官亟旦西牽斗禾牽ノ言1－配にヲ旬錘坐1~J以西八采l小寸守坏西八（癌砺

i設置法第4条第9号の法人をいう｡以下同じ｡)の新設又は廃止､役員
【の変更その他当該独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項の
i人をいう｡以下同じ｡）に係る個別法､国立大学法人法(平成15年法律
I112号)若しくは総合法律支援法(平成16年法律第74号)の定める制
§又は特殊法人に関する制度の変更について規定する法律案の協蟻の
卜諏1-函寸星戸上r恋皇禍､皇電ワァ皇宇示1－土且Iギス士.銅土睡ぞ 、

大臣 大臣

9

I露千厘山靭E一審宜寺l－ぬし、L廓1－入匡山汰露E琶狩Lし､旬狸￥1丁以法

.又は特殊法人の新設又は廃止､役員数の変更その他当該独立行政法
､に係る個別法､国立大学法人法若しくは総合法律支援法の定める制度
は特殊法人に関する制度の変更について規定する法律案の協蟻の承
1に関すること

局長 大臣

10

11J廷看0-1匂1丁つむUﾉﾘﾉIま刀､、3出塁1丁皿法人1-1承③廻万ﾘ法、圏斗入手法人

去若しくは総合法律支援法の定める制度又は特殊法人に関する制度の
魔更のうち､法人の実質的な業務範囲､運営方法の変更を伴わないもの
一へ1，手土日一オス逵錘奎電の椀謹命寺函』一日固÷Z－L

局長 大臣

ロ ロU

11

ｰ一1

＝茎悪エ 丁＝＝幕雨‘I
由立行政法人評価綱

唾＝

聖
一

■五三亘丁互垂V夕

’ 一一一一

bm1－

■正

ヨ す
一

古垂小畠士電壷ナ伊土.小
旬又缶切つら里安辱も”

’
■■■■■■■■

昼」局，区受
－

一 巳』局，臣

■垂

－

一

12
蛾ﾕ 里竺全一一一ロ…症今rロ

駒奇行政羨人評怖蜘 度委員会の
■■■■■■■■■■■■

匪壷f－E
ー

5瘤1－ する文害(重要なものを除く。）
－■

帽
■■■■■

掴
－

!官 管理
ー

官
■

13
虫立行政法人通則法第28条の2第1項の規定による評価等の指針の策
曽豆I士恋宙'一函剋-塁テル「軽織か＊､の左隆ぞ ､ 大臣 大臣

14
h立行政制
目▽け亦冒

人通則法第28条の2第1項の規定による評価等の指針の策
Iこ関すること(軽微なものに限る。） 局長 大臣



人 ， 49及び硬立行政法人等の保有する個人

情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第48条の規定による
法律の施行状況の ハ 二

15

行 関 一丁･保瞳法50の規定による資料提出及び脱明の要
求に関すること

大臣 大臣

17行 F1,！ lX訶再.房印51 による に こと 今． 今．
行政磯関の保有する個人情報の保腫に関する法律施行令(平成15年政
令第548号｡以下｢行政機関個人情報保謹法施行令｣という｡)第7条第2
号の総務大臣の定 こ
行政穣関の保宥する個人情報の保護に関する法律施行令第22条の送
付に要する費用の納付方法を定める省令(平成18年総務省令第28号）
の総務大臣が定める郵便切手に こ こ

公法23及独、行政法人等の保有する情報の公開に関す
る法律(平成13年法律第140号)第24条の規定による法律の施行状況
の報告要求及び公表に関すること

何 の看ず石情報の公に る法律施行令(平成12年政令第
41号)第13条第4項の送付に要する費用の納付方法を定める省令(平
成18年総務省令第27号)の総務大臣が定める郵便切手に類する証票に
関すること

1曲后

’

13

部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文書の件名 決裁者 合蟻先
文書施行
名鍍人

備考

総務課 評総

1

2

3

4

5

6

7

8

9

管区管理官会議の開催通知

行政評価局 謁係予算I ロ旭■
■
■

．÷‘

ZJJi 隆費の配う等方針の津壼乃7 :涌知

行政評価局関係予算地方経費に関すること(配分方針の決定及び通知を
除く。）

行政評価等プログラムの策定

｢春秋の園遊会｣及び｢桜を見る会｣招待者の推薦

行政評価等(地方支分部局が企画立案し､実施するものに限る｡）の結果
に基づく関係行政機関に対する意見の通知

行政評価
に基づく段

(針

鳥希

|方支分部局が企画立案し､実施するものに限る｡）の結果
政機関に対する内容の連絡

Ⅲ
酋
行
に
【畔1m

;づく殿
(地方支分部局が企画立案し､実施するものに限る｡）の結果
侭行政機関に対する意見の通知に係るその後の状況の調査

丁奴目半1皿寺(理万文万師同刀､正凰巫乗し、夫弛可旬もUJI三限旬。ノの央弛

=ついでの四徳行耐鰹閣'三対寸墨蒲知

課長

課長

課長

大臣

局長

局長

課長

課長

局長

1J螺~固唾J可

企画調整課、
同局行政情
報システム企
圃謹

一凸 ■ー公

自侭蕊 汁課

企画課､政策
評価課､行政
相醗作画饅

評価監視官

局長

課長

課長

局長

局長

課長

局長

大臣

企画課 評企
1

2

3

4

5

ﾃ政
Fる

評
文1

1局か所率する畢務に閏する総合的な政策の企回及ひ立楽に閨

:のうち重専なもの

ﾃ政評価局が所掌する事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関
Fる文害(重要なものを除く。）

職員研修及び中央セミナーに係る経費執行計画

面 :策 ＃ I 面審§ &会の勝
４
ｑ
４
０

■
●
』
■ ヨ

守
宇
凸
角
』
両
。蝋 Fのうち 要な毛 の

政策
垂一昼

四百■

凸へ一匹

亘空三Vグ師

■q 志

弱 こ’
1

1

すゐ又U I(重要1 :ものを 膿く。）

局長

課長

課長

局
■
文

課！ 受

関係各課

関係各課

総務課、
へ呈且聖

官房

I 総務§ :

局長

課長

局，
■
室

課， 受

政策評価課 政評
1

2
、、

33

3

4 88

5

6

7

8

9

政策評
提出案
価に関する基本的事項の企画及び立案に関する文書のうち閣蟻
牛に関するもの

〔策評｛
昌件にド
Eに関する基本的事項の企画及び立案に関する文害(閣蟻提出
§するもの及び軽微なものを除く｡）

攻策評価に関する基本的事項の企画及び立案に関する文書(軽微なもの
こ限る。）

’
０
日 :評価に 葵

二
二
■
■
■ rる各 の事務の総舌に 婆 する文1 Iの弓 ﾖ亜洗F： 3の

攻策評価に関する各府省の事務の総括に関する文書(重要なものを除
（。）

'1丁駆砿函〃､夫肥しﾉﾆ唾家計1皿Uノ墨ﾛ田子湿守Uノ肝1皿Uノ墨肥7豚ユ1－のし、

確保されるべき客観性及び厳格性の達成水準等に関する審査等に関
るもの

策静【価の実施の 必要性 の鯉壼‐ 』号のi 知等に 巽 するもの

策騨【価法第159§第4喉 の規定に‘ 目る‘協力依i 鴫 のうち 重要な名 の

[策屋 I価法第153 盲第4喉 の規定に‘ 弓る‘協力依i ＃ <重要なものを隙く｡）

大臣

局長

課長

后 ｇ
ｊ

■
粟

課長

局長

式 豆

原 ０
１

■
丈

酷 受

総務課

総務課

総務課

総務課

総務課

総務課

大臣

局長

課長

局受

課長

局長

ブ
ﾛ■■■

唾■■■■目
偏凶■■■■
■
鷺

餡閨受
行政相談企
画課

相企
1

2

3

4

5
侭

ロ Uロ画

7
０
．

8

9

10

11

7掌事務に係る各種会蟻等に関する文書のうち重要なもの

所掌事務に係る各種会議等に関する文書(重要なもの及び軽微なものを
除く。）

耐 事務に係る各種会議等に関する文書のうち軽微なもの

ﾃ、 囮 ； I垂’ ﾖヨ
ｂ
■
■ 金の執行等に閨する文1 ド

■■■■

TI 目圏 (関1 隔勇 ;務特月I 事業0 )実施及び採択
一
一

■
４
０
垣鰯 【鋒』 筐農 m季ﾛ洞 の協§ ＆

鑑PG垂旦鼎a 係るiH 知

鶏
、の

目談に関する制度の運用､広報及び行事等の活動に係る各府省等
蝿ナ1依麺

ﾃ政相談に関する制度の運用､広報及び行事等の活動に係る地方公共
固体の長等への協力依頼

ﾃ、岨
▲－

(の

斑委員の委嘱、 騨嘱等

罰 I 、動乃7K塞査ぴ '候補者(： 予政；目談委員)の推薦

局長

課長

操 ○
１ 受
掴
…‘

■
D

■

顕
扉ロ

ロ
ﾛ

■

函
犀；

ロ
巳
■
日

昂
■
■
■
、
■

■
■

局長

局長

局 受

局 受

総務課､行政
相醐管理官

総務課

総務課
鋒垂廻

総務課

総務課

総務謀
錘錘冒里

局長

局長

課長

局，
■
工

局， 受

大臣

大臣

局長

計長

行政相談管
理官

相管 1

2

3

4

ﾃ政苦情救済推進会蟻の付譲事案等苦情あっせんの処理に関する文書
Dうち重要なもの

苦情あっせんの処理に関する文書(重要なものを除く｡）

所掌事務に係る各種会蟻に関する文書のうち重要なもの

所掌事務に係る各種会機に関する文害(重要なものを除く｡）

局長

行政相甑
管翻官

局長

行政相談
管理官

総務課

総務課､行政
相髄令画埋

総務課

局長

行政相談
管理官

局長

局長

1
政策評価法第15条第1項の規定による資料の提出及び説明の要求又は
実地鯛杏

局長 総務課 局長
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2 政策静【価法第15条第2項a 銅宗に上る 調査 局． ■丈 総務： 黒 局,
ヨ
ヱ

3 政策胃 i価法第15条第3項の規定による 潤杏愛1 K奮目園 取 局 ■丈 総務I 黒 局：
■
丈

4 政策犀 I価法第15条第4項の規定による。 協力依I 項のうち 亘要なもの 局 受 総務！ 黒 局
■
丈

5 政策牌 z価法第15条第4項の規定による‘協力依i 眉(雷』 麹 :ものを除く｡） 評価園 視官 評価畳 視官

6
政策評価法第16条第1項及び第2項の規定による評価書の作成､送付
等

大臣 総務課 大臣

7 耐筈騨価津篭17冬笙1項の銅？
．
■

I■■ こよる勧告及び＃ ､完 大臣 総務課 大臣
8 政篭評価洪箪17冬笛2項の担層

■
ず
■
一 こよる報告の要：

■

０ 大臣 総務諜 大臣
9 政策評価法第17条第3項の規ヌ

■
ず
■
一 こよるF 1閣総理大臣に対する意見具申 大臣 総務課 大臣

10 総務省設置法第6条箆1項の規
王
正
返 による 前告 大臣 総務課 大臣

11
総務省設置法第6条第2項の規定による資料の提出及び説明の要求又
は実地鯛査

局長 総務課 局長

12 総務省股置法第6条第3項の規定
■■■

－9 §る鯛杏 后 q 受 総務課 局
■
垂

13総務省殿暦法笛6条第4項の規定
一

ー但
E黒鯛杏乃7K奮 副聴取 后 4 受 総務課 局！ 受

14 総務省股置法箪6条第5項の規定
■■■

ー＆
E黒惚方錐額の､うち重要尤 :もの 后 受 総務課 局！

■
又

15 総務省股置法第6条第5項の規定
ー

－9
E墨惚方俵鑓(雷寧だ＊‘の寡滕＜‐） 評価I I ;狽官 評価息 視官

16 総譲省鰐唐津箪信冬R頂の担壼I三上Z ､麹告の翌Z金 大 豆 ４
１ 総務 操 大 目

17 総務百醗直孟弟6乗第7項の規定Iこ‘ ロス曲四鯵輻÷ 豆に対． -昂奮貝且由 大 豆
４
９
０
４ 総務 操 大 目

18 錘森省鰐置羨箪6冬箪g垣の毎壼に． E為廻観維持の1営めの r見表明 大 豆 ｑ
ｌ 総務 渓 大 豆

19
1丁哩計1回寺啼未'三垂つく閑泳1丁哩確闇I三河ワ旬悪兄”通知亜ひ'二一

れに係る資料の提出及び脱明の要求
大臣 総務課 大臣

20
行政
歯_1－‘

平価等の結果に基づく関係行政機関に対する内容の通知並びにこ
底ス審率釧柄担山湛了岱錨ロロハ壼圭 局長 総務課 局長

21
＝

■■■■

攻 平価等の衞;果に基づく勧告又は通知に係るその後の状況の調査 騨価藍狽官 鍛惑鯉 局長

22 行政評価等の実施計画の策定 評価監視官 総務課

23 行政陣【価等の実1値についての段係行政 幾段 に充 する沮知 計
■
罰 Ｄ

Ｄ 総務儲
凸
■
■
■
』
守 大臣

24 行政評価等に関し必要な資料の収集 評価監視官 評価監視官

25 行政陣 価等の結檗 rを政府： 1行物として発行することの承埋 評価 i園 '銅官 総務 渓
．
可 ■

■

■
丈

26 許認両 '等の統一戯
８
０

ｄ
ｏ こ関する． て害

＝

可1 受 総務 渓
．
可 Ｈ

１

■
垂

27
さわやか行政サービフ
施に係る各府省に対了

1動について(昭和63年1月26日閣議決定)の実
)通知等

局長 総務課 局長

28 さわやか行政サービス [善感 【価調翌§の結果の各
歪

ﾛ可 :省に対する通気
■

■

■

■

■

■

１ 大 豆 総務課 大 豆

29
さわやか行政サービス改善評価鯛査の結果の関係行政機関に対する参
考送付

評価監視官 総務課 局長

30
政策評価法第15条第1項の規定による資料の提出及び説明の要求又は
実地鯛査

画隆1~J駆計

価局長も沖縄
行政評価事
務所長､四国
行政評価支

局長又は行

政評価事務
所得

目－1丁哩計

価局長､沖縄
行政評価事
務所長､四国
行政評価支

局長又は行
政評価事務
所長

31 政策評価法第15条第2項の規定による調査

~亘屋1万啄計

価局長､沖縄
行政評価事
務所長､四国
行政評価支

局長又は行

政評価事務
所長

画一1J駆叶

価局長､沖縄
行政評価事
務所長､四国
行政評価支

局長又は行

政評価事務
所得

32 政策評価法第15条第3項の規定による鯛査及び意見聴取

画陰1丁駆計

価局長､沖縄

行政評価事
務所長､四国
行政評価支

局長又は行
政評価事務
所長

冨隆1丁以計

価局長､沖縄
行政評価事
務所長､四国
行政評価支
局長又は行
政評価事務
所昼

33 政策評価法第15条第4項の規定による協力依頼

管区行政評

価局長､沖縄
行政評価事
務所長､四国
行政評価支

局長又は行

政評価事務
所昼

画陰1丁駆叶

価局長､沖縄
行政評価事
務所長､四国
行政評価支

局長又は行

政評価事務
所得

34
総務省設置法第6条第2項の規定による資料の提出及び説明の要求又
は実地鯛査

冨匡1丁以計

価局長､沖縄
行政評価事
務所長､四国
行政評価支
局長又は行

政評価事務
所昼

1ヨ陰1~J~皿計

価局長､沖縄
行政評価事
務所長､四国
行政評価支
局長又は行

政評価事務
所得

35 総務省設置法第6条第3項の規定による調査

~目匡1丁以叶

価局長､沖縄
行政評価事
務所長､四国
行政評価支

局長又は行

政評価事務
所昼

･巨睦1丁哩計

価局長､沖縄
行政評価事
務所長､四国
行政評価支

局長又は行
政評価事務
所得

36 総務省設置法第6条第4項の規定による調査及び意見聴取

菅隆行奴評

価局長､沖縄
行政評価事
務所長､四国
行政評価支

局長又は行
政評価事務
所得

･日陰1丁以計

価局長､沖縄
行政評価事
務所長､四国
行政評価支

局長又は行
政評価事務
所得
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37 総務省設置法第6条第5項の規定による協力依頼

管区行政評

価局長､沖縄
行政評価事
務所長､四国
行政評価支

局長又は行

政評価事務
所具

菅区行政評

価局長､沖縄
行政評価事
務所長､四国
行政評価支

局長又は行

政評価事務
所再

38
行政評価･監視の結果に基づく関係行政機関の地方支分部局等の長に
対する意見の通知並びにこれに係る資料の提出及び説明の要求

･日陰1丁以計

価局長､沖縄
行政評価事
務所長､四国

行政評価支
局長又は行

政評価事務
所得

､日陰1丁駆計

価局長､沖縄
行政評価事
務所長､四国

行政評価支
局長又は行

政評価事務
所昼

部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備考

行政課 行行 1

2

3
■■■■■■■■■■■ー

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

地フラ公共I ■云rJU~‐画 〃且一■■■回■〃ﾛロ牡削匿の金両乃7K栽P： E
I

p

行
機
典■÷西Wロ側ニロ手西拝聚今弓ノ皐今奉率U硯リノ硯メヒ1－歩句7日ムヒ函纒

§の指定
＝

攻害士法第4条の3第1畷 の規定にc ﾐof目xE8瓦融f髄閏”9旨定の公示

U ■■ーーマーーーーーー■一ー■一 戸■＝ 一 一ー■一一 ーー 一 マーーウー寺 －■ ーウーーーママー勺戸ー■ｰや ＝ー■ロ ﾏー ーーーー－

の公示

1丁啄吾工法弟4未UJo弟1楓UJ祝疋I～ぶつﾅ目疋月式駆撫閑UJ瞑貝四選1士X

は解任の盟可及び同条第2項の規定による指定賦験機関の役員の解任
命令

1丁哩言エ西奉斗奉リノ◎率◎硯Uﾉ祝疋I一手旬丁日疋圓瓜謬唾閏UJ日興謬云員Uノ酔

任命令

1丁以音エ酒宋斗禾UJp率I楓Uﾉ祝疋1－隼旬丁日疋日只翠砿ぼWUノロ只謬手砺祝恒

の麗可(変更の盟可を含む｡)及び同条第3項の規定による試験事務規程
の変更命令

行政
収支

:士法第4条の9第1項の規ラ
‘宮の麹司r毒宙の認言T奉今

定
･

による指定賦験機関の事業計画及び
む。）

行政1
閨l届

ﾆ

'省

言泣弟4禾山1 1弟U硯Uﾉ湿疋I－ぶつf日疋圖乳謬癒閑リノ弧謬争彌1－

;上必要な命令

1丁以青工酒宋斗禾W’二率I硯Uﾉ祝疋1－隼句寸日疋日興転砿I調1－メリツ旬報戸

の徴nW乃7K右ス姶杏

行政1
休止：
廿冒工法弟斗禾UJI己弟I硯四祝疋I－よ旬寸日正目乳謬癒閏四日乳謬争彌UJ

【は廃止の許可

ｆ
＃
政害士法第4
F 1卜▽'十塵l卜〃

Iの13

午可の

漏斗』且リノ呪疋I－よ旬短疋同氏謬顧閏ﾘﾉﾛｭ謬季殉リノ

馬知乃7K公示

1丁螺■工法弟与禾UJU4栗1硯山祝疋I－よ旬ﾅ同疋B瓜謬砿閏Uﾉﾅ目疋UJ月X泪

し､同条第2項の規定による指定賦験機関の指定の取消し又は試験事務
の停止命令

行政1
し又IE

F士法第4条の14第3項の規定による指定誠験機関の指定の取消
，蒔詮章鍵の煙I卜命令の癌釦乃7K"§宗

行政書士法第4条の16第1項の規定による天災その他の事由により賊
醸塞霧の軍縮が閑齢となった．場合の鯉壼

行政； 士法第“
８
６ ,の1信篭ワ面の樫

E

j

ｂ
ｌ
且 こよる通気

行政書士法第18条の5において2
白太行耐室十今邇舎今の全目11の！

用する同法第16条の2の規定による
l可又は変更の認可

行政書士法第18条の4第5項の規定による日本行政書士会連合会の資
格審査会の委員の承麗

行政書士法第18
告の狸閉璽壷乃7

農の6の規定による日本行政書士会連合会に対する報
《業務勧告

大臣

局長

課長
＝弓＝

課長

局長

局長

局長

局長

局長

局長

局長

課長

局長

課長

局長

課長

局長

局長

局長

晶
・
呂
】 '房総務諜
】
《

ご ー▲且込奉戸一

官房総務課

官房総務課

官房総務課

大臣

大 更
¥

■一ﾛー

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

ー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号｡以下｢住基法｣という。)第30

条の17第1項の規定による地方公共団体情報システム機構の本人確麗
情報管理規程の麗可(変更の麗可を含む｡)及び同条第2項の規定による
未A融騨桧輻答程輻墾、志百余会

住基法第30条の19の規定による地方公共団
人確盟情報処理事務の実施に関し監督上泌要

本情報システム機構の本
な命令

住基法第30条の20第1項の規定による地方公共団体情報システム機構
に対する報告の徴収及び立入検査

住基法第30条の23の規定による
人確鯉倍報提供手数料等の額の餅

1方公共団体情報システム機構の本
可

住基法第301
人確鯉情報§

§の34の規定による地方公共団体情報システム機構の本
示手数料の額の翻可

叩
■
■

■

■q

■』 §法第311 置笛2項の徳
■

生 こよる市田
■● ■
恥
‐

■

墓 こ識 -る助言､1 吻告等

住基法第31条第3項の規定による助言､勧告のための関係大臣への協
蟻
■
■ 333§億第2項の鷲 l毎 胃に上る件民の‘

’
■
■

ー

調 fのI 唖
ｐ
■
一

Ⅲ
■
■

■
■ 53〈 瞳陰箆3項の蒜 目による住民の‘

１
■
■

ー

覗 『のI 唖目の通知

住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号｡以下｢住表法｣とい

う｡)第12条の規定による住居表示の実施についての必要な技術的基準
の策定

住愚 L4 510条貸 ;2項の銅扉 による『 丁町；
』
ぬ
‐ の‘ 中屋完示の宝施の勧告

住表法第10条第3項の規定による市町：
生のI豆圭▽'十鈷纈酌まず埋酌茎121ナ酌巨

寸が処理する事務についての報

住表法I 二基づく住居表司
■

■

Ｌ

も こついて’ DI ！ 1地域‘ 〕. 出＝ ･示

電十言石寺'二1派勺理〃公夫皿秤1再諏ン人アム確祷の躍阯釆獅'三闇可旬

法律(平成14年法律第153号｡以下｢公的個人認証法｣という｡)第17条
篭1項第5号の規定による特宗鯉師業務を行う者の鯉定

公的個人麗証法第17条第1項第6号の規定による署名利用者が電子署

名を行ったこと又は利用者証明利用者が電子利用者証明を行ったことの
確鯉存行弓者の鯉壼

公鹸
一

4目人鯉蘭 :禁笛17曇笛旦垣の銅壼l：
■■＆ :る’ の軍釿

公散 イ月人鯉蘭 :法笛17曇笛31頁の規定
ー

ー＆ :る：酷胃の酌§当1．

公的
の蝿‘
酎人盟証法第38条の2第1項の規定による特定利用者証明検証者
1

公的 問人鯉師法箪38釜の2篭4項の窺壼に上る亦軍の鯉司

局長

局長

局長

局長

局長

大 更

大臣

大臣

爵 長

大臣

局長

局長

課長

局長

局長

鴬 (長

辰 ｝長

局長

課長

翌侭局都鯉

関係局部課

閏係局部課

渦係局部裸

官房総務課

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大 豆

大臣

大 豆

大 豆

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大 豆

大 更

大臣

大臣



20公的個人蝿証j 38の2 .』 によ .冒回の:1， ．， 今．
ム ， 39 1 の による通方公共団体情報システム

機構の浬証事務管理規程の盟可(変更の湧可を含む｡)及び同条第2項
の規こ 『今

ム 人 ， による地方公共団体情報システム機構の
認証事務の実施に関し 上'､、 ナー余今

局長 大臣

大臣
ム 人 法 画j に

対する報告の徴血及び立
局長

大臣
公的人麗証法60の規定による地方公共団体情報システム機構の
認証業務槽報開示請求 一 ‘ 園

局長

ム 人 法63 2項の更に玉る署署用電子証明又は利用
者証明用電子証明の発行の番号の利用制限違反行為の中止等の勧
告及び同条第3項の規定による命令
ム 人 64の定による署名用電子証明又は利用者証

明用電子証明の発行の番号の利用制限違反に関する報告の徴収及び
立入検査

公 人盟証法 1項の定による同法第17条第1項第5号又
は第6号により総務大臣が したに』 ： . ＝ ’，

局長 大臣

大臣
公的人鯉法67 による地方公共団体情報システム機構の
手数料の額の圏回 ‘ ，

局長

子 而盟鉦業務に関する

法律施行令(平成15年政令第408号)第9条の2第1項の規定による変更
の翻定

大臣
公共団 システム ， （平成25年法律第29号)第5条第2項の

規定による定款の変更麗回
局長

供覧地 団 システム構法第12条第5項の規定による監事からの
意見の提出の処理

供覧地方公共団 報システムPT"法 13第3項両親による役員の任命
及び同法第16灸第4 に に ，， 1 ．

局長

供覧地方公共団 一丁システム 法23－露T項の規定による業務方法
の届出の処理

供覧地公共団 報システム． ”法28 2項の規定による予算等の届
出の処理

局長

供覧地方公共団 システム 法30 1項及 2項の規定による
財務諸表等の;‘ ．，

局長

供覧公共団 システム 法31 の規定による会計規程の届出
の処理

大臣
地ハロ 画！ ｰ冠システムーリ法34 1項両規定による報告及び検
査

局長

事務次官 大臣
公共団； システム？ ，~第35条第1項の規定による違法行為等

の是正

大臣外国人住民に係る住民基本台帳制度に関する企画及び立案
外国人住民

基本台帳室
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■ 田■■■問■■■
■ …■用■■■

ー■ 1■■■■■■■＝■■■■■■■

大臣
； ， 252の7 3項及び第252条の14第3
項の規定による協漣会の、 ▲ ． .、

大臣

大臣
- ‐ 行令(昭和22年政令 16号｡以下｢自治令｣という｡）第6

の
大臣

天親よ公水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例
に関する法律(昭和39年法律第106号｡以下｢大規模法｣という｡)第2条
第3項の規定に生一

大臣
；ﾛ法284 3項の による広遍連合で数都道府県が加入する
ものの設置の許可

大臣

； ， 284 2項及 284 3項而規による＝郡事務組合
及び広 ニ ー 』E 』‘がロ の

大臣事務次官

市町村課 1行市

大臣
； 〃 による町、及 別区而組合で数都道府県に
わたるものの設立の許可又は,． ． ≦

事務次官

12 3 5の によ グ、 の の生示 一 ， ・ ' ’

13－ ‐ 7 3項の による の界にたる町の界 局長 大臣大臣局長
沼憲第7条第3項の規定による都道府県の境界にわたる市町村の境界

； ' 7 3項両規定に玉石都道府県m境界にわたる市町村の設置
を伴う市町村の廃置分合の決定及び自治法第7条第4項の規定による当
該市町村の属すぺき部 ，

大臣
；法7 ’ ‘ による市町村の廃置分合及び境界変更(人口
異動を伴うものに ，、

局長 官房総務課

；ﾛ法 による市町村の界変更(人口異動を伴うも
のを除く)の告示等

官房総務課 大臣

1フ自；法7条の2第3項の規定に 勺"」 ，， へ‐

官房総務課 大臣
；ﾛ法 3項の規定による町村を市とする処分等の告示等又は村
を町とする処 のー
8の2 4 の

’法9 6項(同法9の2 6項 gの3 6項において準
局長 官房総務課 大臣

今 、 の によ の の の生示

21 ′七gの3 2項の により公 面のみにる市町の界 局長 大臣
の にた のの

22自，法259第4項M,段の による郡の区域の更の告示 ざw言I砺，

大臣
；法 6項(同法篇g梁の2第6項､第9条の3第6項において準
用される堀合を含む｡）の によ 生示

局長 官房総務課

大臣
， ， 9 2項面頬により公有水面のみに係る市町村の境界
変更で都道府県の境界にわたるものの決定

局長

； ， 286 1項及 1項両親による一部事務組
合及び広域連合の規約等の変更の駐可

大臣局長

； ， 285条の2第3項､第291条の3第6項及び第291条の10第4
項の規定による広域連合の設置等の告示及び関係行政機関への通知
(都道府県知事からの こ

； ， 285条の2第3項､第291条の3第6項及び第291条の10第4
項の規定による広域連合の設置等の関係行政機関への通知(都道府県
知事からの報告に係るものに

；ﾛ法 による市田T洞及 別区の合で数都道府県に
わたるものの規約等の変更の許可

大臣局長

3の に 、の ！ ‐ ，、 ． ．』， P， : ▲、

二江E冒砺, ’28自治令第218条の規定による告示 今．
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29
自治法第7条第7項の規定による市町村の境界変更(人口異動を伴うも
のを除く)の告示等

課長 官房総務課 大臣

30

Ipm囚』f1UﾉFヨ所Uﾉ両WHI-I調ヲ旬置1手叩同祁斗U干露1半串◎言ノ弟ID宋肥又

ぴ市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第58条
の規定による助言.情報の提供に関する企画､立案及び総合調轄

局長 大臣

31 自治法第252条の22第1項の規定による中核市の指定に関する企画、
立案及び総合調整 局長 大臣
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地方公共団体の行政固
企両一右圭乃7K殿舎露

【革の推進のための支援及び情報の提供に関する
整

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第7条の規定による地方
独立行政法人(同法第68条第1項に規定する公立大学法人及び同法第
81条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く｡)の設立麗可(特
幸地方独寸行政差入に篠昂鯉司の場合葬陰〈 ）

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第7条の規定による地方
独立行政法人(同法第68条第1項に規定する公立大学法人及び同法第
81条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く｡.)の設立麗可(特
‐抵七塒舎＝孟垂1 1－毎Z函司示頚へ1－，口z、

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第88条第1項第1号の
規定による地方独立行政法人(同法第68条第1項に規定する公立大学
法人及び同法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く｡）
の鯉齢麹司(特壼蝋芳靹寸行耐津人に侭鳥額可の燭合穿縢＜ ）

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第88条第1項第1号の
規定による地方独立行政法人(同法第68条第1項に規定する公立大学
法人及び同法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く｡）
の錘齢顕言Tf竺壼袖去牡古多二蹄華AI一睡ス骨刃冑『緬廻全l-R日ス、

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第108条第1項の規定
による地方独立行政法人(同法第68条第1項に規定する公立大学法人
及び同法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く｡)の吸
1V合俳顎可(特壼鋤方靹守狩耐澤人に螺墨顎司の場合寡除く ）

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第108条第1項の規定
による地方独立行政法人(同法第68条第1項に規定する公立大学法人
及び同法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く｡)の吸
1W合俳鎮司(轄壼封h方靹守ｵ〒耐羨人に煙馬塑可の場合'三胴墨一）

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第112条第1項の規定
による地方独立行政法人(同法第68条第1項に規定する公立大学法人
及び同法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く｡)の新
鰐合俳醗司(特宗鋤芳独奇行耐譲人に煙墨顕可の堪舎寡除く ）

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第112条第1項の規定
による地方独立行政法人(同法第68条第1項に規定する公立大学法人
及び同法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く｡)の新
鋸合緋鯉可(特壼蛾方独奇行耐洪人に嬢為鯉可の場合に胴為一）

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第2項の規定によ
る地方独立行政法人(同法第68条第1項に規定する公立大学法人及び
同法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く｡)の定款の
恋軍鯉可(特帝弛方靹守行政澆人に篠鳥麹司の場合寡縢＜ ）

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第2項の規定によ
る地方独立行政法人(同法第68条第1項に規定する公立大学法人及び
同法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く｡)の定款の
恋軍鯉可(特壼地方独壷行政法人に係る鯉可の場合に唄島一）
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株式会社地域経済活性化支援機構法第10条及び株式会社東日本大霞
災事業者再生支援機構法第10条の規定による設立時取締役及び設立
鴎F鴎F杏

凸一

役の選任及び鯉任の關可

朱式会社地域経済活性化支援機構法第13条及び株式会社東日本大震

隠事業者再生支援機構法第13条の規定による取締役及び監査役の選
壬及び解任の決蟻の認可

'式云社地域罐清酒涯化文賑砿祷法弟17朱第5項の規定によも地域経

活性化支援委員会の委員の選定及び鯉職の決鐵の鯉可
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23

■■■■■■■■■■■■■■

一ヘ凸 宕＝ 一一一－二一 旦 p守金一〃一面且、穴Q■~へ～一二一

}規定によりなお従前の例によることとされた､同法による改正前の株式
;社企業再生支援機構法第33条第1項の規定による債権等の譲渡その
lの肌合の洩壼に極墨董目の瞳弥

‐戸
地域力創造
審蟻官

戸‐

大臣

24
*式会社地域経済
隆室鑿者再生古揺

舌
機I
生化支援機*
鷲法第33条

!法第39条及び株式会社東日本大震
D規定による予算の翻可

地域力創造
塞蟻官

大臣
■ ■■■

25

－

化
唾…！ 日

41条及 式会社東日

随事業者再生支援機構法第35条の規定による剰余金の配当その他の
訓余余の処分の決謹の麗可

npQ 些与‐■＝ロ唾

地域力創造
審臓官

ー‐

戸

ー
大臣

士宅

大臣
戸

26
；
～

、
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』
ｂ
ｂ
０
， '弔墜塞雷生寺&璽錘錘｛ 呂酸②負整緬担室1－トス鴎：

ﾏ■

匡 窪牢〃 承麗

地域力創造
塞謹官

1 1

27

ロユ0

エ

＝＝＝▲ ％
画U手Vグ…狸Uｰ一句沌句周四
ー痙盈ら＝亟訂

V'

株式会社地域経済活性化支援機構法第43条第1項及び株式会社東日

本大醒災事業者再生支援機構法第39条第1項の規定による資金の借入
乃7K計槽の鍵行の鯉可

一一

地域力創造
審蟻官

一一

大臣

28

休式云征氾域錘済7百1王1E又逓寂禰広栗4．末弟墓楓狸ひ体ｴ貼云征皐ロ

本大震災事業者再生支援機構法第41条第2項の規定による監督上必要
な命令

地域力創造
審蟻官

大臣

29

味式云杠皿域罹済石1王1E又琿極祷汝弟4｡末弟I楓反ひ体武云征宋ロ

本大霞災事業者再生支援機構法第42条第1項の規定による報告及び検
杏

地域力創造
審購官

大臣

30

拝式云矼理域罹清酒涯化文版砿禰法第4ご未撰び休式云杠果口や天歴

災事業者再生支援機構法第44条の規定による合併､分割又は解散の決
灘の鯉司

大臣 大臣

31

株式云矼理域涯清酒1王化文鍾砿砺法弟bU乗換ひ拝式云征果口李入歴

災事業者再生支援機構法第58条の規定による課税の特例措置を受ける
*-紬の師胆堂頚の本ｲ寸

課長 大臣

32
株式会社東日員
冒酌価柊の宙唱

偽入歴火争釆司

目に関する指金
可丹王文躍確祷志雨貝ﾘ弟琶末四祝疋I＝よ勺

･の作成

地域力1

審謎
馴造
言

大臣

33 窒業競争力強化法第113条の規定による創業支援事業計画の麗定
ｴ巴駆刀眉ﾘｺ豆

審溌官
関係局部課 大臣

一■■

34

■ﾛ■■■■■■■■■■■

童業競4
＝で f』 日

r ■ ■

０
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０
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カ
ー

jQ－2
一一 一一一…一■ ロ ーゴ一

璽化法弟114末の規疋によっ副釆文癒争釆酎回”巽異の躍
、雨§山I

地域力創造
蚕壁壱

一一

関係局部課
一

大臣
1 1ロ

地域情報政
策室

I
目

行情
■

1

2

3

目
4

5

6

7

8

■■Lq■■■■ｰ

地方自
函 LJJ砥′円し

治に係る調査及び統計の作成についての関係部局の調整のうち
重要なもの

地方自治に係る調査及び統計の作成についての関係部局の調竪のうち
軽微なもの

地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の
函戴柄呉七竃雷ナ宇土_小

且BL÷丘込上

氾刀恋禾

■ ■■■■■■■

,ハー令甸全≦一＝j D－E日÷壷へ声垂寺岱去一半寺岱Ⅱ一日回屋錘＝へ

図秤W1再鞄シハテム1－園9つ正幽娯リユ宋辿uI－閏1示司》同UJ

鯛整のうち軽微なもの

巫力日；百'二闇ヲ旬‘

整備及び管理のう？

１
。
■
■
■
○

瞭
轌
2処理するため必要な総務省の情報システムの
:なもの

咽万日宿I二閏亨勺1官報
一

堅備及び管理のうち軽：
’処理するため必要な総務省の情報システムの
なもの

地方自治に係る政策(↑
公文客類に関する意見

報化に係るものに限る｡）の企画及び立案並びに
:ついての関係部局の鯛整のうち重要なもの

地方自治に係る、
公文害類に関す鼎

【策(情報化に係るものに限る｡）の企画及び立案並びに
>意見についての関係部局の鯛整のうち軽微なもの

地域力創造
審蟻官

室長

地
I
q

d

|力創造
I蟻官画国r一一ー
一

一

室長

地域力創造
審蟻官

室長

地域力創造
審蟻官

室長

一一

一

一

一

国際室 行国
1

2

3

4

5

6 』』

7

防
嘩
治に係る政策(国際関係に係るものに限る｡）の企画及び立案のう
等の制度に係るものその他の特に重要なもの

2万目冶Iこ1糸句啄束(團除闇孫Iこ1糸念もの'二限句。ノの正四浬ひ巫栗(狩

二重要なものを除く｡)並びに実施及び国際協定に関する関係部局の鯛
豊のうち重要なもの

地方自治に係る政策(国
に関する関係部局の鯛1

原閏1承1-1承旬もリノ1－眠旬･ノW夫腿娯ひ国扉臓疋

【のうち軽微なもの

地方自治に係る
制度に係るもの.

型賑臓刀l＝闇ワ旬も四四正回撰ひユ采叩フら法帝寺”

号の他の特に重要なもの

理力曰》旨'二1糸句圏賑臓刀'三p

を除く｡）並びに実施のうち璽

する
■
■

も
bのの企画及び立案(特に重要なもの
の

h方自治に係る国際協力に§ する司bのの実施のうち軽微なもの

地方公務員の外国出張に関する外部への依頼

大臣

大臣官房総
括審蟻官

室長

大臣

大臣
括署

覗
朧
職

三 1長

室長

大臣官房総
括審議官

室長

大臣官房I
括審蟻管

篭

室長

大臣官房I

括審蟻信
篭

地域自立応

援課
行応

1

2

3

地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振

興に関する施策への支援に係るものの企画及び立案のうち法令等の制
度に係るものその他の特に重要なもの

巴力公天皿秤か王停明'三央弛可旬理域UJ一唐の日ユ'三1町1丁た地域山歴

恩に関する施策への支援に係るものの企画及び立案(特に重要なものを
余く．）並びに実施のうち重要なもの

巴〃蛮米凹悔刀､ゴー秤醐1－央犯9つｴ巴域四一面リノ曰エ1-1町1丁ﾉﾆｴ巴曝山琢

里に関する施篭への支援に係るものの実施のうち軽微なもの

大臣

地域力創造
審蟻官

課長

大臣

地域力創造
審議官

課長

人材力活性

化・連携交流
室

行人
1

2

3

4

人
携
オカの活性化及び匡
こ係島*,のの作画歴’

､地方公共団ヤ
メ立案並びに環

R,非営利活動法人､民間等の連
1施のうち重要なもの

人材力の活性化及び国､地方公共団体､非営利活動法人､民間等の連
横に係るものの実施のうち軽微なもの

地域間交流並びに他の地域からの移住の促進に係るものの企画及び立
室並びに実施のうち重要なもの

地域間
軽微な：

§流並びに他の地域からの移住の促進に係るものの実施のうち
の

地域力1

審蟻

頭
■
■
『
■
凸
呂

造

室長

地域力創造
奔謹害

室長

地域力1
■
■
■
■ :露．

叩
。
『
一
亘
二

造

室長

廻域刀屈ﾘｴ亘

審溌官

室長

1

2

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号｡以下｢公拡
ま'んい弓一）蛍10曇箪2項の銅定に上る士蛾關鎚公計の鰐市鯉司

公 欣差篭クク冬琶1項の担壼に上〃 >土渕 !開発公布 ●
豆
、錘替 『1 鬮口I

事務次官

事務次官

大臣

大臣



公拡法第14条第2項の規定による定款の変更の盟可
地域力創造
審蟻官

大臣

公拡法第19条第2項の規定による業務及び資産の状況報告の聴取又は
業務状況 る立入検

地域力創造
官

大臣

公拡法第19条第5項の規定による設立団体に対する業務命令等の措置
要求

地域力創造
審湧官

大臣

地域力創造
審蟻官

地方行政連絡会臓事務局長会織の開催 官房秘 大臣

地域開発関係法令の規定に基づく国の基本方針の決定又は改定(軽微
な改定を除く｡）その他の特に重要なもの

事務次官 関係局部課 大臣

地域開発関係法令の規定に基づく国の基本方針の軽微な改定､地方公
共団体が作成する基本計画等に対する同意その他の重要なもの

地域力創造
審蟻官

関係局部謀 大臣

地域開発関係法令の規定に基づく関係行政機関への通知その他の軽微
なもの

関係局部課 大臣

過疎対策に係る地域の振興に関するものの企画及び立案並びに実施の
うち重要なもの

地域力創造
審錨官

地域力創造
審蟻官

の に ナーの

過 別日置法(平 12法 15言） 2 2項の 官房総務課 大臣
規定による過疎地域の市町村の公示

地域力創造「
審隠

官房総務課 大臣
過疎地域自エ
規定による通

F別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の
の市町村の公示

過疎地域自立促進特別措置法第5条第4項の規定による自立促進方針
の策定に係る同意並びに都道府県及び関係行政機関の長との協蟻

地域力創造
審藤官

大臣

過疎地域自立促進特別措置法第6条第5項の規定による市町村計画の
受理(第6条第7項において準用する堀合を含む｡）

地域力創造
審膿官

過疎地域自立促進特別措置法第6条第6項の規定による関係行政機関

の長への市町村計画の内容の通知及び関係行政機関の長の意見の受
理(第6条第7項及び第7条第5項において準用する堀合を含む｡）

過疎地域自立促進特別措置法第7条第1項の規定による都道府県計画
の受理(第7条第4項において準用する堀合を含む｡）

地域力創造
審醸官

、促進特別措置法第8条の規定による関係行政機関の長に 地域力創造
審蟻官

大臣

地域力創造
審蟻官

過疎地域自立促進特別措置法第9条の規定による関係地方公共団体に
ついての鯛査

大臣

別措置法行令(平成12年政令第175号)附則第
3条第1項の規定による特定市町村の公示

地域力創造
審蟻官

官房総務課 大臣

過疎亜域自立促進特別措置法施行令附貝''第3条第5項の規定により過
疎地域自立促進特別措置法附則第5条第2項の規定が適用される市町
村の公示

過疎地域自立促進特別措置法施行令附則第4条第1項の規定により特

定市町村の区域とみなされる区域の公示

地方公務員に関する制度の企画及び立案(給与能率推進室､女性活躍・

人材活用椎准室､応援派遣室､安全厚生椎准室及び福利課の所掌に属
するものを除く｡）

自治法第4条の2第3項の規定による特別の日を地方公共団体の休日と
するための協蟻

地方公務員の給与､定数及び研修に関する制度の企画及び立案

地公務員給与実態調査に関する統計法第9条又は第11条の規定に基
づく実施並びに変更及び中止の承腿申鯖

局長 大臣

地方公務員給与実態調査規貝l｣(昭和33年総理府令第57号)の規定に基
づく決定及び指定に関する文

関係局部課 大臣

ハルー ツ画可 の、亜エ

5地方公務員給与実態鯛査充鯛査の集計結果表の作 部長

高齢社会に対応する人事行政に関する事項の企画､立案及び総合鯛整

21地方公務員の人事評価に関する制度の企画及び立案 大臣
地方公務員の女性職員の活躍及び多様な人材の活用推進に関する事項
の企画及び立案

大臣

災害時における地方公務員の派遣に関する制度の企画､立案及び総合

鯛整のうち特に重要なもの
大臣 大臣

災害時における地方公務員の派遣に関する制度の企画､立案及び総合

鯛整のうち重要なもの

災害時におけ:る地方公務員の派遣に関する制度の企画､立案及び総合
鯛整のうち軽微なもの

室長

災害マネジメント総括支援員等の登録及び登録抹消に関すること

地方公務員の厚生福利に関する制度の企画及び立案 大臣公務員部福|行福利課
21地方蟻会繊員及び地方団体関係団体職員の年金制度の企画及び立案 大臣
地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号｡以下｢地共

令｣という｡）、地方公務員等共済組合法施行規則(昭和37年自治省令第
2o号｡以下｢地共則｣という｡）及び地方公務員等共済組合法施行規程

(昭和37年総理府､文部、自治省令第1号｡以下｢地共程｣という｡）の規
定による通用方針の決定

地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号｡以下｢地共法｣とい

う｡)第144条の27第5項の規定による地方公務員共済組合(以下この

項において｢組合｣という｡）又は全国市町村職員共済組合連合会(以下こ
の項において｢市町村連合会｣という。）若しくは地方公務員共済組合連合
会に対する業務命令

地方公務員等共済組合法の－部を改正する法律(平成23年法律第56

号｡以下｢平成23年改正法｣という｡）附貝''第23条第1項の規定によりなお
その効力を有することとされた平成23年改正法による改正前の地共法第

170条第4項の規定による存続共済会(平成23年改正法附貝l｣第23条第1
項箆3号に頬定する存納共済会存いう”以下同じ”）に対する業務命令

地共令附目''第41条第1項の規定による都市職員共済組合の設置に係る
承認

局長 大臣

19



20

7
地共令附則第44条第1項の規定による短期給付に関する規定を適用し
ないことについての承認

局長 大臣

8 地共令附則第73条第2 項又に :第3項の鷲
．
■■

■ﾛ■
三上鳥福加啓田の告示 局長 大

■■

コ
ー

9 地共法第5条第3項の篭定に‘ こる組合の； 閏 の変更の翻可 局長 大
】
３
二

10
地共法第5条第4項の規定による組合の定款変更の麗可に係る内閣総理
÷雷▽I÷寺鍾釜I筆÷匿名､匡柄惣鐘 課長 大臣

11
地共法第5条第5項の規定による組合の定款変更の認可に係る協醸に係
墨財薙犬軍の董目の瞳酌 課長 大臣

12 紬丑垂鍾っロ冬鐘‘ 2項の規定による市町村琿合会の定款の変更の盟同 局長 大 三

13
地共法第38条の3第2項の規定による地方公務員共済組合連合会の定
軸の亦軍の鯉可

局長 大臣

14
地共法第38条の3第3項の
款変更の鯉可に係る財務大

見定による地方公務員共済組合連合会の定
雪の董目の畦酌 課長 大臣

15
地共法第38条の3第4項の
款変更の鯉可に係る内閣総

規定による地方公務員
題夫庫乃7K支部秘豊散一一｣

共済組合
に庫上の慨

璽合会の定
護

課長 大臣

16 地共法勇 122冬の銅5 堅によ
ｑ
型
田
口
’ 地方財政審認 会へ‘ ､菅目の鬮 取 ・ 局長 大臣

17

平成23年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するこ

ととされた平成23年改正法による改正前の地共法第152条第2項の規定
三上島左縛虻害今の壼數の恋軍の顔司

局長 大臣

18
今
2 ﾖ条の2の錨定による隙 剛

駐
司

■
Ｇ
一
一
Ｉ ･の基準の決定

．
可 日

Ⅱ 受 大 更

19
他共令附則第30条の2の2第1項の規定により総務大臣が麗定する特別
閲轄組合の決定

局長 大臣

20

地万公栃員天済租盲寺か1丁つ池万公猫貝寺の財産形厩畢来に閏亨句奴

令(昭和53年政令第25号｡以下｢財形令｣という｡)第2条第1号の規定に
上星錘誰士匿拘《宝〃､星塞〃､津壼

局長 大臣

21
側
I:

形令第3条第1項の規定による財産形成事業に係る基本計画の作成又
慶更

局長 大臣

22
H
1:

錬
磨
第
に

今
洞
軍

形
癖

韻
吊
訓

2項の規定による財産形成事業にf
四錘咽士匿ロI士古都魁挙夫匿上の

る基
凸一デー

脇 霊

本計画の作成又
課長 大臣

23
財形令第4条第3項及び第7条の規定による財産形成事業に係る貸付け
一■一

”グー 卜等の決定
局長 大臣

24
財形令第7条の規定による財産形成事業に係る分腰及び貸付けの条件
等の決定に係る内閣総理大臣又は文部科学大臣との協漣

課長 大臣

25

ﾖ民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の5第1項及び第2項並びに

ﾖ民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第82条の8の規定によ
6墓碑年令郷出令等に係為厘生労働大臣への報告

課長 大臣

26

E生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条の8第1項から第3項及

ﾒ厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第88条の9の規
旨1－上Z面生生全些､申今竺I一睡Z直生箏曇h去匿への銅告

課長 大臣

27

国氏ヰ壷法寺”ー鄙を収止ずつ法惇”腿1丁I三拝つ稚廻殖直'三閏ツ旬哩

令(昭和61年政令第54号｡以下｢昭和61年経過措置政令』という｡)第6
2条の6の規定により読み替えられた国民年金法施行令(昭和34年政令
第184号)第11条の4第6項及び昭和61年経過措置政令第59条第1項
の粗密'一上丞其醗生今釣凡剛全竺I＝煙黒町牛挙働夫宙か畠の憧錘

課長 大臣

■ ■

28

ー ー

面会函11，』 1雷列冬のワの貝室ワ1百乃
＝■ 、丁一罪辱グー剣画UJ pa、F閏守U脚一曹子－0J珂訂■ ■ピマヨ〃詞司一ヘマグーマグー罰ヨーーー

ぴ第8条の8第1項の規定により銃み替えられた第4条の2の11第2項の
相宅'一上皇面生生全蜘l剛全室1-痙星町生螢髄h去匿☆､畠ml壷窪

ーー

課長

ーー

大臣

29

氾天程弟IZ宋罪z』貝弟廷弓(ｴ巴禾貝ﾘ弟U U家Uﾉ斗弟廷硯、弟U I未wUU弟墓楓

又は第12条の8第1項(地共程附則第1条の2第3項の規定により諒み替
える場合を含む｡)において準用する場合を含む｡)の規定による利率の
決壼

局長 大臣

30

皿未1重昂1．禾宋I硯宋廷言(堰朱貝ﾘ弟1 1末四斗弟竺』貝、昂1 1未リノIO弟廷楓

又は第12条の8第1項(地共程附則第1条の2第3項の規定により読み替
える増合を含む｡)において準用する場合を含む｡)の規定による利率の
決定

局長 大臣

31
地共程第13条第1項第2号の規定による利率の決定に係る内閣総理大臣
豆I士古都魁掌大臣か畠の惚睡 課長 大臣

32

也共程附則第3条の3(地共則第11条の4第2項､第11条の16第2項、

第12条の8第1項又は地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改
正する省令(平成23年総務省令第52号｡以下｢平成23年改正省令｣とい
う｡)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた平
戎23年改正省令第1条の規定による改正前の地共則第16条の4第1項
ごおいて塗田す為準田す為場合穿合ｵ?←）の銅宗に上る洞I室の漢壼

局長 大臣

33
他共程附則第3条の3の規定による利率の決定に係る内閣総理大臣又は
ウ認蓋l坐士匿売､星の控睡 課長 大臣

34 地共法第23条第1項'の相壼'一上星組今の供ス今、蚕鰹 部長 大臣

35

巴来演弟己｡未(皿天法弟ご己宋山写呆1硯I＝あしwL卒用9句詞育さ盲

｡｡)の規定による市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会の借入
告の蚕鯉

部長 大臣

36

F成23年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するこ

:とされた平成23年改正法による改正前の地共法第156条の5の規定に
レス寿錘佳垂全の嘩孔金の毎日刃

部長 大臣

37
地共法第144条の28第1項の規定による保険医療機関に対する検査実
施の通知

部長 局長

38 地共令第8条第3長
■
ｑ
“

一
一 眉 ,げることの；旨示 課長 課！

■’
文

39
地共令第16条第3項(地共令第20条又は第21条の3において準用する
場合存舍お‐）又Iま笛4項の損宗による不動産の取得に係為霊題 部長 大臣

40

埋朱帝栗ID禾弟凸硯（巫未帝顕廷U未エI鄙罪zI未UJgI－めし、L手用ヲ旬

場合を含む｡)又は第4項の規定による不動産取得以外の資金運用若しく
は有価証券運用又は有価証券信託のうち運用方法を特定するものに係る
承關

課長 大臣

41
地共令第16条の2第1項第10号(地共令第20条又は第213
て準用する堪合を含む｡)の規定による不動産の取得に係る〕

､の3におい

関關
部長 大臣

42
摩エヰ垂沫映汰弟ノリ禾四4弟己硯四祝疋I－よ旬硬ユ亟委争f百画山窒里
路7f白墨露員T百小輻室1－トス垂古今茸＊些鐸の必、事 部長 大臣

43 厘牛年今俣時差箪79雲の4笛4： 1のi 壱1--卜星面と ﾐ労働大臣か うの協識 課長 大臣

44
地共法第112条の3第1項の規定による積立金基本指針の内閣総理大
匿鵡7f寺割剰学÷雷へハ2塞生回 課長 大臣

45
厚生年金保険法第79条の8第2項の規定による業務概況書の評価及び
公表

部長 大臣



地共法法第112条の15第2項(蔽用省年金制度の一元化等を図ふた

の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。
下｢一元化法｣という｡）附貝l｣第75条の3において準用する増合を含む。
の規定による業務概況の内閣総理大臣及び文部科学大臣への通気

蕊|行童
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46

47
厚
公
三年金保険法第79条の9第1項の規定による評価報告書の作成及び
呼
夛
心

部長 大臣

48
厚生f
からa

:金保険法第79条の9第2項又は第4項の規定による厚生労働大臣
協灘

課長 大臣

49
厘牛
マー－年金保険法第79条の6第4項の規定による管理運用主体の管理運
用の方針の承盟

部長 大臣

50
也共法第112条の3第4項の規；
言理翻用の方針の承鯉に係る内

弓による地方公務員共済組合連合会の
E■”垣÷寓私γr寺鋺塞I学÷寓し柄碗唾 課長 大臣

51 1 l天法弟11Z宋叩4第己蛙 .”観】 一トス壷法些匪 の墓； 偽 ･の承麗 割
■
丈 大 豆

52
也共法第112条の4第4項の規定による実施機関の基本方針の承麗に
蕊星士塞去匿が畠の他目鍍 課長 大臣

53
ーｰタマグー式ロ ■ ■ーケロママー ■旬ロー‐ヘーーク夢画～巳一一マーー、”ｰ…ローーーーー可一タゴー■ーーワヴで碑一■ー

係為蛾方公譲昌共溶組合観合今の童貝の聴取 課長 大臣

54

地共法第112条の10第4項の規定(一元化法附則第75条の3において

準用する増合を含む｡)による地方公務員共済組合連合会の管理運用の
方針の承鯉

部長 大臣

55

地共法第112条の10第5項の規定(一元化法附則第75条の3において

準用する堀合を含む｡)による地方公務員共済組合連合会の管理運用の
方針の承湧に係る財務大臣並びに内閣総理大臣及び文部科学大臣との
協蟻

課長 大臣

56
2共法第112条の11第3項(一元化法附貝I
）場合を含む｡）の規定による管理運用機陛

第75条の3にI
の基本方針のう

Sいて準用す
簡潔

部長 大臣

57

凹天汰弟I Iz未UJI U宋第4』員（一元1E声阿V則弟'◎宗Uﾉ画1－ゐし、L竿用

rる場合を含む｡)の規定による管理運用機関の基本方針の承麗に係る
亘務大臣からの協擁

課長 大臣

58

地共済法第112条の11第5項(一元化法附則第75条の3において準用

する場合を含む｡)の規定による管理運用機関の基本方針の承麗に係る
地方公務員共済組合連合会の意見の聴取

課長 大臣

59
地共令第28条第3項の規定による長期給付に要する費用の算定方法の
決壼 部長 局長

60
也共令第28条第4項の規定による長期給付に要する費用の算定方法の
血幸I一睡Z酷韓÷匿柄吾圓の酷恥 部長 大臣

61 I 1共則第5条第1。 i第2号の規定による条似 改7Fの其謹 部長 大臣

62
也共法第144条の27第4項の規定による糺
ま地方公務昌共済組合連合会の監杏の実力

合又は市町村連合会若しく
■
屯
■
画

部長 局長

63

子肌ZJ平取止法円W貝ﾘ昂ZU宋昂I』貝W祝疋1－より径ゐてリノ幼ノJ置伺ヲ句一

ととされた平成23年改正法による改正前の地共法第170条第3項の規定
－しZ＝錘弁垂今命嘩奉示一世

部長 局長

64
也方公務員共済組合の理事長印の証明及び主たる事務所の所在地変更
､証明 ．

課長 大臣

65

也共令第16条第1項第3号に掲げる信託のうち運用方法を特定するもの

､信託金の運用組入対象及びその割合の特例の適用を受ける共済組合
宮の額壼

課長 大臣

66 共令第27条笛7軍 の蒜定 こよる給‘
■
Ｑ
マ
ー制限の 1

今
ロ D1

ﾛ■■■■ 1
一
』 巽 弓且 る‘ 捌 昼

題
…．

■

ク
ﾛ

､ 大 豆

67
地共令附則第30条の2の規定による短期給付財政鯛整事業に係る調整
掛金率の承鯉及び鯛整組合の承認

課長 大臣

68

凹六9重串〃宰宋I硯リノ玩疋1－缶旬舜彌八E己刀､正αﾉ旬奉砺雍勇里ｸ、輝ツノ、可し

6金額の決定及び同条3項の規定による承認(地共則第11条の4第2
目､第11条の16第2項又は第12条の8第1項(地共程附則第1条の2第
I項の規定において諒み替える増合を含む｡)において準用する場合を含
芽向）

課長 大臣

69

也共程第7乗第2項(地共程附則第1乗の2第3項の規定において醜み賛

上る場合を含む｡)の規定による主務大臣が定める業務経理へ繰り入れ
6金額の決定及び同条4項の規定による承認に係る内閣総理大臣又は
テ蔀到学÷匿名､この物睡

課長 大臣

70 地共即
』
岬
脂 il 鷺の3静 3

ー
頁‘〕徳 宝1－上丞錘千田住 ,位の醗壼 闇 長 大臣

71

千戚星d手取止官帝pH貝ﾘ顕○禾顕14貝リノ祝疋1－より碁ゐて山幼ノJさ何ツ旬

こととされた平成23年改正省令第1条の規定による改正前の地共則第14
冬翫QT百m輻壼1－ルス奉鍾弁塞全の害全溜田I一睡ス蚕翻

課長 大臣

72
地共則第12条の8第2項の規定による地方職員共済組合の財務の様式
の制定

課長 大臣

73

平成23年改正省令第3条第1項の規定によりなおその効力を有することと

された平成23年改正省令第1条の規定による改正前の地共則第16条の
宛塗っT宙小麹壼1－トス宕埜牲毒全の畦率小蜂→小幽I亭

課長 大臣

74 地共貝I 隙 1 '第5条の5第1項の規定による目
1

1 '形経 罫 の、 l定；
ｂ
四
一
便
口

■

■

・
の露 '壼 麺

受 大臣

75 I 隙 1 l霞6曇のgの担宗に上為財形鐸I 目の樹 ヌ 昌科 ﾖの1
■
■
■
■
■
ヨ 】
字
■■

ー

掴
…．

■
正 大臣

76 地共程
『
ｑ
Ｊ

隼雷っT冒小類－1－トヱ空理函緒〃 )設定 操？
■
垂 大臣

77

地共程第15条､第16条､第58条第3項又は第86条第2項(地共則第1
1条の4第2項､第11条の16第2項又は第12条の8第1項において準用
する増合を含む｡)の規定による債権放棄､資産交換等､勘定科目の設定
又は男l1徐釉寸令の取崩し

課長 大臣

78

平成23年改正省令第3条第1項の規定によりなおその効力を有することと

された平成23年改正省令第1条の規定による改正前の地共則第12条の8
第1項において準用する地共程第15条､第16条､第58条第3項又は第86
条第2項の規定による債権放棄､資産交換等､勘定科目の設定又は別途
藷古今の酌崩1 －m蚕函

課長 大臣

79 地共程第58条第2 1 の*目室1－ルス：旨定経理の勘定I
、
よ
い
宇
一目1 受定 ’

掴
坏面

■
丈 大

＝

コ
ー

80 蛾共程醗目11篭10墨
’
０
０
1項の頬壼I三上墨財形纒顕の ！ |定i

ｂ
韻
点
口 ﾖの制定 題

…．

■
丈 大

■■

．
'■■

81
地共令附則第73条第2項の規定による追加費用の告示に基づく支給条
件又は数値の決定

課長 大臣

82 封
今 4

1 ﾖ0条の4の規定 こよる地方の長 規 洽f寸に係る収 ,科目の餡 定 蝶長 諜長
83
“
丑 共令第 ﾖ0条， D5の規定 二よる地方の長

鐘｡

画
L▲夕

寸に係る支
且

』 科目の爵 定 課長 課長

1

2

3

也方公務員の厚生､安全衛生及び公務災害補償に関する制度の企画及
，K市毒

也方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号｡以下｢地公災法｣とい

ﾗ｡)第5条第2項の規定による地方公務員災害補償基金(以下｢地公基
金｣という。）の定款の変更の鰹可

地公災法第203盲第1願 のi貝定による： 1 b〃､墓今'三鍼甘一塁』種陥の行使

大臣

局長

局？
■
丈

大臣

大臣

課長 大臣



地公災法第21条の規定による地公基金に対する定款の変更その他監督
上必要とする命令の実施

目11大臣 大臣

地公災法第5条第3項の規定による地公基金の定款変更の麗可に係る協
議に係る財務大臣の意見の聴取

大臣

地公”法第12条第2項の規定による業務規程の制定又は変更について
の報告の処理

局長

珊芳公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号｡以下｢地公災

令｣という｡)第2条の規定による地公災法第5条第2項の総務大臣の翻可
を要しない定款変更事項の指示
地公災法第2条第9項及び地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年

省令第27号｡以下｢地公災貝l｣｣という｡）第3条第4項の規定による改定率
の指定

地公災則第2条第11項及び第13項の規定による最高限度額及び最低
部長 大臣

の

10 公”． 30の2 1 の によ ロ のの 今二

11地公災法30の2第1項第2号の規定による股の日定 部長 大臣

大臣
地公災則第2条第11項及び第13項の規定による最高限度額及び最低
限度額の決定

地公災法第36条第2項第2号並びに地公災法施行規則附貝l｣第3条の3
第1項及び篦2 5飴

大臣

131地公19 17条の によるハ金の ； ．
地公災法第18条第2項の規定による地公基金の貸借対照表及び損益計
算害の報告
15地公災法第19条ただしの規定による地公基金における借入金の既 ▲‐
地公災令第1条第1項第2号の規定による地公災法第2条第1項の職員
に含まれる常時勤務を要しない地方公務員の指定

大臣

地公災令第3条の規定による船員である地公災法第2条第1項の職員に
係る日額旅費のうちの－部で､同法同条第5項までの規定による平均給
与額に ‐ぺ の

3 6の に ム が ワ： ‘ ‘

19地公災規貝''第3条第7項の規定による最低限度額の日定 ▲．部長 大臣

地公災貝''第7条第4号の規定による地公基金が定める資金の運用方法
の承麗

大臣

地公災剛勇39条の規定による地公基金がする福祉事業の内容について
の報告
地公災則第39条の規定による地公基金がする福祉事業の内容について
の報告

地公災則第44条の規定による地公基金が定める概算負担金の追加納
付についての承浬

大臣

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇
等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令第
1条第3項の規定による地公基金が定める平均給与額の承麗
昇国両地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇

等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令第
3条 1 こ
1公 の の企宙ぴ立

’最 ㎡所謂讐国呈立及日国 ′ 正の国民の承認に関一■■■■■■■■■■
釜共団の民による の に の｜ の企画師■■■■■■■■■■■■立

4の言 ，あの盲公､団のみに用 る別知1 のための票の’ー■■■■■■■■■■■■
5政その他の政,台団体の制度の企画及立案 ロ■■■■■■■■■■■■

最 」所裁判の国民審蚕及び日禾国憲， 正の国民の承認に関す
る投票の制の百及び立案

大臣

大臣
の制度の企画公共団体の住民による各種の直接請求に

立案

－の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票の制度
の企画及び立案

大臣

公 ； 行令(昭和25年政令第89号｡以下｢公選令｣という｡)第2

条第1項及び第2項の規定による市町村の境界変更(人口異動を伴うも
のに限る。）に係る区域が属すべき選挙区の決定､告示及び関係機関へ
の通

公選可． 2第1項及び第亘項の規定による市町村の境界変更(人口異
動を伴うものを除く｡）に係る区域が属すべき選挙区の決定､告示及び関
係機関への通知

公職選挙法(昭和25年法律第100号｡以下｢公選法｣という｡)第49条の 部長 大臣
2の によ

9公今59の5の3 1 の によ ■■■丁■
10公選令第142第6項の による領 大臣

大臣
怯(昭和25年法律第100号｡以下｢公選法｣という｡）第49条の
による外務大臣との協纏

鋤加

ム 可。 131乗第1項の規定による選挙の－ 7による再選挙に関
する事務を行うぺき選挙管理 今の指定

大臣 大臣選挙部管理|行管課
公選法第108条第2項の規定による衆蟻院露員又は参蟻院醸員の当選
人の内閣総理大臣への報告

大臣

公選法第111条第1項第1号の規定による衆蟻院(小選挙区選出)犠員

又は参蟻院(選挙区選出)歯員に欠員が生じた塙合の都道府県の選挙管
理委員会への通知

公選法第111条第1項第2号の規定による衆蟻院(比例代表選出)議員
又は参蟻院(比例代表選出)蟻員に欠員が生じた堀合の中央選挙管理会
への通知

最高裁判所裁判官国民審査法第33条第2項の規定による審査の結果報
告についての内閣総理大臣への通知

大臣

国会蟻員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第1

79号｡以下｢執行経費法｣という。）第18条第1項の規定による経費の交
付決定

7 ′- 18 2の に ー■■ I■■■■■■
8 、 Ⅱ■■丁■■■■■■■I■■■■■■I■■■■■■

i 及 発 ． ‘ ・ ’ 師■■■岡■■■力

10選挙を いにする国民運動進 の開催 ロ■■

発推進事業要綱の作成及び民間団体に対する及

財団法人明るい選挙推進協会に対する明るい選挙推進事業委託要綱第
7条第1 にづく財産の処分の承麗

局長 官房会計課 大臣

執行経費法第19条の規定による投票区又は開票区の設置の基準の定
め

大臣

公選法第150条第6項の規定による政見放送の日本放送協会等との協
大臣

公選法第201条の6第3項(公選法第201条の7第2項に、いて．用γ
る増合を含む｡）の規定による政党その他の政治団体に対する確麗の
交付

公選法第201条の6第4項(公選法 2項において準用丁
る堀合を含む。）の規定による都道府県の選挙管理委員会への通知

大臣

22



公選法第201条の11第3項の規定による政治活動のための自動車の表

示の交、
大臣

18 2 4の による の の 今二

’9る晶の鐘の是め4項のミ による 公の配'･にに 部長 大臣大臣
行経費法第7条第4項の規定による選挙公報の配付に特に経費を要
町村の額の定め

執行経費法第8条の2の規定によるポスター掲示堀の経費の特別の額の
定め

大臣

21 ’一 の のハに 全一

22執行経法第13条第1項の規定による 本額の協蟻 部長 大臣
瓢行経費法第13条第8項の規定による選挙人名簿又は在外選挙人名簿
の抄本の作成経費の加算額の定め

大臣

執行 法 第9項両親による投票所入堀券又は不在者投票若
しくは在外投票に関する類の送付経費の加

大臣

執行費蔑第13条 10項の規定による超過勤務手当費の加算額の定
め

大臣

26 13 12の に 上の、、 の ▲、

27 14 2の に のめ■丁■

28 18 3の によ 、 の 、 ■■■丁■■今■＝

29総選挙及 ■■■丁■■今■丁■
霧選挙及 拳啓発事業又は総選挙及び通常選挙開票速報委託
要領の作成､同委託要領に基づく委託費の交付の手続及び交付決定の
取消等の措置
爾団法人明るい選挙推進協会に対する明るい選挙推進事業委託要綱第
4条第1項の規定にづ事業の承蝿又は

大臣

・ ず…に関する企画及 （政党助成室の所に属するものを
除く。）

大臣

政沼資金規正法(昭和23年法律第194号)に基づく届出類等の形式

上の不備等について同法第31条の規定による訂正命令(収支公開室の
所に属するものを除く｡）

正 の2の に の の公 二W房I野F ＄ 今．
4政治資金短IF法第17条の規定による政治団体の解 ハ V二I悪’ 今．
政溶質壷規正悪に基づく公職の候補者に係る資金管理団体の届出類
及び政治団体の収支報告等の形式上の不備等について同法第31条
の規定による訂正命令

20 ’ 0 に のハ － ． “･ 卜, ､2

3政治． 正法第1g霊の2の による．了可 ．国 の公 二W可野7， ､ 今．
租穏特別措置蚕『昭和32年法律第26号)第41条の18の規定による寄
附金控除のための確麗(管理課の所に属するものを除く｡）

大臣

政沼資金規正法第19条の16第5項の規定による少額領収等の写し
の提出命令
政治資金規正法第19条の16第5項の規定による4
の提出命令

の写し
大臣

出
室
支
示
部
開
挙
報
選
伯

面沼資歪規正蔑第Tg柔の16第9項の規定による少額領収等の写し
の提出の 長通知

大臣

； 正， 19の16第11項の規定による少額領収等の写し

の開示決定
大臣

の16 12項而規による少額領収等の写し
の開示をしない旨の通知

大臣

政溶質歪規正， 19条の16第13項及び第14項の規定による少額領
収等の写しの開示決定の期限の延長通知

大臣

政溶資金規正法第19条の16第16項の規定による少額領収等の写し
を提出しない旨の通知及び国会鰯員関係政治団体の名称等の公表

大臣

選挙部政党行助 に 百ぴ立 今一

助成室 政助法(平6年法 5号） 10 6項において 大臣 官房会計課 大臣
今 、 の こ

3政党助法 10条第2項の規定による政党 、 のの は. 今． V了r詞『■ 今．

面受助成法(平成6年法第5号)第10条第1項(第27条第6項において
準用する塙合を含む｡）の規定による政党交付金の顎の決定

大臣 官房会計課 大臣

政党助成法第10条第3項(第23条第8項又は第27条第6項において準
用する堀合を含む｡）の規定による政党交付金の額の決定通知又は変更
通知

5政兄助法23第6項の による未交付金のの決定 今． 今．
政兄 33－勇司頂而規による政兄イ、 ’ ，1､の停止又は返
還の命令

大臣 官房会計課 大臣

71政党助成法第33条第2項の規定による政党交付金の返還の命令 大臣 官房会計際」 大臣
政党助成法第33条第6項(同条第11項又は第34条第2項において準用

する場合を含む｡）の規定による停止に係る政党交付金の額若しくは返還
すぺき政党交付金の額又は控除した政党交付金若しくは加算金若しくは
延滞金の額等の通知

政党助成法第33条第10項の規定による政党交付金の額から､返還を命
ぜられた政党交付金又は加算金若しくは延滞金の額の控除の決定

大臣大臣 官房会計課

政党助成法第34条第1項の規定による報告 ． ，‘ ・・
して交付すぺき政党交付金の交付の停止の決定

大臣 官房会計課 大臣

政党助成法に基づく届出類等の形式上の不備等について同法第37条
の規定による訂正命令

大臣 大臣

121政党助成法第31条の規定による報告等の要旨の公表 部長 官房総務課 大臣
政党助成法第5条第4項(第6条第2項、第24条第3項､第25条第3項又

は第27条第6項において準用する堀合を含む｡）の規定による届出事項
の告示一

政党助成法第10条第4項(第23条第8項又は第27条第6項において準
用する堪合を含む｡）の規定による政党交付金の額の告示

官房総務謀 大臣

政党助成法第13条(第27条第6項において準用する増合を含む｡）の規

定によるその年分として交付した政党交付金の総額及び各政党に対して
交付した政党交付金等の額の告示
政党助成法第21条第亘項1第27条第6項又ほ第33条第5項において準
用する場合を含む｡)の規定による政党等が政冶団体でなくなった場合若
しくは政党が政党要件を満たさなくなった堀合の届出又は政党交付金によ
る支出に充てていない政党交付金の引継の届出の告示

政党助成法第33条第7項(第34条第2項において準用する増合を含
む｡）の規定による停止に係る政党交付金の額又は返還すぺき政党交付
金の額の告示

政党助成法第38条及び政党助成事務委託要綱第2条の規定による政党
助成事務委託費の交付額の決定

官房会計課 大臣

政党助成事務委託要綱第5条第2項の規定による政党助成事務委託費 ｜ 部長 ｜官房会計課｜ 大臣の返還命令
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20

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律

第10条の10第3項の規定による解散した法人である政党等の財産の国
庫帰属の承鰯

部長 官房会計課 大臣

21
中央選挙管理会の開1
人格の付与に関する篇

瞳(政党交付金の交付を受ける政党等に粛
烏律(平成6年法律第106号)に基づくもの

する法
こ限る。）

部長 大臣

部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文書の件名 決裁者 合繊先
文書施行
名穀人

備考

財政課 財財
1

2

3

4

5

6

7

8

9

地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案(他の所掌に属するも
のを除く。）

蛎
齪
材政法(昭和23年法准
こよる地方交付税の蟹

!第109号｡以下｢地財法｣という｡)第26条の
の燕額面I士;反彊の命令

地財法第27条第3項の規定による都道府県の行う建設事業に対する市

町村の負担額に関する市町村の異蟻申立ての受理及び同条第4項の規
宝1－トス昌廻鐙小雷壺

地方交付税法(昭和25年法律第211号。以下｢地交法｣という。）第7条

の規定による地方公共団体の翌年度の虚入歳出総額の見込額に関する
1 類の原案の作成

地交法第15条第2項及び第3項の規定により地方公共団体に対して交
付すべき特別交付税の額の決定又は額の変更及び当該交付決定額の通
釦マI士亦宙麺の掻知

剣 !交法附則第15条第2耐 iの窺壼
ー

－9 ﾐる園
ｌ
■
■
■
Ｐ

く
〃 興特別交f ･税の返還

■■

■
Ｐ
■
■

方公共団体の財政撞豊 Iの助言
ー

ー

＝

交

Z
一も〃 里

税（

｛
■
・
■
Ⅱ）
建
日 菖

』
日
ｂ
■

交法笛1 う条の規定に‘ ｡Z蛙EII f寸 )藻 【 沖 ｡》 &定

地変法附則第1S乗弟Z項の規疋によゐ歴爽浬典特別父1寸祝の哩埋万法
'一函甘-基音目の畦酌

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

章誕か0 罫
．

軍錘痴！ 罰

局長

課長

官房会計課

官房会計課

官房会計課

芽‘
．。

■■

罰
Ｉ
Ｆ ･謀

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

鯛整課 財調

1

2

3

4

5

6

7

8

－

9

10

11

12

睡画Eヨ廊至港J司理垂噸UノノニαﾉUJ巴UJ剛哩エリノ両刀ﾘ丁日且1－函ツ旬西1手

(昭和45年法律第7号｡以下｢新空港財政援助法｣という｡)及び公害の防
止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年
洪鐘霞70号一以下｢公毒防I卜財政湧助法I上い弓一）に閨寸為令両寸室

地＃
一 a

詞牙

法第21条の規ヌ
!等についての童

1による』
ヨ
庇 ､の申吐

､方公共団体の負担を伴うものに関する法

地財法第22条の規定による地方公共団体の負担を伴う経費の見積りに
対する意見の申出

新
整1

2港財政欄
W計画の通

助法第2条第3項､第4項､第5項及び第6項の規定による
知轄借計画の慨睡洩壼‐蒲知乃7K塞軍

公
ぴ
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韮
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鮒
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;定

公害、 ﾗ』 ■口 力法箪 |条の規淀 1に こ 星判 1万m Rの＃ 弓定

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施

行令(昭和46年政令第325号)第1条第5項の規定による事業の協譲及
ぴ指定

入司》巾ｴ巴域I－ぬ1丁③モエ巴鯛元"叉･駄ﾕ且垂蛎四一”即f圧x医1－閏ヲ旬狩万リ

措置法(平成元年法律第61号)第21条第1項の規定による地方公共団
錐の州醤の惚鐇

宅地開発又は住宅建設に関連する利便施設の建設及び公共I
に関する了解事項(5省協定)に基づく計画の承鰹についての1

匝設の整備
闘蟻

独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)、漁業災
害補償法(昭和39年法律第158号)、地方住宅供給公社法(昭和40年
法律第124号)、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防
止等に関する法律(昭和42年法律第110号)、広域臨海環境整備セン
ター法(昭和56年法律第76号)及び中部国際空港の設置及び管理に関
する法律(平成10年法律第36号)の規定による地方公共団体の出資の
蚕睡

空港法(昭和31年法
体の無利子貸付の承

聿第80号)第29条第1項の規定による地方公共団
恩

大臣

大臣

大臣

大臣

局長

局長

局長

局長

局長

局長

局長

局長

関係局部課

関係局部課

関係局部謀

関係局部課

地方債課

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣
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知
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地交法第17条の3の規定による地方交付税の額の算定に用いた資料の
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4 百の の‐ ナ の ■ ■■■■■■■

‘地方債計画の策定(重要柚の及び軽微柚のを除く ） 岡■■■両■■■■■
6 百の ナ のに ■■丁■■■■■■■■＝■■■■■■
7 回 の の‐ ナ の ■ー■■■■■■■＝■■■■■■
8 回 の ナ の ー■＝■■■■■■■ー■■■■■■
9地方債同意等基準の決定（微なものに限る ■■■■■■■■■

地方債計画の策定(重要なもの及び軽微なものを除く｡） 大臣

地方財政法施行令(昭和23年政令第267号｡以下｢地財令｣という｡)第
20条篦4項の規定による地方伯充当率の決定のうち重要なもの

大臣 大臣

地財令第20条第4項の規定による地方充当率の決定(重要なもの及び
軽微なものを除く』

大臣

地財令第20条第4項の規定による地方充当率の決定(軽微なものに限
る。）

大臣

5 によ 」‐ ‐旦 i‐ － ，． ．

14当せん金付証票の発計画の受理 局長

当せん付証票法(昭和23法第144号｡以下『当せん証法｣とい
う｡）第4条の規定による市の指定

事務次官 大臣

16 馬法(昭和23年法律第158号)第1条の規定による 、の｣‐ 全一
自転車競技法(昭和23年法律第209号)第1条の規定による市町村の指
定又は取消

局長 大臣

モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第2条の規定による市
町村の指定又は取消

局長 大臣

19 のロ了~Ⅷロ ,， ‘の ナーの へ．
20地方の同 許可手〒、届出の手了 （重要なのを除く。） 課長 大臣
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第102条第1項及び災害対

策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第43条第3項並びに激甚災
害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年

政令第403号)第43条第2項､第44条第2項及び第45条第2項の規定
による地域又は市町村の指定

当せん証法第4条の規定による当せん金付証票の発売の許可及び同法
第5条第2項の規定による指定のうち なもの

大臣大臣

当せん証法第4条の規定による当せん金付証票の発売の許可及び同法
篦5条篦2項の規定による指定(重要なもの及び軽微なものを除く。）

局長 大臣

当せん証法4－両親による当せん付証票の発売の許可及び同法
第5条第2項の規定による指定(軽微なものに限る。）

大臣

当せん金付証票法施行規則(昭和60年省令第20号)第2条の規定によ
る資金の管理方法の指定

大臣

公共団挿歪融機構法(平成19年法律第64号)第5条第2項の規定によ
る定款の変更翻可

大臣

地公共団豚盃融穫構法第18条第5項の規定による監事からの意見の
提出の処理

局長 供覧

地方公共団体金融機構法第19条第3項の規定による役員の任命及び同
法第22条第4項の規定による役員の解任に係る届出の処理

局長 関係部局課 供覧

公共団豚歪融穫構法第31棗第1項の規定による業務方法の届出
の処理

供覧局長

r 公共団障盃， ’法34-第画項両親による予算等の届出の処
供覧

地方公共団 融穏構法36第1項及び第2項の規定による財務諸表
等の提出の処理

地方公共団体金融機構法第47条第1項の規定による地方公共団体健全
化基金に係る収入及び支出の見込み及び基金運用益による地方の利
子の軽減の方針を配載した類の提出の処理

亜芳否共団豚壷融穣糟法第47条第2項の規定による地方公共団健全化
基金に係る収入及び支出の実緬並びに基金運用益による地方債の利子
の軽減の 、 戴した客類の
34 48の によ今 の理

35 50 1 の ＝■■■ ▲、

36地方公共面！ ． ‘-法第51第1 の 臣； ■＝
地方公共団体金融機構法附貝l｣第13条第4項の規定による一般勘定と管
理勘定との間における資金融通の麗可

大臣

公共団砥歪？ ’法附則 15－第1頂両親による否庫債擢管理
計画の麗可

大臣

公共団葎歪融機槽法附則第15条第3項の規定による公庫債権管理
計画の変更の命令

大臣局長

公共団体金融機構法附則第15条第4項の規定による長期借入又は
機構債券発行の の

供覧

地方公共団体金融機構法附貝l｣第17条第1項及び第2項の規定による短期
借入金の鯉可

局長 大臣

地方公共団体金融機構法附則第18条の規定による重要な財産の処分等
の鯉可

局長 大臣

地方公共団障壷融機構法附則第20条第1項の規定による公庫債権管理
業務に係る報告及び検査

大臣

地方公共団豚盃融穏禰蔑附則20第3項の規定による公庫債権管理
業務の運営の改善の求め

大臣局長

地方憂共団葎盃融機構の財務及び会計に関する省令第34条第2項の規
定による総務大臣の定める率の定め

大臣

公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第41条第2項の規
定に基づく総務大臣の定める地方の定め

大臣

地公共団称金融機構の財務及び会計に関する省令第43条第2項の規
定に基づく総務大臣の定め

大臣

公共団啄盃 の公庫債種管理業務に関する省令第3条の規定
に基づく総務大臣及び財務大臣が定める率の定め

大臣

地方公営企業制度の企画及び立案 大臣公営企業課l財公

自治法第252条の17の6の規定に基づく総務大臣の権限の行使で公営
企業に係るものの基本方針の決定(公営企業経営室及び準公営企業室

の所掌に属するものを除く｡以下この項の第6号､第7号､第16号から第
19号まで､篦27号及び第30号において同じ。）

31地企法第41条の規定によるあっせん､鯛停又は勧告 目'1大臣 大臣
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号｡以下｢地独法｣という｡）

第7条の規定による地方独立行政法人(同法第81条に規定する公営企

業型地方独立行政法人に限る｡）の設立麗可(特定地方独立行政法人に
係る哩可の堀合を除く｡）

4

25



公営企業のうち水道事業､工業用水事業､交通事業､電気事業･ガス事

’業及び簡易水道事業(以下この項において｢水道事業等｣という｡)に係る
地方借の同童篭予宗額の決宗 (覇 弓壼都市一市町村）

1 1色l咄ユヒ西墨斗U宋山｡昂廷硯Uﾉ配XEI－よ旬Z 一 リノ

26

5

地独法第7条の規定による地方独立行政法人(同法第81条に規定する

公営企業型地方独立行政法人に限る｡)の設立翻可(特定地方独立行政
法人に係る鯉可の場合に隈るへ）

事務次官
行政経営支

援室
公務昌諜

大臣

6

地独法第88条第1項第1号の規定による地方独立行政法人(同法第81

条に規定する公営企業型地方独立行政法人に限る｡)の解散麗可(特定
弛方独寸行政法人に係る鯉可の場合存除<n)

事務次官
行政経営支

援室
大臣

7

地狸法弟88乗弟1項弟1号の規疋Iこよわ地万狸巫行哩法人(同法弟巳1

条に規定する公営企業型地方独立行政法人に限る｡)の解散露可(特定
姉方靹寸行祓諜人に係馬鯉司の賜舎に限る‐）

事務次官
行政経営支

援室
公務員課

大臣

ｰ

8
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四
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による地方独立行政法人(同法第81条に規定する公営企業型独立行政
法人に限る｡)の吸収合併翻可(特定地方独立行政法人に係る認可の場
今春暁＜､）

一一

事務次官

一

行政経営支
援室

一

大臣

9

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第108条第1項の規定

による地方独立行政法人(同法第81条に規定する公営企業型地方独立
行政法人に限る｡)の吸収合併麗可(特定地方独立行政法人に係る翻可
の燭合に囮る、）

事務次官
行政経営支
援室
公務員課

大臣

10

理万狸巫1丁啄法人法（ユド成1bヰ法悸弟11己君ノ栗11基宋弟1硯”規正

による地方独立行政法人(同法第81条に規定する公営企業型地方独立
行政法人に限る｡)の新設合併麗可(特定地方独立行政法人に係る認可
の場合存除く‐）

事務次官
行政経営支

援室
大臣

11

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第112条第1項の規定

による地方独立行政法人(同法第81条に規定する公営企業型地方独立
行政法人に限る｡)の新設合併翻可(特定地方独立行政法人に係る認可
の燭合に限る．）

事務次官
行政経営支

援室
公務員謀

大臣

12
自治法第252条の17の6の規定に基づく総務大臣の権限の行使で公営
企篝に侭島*‘のの毒施

局長 大臣

13 卸金澤箪40曇の3篭1項の錆 壼に， :る助言又は勧告 局
■
文 大 更

14 地企法箪40条の3第2項の蒜定にe 弓る報告 ･の要求 局受 大 豆
戸

15
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する公営企業型地方独立行政法人に限る｡)の定款の変更翻可(特定地
ー ▲‐■

万狸立行政法人に係る翻可の堪合を隙<・）

rーーーーー－一

局長

r

行政経営支
援室

ーーーーー－一

大臣

16

地独法第8条第2項の規定による地方独立行政法人(同法第81条に規定

する公営企業型地方独立行政法人に限る｡)の定款の変更麗可(特定地
方独立行政法人に係る埋可の堪合に限る。）

局長
行政経営支

援室
公務員課

大臣
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18
公営企業のうち公営企業緯営宰及び準公営企業室の所掌に属するもの
1,1里柄齢去韓の隅ヨ査墾宰室輯の蓮菫r麺雪鹿Ⅲヨ鱈＝錘壼壼防封、 事務次官 大臣

19

蛮出ヨエ未Uノブつ蓉苣ヨエ未罹昌三三媒ひ竿蛮置正奉雲UJ”I午1－侭ツつむUノ

以外に係る地財法第5条の3第1項の規定による地方債の協蟻に対する
総務大臣の同意又は同法第5条の4第1項､第3項､第4項若しくは第5項
の祖宅l三上島錘銘士匿の許可(都猶時哩乃7K指壼都市）

局長 大臣

20
公営企業のうち公営企業経営室及び準公営企；
じl外に煙墨蠅猷津篭昼曇のa連R垣の相壼に上‘

§室の

》地方
所掌に属するもの
資の届出の処理

局長 大臣
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､に係る地

う公営企業経営室及び準公営
廿令電17条篭g童の担壼に‐

出
回
り
Ｔ
ク

エ
ワ
旬

０
１
■
、

宙室”師手1－厩

芦橿の銀舎の‘

るもの
局長 大臣

22

恋fヨェ未Uノブつ恋高石頂奉涯昌ヨニ媒u苧蛮昌正奉ヨニリノ脚『手1－縄ツつむUJ

以外に係る地財令第2条第3項の規定による同意又は同令第21条第3項
巷121士同全笛ワR冬篭ワ頂の相壼1－上星同音r市町村､

局長 大臣

23
地道公法第9条第3項の規定による国土交通大臣が行う盟可に関する協
膳

局長 大臣

24

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号｡以

下｢健全化法｣という｡)第22条第3項の規定により準用する同法第3条第5
T百小相宅1－上星容全示里俳室の錘r重の〃L事

局長 大臣

25

”

石碑

世

1全化法第24条の規定により準用する同法第5条第5項の規定による経
'侭全化計画の紐寧の公完 事務次官 大臣

26
健全化法第24条の規定により準用する同法第5条第3項において準用す
る過合の同条箪5項の規定による経営健全化計画の変更の概要の公褒

局長 大臣

27
健全化法第24§
蛍健全化計画《

１
日
４
０
ｊ

の
実

り
ロ
■
ｂ
』
■
■
Ｐ

現定により’
随状況の糊

襲用する同法第6条第3項の規定による経
要の公表

局長 大臣

28

健全化法第24条の規定により準用する同法第7条第1項の規定による経

営健全化団体の長に対する勧告及び同条第2項の規定によるその内容の
公表

大臣 大臣

29
健全化法第27条第6項の規定により準用する同条第3項の規定による経
誉健全化計画宰了の趨告の榧専の公完 局長 大臣

30

将
靴
學
可

1方公
r篦
団体の
第9条圖
ｵ政の健全化に関する法律施行規則(平成20年総務省
1号の規定による地方債の指定

課長 大臣

31
地財法
怒過措
'33条の5の7第1項の規定による第三セクター等改革推進債の
''三傳墨計画'三ついての錘塞士匿の垂鯉 副大臣 大臣

32 公営企 '四 R 轡の健全化に 覗き冬＝垂 ;(第23； 号ズ ､b弟ZU看季ご左 除く。） 課！ 受 課！ 受

33
法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24
号)篦3条ただし害の規定による法人の債務の指定

副大臣 大臣

旦旦nも■垂今 ！

2 フ F1 ~＝‘＝＝ロ－1 系る経1 亘刑曄毛1四四W R等の指！ 及び；旨定の取濃 し 八
副
『 八

■
■
｝

3

不坦争釆寺1-1承旬｡巴鯛法弟◎承”ご弟1楓UJ祝疋1－課旬弔〃1頁山砥題1－

対する総務大臣の同意又は同法第5条の4第1項､第3項、
I士篭属童の担壼I三上墨錘銘★宙の鉾司(都;首晦回乃7K塩壼

第4項若しく
都市）

局長 大臣

4
不坦争釆寺l三昧旬理財法弟◎宗のご弟b唄山規疋Iこよっ咽力直四届国の

処理
局長 大臣

5
水迫畢栗寺Iこ1糸念地雨令弟17乗第3項の規定によも地万便の報舌の処

理
局長 大臣

6
水迫畢栗等に係毎地財令弟2乗第3項の規定による同意又は同令第21条

第3項若しくは同令箆28条篦2項の規定による同意(市町村）
局長 大臣

7
自治法第252条の17の6の規定に基づく総務大臣の権限の行使で水道
事業等に係るものの基本方針の決定

事務次官 大臣

8 地企法第41 条の規定I： ､9 －z士2台童牽唾』一種Z堂一斗と‐ 凋停又に :勧告 別大臣 大
届
届

b

■

9 ＋奉古翠垂 二係る地方‘ ■の沓令区弁の決定．同意及び酔可手続 局長 局
■
酊 Ｂ

■

10
自治法第252条の17の6の規定に基づく総務大臣の権限の行使で水道
章些竺I壹侭屋＊.mの宝怖 局長 大臣

11 地企法自 ;40条の3第1項の蒜
ー

に

ー

－t 目るうく道事業等
■■■

4

－ 系る助言又は：前告 局長 大 三
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13ロ②
■■■■■■■■

フフ奴奴
■‐

〆潜
,乗寺'三‘1－

壷Z：
〃日、‐四1

ロロ

間
｡。■ F = ▲ 凸凸 q■■

邑醒室~'し回
■
■
ｑ
■

…

寺 刀変更の |音… 局』
グー
冨

！ へ
ー 大庫

夕、■■
ー

14■ 巳 フフ

、

ロ-

〔 ;首I
■一』

,乗寺'二’ 糸念：
←控一石

星ノコー皿W些一 昼

■
。
■
‐ シ正
塞垂一

狸 皐垂 式の決定 』臣
一 異
一 昼

一五基
一

15 フフ
■一

〈追呂 舎乗寺'三
玄ス‘
〃■、＝ー
帥方槽の紀植
ジグ画一一一一■

P 』 、旦室

~I の整備 饅4尾
ー■マ■ ～

局長
マーーーー

‐

準公営企業
室

財準

1

2

3

4

5

6

戸

7

8

9

10

11

12
IFFFUヨヨヨ
■■■■

U

13
■

０

■

０ 『

14

公営企業のうち港湾整備事業､病院事業･介護サービス事業､市場事菜、
と畜場事業､観光施設事業､宅地造成事業､下水道事業その他の自治財
政局準公営企業室において所掌する｢水道事業等｣以外の事業(以下こ
の項において｢下水道事業等｣という｡)に係る地方債の同意等予定額の
津壼(都讃磨旦鱈壼認市市田T村）

下水道事業等に係る地財法第5条の3第1項の規定による地方債の協露

に対する総務大臣の同意又は同法第5条の4第1項､第3項､第4項若し
<I士笛5項の損忘に上る総慾大臣の許可(都猶府県及び指定都市）

下水道事業等に係る地財法第5条の3第6項の規定による地方債の届出
の処理

F水道事業等に係る地財令第17条第3項の規定による地方債の報告の
皿理

rがﾕ旦争奉雰1-1示旬ｴ巴瑚預 宗竺奉牽◎硯Uﾉ玩延I一幸旬I副忠玉I隼1口』洞宰廷I

晨箪3項若しくは同令箆28条第2項の規定による同意(市町村）

自治法第252条の17の6の規定に基づく総務大臣の権限の行使で下水
楢事業等に係るものの基本方針の決定
■■ロー▲

41塁の 1－上星蘓ｼk猶章塞4 1－イ睡丞 ヘサんi調竺ロI士
‐画

告

生 ､罰百一■手曹"~四一ローーー四ロ グ』、一手手壺丁Uーロ釦、 四…ゴーダピ、画弔ロ丁へ、ー…

卜水坦昌
、＝＝ロ－4

■季マロー 系る地方‘ 】 Iの資金 Z分の決定、 司蛮： C7K 杵同
ﾛ■■

一
■ 皇続

ﾖ治法第252条の17の6の規定に基づく総務大臣の権限の行使で下水
§惠業等に係るものの実施

1企法第40条の3第1項の規定による下水道事業等に係る助言又は勧
ｌ
■

1ゴ 、鼬三妃
４
－
■
「
‐
１
４
コ

■
』
▲ ￥ i40条の3第2項のI規定による

ー

、 フ くぅ i事』 静
ー

1

－Ｉ
跨
Ｆ §る報告 ･の要求

' 3
| 日

貝下水道事業団法(昭和47年法律第41号)第4条第5項の規定による
F云圭岩室壁閣1－鍔才Z山4呈与命碗鐘

》
・
Ｉ
■
４
●

い『刻

准:首亘<迫昌 ■季マロー 系る地フ
I■■

』

■

■
の紀槽予壼鐘一瞥完繕我の洩壼

Ⅱ■■

、 フ
f当西
マーー

r塞牽1－‘
ローマロー 系る地方

■

ロ の起債台幅の整備

事務次官

局長

局長

局長

局長

事務次官

一｡ ■一

副大臣

局長

局長

局長

計
百
文

局長

室！
■
丈

課，
■
丈

一

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

イ■ ■■■■■■

大屋

昂畳 I

D

大臣

大臣

大臣

大臣

室， 受

局9
■
垂

ー

4 釦

2 Ih断津笛an冬のク〃〕担壼'三一 こる地 材政0
６
》
■犬沸 親告 ･の 頁案のイ乍成 大臣 調係局音 I 課 大

画
■
■
『

3 n,竜臼底旦”fRmmU廟ロr〃】琴■■』 醗厚上手の 悦ロ 局長 潟係局音 I 課 八
■
一

4 逮全化法第3条第5項の規定1 による健全化 嬬腓図区0 )栂 要の公表 局長 大
■■

．
'■■

5

自治法第252条の17の6の規定による実地検査(公営企菜課､公営企

業経営室及び準公営企業室の所掌に属するものを除く｡以下この項の第
1ク具1Fおいて目に‐）

事務次官 大臣

6
也方独立行政法人法第7条の規定による地方独立行政法人(同法第68
監竺1垣'三類宗寸畠公守大学洪人に阻墨一）の鰐市鯉可

事務次官
行政経営支
幅室

大臣

7
也方独立行政法人法第88条第1項第1号の規定による地方独立行政法
Ar同塗篭員只冬笹1西1－相壼寸星〃L吉士堂津Al一胴Zlm鍾舗饅司 事務次官

行政I
欄
藍営支
;宝

大臣

8
地万掴巫1丁哩法人声弟1UU宋弟1唄四規疋Iこぶ旬皿刀狸ユ1丁以法人

(同法篭68条篦1項に規定する公立大学法人に限る。）の吸収合併潔可
事務次官

行政経営支
塀室

大臣

9
地方独立行政法人法第112条第1項の
(同法篦68条篦1項に規定する公立大畠

規定による地方独立行政
皇法人に限る。）の新殿合‘

i人

翻可
事務次官

行岡 蚤営支
宝

大臣

10
地方独立行政法人法第8条第2項の規定による地方独立行政法人(同法
甑員豆墾牽訓T百1－輻壼寸ス必、古寺堂華AI－R圓星1〃､奎錘〃､泰宙麹古T 局長

行政経営支
授室

大臣

11 辺劇 l法第3条 第7
ﾛ■■■■

蔓の

藍
i 定による各省庁の長に対する通知 弓長 大 更

12 辺刈 l法第6条の蒜
■■■■■

一
』’

一■■

Ｄ 己 目る地方債 刀指定 弓長 関係局部課 大 豆

13 辺渕 l法第 7条6 )鴬瞳
蕊

一
』１

屯
Ｆ
■
』 :る市町村 ＝》呵り旬印

二
■
■
二 .及び調彊

■
ｂ
』 弓長 大 豆

14 渦竃 i蝋睦 ﾖ立‘
－ 星

壺舅」

■

111浩置釜箪12条篭3鹿 ｉ ､規定による蝿 1夕■ 債のI 旨定 昂長 對係局部課 大 豆

15 'ク■ 財政 犬況 こ る 割杏逓7K"§完(霞3号 ご頬壼す馬＊‘の寡 除く。） 弓長 局艮

16
後進法第3条第4項の規定による開発指定事業に係る国の負担割合の引
上率の彌知

局長 大臣

17

汀産声寺鹿エ法耐貝ﾘ弟斗末弟竺硯”祝疋I－ぶり径ねてW幼ノ」て有9勺一

旨とされる旧新産等財政措置法第4条第6項及び第5条第4項の規定によ
K廷吏章塞I一睡ス纒塞'一卦寸ス国柄省1口劃今の己I卜毒の:蚤釦

局長 大臣

18
I

l』‐

■
用
軋
伊
画
室

I圏等財政措置法第5条第5項の規定による特定事業に係る国の負担
･の己I卜雍の;蚤釦

局長 大臣

19

3方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57
昌法律第85号)の規定による特定事業に係る国の負担割合の引上率の
5知

局長 大臣

20
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の ヨ：
華鐘愉狩今(函和負信生祇今竺ク員貝呈1笛ワ冬の割

日翻

壼

合の特伊
こよる協創

に関7
1乃7（

る

ﾛ，意
局長 大臣

21
建全化法第5条第5項の規定による財政健全化計画及び同法第15条の規
壱による財政再生計画の概要の公表

事務次官 大臣

22

唾王1回潅索｡家宋ロ硯I－ぬし、L手嗣ヲ旬嬰罰rヨUノI副禾宋◎硯UJ玩疋1－生句

甘政健全化計画の変更及び同法第9条第3項において準用する場合の
童15墨の相壼I三上墨財耐軍牛計画の塞軍の揺雲の公完

局長 大臣

23

健全化法第6条第3項の規定による財政健全化計画の実施状況の概要の

公表及び同法第18条第2項の規定による財政再生計画の実施状況の概
専の公表

局長 大臣

24

1躍二五1E志罪ノ末弟I硯リノ祝疋l－よ旬剛駆涯三二TE図岼叩痙1－刈ヲ旬副官媒

び同条第2項の規定によるその内容の公表並びに同法第20条第1項の規
定による財政再生団体の長に対する勧告及び同条第4項の規定によるそ
の内容の公完

大臣 関係局部課 大臣

25
鐘へ

I鐸圭． 股澤笙10塞篭ｸ垣の短壼I三上為財政軍牛計画の囿奮鍵準の公完 大臣 関係局音 B 渓 大臣

26 健全‘ 3法第10条第3項の規定による同意及び同乗第6項の同意 局長 潟係局音 I 操 大臣

27
－

鐘へ

T唾 一・
･塗篭1q冬篭11百価輻壼1－トス紬吉ｲ害の周審竺毛壼働置、:雷釦 大臣

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

日日曄巨童
詞l死さ'副ロ

■
■
■

函

床
÷酉
人屋
一

28
鐘へ

話一 一 q 3法第13条第1項の規定による地方債の起債の許可 局長 對係局音 』 操 大臣

29
健全化
の攝知

法第14条第1項の規定による財政再生団体に係る各省庁の長へ
局長 関係局部課 大臣
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部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文書施行
名義人

備考

地方税に
固定資産
1国の租
団丘…■ 筐 ＝宮

元理ユ国而u

4

巴〃祝注（噸祁竺◎干宋廷竺◎言◎場rI多巴掘西」こしuソ。ノ牽二｡ご不罪U領

､規定による道府県法定外普通税の新設又は変更の協譲に対する同意
n弓去理穏塞佐や漁塞竺の士な専件に類例がないもの

大臣 関係局部課 大臣

4-2
地税法第259条第1項のj
宙の憧錨'三対寸鳥同音(前

定による道府県法定外普通税の新設又は変
号に褐Iヂるもの存除く｡）

局長 関係局部課 大臣

5

地税法弟669乗弟1項の規疋Iこよっ巾町村法疋外言哩碗四羽T唾Xl鄙巽

更の協議に対する同意のうち課税客体や税率等の主な要件に類例がな
い*‘の

大臣 関係局部課 大臣

5-2
也税法第669条第1項の規定による市町不
冨の協錨に対する同意(前号に掲げるもの！

法定外普通税の新設又は変
F険<向）

局長 関係局部課 大臣

6
ﾛ税法第731条第2項の規定による法定外目的税の新設又は変更の脇
El-卦オス周審の具迄曾里窒変妹や窒壷竺汀､士分壺僻I宇麺侭l杓《だ1-,士.の 大臣 関係局部課 大臣

6-2
ﾛ税儲
&に良
第731条第2項の規定による法定外目的税の新設又は変更の協
する囿責(前異に掲げるもの存醗<へ）

局長 関係局部課 大臣

7

2方揮発油醸与税制度､地方道路醸与税制度､石油ガス漂与税制度､目
力車重量醸与税制度､特別とん嬢与税制度､航空機燃料譲与税制度､森
ﾎ環境譲与税､特別法人事業醸与税､地方法人特別譲与税制度の企画
§7K吉窒

大臣 関係局部課

8

■
■
■
日
日
■
■
■
■

方揮発油穣与税法第4条の規定による地方揮発油腰与税腰与金の腰 事務次官 関係局部課 大臣

9
地方揮発油謹与税法第7条の規定による地方揮発油腰与税腰与金の算
幸'三鍔聖ポホっf-過舎の軍T浩署

事務次官 官房会計課 大臣

10
地方道路漣与税法(昭和30年第113号。
示墾－1－卜Z齢去登亜目歯信謡詑時全の誰

以下｢地道法｣という。）第4条
后 事務次官 関係局部課 大臣

1 1

11

UJ碑埋1－隼や凸凹グJユ亘亟唾守のE睡一エVグ回 9
ｰへ一 目一 J＝“雪回ユ彦凸岸 一

地道法第7条の規定による地方道路腰与税腰与金の算定に鐙誤があっ
*過舎の軍TF塔署

－一

事務次官
一

官房会計課
一

大臣

12
石油ガス纏与税法(昭和40年第157号｡以下｢石腰法｣という｡）第3条の
損壼による石油ガス醜与税醜与金の醸与

事務次官 関係局部課 大臣

13
石纏法第6条の規定による石油ガス腰与税腰与金の算定に鱈誤があった
燭合の軍正措置

事務次官 官房会計課 大臣

14
自動車重量漣与税法(昭和46年第90号｡以下｢自重腰法｣という｡)第3
桑命土日－1－卜Z自母壺雷毎日密筐謡誼暦全柄目室信 事務次官 関係局部課 大臣

15
目星哩透弟｡宋囚規正I己よ旬日副早当塁]■鰹ニチ祝曝号垂UJ昇疋1－卿司醍刀、

あった愚合の軍正措置
事務次官 官房会計課 大臣

16
特別とん纏与税法(昭和32年第77号｡以下｢特とん腰法｣という｡)第3条
の土日－1－卜Z栓厘I1LZ-昌歯筐錨冒曲唐金小自由時 事務次官 関係局部課 大臣

17

■
■
口
●
ｄ
４
０
ｑ

寺とん纏法第4条の規定による特別とん腰与税腰与金の算定に鰭誤が
丙った堪舎の軍正措置

事務次官 官房会計課 大臣

18
飢窒恢聡不斗厩与碗法《噸和斗ノエ干串I･言ノ率｡未Uﾉ湿疋1－隼旬”L＝琿郷R

塑謹時窒睡旦今の鐘与
事務次官 関係局部課 大臣

19
航空機燃料醸与税法第6条の規定による航空機燃料腰与税腰与金の算
壷'三錯聖が瓶っナシ燭舎の軍T塔雷

事務次官 官房会計課 大臣

20
森林環境税及び森林環境醸与税に関する法律第30条の規定による森林
麺捨g由時季糾昌由唐金の目白告 事務次官 関係局部課 大臣

21
森林環境税及び森林環境穣与税に関する法律第32条の規定による罧林
z岡+舎目宮信謡麺賃金の置壼1－鑑詔去ぐ準へた+且全のE百赤土磐需 事務次官 官房会計課 大臣

22
特号I
よる

法人事業
圭哩11垂AZ

兇及び特別法人事業纏与税に関する法律第31条の規定に
r…＆壷匡空室筐冬へ自室＆＝ 事務次官 関係局部課 大臣。

23ーぜ
特別法人事業
ユーム■一● 一 ■ ■

兜及び特
一▲■■凸戸△■ ■ p■

別法人事業穣与税に関する法律第32条の規定に
､｡〃rp－公一監一■ e一分エーニ丘舎』一 一L且宜へ一一一旦22，＝ 事務次官 官房会計課 大臣

24

QpQ一〃一

｢刀B」“グ、 鳫湿与祝目 の

による の申出を受 卜た ロの財務大
ー■‐＝▼ーー■ー マ■ロー守一 一一 マーーマー

庫に対する彌知

戸酉

同垂
戸 ÷＝

ハ犀
「一司

25
地
臣
撚
一派

第670条第1項の規定による協臓の申出を受けた堀合の財務大
する彌知

局長 大臣

26
地税法第732条第1項の規定による協鰻の申出を受けた堀合の財務大
庫に対する彌知

局長 大臣

27 特とん簿法篭1条篦1項の規定 こよる開港F '社、回 ､村の告示 局長 官房総務課 八

ー

コ
ー

28
特とん顔法施行規則第2条の規定による開港所在市町村ごとのあん分率
の告示

局長 官房総務課 大臣

29 ﾛ :聖機撚I 側目血b寺…ロ 旨：テ。 1法覺 1条第2。 の銅ヌ
写
皇 三上鳥&窟’ 璽閣篠市町；

■
ぬ
。 ,の告示

酉

冒 ■
。

■
罫 Ｂ

Ｂ

盲Z望錨誕目里 大 三

30

堰Jワ西八狩万ﾘ掘守0－I調ヲ匂画延7日且西R千J擬二U手罪ニロ弓◎學U‐ロ函グL

特別税法｣という｡)第34条の規定による地方法人特別醸与税嬢与金の
目宙時

事務次官 関係局部課 大臣

31
法人特別税法第35条の規定による地方法人特別腰与税腰与金の算定
に錯闇があった堀合の軍正措置

事務次官 官房会計課 大臣

32
生活
生労
呆護法(昭和25’
助省令に係る協；

二法律第144号)別表第一の備考の規定による厚
Iに対する同意

局長 大臣

望 I;首

1税
■
■
■
■

県税に

（ 、囚』午､I B

3
地方税法施行規貝1
58第2項及び第3

(昭和29年第23号。以下'地I
画の祖宅'二上墨軽油目I酌弾の：

魂
首

則
蕗
｣という｡)第8条の
両藷の謹下率の漢 事務次官 財政課 大臣

4
地税法第59条第2項の規定による分割法人の儲
不ﾛ目がが馬爆舎の藻壼殆7K篭4項の担壼に上為

人税割の分割の修正に
i知

局長 大臣

5

地税法第72条の48の2第8項の規定による分割法人の事菜税の課税標

準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定に関し
不服がお鳥場合における指示及び笛9項の規定による蒲知

局長 大臣

6

地税法第72条の54第5項の規定による分割個人の事業税の課税標準

とすべき所得に不服がある渦合の決定､同条第6項の規定による通知及
ぴ笛7項の損宗による指示

局長 大臣



地税法 の7第1項又は第2項の規定による軽油引取税の元売業
者の指定又は指定の取消し

局長 大臣

144の9 6項両規定に玉石軽油引取税の特約業者の指定
の取消しについて関係道府県知事の意見が異なる場合における指示及
び7 こ
地税則第8条の32第3項の規定による軽油引取税の元売業者の指定又
は取消の告示

官房総務課 大臣

72の49の5第1項､第72条の63第1項及び第144条の38
J■■■

I 。
■ － － ロ

大臣

大臣
地税法行令(昭和25年政令第245号)第22条第10号の規定によ
る事 一 ‘ ．△ ．． ’， ‘ ‘ ．
地税則6 による 税の電気供給事業の事務所又
は事業所ごとの固定資産の価額についてその区分が

局長 大臣

13地 19の6のJ~Fに 否TEが
72の49の6 72の63の2第1項及び第144条

の38の2第1項の規定による， ． ‐
局長 大臣

大臣
地税法72の49の8第1項苛~第72条の63の4第1項及び第144条

二 d による‐

関係局部課 大臣
地税，附貝I 4項に規定する居住困難区域を指定する旨及び当
該指定を解除する旨の公示

局長

地税， 貝1 52 2項に規定する百動車持出困難区域を指定する旨
及び当該指定を解除する旨の公示

局長 関係局部課 大臣

市町、税に （固 別土地保有税及び都市計画税に
関するものを除く。のへ言ぴ立案

大臣

' 8の による通方団体間の協議がととのわない堀合の決定
(都道府県税謀及び ． の に

大臣 大臣

通説悪第冒函緊の15第2項の規定による分割法人の法人税額の分割修
正に不服がある場合の決定､同条第3項の規定による通知､同条第7項
の規定による裁決及び第8項の規定に
4 8の2の に の ▲‐ ▲、

5 316の によ の の に、 ロ 全． 今一

6地税法 19条の6の規定による審査舗求があった場合の通知 ， ．

官房総務課 大臣
地税目''第16条の4の4第1項に規定する前々年度の全国の市町村たば
こ税の額の合計額として総務大臣が定める額の告』~ミ

局長

地税法37の2第2項及び第314条の7第2項の規定による特例控除
対象寄附金に係る都道， の

大臣 大臣

固 税、 別士地宥税及び都市計画税に関する制度の企画及び
立案

大臣

国有資産等所在市町村交付金､国有資産等所在都道府県交付金､国有
提供施設等所在市町村助成交付金及び施設等所在市町村鯛整交付金
に関する制度の企画及び立案

の による、 団砥間而厩力 合
定(都道府県税課及び市町村税課の所
法第8条の規定による､地方団体間の協醸がととのわない場合の
K道府県税課及び市町村税課の所掌に属するものを除く｡）

大臣

通親憲第388第1項の規定による固定資産評価基準の告示(法令改
正による用晤の変更等､形式的なものを除く｡）

大臣 大臣

地 388‐第1項の規定による固定資産評価基準の告示のうち､法
令改正による用膳の変更等､形式的なもの

官房総務謀 大臣

国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年第82号｡以下｢交付金法｣と
いう｡)第9条第6項の規定による各省庁の長又は地方公共団体の長に対
する意見の申出
国宥提撰葹殴等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和32年
第321号｡以下｢国交令｣という｡）第7条の規定による国有提供施設等所
在市町村助成交付金の額の 、
8 、 のの 、 今一

9 389 1 の によ 臣；

■務次目10地説法第393条の規定による価格等の決定通知 今二
地 ， 3gg又は417 4項両親による 1てに対する
決宝通知

事務次官 大臣

■■図 417 によ は正 臣，五万

■■図 1 15の6 4の に 尻 亘瓦函詔筥 今．

， ， 貝1 13項の による 丁.(昭和31 108竜の に 事務次官 大臣’4よる公示 事務次官 大臣
交付金法附貝''第13項の規定による政令(昭和31年第108号の規定に
よる公示

国丁． ： による市町、 付金の算定に錯誤があった堀
合の修正糟置

大臣大臣

亜； 8項両規定による大規模償却資産に係る都道府
県知事に対する通知

局長 大臣

17 の に ■■■

18 1 15の7の こ ■丁■■■■■■■■■■＝■■■■■■■■
19 396 1 の に ■丁■■■■■■■■■■丁■■■■■■■■■
20 396の2 1 の に の I ■＝■■■■■■■■■ー■■■■■■■■
21 396の4の こ のの ■＝■■■■■■■■■＝■■■■■■■■
1 422の2 1 の に の にー＝■■■■■■■■■■ー■■■■■■■■
2土地家屋の提示平均価額の算定及通知 ■■■■■■■■■＝■■■■■■■■

資産評価室 税評

‐園

29

部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文書の件名 決裁者 合醗先
X吾〃也1丁

名離人
備考

1

2

3

4

5

国際戦略局の所掌に係る検査職員証明書の発行等に関する文書

画嘩齢略局の所堂に煙墨絵杏職昌飾B日空笙の鯛劉･撲付に闇す為文＝

所掌事務に関し報告を徴することに関する文書

所拳事務に関し各種会蟻の開催に関する文喜

個人情報の保護に関する法律第32条の規定に基づく報告に関する文書
のうち個人情報の漏えい､滅失又はき損があった場合に関するもの

課長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藩所長

渓 ４

■

』
1

1

局長、腺長、

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

局，受､課長

局長､総合涌

信局長､沖縄
総合通信事
垂＝真

大臣

局長

大臣

局得一理昼

大臣



30

6
F
（

1

1

脚
際
‐
国

，
．
、
唖

の
縄

Ｌ
同
■
■
・
■

'I

･の海タ
計の業
渡航又は海外からの要人招隅等に
砿1－唾ス章T宙1－n日ス、1－餌オスマゴ

半う外部への依
課長 局長､課長

7 帽
二
』

蔓入来’
■
■
■ こ‘ 半う！譽察諸対策に戎 'て ~る協力要I 宵に関？ -る文書 局長 局長

8
競員の国際会犠等への出席に伴う外務事務官併任発令依頼に関する文
は

課長 局長､課長

9
国際戦略局の所掌に関する国際機関及び国際会綴に関する文書のうち
特に重専な*,の

大臣 大臣

10
国際戦
重要な

洛局の所掌に関する国際機関及び国際会露に関する文吾のうち
3の

局長 局長

11
国際戦略局の所掌に関する国際機関及び国際会腰に関する文書(特に
旨璽遊士‘の乃7K電車だ＊‘の寡睦<‐）

課長 課長

dの

1『『
■
§ 士管F一帯 ■ｰで■戸 ＝＝当図百 へび】超奉撞rA確窪α】。 ミセ雷壺ナ宇土柄 局長 大E .、局長I畠ﾛ7

13 卜卜
■
■
■
円
■
。

一 m ﾕ

主管F
一垂寺僚冨

〒及び匡
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

3
上 ＝ 一一．

への運絡及［ '罐躍（塁 要なものを除く。）
畳田■■
課長
一 割函 ■

侭垂
一

14 ＊
一
エ
ェ
■
人溌 5会に賎 する文■ 課長 R長

Ⅱ■ I■

■■■■■

15

16

＊

Ｊ

＊

１

二
Ｅ
室
圃

ﾛ■■

国
：
齪
柵

｜
墨

への今狛今･釣1期《

胞会の実施
P雲の寺州に函する女■

Ｄ
■

函ロ■

局長

司畏

弓長

総務課 国総 1

2

3

；；
匡匡 閏
階

”輻

ﾄ醗蕗､

I醗蕗局

hLq旬宝画細言て山而凹皿埣W垂氷宕寺I－j 可すゐ回
靹
巨

皀小訴些童諏1－垂ヱー皿3画画 者の利益の 杲瞳に段
字
夕
白
“ る文1 F

内の庶務に関する事項に段 する文喜

誤長

局長

課長

関係課 ｑ
１

コ
可 受

j
l

l 異
■’
文

技術政策課 国技
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

且税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第5条の3第14項第3
三回乃7K局今琶ワフ冬の4笛11画速負皇口'三類壼寸黒大臣の麹壼

鯛
' 1】

０
■
■
■
毎
■
”

■
■
ロ
■

創
再
で
‐

1
ﾋﾟコ

卜別
Ｊ
１

吾5長

置法施行令第5条の3第14項第5号及び同令第27条の4第
･に規定する大臣の鯉定

国立研究開発法人農業･食品産業技術総合研究機構法(平成11年12月
22日注鐘箪192g)"21条笛2項の規定に某づく協賎

標準時の鯛整の公表

匡
ヨ

､ 洞 空閏墨法人‘密銀涌信圃 究幾構α 資。匡今の幽加の鯉冒

戦略的情報通信研究開発推進事業の管理･運営･評価に係る者の委嘱に
閨する文■(各総合彌信局篭が開催する評価季昌会に係るものを除く。）

戦略的情報通信研究開発推進事業の研究開発課題に係る評価に関する
÷垂'＆“今津倍已牽ムを同日』聖寺Z罰毎垂旦今1－唾Z坐命士吟／ 、

戦略的情報通信研究開発推進事業の研究開発課題に係る契約(委託契
約及びこの検査等を含む｡)に関する文害(各総合通信局等が開催する
評怖季昌今に侭る研空關鐸寡践< ）

戦略的情報通信研究開発推進事業の評価に係る者の委嘱に関する文言
(各総合通信局等が開催する評価委員会に係るものに限る｡）

戦略的情報通信研究開発推進事業の研究開発課題に係る評価に関する
文書(各総合通信局等が開催する評価委員会に係るものに限る｡）

戦略的情報通信研究開発推進事業の研究開発課題に係る契約(委託契
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■＝■■■■■■■牙■■■■■■■
囚 一■■■■■■■■ー■■■■■■
回 ■＝■■■■■■■T■■■■■■■

局長 関係局部課 局長

局長､課長、
室得

局長､課長、
室長

情報通但審識会の庶務に関する文

情報通個政
策謀

大臣官房総
括審蟻

税制改正要望の提出 関係局部課

情報通信白等の発行に関する文

2 pH皿］.Ⅵ3 ．－ ■ ■I L! ‐］
3 ペ ■■■－1荊司~]．

甘鯛の に、る 回亘への ’ に 、団へ 室長
の鯛査協力依頼及び申購(実施の承鯉申講に係るものを除く｡）
情報通恒統計鯛査の実施に係る鯛査回答者への督促並びに関係団体へ
の鯛査協力依頼及び申購(実施の承腿申請に係るものを除く。）

室長

統計法第32条及び第33条の規定による､鯛査票摘報提供の承浬等の通
知

大臣官房総
括審蟻

大臣

特定通信･放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)第3条に
規定する｢特定通恒･放送開発事業の実施に関する指針｣の公表

大臣官房総
括審繊

官房総務課 大臣
情報流通振
興課

情振

特定通信･放送開発事業実施円滑化法第3条に規定する｢特定通恒･放

送開発事業の実施に関する指針｣の決定､変更及び変更の際の関係行
政機関の長への協隠

特定通循･放送開発事業実施円滑化法第3条に規定する｢特定通信･放
送開発事業の実施に関する指針｣の決定の審灘会の意見聴取

大臣官房総
括審膳官

官房総務課 大臣

賑通信了放送開発事葉実施円滑化法鄭条に規定する通恒.放送新珂騨事業の実施に る計画の浬定
通信･放送開発事業実施円滑化法第4条に規定する通
の実施に関する計画の認定

臣官房
大臣

特定通恒･放送開発事業実施円滑化法第4条に規定する通信･放送新規
事業の実施に関する計画の認定に係る関係行政機関の長への協蟻

大臣官房総
括審隠

大臣

特定通恒･放送開発事業実施円滑化法第5条に規定する通信･放送新規
事業の実施に関する計画の変更の麗定

大臣官房総
括審臓官

大臣

特 ・ 送開発事葉実施円淵E蔑第5条に る通信･放送新規
事業の実施に関する計画の変更の鯉定に係る関係行政機関の長への協
溌

特定通信･放送開発事業実施円滑化法第5条に規定する通信･放送新規
事業の実施に関する計画の麗定の取消し

大臣官房総
括審蟻官

大臣

特定通恒･放送開発事業実施円滑化法第6条第1項第4号に規定する金
融機関の指定

大臣官房総
括審趨官

大臣官房総
括審繊官

特定通信･放送開発事業実施円滑化法第7条に規定する資金の融通の
あっせん

大臣官房総
括審蟻

特定通恒･放送開発事業実施円滑化法第8条に規定する認定事業者に
対する報告の徴収、処理

大臣

中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第3条に規定する基本 大臣官房総
括審趨官

大臣

中小企業等経営強化法第3条に規定する基本方針に関する関係行政機
関の長への協韻､審購会の意見聴取､公表

大臣官房総
括審購

大臣

中小企業等経営強化法第33条第1項に規定する特定補助金等の中小企
業者及び個人向け支出実細額等の通知

大臣官房総
括審溌官

関係課 大臣

中小企業等経営強化法第2条第12項に基づく特定補助金等の指定
大臣官房総
括審蟻官

関係局部課 大臣

国際電気通掴連ロ 、信禰．化門(ITU-T)研究萎員＝への，
処

関係局部課

国際電気通信連ロ 通信穂化門(ITU-T)研究委員＝への日
関係局部課

特定通僧放送開発事業円滑1E法附則第耳蕊而規によりみえて
用される同法第4条に規定する新技術開発施設供用事業の実施に関する
百

発 円滑化法貝1 4の によりみえて

用される同法第4条に規定する新技術開発施設供用事業の実施に関する
計画の隠定に係る関係行政機関の長への協膿

特定通信･放送開発事業円滑化法附則第4条の規定により読み替えて適

用される同法第4条に規定する新技術開発施設供用事業の実施に関する
計画の鯉壼

特定通信･放送開発事業円滑化法附則第4条の規定により読み替えて適

用される同法第4条に規定する新技術開発施設供用事業の実施に関する
計画の鯉定に係る関係行政機関の長への協灘
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特定通恒。 発事業円滑化法附則第4条の規定により読み替えて適
用される同法第5条に規定する新技術開発施設供用事業の実施に関する
計画の変更の浬定

発事業円滑1E透附則第4条の規定により読み替えて適
用される同法第5条に規定する新技術開発施設供用事業の実施に関する
計画の変更の麗定に係る関係行政機関の長への協蟻

発事葉円滑1E悪附H1第4条の規定により読み替えて適
用される同法第5条に規定する新技術開発施設供用事業の実施に関する
計画の麗定の 、

大臣官房総
括審譲官

、開発事業円滑化法附貝'｣第5条の規定により読み替えて適
用される同法第7条に規定す . の
通信。 、開発業円滑化法附貝''第5条の規定により読み替えて適

用される同法第8条に． ‐ に ！ ’
大臣

国立研開発法人 の会計 の 項の変更
の承鯉に関する文 （視聴覚障害者向け番組に係るものを除

大臣官房総
括審灘官

関係局部課 大臣

の洞脛而増進に資ず石通信百放送身体障害者利用円滑化事
業の推進に関する法律(平成5年法律第54号)第4条に規定する業務に
係る国立研究開発法人憎報通個研究機構業務方法の麗可(視聴覚障
害者向lﾅ番組に係るも

の利便の 、に資する通信･放送身体障害者利用円滑化事

業の推進に関する法律に基づく基本方針の制定･変更に関する文 （視
聴覚障害者向け番組に係るものを除く｡）

特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関
する法律(平成10年法律第53号)第3条の基本方針の策定及び第7条
の基本方針に係る財務大臣への協隠

；寵 センーの!TI謡 167 ：了Fに 例
、法 172の規定に基づく放送番組センターに対する監督上必要な
命令

官房総務課 大臣局長

3放送法第173条の規定に基 送番組センターの!二 消し 今．
租税特別措置法施行令の規定に基づく地域の振興に資する放送番組を
制作する事業を的確に行う能力がある者であることの蝿定及び潔定の取
消しに関すること

租税特別措置法施行令の規定に基づく地域の振興に資する放送番組を
制作する事業を的確に行う能力がある者であることの鯉定申講書等の内
容変更に係る届出に関すること

公益 業の要望に対する推薦に 詞
魎五行政憲天通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成14年法律

第134号)附則第10条第2項に基づく有線テレビジョン放送番組充実事
業及び受信設備制御型放送番組制作施設整備事業を実施している者に
関する計画の変更の認定及び取り,肖し並びに計画に関する報告の徴収
に関する文

国際 、信運否電気通信標準化部門(ITU-T)研究委員会等への対
処

関係局部課

国際電気通恒連合電気通恒標準化部門(ITU-T)研究委員会等への日
本寄

課長関係局部課

沖縄振興特別措置法(平成14年度法律第14号)第28条第6項(同条第
8項において準用する場合を含む｡）の規定に基づく惰報通恒産業振興計
画に関する関係行政機関の長への通知

薄調振興特別措置法28 ニ
含む｡）の規定に基づく情報通恒産 宙の

大臣官房総
括審蟻官

関係局部課 大臣

沖縄振興特別措置法第29条第2項の規定に基づく情報通信産業振興計
画についての必要な措置の求め

大臣官房総
括審蟻

関係局部課 大臣

沖縄振興特別措置法第29条第3項の規定に基づく情報通信産業振興計
画についての廃止又は変更の勧

大臣官房総
括審蟻官

関係局部課 大臣

地 市地域の 務施設の再配置の促進に関する基
本的な方針の制定､変更

大臣官房総
括審蟻官

関係局部課 大臣

の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基
本的な方針の制定についての協膳(変更協露を含む｡）

大臣官房総
括審湧官

大臣関係局部課

地 地域の整備及 集業務施設の再配置の促進に関する法
律(平成4年法律第76号)に基づく移転計画の麗定I む

大臣官房総
括審蟻

関係局部課 大臣

、地壹拠雲都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進'一関する法大臣官房縫百の の

9一レト の 1－

1－ る ーの必要 又は 入の l 受けるム 臣目房
’0 人の ，ー

臣目房
11 「CAPTA】N｣関連商標等の登録1－関する文

，2企 地の ’一よる地域'-あける の形及活性化1－関大臣房総関係局部課 大臣
5 1－ 言の 百の の

，3する法律第5条第5項,-規定する基本計画1-係る主務大臣の同趣等繍関係局部課 大臣
企 の 1－よる ｜一ける の形及

の制定及び都道府県への通知

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法
律に基づく移転計画の翻定の取消

関係局部課 大臣
臣官房

大臣官房総
括審禰官

特定基金に対する負担金の必要経費又は損金参入の特例を受ける公益
法人等の指定申購等に関する文

大臣官房総
括審膳

大臣官房総
括審蟻

CAPTA】N｣関連商標等の登録に関する文
臣官房総

企 、地の による地域における

する法律第5条に規定する基本計画の同意､計画の変更の同意
大臣官房総
括審鰯

関係局部課 大臣

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関

する法律第5条第5項に規定する基本計画に係る主務大臣の同意基準等
の鯛I壼逓7K部;首府県への蒲知

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農
林水産物の利用促進に関する法律第5条に規定する計画の同意､同法
第6条に規定する計画の変更の同意

関係謀
官房総務課
係攻送政策課l惰捌

放送法第18条の規定に基づく日本放送協会の定款変更麗可 大臣

関係課

官房総務課
放送法第20条第2項第9号の規定に基づく日本放送協会の放送及びそ
の受個進歩発達に必要な業務麗可(出椙等

大臣

関係課
官房総務課

放送法第20条第3項の規定に基づく日本放送協会の設備賃貸等の業務
麗可

大臣

関係課

官房総務課
大臣放送法第20条第9項の規定に基づく実施基準の鯉可及び変更潔可

51放送法第20条第'3項の規定に基つく実施計画の届出 課長 供覧
関係課
官房総務課

放送法第20条第15項の規定に基づく日本放送協会に対する勧告 大臣

関係課

官房総務謀
放送法第20条第16項の規定に基づく実施基準の麗可の取消し 局長 大臣

関係課
官房総務課
関係課

放送法第22条の規定に基づく日本放送協会の出資翻可 局長 大臣
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。法64－m規定に墓うぐ日本放送協会の受恒規約､受信料免際基
準の麗可

関係課
官房総務課

大臣

1 J 64条の規定に基づく日本放送協会の受信規約､受信料免除基
■■ 、

関係
官房総務課

局長 大臣

： ，、 64‐第亘項而規定に基づく日本放送協会放送受信料免除基準
局長 関係課 大臣

． ； 71条の規定に基づく日本放送協会の暫定予算等の認可､国会
報告

大臣 関係課 大臣

13 72の l つく日 今の の今生
関係課

14放送淺第74条の規定l基づく日本放送協会の財務諸表の内閣提出 局長 大臣

関係課
15放送法第85条の規定1基つく日本放送協会の放送設備賃貸の麗一］ 局長 声 大臣

16日本放送協会の収支予算の国会承麗(通知） 局長 関係課 局長

17日本放送協会経営委員会委員の委嘱(通知） 局長 関係課 局長

18日本放送協会放送受僧料免除基準の変更｜係る関係団体への通知 局長 関係課 局長

子子 （平 14年法 156号） 7の I 〈 大 月長 関係課 大臣19
の 百の

20放送大学学園法第8条の規定l基づく放送大学学園の借入金の麗一］ 局長 関係課 大臣

関係課
官房総務課

放送法第74条の規定に基づく日本放送協会の財務諸表の内閣提出 大臣

放送法第85条の規定に基づく日本放送協会の放送設備賃貸の麗可 局長
関係課

官房総務課
大臣

放送天学学園法(平成14年法律第156号)第7条の規定に基づく放送大
学学園の事業計画の麗可及び変更麗可

関係課 大臣

1 ，ユ 園法g-両親にづて放送大学学園の重要な財産の鐘
渡等の麗可

関係課 大臣

、用周波薮便用計画(昭和63年郵政省告示第661号)の一部変
更に関する利害関係者からの意見の聴取に関する文

局長 関係課

放送の技術に関し国際機関又は海外政府関係機関への文の送付又は
送付依頼に関する文

関係課

放送の技術に関し国際会騒に係る対処方針並びに寄与文等の送付又
は送付依頼に関する文

関係課

電波法第9条第4項又は同法第17条第1項の規定に基づく基幹放送の
業務に用いられる電気通掴設備の変更の許可に関する文

局長 関係課 大臣

放送法第97条第1項の規定に基づく基幹放送の業務に用いられる電気
通恒設備の概要の変更の許可に関する文

関係課 大臣

放送法第114条第1項の規定に基づく基幹放送設備の改善命令に関す
る文

関係課
官房総務課

局長 大臣

阿隅-恐痴詞■■■9

10 ■■一■■■■ーI■■■■■■
11 ■■＝■■■＝■■■■■■

阿園-擬剰呵■■■12

13 124 1 の に <立 に るー■■ー■■■■＝ﾛ■■■■■■
14 送法 124 1項の規に く に関る文 局長 関係課 大臣

放送法第114条第2項の規定に基づく特定地上基幹放送局等設備の改
善命令に関する文

局長 大臣
係
“

局長 大臣
法第123条の規定に基づく基幹放送局設備の改善命令に関する

放送法第138条の規定に墓うぐ同法 126条第1項の登録に係る電気
彌掴殿備の改善命令に関する文 （有線一般抜撰に関するものを除く

局長 関係課 大臣

放送法第139条第1項の規定に基づく立入検査に関する文 （有線一般
放送に関するものを除く。）

関係課 大臣

放送法第139条第1項の規定に基づく報告に関する文 （有線一般放送
に関するものを除く。）

関係課 大臣

地上放送課｜情上 、今 ： 、今、 j」 か 『 ，、 いに 1－，、
電波法第7条第6項又は無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員
会規則第15号)第9条各項の規定に基づく無線局(地上放送に係るもの
に限る。）の資料の提出又は補正等に関する文
電波法第8条第1項の規定に基づく無線局(地上放送に係るものに限

る。の予備免許に関する文 。ただし､地上基幹放送賦験局､基幹放送
を行う実用化賦験局、多重放送を行う基幹放送局､電波法第27条の13第

1項の麗定を受|ﾅた者が浬定計画に従って開設する特定基地局及び補完
中継局を除く。

電波法第8条第1項の規定に基づく無線局(地上放送に係るものに限

る。）の予備免許に関する文 ・たたし､地上基幹放送賦験局､基幹放送

を行う実用化賦験局多重放送を行う基幹放送局､電波法第27条の13第
1項の隠定を受けた者が浬定計画に従って開設する特定基地局及び補完
中継局のうち基幹放送用周波数使用計画第4の4に定める周波数を使用
するものに限る．

電波法第8条第2項の規定に基づく無線局(地上放送に係るものに限
る。）の工事落成期限の延長に関する文

関係局部謀 大臣

電波法第9条の規定に基づく無線局(地上放送に係るものに限る｡）の変
更に関する文

局長 関係局部課 大臣

電波法第11条の規定に基づく無線局(地上放送に係るものに限る｡)の
免許拒否に関する文

関係課 大臣

電波法第13条の規定に基づく無線局(地上放送に係るものに限る。）の

再免酢に関する文 。ただし､地上基幹放送賦験局､基幹放送を行う実

用化賦験局、多重放送を行う基幹放送局及び電波法第27条の13第1項
1 － 《 画に従って開股する特定基地局を除く

電波法第13条の規定に基づく無線局(地上放送に係るものに限る。）の

再免許に関する文 。ただし､地上基幹放送賦験局､基幹放送を行う実

用化試験局、多重放送を行う基幹放送局及び電波法第27条の13第1項
’ 一 《 宙こ従って開股する特定墓地局に限る。

電波法第17条の規定に基づく無線局(地上1 ，，に、るのに限る｡）の
変更に関する文

関係局部課 大臣
四

電波法第19条の規定に基づて無頼局(地上1 ，．に、るのに限る｡）の
の変更に関する文

関係局部課 大臣

電波法第20条の各項の規定に墓 局Y亜王 、に係るのに限
に る文

局長 関係課 大臣

電波法第27条の13第4項に基づく特定基地局の開設に関する計画の麗
定に関すること(地上放送に係るものに限る。）

大臣 関係局部課 大臣

電波法第27条の14第1項に基づく開設計画の変更の麗定に関ること
(地上放送に係るものに限る｡）

関係局部課 大臣

電波法 の14第百項にづて關定計画に係る周波数の日
に関可呈ること(地上放送に係るものに限る｡）

局長 関係局部課 大臣
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電； ， 27 4項にづて鯉定の有効期間の延長に関すること
(地上放送に係るものに限る

局長 関係局部課 大臣

17電波法第27の15 1項に 4牙 》しに こと ．~]．
雷；法 2項にづて麗定の取消しに関すること(地上放送に
係るものに限る。）

大臣 関係局部課 大臣

電； ， 27の15 づて翻定又は免許等の取消しに関すること
(地上放送に係るものに

大臣 関係局部課 大臣

電；法27の16に く鯉開設者の地位の承継の許可に関すること
(地上放送に係るものに

関係局部課 大臣

雷；法 項の規にづく無線局(地上放送に係るものに限
る。）の変更等に

関係局部課 大臣

‘ ， 74の項又は同第74条の2の各項(電波法第70条の7第4

項において準用する堀合を含む｡）の規定に基づく無線局(地上放送に係
るものに限る。）の命令及び措 こ

， ， 75又’同76－(電波涜第70条の7第4項において準用す
る堀合を含む｡）の規定に基づく無線局(地上放送に係るものに限る｡）の
制限又は取消等､並びに同第77条の規定に基づく文の送付に関する
文

電；法 ， にづて罰則のうち､無線局(地上放送に係る
ものに限る｡）及び に

局長 関係局部謀 大臣

電；法 の2の 局(地上 るものに限
る｡）の処分に係る条件等の付与及び条件履行の確麗に関 呈

局長 関係課 大臣

86の に 白木放選協奎所属基幹放送局又はその放
送の業務(地上放送に係るものに限る｡）の廃止､休止の麗可(審譲会へ
諮問を要するものに限る、

関係課
官房総務謀

の 学学園所属基幹放送局又はその放
送の業務(地上放送に係るものに限る｡）の廃止､休止の麗回

局長 大臣

定に.法93 ， ， 務の麗定(地上放送に係る
ものに限る。）

副大臣 関係課 大臣

務而翻に係る麗定方針の策定又は変更(地上放送に係
るものに限る。）

局長 関係課

．法 1項の規定に基づく基幹放送の業務の盟定の更新(地
上放送に係るものに限る

関係課 大臣

' 97 1項両親に 送事項又は基幹放送の業務に用
いられる電気通信設備の概要の変更の許可(地上放送に係るものに限
る。）

， ， 97 3項而規に ‐ 更 ．送の業務に係る指定事項の

変更(地上放送に係るのに
関係課 大臣

2項及び第3項の規定に基づく認定基幹放送事業者の
地位の承継の翻可(地上放送に係るものに限る｡）

局長 関係課 大臣

大臣
：迭 ggの定に基づく基幹放送業務鯉定証の酊正(地上放送に

' 1o3 1項両親に く基幹放送の業務の浬定の取消し
(地上放送に係るものに限る

副大臣 関係課 大臣

， 104 にづく基幹放送の業務の麗定の取消し(地上放
送に係るものに限る。）

副大臣 関係局部課 大臣

， 105の に 事業者の基幹放送の業務

に用いられる基幹放送局の免許を受けた者への通知(地上放送に係るも
のに限る且

関係課 大臣
蔽選法第116条の2第2項の規定に基づく指定放送対象地域の指定の解
除

局長

116の3 1 の に 上言の

法 116の4 1項の に く経営 強化画の更の園
局長 関係課 大臣

法 116の4 2項の に く営 強化ロ画の更の届
課長 関係課 供覧

43 ’ 116の44項の に く営 化ロ画の 兄 課長 関係課 供覧

44 送法第116の4 5項の に く認の取fし

、法 116の4 1項両親にづて経営墓盤強化計画の変更の園
関係課 大臣

供覧
．法 116の4 2項両規定に基づく経営基盤強化計画の変更の届

■■

関係課

， 116の44項両親にづく経営基盤強化計画の実施状況
に関する報告

課長 関係課 供覧

120 〈 ‘ ツ: f ； ・

命令(地上放送に係るものに限る｡）
局長 官房総務課 大臣

． 、 ， 156 ' に （地上 、に、る毛のに限る。）に
関する文

局長 官房総務課 大臣

1 ．． 159 1項両親にづく麗定放送持株会社の翻定に関す
る文

大臣局長 関係課

関係課
官房総務課

局長 大臣放送法第165条第1項の規定に基づく地位の承継に関する文

49放送法第166条第1項又は2項の に ▲．
放送法第174条の規定に基づく基幹放送の業務の停止の命令(地上放
送に係るものに限る。）

副大臣 大臣

．法 175の規にづで の提出(地上差'三係るものに限
る。）に関する文

放選法 179条の規定に基づく電波監理審蟻会からの勧告に伴う措置
等(地上放送に係るものに ‐｡_)に る文

関係局部課 大臣

， 行貝11(昭和25 ；監理委員至規貝I隙10号)第81条第1項

の規定に基づく基幹放送業務盟定証の再交付(地上放送に係るものに限
る。）

蔵す ， 行規則第T95条第1項又は第4項の規定に基づく麗定放送持
株会社翻定証の訂正

関係課

疲言 ， 行,貝’ 196条第1項の規定に基づく鯉定放送持株会社認定
証の再交付

局長 関係謀 大臣

放送法施行規貝''第86条の2第1項の規定に基づく基幹放送設備等整備計

画の確阻又は第101条の2第1項の規定に基づく基幹放送局設備整備計
画の確鰹に関する文

， 行規則第95棄而豆第3の更に基づく基幹放選設備等整備計
画の変更の確浬又は第101条の2第3項の規定に基づく基幹放送局設備
整備計画の変更の確翻に関する文

57
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放送法施行規則第86条の2第2項(同条第4項において準

含む｡）の規定に基づく確認に係る基幹放送設備等整備計画の内容の公
表又は第101条の2第2項(同条第4項において準用する増合を含む｡）の
規定に基づく確麗に係る基幹放送局設備整備計画の内容の公表に関す
る文

放送法第11章の各条の規定に基づく罰則(地上放送に係るものに限
る。）に関する文

局長 関係局部課 大臣

電波法施行規貝''第43条の3の各項の規定に基づく届出及び報告(地上
放送に係るものに限る。

関係課 局長

放送法施行規貝''第86条の各項の規定に基づく届出及び報告(地上放送
に係るものに限る。）に関する文

関係課 局長

緊急警報信号を使用して放送を行う基幹放送(地上放送に係るものに限
る。）の公示に関する文

局長 関係課 大臣

免胖申請手数料及び検査手数料等の還付(地上放送|こ係るものに限
る。）に関する文

関係課

基幹放送事業者(地上放送を行うものに限る｡）の事業計画実施状況の鯛
査に関する文
総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長からの無線局(地上放送に係
るものに限る｡）又は基幹放送の業務(衛星基幹放送を除く｡）の事務処理
及び監理監督等に係る指示伺い又は照会に関する文
地霞､台風､洪水､津波､雪害､火災等の災害､暴動その他非常の事態

が発生し､又は発生するおそれがある喝合に口頭又は電旙等により電波

法第6条､第17条又は第19条の規定による申禰(いずれも地上放送に
係るものに限る｡）があった場合の免許又は許可等に関する文
地震､台風､洪水､津波､雪害､火災等の災害､暴動その他非常の事態

が発生し､又は発生するおそれがある増合に口頭又は電諾等により放送
法第93条又は第97条の規定による申繭(いずれも地上放送に係るもの
に限る。）があった堪合の蝿定又は許可等に関する文

地震､台風､洪水､津波､雪害､火災等の災害､暴動その他非常の事態

が発生し､又は発生するおそれがある場合に口頭又は電賭等により放送
法第93条又は第97条の規定による申請(いずれも地上放送に係るもの
に限る‐）がおった場合の埋壼又は許可鵠に閏する文■

地霞､台風､洪水､津波､雪害､火災等の災害､暴動その他非常の事態
が発生し､又は発生するおそれがある場合に免許人(地上放送に係るも

の無線局の免許人及び関係団体等に限る｡）又は基幹放送事業者(衛星
基幹放送を除く｡）に対して行う監理監督運用等に係る通知､報告並びに
要鯖に関する事項であって成例のあるもの

基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の に現而百百
享有基準の特例に関する省令(平成27年総務省令第26号)第11条第2項
の規定に基づき､同条第1項第1号ハに掲げる事項に該当していることに
ついての確翻に関する文

独立行政法人情報通信研究機槽の会計規定の基本的事項の変更の承
寵に関する文 （視聴覚障害者向け番組に係るものに限る。

関係局部課 大臣

身体障害者の利便の増進に資する通個･放送身体障害者利用円滑化事
業の推進に関する法律(平成5年法律第54号)第4条に規定する業務に
係る独立行政法人情報通信研究機楢業務方法の麗可(視聴覚障害者
向け番組に係るものに限る。）

身体障害者の利便の増進に資する通信･放送身体障害者利用円滑化事

業の推進に関する法律に基づく基本方針の制定･変更に関する文 （視
聴覚障害者向け番組に係るものに限る。）

74 ロI の 、に － ． ． 'ｰ 二に こと

75字幕送の拡充に係る依頼に関する文 局長 関係局部謀 局長
電波法第7条第6項又は無線局免許手続規則第9条各項の規定に基づく
衛星基幹放送局(衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験

局を含む｡2を除き､以下同じ｡）、衛星放送に係る実験を行う無線局､人
工衛星局及び地球局(以下｢衛星基幹放送局等｣という｡）の資料の提出
又Iま補正篭に閨する文

衛星.地域放|情衛送課

に 副大臣 関係局部課 大臣
電波法第8条第1項の規定に墓うぐ衛星 験局、 行

う実用化試験局､衛星抜哉に係る実験を行う無線局､人工衛星局及び地
球局の

電波法第8条第2項の規定に基づく衛星基幹放送局及び人工衛星局の工
事落成期限の延長

局長 関係局部課 大臣

電波法第9条第4項の規定に基づく衛星基幹放送局等の変更に関する文
関係局部課 大臣

電波法第11条の規定に基づく衛星基幹放送局等の免許拒否に関する文
局長 関係課 大臣

電波法第13条の規定に （ ：:，用業務用の人
工衛星局及び地球局を除く｡）の再免許に関する文

関係局部課 大臣

電波法第17条の規定に基づく衛星基幹放送局等の変更(放送事業用亜一

球局の通信の相手方の変更であって､変更前の通但の相手方の一部と
なる堀合を除く｡）に関する文

電波法第Tg柔の定にづて衛星 送局の日定の更に関
文

局長 関係局部課 大臣

電波法第20条各項の規にづて衛星 、局の地，の承継に関
基

関係課 大臣

電波法第71条各項の規定に基づく衛星基幹版選局 更零に関する
文

局長 関係局部課 大臣

電波法第74条各項又は第7耳棄而豆各項(電5 ， 70の7 4項に斎

いて準用する堀合を含む｡）の規定に基づく衛星基幹放送局等の命令及
こ る文

電波法第75条又は第76条(電波法第70条の7第4項に括原て準用ずる
堀合を含む。）の規定に基づく衛星基幹放送局等の制限又は取消等､並
二 77 る文

電波法第9章の各条の規定に基づく岡目lの内司~衛星 ，局
に る文

局長 関係局部課 大臣

電波法第104条の2の頬にづて衛星 ，局 分に
及び条件履行の確翻に関する文

づく衛星基幹放送局等の処分に係る
に関する文害

波法第104条の2の規定に

等の付与及び条件履行の蹄
局長 関係課 大臣

放送法第24条の規定により 93 に
日 、

関係課
官房総務課

局長 大臣

放送法第86条の規定に基づく日本放送協会の基幹放送の葉の廃止
佐止の麗可(衛星放送に係るものに限る。）

関係課
官房総務課

局長 大臣

'81藻濡識認蕊',燕雛瀧雪園の ､ : ： 局長
関係課
官房総務課

大臣
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関係課
曇軒厭達局の碩疋 貝の鍵史に1糸つ

’
手』
茸 T
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19
虻送法第93条の規定に基づく基幹放送の業務の盟定(衛星放送に係る
hのに限る。）

副大臣 関係課 大臣

20
〔送法第96条第2項の規定に基づく基幹放送の業務の麗定の更新(衛
&放送に係るものに限る。）

局長 大臣

21

【送法第97条第1項の規定に基づく放送事項又は基幹放送の菜務に用

'られる電気通信設備の概要の変更の許可(衛星放送に係るものに限
ﾄハ ）

局長 関係課 大臣

22
〔送法第97条第3項の規定に基づく基幹放送の業務に係る指定事項の
B軍(溢屋愉裟に繧墨＊,のに阻為←）

局長 関係課 大臣

23
〔送法第98条第2項の規定に基づく閉定基幹放送事業者の地位の承継
》潔司(衛星放洪に係るものに限る。）

局長 関係課 大臣
－

24
抜洪注目

係るもの

一－

業務認定証の訂正(衛星放送に

こ限る。）

函＝

課長
戸 圭一

大臣
ー

25
皮送法第103条第1項の
衛星放裟に係るものに剛

規定に基づく基幹放送の業務の麗定の取消し
る。）

副大臣 大臣

26
皮送法第104条の規定に基づく基幹放送の業務の閉定の取消し(衛星放
差に係るものに限る。）

副大臣 関係課 大臣

27
基幹放送の業務の認定に係る麗定方針の策定､変更(衛星放送に係るも
のに限る。）

局長

28

取送法第105乗の規定に曇つく麗疋基幹取送畢乗有の曇軒琢迭の乗栃

に用いられる基幹放送局の免許を受けた者への通知(衛星放送に係るも
のに阻為、）

課長 大臣

29
【送法施行規則第81条第1項の規定に基づく基幹放送薬務翻定証の再
冒付(衛屋放幾に係るものに限る。）

局長 大臣

30
扇
ぐ
送
令

Ｐ
７
ｂ
ｐ
■
Ｉ

"120条の規定に基づく放送局設備供給役務提供条件の変更の
蔚星放撲に係るものに限る。）

局長 官房総務課 大臣

31
【送法第127条第1項の葡
掴知(衛星放送に係るもa

!定にヨ
に限鼎

聖づく登録及び同条第2項の規定に基づ
)。）

局長 関係課 大臣

32
X迄法弟1Zご宗四祝疋1－垂~ノ、｡臣輝Uﾉﾅ巳声《1羽雲似迄1-1承つむUﾉ1－腿

5－）
局長 関係課 大臣

33

k送法第130条第3項において準用する同法第127条第1項の規定に

塵づく変更登録及び同条第2項の規定に基づく通知(衛星放送に係るもの
ﾆ限る‐）

課長 関係課 大臣

34
改送法第130条第3項において準用1
画啓銀の拒否(衛星放娑に係るものに

.る同法第128条の規定に基づく変
園る。）

局長 関係課 大臣

35
友送法第130条第4項後段の規定に基づく変更登録(衛星放送に係るも
Dに限る。）

課長 関係課

36 放送法第131条の規定に基づく登録の取消し 局長
関係課
官房総務腰

大臣

37 放撲法箪1321 陰の銅宗'三基づく替録の榛消 爵 I長 殿 系諜

38⑨⑨ 苦窒皇士査荊っ宛 己電つTI白 鰹醒の輻壼I一堂べぞ志琶
,壁4
ｰU 勝函(長 別 玉璽

39

Uロマ 一 V夕…狸1－1 一、 塗ー■■■■■■■■■■■■
ロロ

厩迄西奉Uつり末Uﾉ祝疋1－＝ジ、ロp祠守l鯛垂似渥1－賑つむUノ1－睡句⑨ノリー

閨する文客
局長

ロ 豆』I■■■

段
官冨

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

一
示坏

総務課

一

大臣

40
【送法第174条の規定に基づく業務停止命令(衛星放送に係るものに限
,‘,）

副大臣 関係課 大臣

41
【送法第175条の規定に基づく資料の提出(衛星放送に係るものに限
｡）に閾する文害

局長 大臣

42
送法第179条の規定に基づく雷
;(衛星愉撲に係るものに限る、）

ｑ
○
″

一
句

【監理審蟻会からの勧告に伴う措置
掴する文審

局長 関係局部課 大臣

43
披法施行規則第43条の3の各項の規定に基づく届出及び報告(衛星
P鑿'三儒丞＊･の'三胴墨一）'三盟寸墨古室

課長 関係課 局長

44
〔送法施行規則第86条の各項の規定に基づく届出及び報告(衛星放送
:係るものに阻る。）に関する文害

課長 関係課 局長

45
緊急警報信号を使用して放送を行う基幹放送(衛星放送に係るものに限
る．）の公示に閨す為文客

局長 関係課 大臣

46 樽聴憧瞳雲署
士
回 I． ･呪 [接の実施】犬況に系る実態鯛査に 斐

■
Ｉ
■
rること 后'長 関係局部裸 弓長

2

Z旗法弟ノ宋弟b硯XI謀飛親同兄計干祝祝貝ﾘ弟轡禾管楓四祝疋1－垂~』、

i際放送又は中継国際放送を行う基幹放送局の資料の提出又は補正等
二閨する文客

課長 関係課 局長

3
Z減法栗ご末弟1

E幹放送局又は［
頁の
｡鐘雁

定に基づく日本放送
や器

駕抽接客行弓基幹諭咲眉

;所属の国際放送を行う
の予備免許

局長
官
對係課
男総務誤

大臣

4
Z減法弟巳宋弟Z唄の：

ド放送局の工事落成劇
定に基づく国際放送又は中継国際放送を行う基
息の延長

局長 関係課 大臣

5
g減法第9末弟4唄四祝疋'二毎つ、国嫁奴迄Xl丞甲潅国賑城塞ざ1丁フ垂

津放幾局の変更
局長 関係課 大臣

6
軍旗法弟11

選局の免酔；
盲の規定に基づく国際放送又は中継国際放送を行う基幹放
否

局長 関係課 大臣

7
電波法第131
選局の再免＃

§の規定に基づく国際放送又は中継国際放送を行う基幹放
局長 関係課 大臣

8

電波法第17条の規定に基づく国際放送又は中継国際放送を行う基幹放

送局(いずれも総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長が処理すること
としたもの存除く．）の変更 ．

局長 関係課 大臣

9

g減法弟~I弓宋山規正'三参~ン、国嫁奴達Xl丞甲糎国嫁奴起き1丁フ金野奴

差局(いずれも総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長が処理すること
とした毛の存除く‐）の指定の変更

局長 関係課 大臣

10
E波法第76条の規定に基づく国際放送又は中継国際放送を行う基幹放
美局の制硯叉I士酌箔笙祐7Kに麓77曇の頬壼に基づく女毒の芸付

大臣 関係局部課 大臣

11
竜減法昂ご早山菅宋Uﾉ湿疋l－さ

裟穿行弓茎幹愉撲忌乃7K子の鱈

唇づく罰則の内、国
噸従事者等に関で

暗放送又は中継国際放
-る文害

局長 関係局部課 大臣

12
目減法第1U4宋のZの規正'三全つく圏除1
か缶2坐巳ハヵ、△j一睡Z桑蛙竺小挫信私寸

k送又は中継国
条件履行の確§

§放送を行う基
局長 関係課 大臣

13
曳送法第20条第8項の規定に基づく日本放送協会の中継国際放送の協
置の締結一亦軍の鯉司

局長
関係課
官房総務課

大臣

14
放送法第24条の規定によ↓
基づく日本愉洪協会の惚今

読み替えて適用弓
圃鴎衛星捕接に鼬

~る同法第93条の規定に
する翻壼

局長
関係腺

官房総務課
大臣

15 放送法第65条の規定に基づく日本放送協会の国際放送の実施要請 局長
関係課
官房総務蝶

大臣

16
放送法第65条の規定に基づく日本放送協会の協会国際衛星放送の実施
要鯆

局長 官房総務課 大臣
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17
放送法第65条第5項において準用する同法第20条第8項の規定に基づ
‘由鍵国璽醤鑿の控室の虚ロトの騨司 局長

関
官房’
系課
総務課

大臣

18
放送法第67条の規定に基づく国際放送又は協会国際衛星放送に要する
曹用の支払い

局長 関係局部課 局長

19

X産声宋己◎禾宋I硯UJ玩疋1－垂ソ、ロや厩迄肋カー〃I掴＝軒必至j可へ1生

号の放送の業務(国際放送､中継国際放送又は協会国際衛星放送に係
､＊､のI＝阻墨一）の塵Iトー体I卜の鯉司

局長
関係課

官房総務課
大臣

20

x送法弟86乗弟4項Xl荻弟b唄四規疋'三より師”琶兀~Lｽ團用ツ旬回法

:105条の規定に基づく翻定基幹放送事業者の基幹放送の業務に用い
》れる基幹放送局の免許を受けた者への通知(国際放送又は協会国際
『星愉咲に侭為*‘のに阻為一）

課長 大臣

21
力〔送法第174条(同法第81条第6項において準用する増合を含む｡）の
輻菫I一堂べf堂鍵箭鑿の墾錘の匡卜の余全 局長 官房総務課 大臣

22

放送法第175条(同法第81条第6項において準用する場合を含む｡）の

規定に基づく国際放送及び協会国際衛星放送の業務に関する資料の提
州に閾す為彌知

局長 関係課 局長

23
日本放送協会の国際放送又は協会国際衛星放送の開始､変更の届出に
閨する彌知

局長 関係課 局長

24
日本放送協会の国際放送又は協会国際衛星放送の廃止､休止の届出に
関す為蒲知

局長 関係課 局長

25

恥歴、画風、沫小、津収、＝官、入火守Uノ火官、季副~てUﾉ1哩ヲFmUJ手J砥

が発生し､又は発生するおそれがある場合に口頭又は電賭等により電波
法第6条､第17条又は第19条の規定による申請(国際放送又は中継国
際放送を行う基幹放送局に限る｡)があった場合の免酔又は許可等に関
す為文室

局長 関係課 大臣

26

放送法第175条(同法第81条第6項において準用する場合を含む｡）の

規定に基づく国際放送又は協会国際衛星放送の業務に関する資料の提
出

室長
供覧

27 日本放送協会の国際放送又は協会国際衛星放送の廃止､休止の届出 局長 関係課
供覧

28 日本放送協会の国際放送又は協会国際衛星放送の開始､変更の届出 局長 関係課
供覧

29
放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第96号)附則第
列挙小土日－1一堂べ’醜隔ヨハ巻､略具室田I，手鐸指銅ヱEョ璽鈴苫韮小屋山 局長 関係課

供覧
絲過措置

1

2

3写

4

5

6

7

8

9‐
1，10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
■ ■

■

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

総合彌信后 毎厘7A:平謹謹言玉田9冨畢懇所長からの； ヨ可雨1町しU'一八Iヲ旬1旨示

平成12年郵政省告示第524号別表第十号別記第1注3の規定に基づく
阻壼等信方壼鐸RIl子の塩壼
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■
■
■
■
五
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一一

雷郁
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一
一
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夜遣
■■■

』

ざ 《
一

爾湘【法第74条の蒜 壼I宇刻 1 局への1 ヨ
０
日

、。
ー■
己施命令

電波法第75条の規定に基づく取消､それに伴う同第77条の規定に基づ
<文客の供付

電波法弟76乗(電源法弟ノU朱のノ弟4現にあい~L準用亨旬剰育さ言

む｡)の規定に基づく無線局の運用の停止､制限､免許の取消等､それに
建弓囿笛77冬の銅壼に茎づく支空の裟付

竪色！ §報信号を便 明して r送を行う放甜 :局＃ gの公告

放送法第103条第1項の規定に基づく基幹放送の業務の麗定の取消し
(．室司ニティ放咲に係るものに胴ろ‐）

放送法第104条の規定に基づく基幹放送の業務の盟定の取消し(コミュ
ニティ放供に係るものに限る。）

放送法第127条第1項の規定に基づく登録及び同条第2項の規定に基づ
<涌知

力 P拱詩烏第128条 D規定に基づぐ §録｛ 巨否

ｊ
望
【送法第130条第3項において
@づく亦軍害提乃7K同曇箪2項（

用
『 d■■■

-る同法第127条第1項の規定に
'三茎づく蒲知

取送法弟130宋弟3項において準用す旬同法弟UZB朱の規疋'二全つく変

軍害銀の拒香

放撲法箆130条第4項後段の規定に基づく変酉替盟

放送法第131条の規定に基づく登録の取消し
＝
竜のI
－0－一一〃~』

胃に基づく害（
ﾛ■■■■■■■■■■■■■■

鮪裟差篭1322 ０
“
■

黄a
q

O

■
弓
夕 ﾐ消

前供法笛134目昏箪ク ﾛ 祷爵の担壼 こ閏§づく恋軍書鰻

攻送法第138条の規定に基づく同法第126条第1項の登録に係る電気
閉慣溺備の改善命令(有線一般放送に関するものに限る｡）

攻送法第139条第1項の規定に基づく立入検査に関する文書(有線一般
古撲に閏す為*‘のに瞑る）

改送法第139条第1項の規定に基づく報告に関する文害(有線一般放送
こ関するものに限る。）
古拶 法笛14（ ､塞醤詞宿柄担室 二基づく指定

攻送法第141条の規定に基づく役務提供条件の変更その他業務の方法
D改善命令

放洪法箪144条のi認定に基づく裁定に関する文： ド

威迭法弟145乗弟Z項の規定に曇つく貢科の提恢その池の協刀の啄親

に関する文客
怖樹法第145条第3項の規ヌ ﾖにヨ塵づく園士委謂 大 豆への通知
愉拶法第145条第4項の規ヌ ﾖにヨ塵づ《 立入検畳 に 喝する文喜

放逼法第145条第4項の規ヌ目にヨ
巴

づ R告に関弓 を 文害

放送法第156条の規定に基づく命令等(有線一般放送及びコミュニティ放
送に関するものに限る｡）に関する文喜

豚迭法弟1つり末弟1項の規疋'二曇つく鐸疋戚迄狩杯云矼”躍疋(ナ云征

である地上基幹放送の業務を行う者が行う放送がコミュニティ放送のみで
あるものに限る。）に関する文客
柚撲洪
ローー▼－甲－ 1■第165条第1項の規定に基づく地位の承継(子会社である地上基
幹放送の業務を行う者が行う放送がｺﾐｭﾆﾃｨ放送のみであるものに限
る。）に関する文書
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， 166－第1頂又は第2項の規定に基づく麗定(子会社である地
上基幹放送の業務を行う者が行う放送がコミュニティ放送のみであるもの
に限る。）の取消

， 行貝1 195‐第1項又ほ第4項の規定に基づく麗定放送持
株会社蝿定証(子会社である地上基幹放送放送の業務を行う者が行う放
送がコミュニティ放送のみ。 こ の

‘ 行貝l lg6 1項両親に <關定放送持株会社認定
証(子会社である地上基幹放送放送の業務を行う者が行う放送がコミュニ
ティ放送のみであるもこ

174の規定に基づく業務停止命令(有線一般放送及びコミュ
ニティ放送に ものに

副大臣 大臣

．法 175 定に く．料の日出（ 〒 送に関するもの
に限る

大臣局長

緊‘轡 但号 r用して 、を行う墓幹放送(コミュニティ放送に係るも
のに限る。）の公示に 呈

関係課 大臣

大臣
電通 充実 日置法(平成3年法律第27号)第3条に基づく基
本指針の制に f ： ‘

局長 関係局部課

大臣
、循藁薄禿実臨時措置法第4条に基づく高度有線テレビジョン放送

施醗轄備事業の 宙の
局長

電気通信 日置法 につく高度宥總テレビジョン放送
施設 業の 百に 又は

局長 大臣

電通 日置， B づく翻定事業者に対する高度
有線テレビジョン放送施設整備事業の実施状jについての

局長 大臣

テレション － ゞ ． に係る通方親悪施朽令附則第1

1条の適用に係る証明に
大臣

活再 別日置法 に定する事業再構築支援計画の翻
定､変 に

大臣

国電気通個合電気通信禰準化部門(ITU-T)研究委員会等への対
処に関する文

室長 関係局部

室長 関係局部 課長
国電通恒合電気通信禰翠花部門(ITU－T)研究委員会等におけ
る日本 圓・，

大臣
業活力再 別措置法 に
に関する租税特別措置法第80条の適用に， 刀に

室長

部長､課長、
室長

大臣所掌事務に関し報告を徴すること

の に ぎー- に ナーのはく
の に ぎー‐ に ナーの 閥

局長､回長、
4郵政行政部の所掌に係る総合通恒局等との連絡鯛整に関する文 部長､課長

5税制改正 の

局長､部長、
課長

郵政行政部の所に係る総合通恒局等との連絡鯛整に関する文 部長､課長

局長､部長、
課長

部長､課長所拳事務に関し各種会蟻の開催に関する文

， の行'三伴う関係涜律の整備等に関する法律(平成17

年法律第102号)第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成14
年法律第97号｡以下｢旧公社法｣という｡）第58条の規定に基づく報告に
関する文のうち重要なも

経過
措置

関係課 大臣旧公社法第58条の規定に基づく報告に関する文のうち軽微なもの

経過
措置

大臣
|日公 61 第1項両親にづく法令違反等の是正命令及び同条
第2項の規定に基づく公表に関する呈

大臣 関係課

10 <， に ナーの1 1■■丁■
11 <， に ‐ ナーの ■＝■T可■■丁■■■■■■■

腿智…踊劉12国際協力に関する文

1 ′－ が 、今 に ■＝■TETF了刃I■■丁■■■■■■■
2郵政行政部内の に ■＝■■■■■■■＝■■■■■■

部長､課長、
室長

関係課
大臣､部長、
課長､室長国際協力に関する文

郵政行政部|郵企企画課
郵民化， （平 97 ．以下民化； 」いう｡)第91
条の規定に基づく民営化 に

大臣

民化， 93 2項の, に く民営化委員＝への、知にする
文

民営1E憲第93条第2項の規定に基づく民営化委員会への通知に関する
大臣

民営化法 180 1項 一‘ ： にづく財務省苓で定める証明に
関する文

大臣

日 法(平 ，律第98号)第4条第2項の規定に基
づく目的達成業務の潔可に関する文

大臣

日 エー ， 1 の にづく募集株式若しくは募集

新株予約権を引き受|ﾅる者の募集､又は株式交換に隙して株式若しくは
新株予約梅を交付することの鯉可に

供覧
日 会社法第8条第2項の規定に基づく新株予約権の行使によ
り株式を交付した旨一 に

部長

郵政 会社法9－の規定に基づく取締役の選任及び解任並び
に監査役の選任及び解任の決蟻の腿可に関する文

大臣 大臣

日郵 会法 1o ’段両親に 剰画の麗可及び同
条後段の規定に基づく事業針画の の鯉口に

大臣関係課

日郵 エー社法 11 にづく定款の変更の決蟻の認可に
関する文

大臣

大臣
日本郵政株式会社法第11条の規定に基づく合併､会社分割及び解散の
決蟻の麗可に関する文

大臣

日郵 法 11 －而規にづて蕊一 ・の配当その他の剰余
金の処分(損失の処理を除く｡）の必；の露回に

大臣

ニ ロ 画 法12－両親にづく財務賭表の提出に関する文
供覧

15日郵 エー法 13 2項而規にづく監督爾苓に関する文 大臣 大臣

16日郵政 会 ‘ 14 -1-項の に に 基■■■■丁■ ■＝

大臣大臣
法第13条第2項の規定に 令に関する日

百禾郵 エー法 16‐露可頂而規にづく楕報の公表に関する
文

供覧

供覧
日郵政 会社法施行規則(平成18年総務省令第3号)第14条の規
定に基づく業務に関する規程の届出等に関する文
日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第4条第4項の規定に基
づく同条第2項の業務及びこれに附帯する業務並びに同条第3項の業務
の届出に関する文

39



日郵稼式妻牡法g－第1項の規定に基づく新株予約権の募集･交
付の麗可に関する文

大臣 大臣

日郵 ェ＝法9－第亘項而規定に基づく新株予約権の行使によ
る株式 ′- ・・に

供覧

郵 ェ＝法 1o ， にづく事業計画の作成､変更の麗
可に関する文

関係課 大臣

= エー法 11 にづて重要財産の瞳渡､担保供与
の麗ロに

関係課 大臣

日本郵 会土法第12 につく会社の定款変更の決議の盟
可に関する文

大臣

日本郵 ェ会法第12 ： － ， 目
解散の決繊の麗可に閨する文

大臣 大臣

郵 ェ会社法 13－画規定に基づく事業年度の財務諸表の提出
に関する文

供覧

日 ェ会社法 14 にづて収支を配載した類に関す
る文の提出

供覧

ニ ェ会法 15 2項の親にづく監督命令に関する文
大臣大臣

29日 16 1 の に に

30日郵 エー法 17の につく 大臣との に関る 部長 大臣

31日郵 エー法 18の に く の公に る文の 部長 供覧
321三｢-3LI奄亜m電F司画可E豆預豆 門

日 エー法 17－の頬にづく財務大臣との協蟻に関する
文

大臣

供覧
日 ェ＝法 18－両親にづく憎報の公表に関する文
提出

日本郵政式会社、日本郵便株式会社､郵便認証司､独立行政法人郵
便貯金簡易生命保険管理･郵便局ネットワーク支援機構､郵便貯金銀行
及び詞便保険会社の検杳に閨する文の ナー

日本郵政株式会社、日本郵便株式会社､郵便謹証司､独立行政法人郵
便貯金簡易生命保険管理･郵便局ネットワーク支援機構､郵便貯金銀行
及び趣便保険会社の検杏に関する文のうち ナー

郵法(昭和22年法律 165号） 59 1項両規定に基づく郵便麗
証司の任命に関する文

大臣

2郵便法62条の万に , ロの に ▲ Ⅱ■

大臣
郵法63 2項の にづて郵便認証司の兼業の承湧に関する
文

法64の規定に く郵蝿証司に対する監督命令に関する文
大臣

郵， 1項の， に く郵認証司而麗鉦事務に関する報
告に関する文

郵便法第65条第1項の規定に基づく郵便麗証司の盟証事務に関する
告に関する文

大臣

66 にづて郵便腿歴司に対する懲戒処分に関する文
部長 大臣

郵法67 1項両親にづて郵便に関牙る料金の変更の届出に
関する文

供覧

郵， 67 3項の に く郵便に関ずる料金の変更の露可に
関する文

大臣

郵， 67 5項の親に <郵便に関する料金の変更の届出に
関する文

供覧

供覧
郵法67 7項の規に く郵事業の収支の状況の報告に関
する呈

郵便法68 1項の にづて郵便,､款の更の麗可に関する文
大臣

郵法70 1項の規にづて郵便業務管理規程の変更の篦可に
関する文

大臣

郵法 にづて郵便に関する料壷､郵便約款又は郵便業
務管理規程の変更命令に ‐文

大臣大臣

14郵便法72条第1項の規定に <業 iに 今．
印 って ‐X歪融付に関する法律(昭和23年法律第142号)第
3条第1項の規定に基づく指定及び指定に関する関係大臣との協識並び
に同条第3項の規定に基づく印紙の売りさばきの管理及び手続に関する
事項の関係大臣との協騒に関する文

郵 手販 に関する法 （昭和24 91号)第2条第1
項の規定に基づく郵便切手類の販売等の委託 ． ‘ 回に

(昭和24年》
冠等の委託』

第91号)第2条第1
の麗可に関する文1

郵便切手類販売所等に関する温
項の規定に基づく郵便切手類の

大臣

簡易郵 ， （昭和24 213 ） 6条の規定に基づく日本郵便
株式会社から再委託された委託業務に係る委疵基準の麗可に関する文

郵 託‘ （昭和24 ， 第2項の規定に基づ
く郵便物の運送等業務に係る委託基準の麗可に 基

大臣

大臣
郵便切手顕模造零取法(昭和47年法律第50号)第1条第2項の規定
による許可に関する文
焉年王荷郵便葉一等に関す石法律I昭和亘耳年法律第224号)第7条第5
項の規定に基づき､会社が寄附金付郵便葉等に付加された寄附金の
配分団体､配分額の決定､配分団体が守らなければならない事項及び配
分金の使途についての監査に関する事項を定めるための麗可並びに聰
可存行うための寄附目的に係る事業を所管する大臣との協膳
＝ ェ会法 15 2項両規定にづく監督命令に関する文

大臣大臣

五22 郵便 会社法第16第1項の に r'二に 今．
郵便粟務を行う事業に関する制度等の企画及び立案に関する文並び
に郵便業務等の適正運営確保に関する文のうち重要なもの(国際郵便
に限る。）

郵政行政部

郵便課
国瞭企画室

郵国

行う に る制度等の盃画及び立案に関する文並び

に郵便業務等の適正運営確保に関する文 （重要なもの及び軽微なもの
を除く。国際郵便に限る。
郵便粟務を行う事業に関ず石制度等の企画及び立案に関する文並び
に郵便業務等の適正運営確保に関する文のうち軽微なもの(国際郵便
に限る。）

供覧
郵便法第67条第1項の規定に基づく郵便に関する料金の変更の届出に
関する文 （国際郵便に限る。）

供覧
郵便法第67条第5項の規定に基づく郵便に関する料金の変更の届出に
関する
郵便法第67条第5項の規定に基づく郵便に関する料金の変更の届出に
関する文客(国醗郵便に限る。）

室長

郵便法68条第1項の規定に基づく郵便約款の変更の麗可に関する文
（軽微なものを除く｡国際郵便に限る｡）

関係課 大臣大臣
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， の行E伴う関係悪葎而璽備等に関す石法律第2条の
規定による廃止前の郵便貯金法(昭和22年法律第144号｡以下｢旧郵便
貯金法｣という｡）第70条第1項の規定に基づく貯金の利率の決定方針の
潔可及び同条第4項の規定に基づく貯金の利率の決定方針の変更命令
に関する文

簿鴎鑿|郵勵

旧郵便貯金法第70条第3項の規定に基づく貯金の利率の届出に関する
文

旧郵 法70 5項の につく の利の変更命令に関
する文

経過
措置

大臣

旧郵便貯金法第71条第1項の規定に基づく郵便貯金の特別な取扱いに
関する料金の届出に関する文

経過

措置
旧郵便 ； 71 -第2項の規定に基づく郵便貯金の特別な取扱いに
関する料金の 今に

大臣

旧郵便貯歪法勇7豆条第1項の規定に基づく貸付金の利率の決定方針の
認可及び同条第4項の規定に基づく貸付金の利率の決定方針の変更命
令に関する文

旧郵便貯金法第72条第3項の規定に基づく貸付金の利率の届出に関す
る文

経過
措置

|日郵 法72 5項の規定に基づく貸付金の利率の変更命令に
関する文

大臣

旧郵 法73 に 融庁長官及び財務大臣との協蟻
に関する文

大臣
経過
措置

郵 ， ‐而葹石に拝う関係政苓の整備等に関する政令(平成19
年政令第235号)第1条の規定による廃止前の郵便貯金法施行令(昭和4

6年政令第298号)第5条第2項の規定に基づく金融庁長官又は財務大
臣との協鴎に関する文
ム l の一部を改正す石省令(平成19年総務省令第113

号)附貝''第2条の規定による廃止前の郵便貯金法施行規貝11(平成15年総
務省令第8号｡以下｢旧郵便貯金法施行規則｣という｡)第6条の規定に基
づく郵便貯金資金の地方公共団体に対する貸付利率の決定･通知に関す
る文
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7
郵便法第68条第 1犀
書のうち軽微なもの （

の規定に基づく郵便約款の変更の麗可に関する文
ﾖ際郵便に限る｡）

部長 大臣

8
郵便法第71条の規定に基づく郵便に関する料金又は郵便約款の変更命
令に閨する文書(国照郵便に限る。）

大臣 関係課 大臣

9

条約又は法律(法律に基づく命令を含む｡）で定める範囲内での郵便に関

する国際的取決めの協議及び締結並びに万国郵便連合その他の機関と
の連絡に関する文書(軽微なもの及び貯金保険課の所掌に属するものを
除く←）

部長 関係課 部長

10

条約又は法律(法律に基づく命令を含む｡）で定める範囲内での郵便に関

する国際的取決めの協議及び締結並びに万国郵便連合その他の機関と
の連絡に関する文書のうち軽微なもの(貯金保険課の所掌に属するもの
存除く‐）

室長 関係課 室長

12

郵哩氏昌1E法寺UJ肥1丁I一汗フ閏1承法檸Uﾉ垂照寺1－闇ツ句法痒顕廷禾Uノ

規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附
の委託に関する法律(平成2年法律第72号｡以下｢旧国際ボランティア貯
金法｣という｡)第7条の2第1項の規定に基づく配分団体及び配分額の決
壼竺の饅司'三四寸墨古室

部長 大臣
経過

措置

13
旧国際ボランティア
の長との協鐘に関

一
配
■
■

亨金法
,る文H
屑7条の2第2項の規定に基づく関係行政機関

部長 大臣
産過
昔置

14

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の

規定による廃止前の郵便為替法第38条の4第1項の規定に基づく国際
郵便為替に閾する料金の届出に関する文審

課長
経過

措置
供監

15
旧郵便為替法第38条の4第2項の規定に基づく国際郵便為替の料金の
恋軍命令に関する文喜

部長 大臣
経過
措置

16

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の竪備等に関する法律第2条の

規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号｡以下｢旧郵便
振替法｣という｡)第65条第1項の規定に基づく郵便振替の払込み､振替
及び払出しの料金の上限の盟可及び同条第6項の規定に基づく郵便振替
の払込み_糒替及び札閉1.の料金の上限の恋軍命令に閨する文喜

部長 大臣
経過
措置

17
旧郵便振替法第65条第3項及び第5項の規定に基づく郵便振替に関す
る料金の届出に関する文書

課長

経過

措置
供覧

18
旧

に

息
§
1便振替
|する文1

島第65条第7項の規定に基づく郵便振替の料金の変更命令
Ｂ
■

部長 大臣

1

1

1

藍過
錐
白置

19
旧郵便振替法第66条第1項の規定に基づく国際郵便振替に関する料金
の届出に関する文書

課長
経過

措置
供監

20
旧郵便振替法第66条第2項の規定に基づく国際郵便振替の料金の変更
命令に関する文喜

部長 大臣
経過
措置

21 旧郵便振替法第67条の規定に基づく財務大臣との協鐵に関する文書 部長 大臣
陛過
昔置

22

宋市JXI鄙志伴（志伴1－垂~ジ、画洞帝セヨー心◎ノビ正ぴJ句皿亜門喧四蝉1史侭fヨ

及び郵便振替に関する国際的取決めの協譲及び締結並びに万国郵便連
合その他の機関との連絡に関する文書(郵便課の所掌に属するものを除
<へ）

部長
課長

関係課
部長
課長

23

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の竪備等に関する法律第2条の

規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号｡以下｢旧
簡易生命保険法｣という｡)第102条第1項の規定による簡易生命保険約
教の亦軍の鯉司に閨寸島支容

部長 関係課 大臣
経過

措置

24
旧簡易生命保険法第102条第4項の規定による簡易生命保険約款の変
更命令に関する文喜

大臣 大臣
経過
措置

25
旧
変
易生命保険法第103条第1項の規定による保険料の算出方法書の
の鯉可に関する文書

部長 関係課 大臣
竪過
昔置

26
旧
配
易生命保険法第1032
すべ去事垣の恋軍命令

芽
ー

4項の規定による保険料の算出方法書に
潟する文書

大臣 関係課 大臣
Ｉ
ｄ
１

魍
慣



蚕職選挙郵便規則等の一部を改正する省令附貝''第2条の規定による廃
止前の簡易生命保険法施行規則(平成15年総務省令第15号｡以下｢|日
簡易生命保険法施行規貝|｣｣という｡)第6条の規定による簡易生命保険資
金の地方公共団体に、

頂簡易 p 法行規則第7栗等の規定による簡易生命保険資金の
地方公共団体に対する の 、知に

関係課 大臣
経過
措置

目禾郵便稼弐至祇悪第4条第耳項の規定に基づく届出に関する文書(銀
行代理業並びに保険募集及び所属保険会社等の事務の代行に係るもの
に限る。）

日本郵便稼弐会社法第7条の規定に基づく銀行窓口業務契約及び保険
窓口業務契約の届出に関する文

供覧

目禾郵便稼弐至狂蔑第可百栗第2項而規定に基づく業務に関し監督上必
要な命令に関する文書(銀行代理業並びに保険募集及び所属保険会社等
の事務一 ′ーこ 二

民営化法 2項の規定に基づき適用される日本郵政株式会社法
第13条第2項の規定に基づく命令に関する文

大臣

民営化法93 2項両親にづて民営化委員会への通知に関する
文

大臣

民化‘ 105－勇司頑の にづく郵便貯壷銀行と他の金融機関
等との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するお
それ力E堂いと腿め こ
民化法 105-第亘項の規定に基づく民営化委員会からの意見聴取
に関する文

大臣

民化； 105 4項両親に 1項の にする郵便貯金
銀行及び機構への通知に関する文

大臣

関係局部課
官房総務課

民 108‐第T項両親による一般の金融機関がない市町村の
区域の ，、

大臣

38 上 11C l の に の ロに

ヨ9屋営化法 110 6項の に <民営化委員会からの意見取 部長 大臣

民営化法 110の2 1項の に く式の二分の_以上を処分 部長 供覧
し二 に I トレ の の の に

41民化法 110の2 3項の に <民化委員会への通知に関 課長 大臣

42民営化法 1，，条第1項の規定に <子会社俣有の浬可に関する文

大臣
民営化法第110条第6項の規定に基づく民営化委員会からの意見聴取
に関する文

民営化法第110条の2第1項の規定に基づく株式の二分の－以上を処分
した旨を総務大臣に届け出た日以後の

供覧

民化法 110の2 3項両親に <民化委員会への通知に関
する文

大臣

民営化法第111条第5項の規定に基づく民営化委員会からの意見聴取
に関する文

大臣

民営化法 112第T項の親にづく営業所の設置の届出に関する
文

供覧

民化； 112 1項両親につく営業所の種顛而変更の届出に
関する文

供覧

民化， 112第T項の規定に基づく営業所の廃止の届出に関する
文

供覧

民化， 112‐第1頂の規定に基づく支店その他の営業所の位置の
変更の届出に関する文

供覧

民化， 2項両親にづて銀行蔑第亘栗第14項各号に掲
げる行為を委既する旨の契約の締結の届出に関する文

供覧

民営化法 第豆項而観にづて銀行法第2条第14項各号に掲
げる行為を委託する旨の契約の終了の届出に関する

供覧

民営化法第112条第3項の規定に基づく民営化委員会への通知に関す
る文

大臣

民営化法第113条第1項の規定に基づく郵便貯金銀行を当事者とする合
併の麗可に関する文

大臣大臣

民営化法 3項両親にづて郵便 行を当事者とする会
社分割の浬可に関する文

大臣大臣

民営化法 第5項の規定に基づく郵便貯金銀行を当事者とする事
業の全部又は一部の餓渡又は函受けの麗可に関する文

大臣

部長
大臣

民化； 113 8項両親に く民営化委員芸からの意見聴取に
関する文

部長 大臣

民営化法第115条第1項第1号の規定に基づく郵便貯金銀行の廃業の
麗可に関する文

大臣 大臣

民営化法第115条第1項第2号の規定に基づく郵便貯金銀行の解散の
鰹可に関する文

大臣 大臣

民営化法第115条第3項の規定に基づく民営化委員会からの意見聴取
に関する文

大臣

ヨ 化； 116-第1項両親 《郵便貯金銀行の中間業務報告
及び業務報告の提出に関する文

供覧

民営化法第116条第2項の規定に基づく郵便貯金銀行及び子会社等の
業務及び財産の状況を連結して配載した中間業務報告及び業務報告
の提出に関する文

民営化法第116条第4項の規定に基づく民営化委員会への通知に関す
る文

大臣

61 117 4の にづ に 今．
62 118 6の 二 に △二

大臣
63民営化法第119条第1項の規定に基づく業務停止命令等に関する文 大臣

部長
民営化法第119条第1項の規定に基づく業務停止命令等に関する文 大臣

大臣

民営化法第119条第2項の規定に基づく民営化委員会への通知に関す
る文

大臣

民営化法第119条第4項の規にづく僧用秩序の雑持を図るために必
要な措置に関する財務大臣との協膳に関する文

大臣

民営化法第119条第5項の規定に墓うぐ業務停止命令の実施に関する
財務大臣への通知に関する文

大臣

民営化法第120条第2項の規定に基づく民営化委員会への通知に関す
る文

大臣

民営化法第121条第3項の規定に基づく第1項の規定に基づき付された
浬可の条件を変更する際の民営化委員会への意見聴取に関する文

大臣

民営化法第123条の規定に基づく命令の制定に関する民営化委員会か
らの意見聴取に関する文

大臣

民営化法第135条第1項の規定に基づく郵便保険会社と他の生命保険

会社との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害
するおそれがないと鯉める決定に関する文

42



恥1■

43

71
と営化法第135条第2項の規定に基づく郵政民営化委員会からの意見
團取に閨する文害

部長 大臣

72

噌化法第135条第4項の規定に基づく郵便保険会社及び独立行政法
郵便貯金簡易生命保険管理･郵便局ネットワーク支援機構への通知に
ﾖ寸為支室

課長 大臣

73
砦化法第138条第1項の規定に基づく保険の引受けの盟可に関する
2審

大臣 大臣

74
Ⅱ ．｡。”

E＝‘ 畠法笛138条笛2項の徳 疋
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75 L蛍‘ 色塗篭1aR冬謹3項の醤 壼
■■■4
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閏づく篝譲，'の鯉冒
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』 潟する文1 I 大
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■
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＝

コ
ロ■■ 大
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コ
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76
砦化法第138条第5項の規定に基づく郵政民営化委員会からの意見
§取に鴎する文書

部長 大臣

77
昊営化法第138条の2第1項の規定に基づく株式の二分の一以上を処分
_f・旨券錘塞夫庫'三届'十朋弗目以祷の篝慈の宝施の届出に閾する文室

部長 供覧

78
営化法第138条の2第3項の規定に基づく民営化委員会への通知に関
･る文毒

課長 大臣

79 L誉‘ 唱逹篭13g委霊1項の銅壼に： 塵づく子会： 汀4
８
７柴 の 隠可 こ関する文 大臣 大臣

80
営化法第139条第2項の規定に基づく子会社となった子会社対象会社
引き続き子会社とする認可に関する文喜

大臣 大臣

81
民営化法第139条第5項の規定に基づく郵政民営化委員会からの意見
聴取に閨する文喜

部長 大臣

82
晃営化法第140条第2項の規定に基づく郵政民営化委員会への通知に
因する文害

課長 大臣

83
晃営化法第141条第1項の規定に基づく保険契約の移転の翻可に関す
5文客

大臣 大臣

84

４
０
４
呂

営
の
民
業
3法第141条第3項の規定に基づく郵便保険会社を当事者とする事
曽割又I士一部の趣湾又I士醜尋'十の鯉司に閏寸為文巻

大臣 大臣

85
氏冨1匡汰弟14U宋弟◎楓W規正1－垂。、鋼》1史1禾瞬云征セヨ季冒巨ツ旬画

併の鰯司に閾する文審
大臣 大臣

86
民営化法第141条第7項の規定に基づく郵便保険会社を当事者とする会
社分割の鯉可に関する文害

大臣 大臣

87
民営化法第141条第10項の規定に基づく郵政民営化委員会からの憲見
一■一

ﾛ悪ロ に閨する文害
部長 大臣

88

韻
Ｅ
一
口

民
盟
'化法第1421
に関する文1

ﾐ第1項第1号の規定に基づく郵便保険会社の廃業の
ｐ
■

大臣 大臣

89

巾
四
国
Ｆ

昊
恩

1

1

上法第142条第1項第2号の規定に基づく郵便保険会社の解散の
こ閨する文客

大臣 大臣

90
昊営化法第142
堕取に関する文1

胃第3項の規定に基づく郵政民営化委員会からの意見
０
９

部長 大臣

91

ｊ
８
ｄ
ａ
■
『

４
告
岬
銀
第
霜
法
輩
化
派
営
乃
民
毒

§第1項のi
の提出に

見定に基ご
関する文ロ

<郵便保険会社の中間業務報告
ｂ
■

部長 供覧

92
氏昌1E志弟144宋罪斗現W祝疋1－＝~ノ、垂p螺底琶1L安頁吾云ｸ、ﾘﾉﾕ困却1－

閨する文害
課長 大臣

93 旱誉ｲ脹津笛1452§第4項の規定に基づく通史 』

ー

－1 E する文1 I ． 課？
■
別

、

､ 大 豆

94 尋誉ｲ脹差電146号唐箪6項の銅壼に基づく涌劣 ］
一
一 する文1 『 課

■
己
ロ
■

大 更

95 呈営化法第147条第1項の規定に基づく業務停止命令等に関する文書
入匡

部長
大臣

96
民営化法第147条第2項の規定に基づく郵政民営化委員会への通知に
閨する文客

課長 大臣

97
民営化法第147条第4項の荒
査塔置仁盟寸墨酎確犬庫土の

定に基づく信頼性の維持を図るために必要
嵐雄'三盟寸島女＝ 部長 大臣

98
民陛
財刑

化法第147条第5項の規定に基づく業務停止命令の実施に関する
大庫への涌知に題する文宮

課長 大臣
■ ■

旦

99

亘＝‘■ ‘ﾛ‘■，ロ一＝
ーー一一一▼ ■一三

謹 戸吾言夛壷善阜鐸』レェ目今室へ2葬冷向1－
ｰ＝■I■■■■ ■ー▼ーｰ■ー ~ ~ ーｰ■ーｰ■ー 』■p‐マ ー ？一一▼－ﾏ一 一一ロ ーーーーーー=－ーマーーーマ

閨する文害

＝ヨー

課長
ー ■ ．ー

大臣
戸

100
曼営化第150条第3項の
三誉イト垂昌全へ、音目 耐

卸定に基づく麗可の条件を変更する際の郵政
取に関する文喜

部長 大臣
■ ■■…

101

凹ー
間』ロ

ｰ

0－1

＝‐

、

■一口ー

ロ』一言､
日

F〃金今か屈廼ロー’一日日÷五厚鐸』し垂目今ム、

夷邑1し痙索UQI不U砂玩に1－＝三、口p祠Uノ、ﾘに1－1ヨツつ匪国~'し室具＝〃、

ﾐの音目畦酌'二魍寸墨女主

一一

部長
一一

大臣

102

第1号から第101号までに掲げるほか関係法令等に基づく麗可､承露､任
命､指示､届出､指定､報告等及び関係法令等に規定する事務に関する
文書

部長
課長

大臣

局長

部長
課長

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

信害便事業等に係る制度等の企画及び立案に関する文書のうち重要なも
の

信書便事業に係る制度等の企画及び立案に関する文甚(重要なもの及び
軽微なものを除く。）

1日1■1史争釆寺I一味旬副厘寺山正凹撰ひ￥朱1－園9つX置山フb4窪鰍挫七

の
L
0

一般信書便事業者に関し､民間事業者による信香の送達に関する法律

(平成14年法律第99号｡以下｢信害便法｣という｡)第6条の規定による
章盤小吐胄TI一目月オス舎垂

一般信書便事業者に関し､信書便法第12条第1項の規定による事業計
画の変更の鯉可に関する文客

一般信書便事業者に関し､信書便法第13条第1項の規定による事業の
鑓掩l→通7K誼尋'十の鯉司に題す為文＝

《
己

二目と一ー〃ー

併及び分

墨

種
栗省'二閏し、侶吾便法第1S末弟Z項の規正Iこよつ法人の

の麗可に閨する文害

般慣吾便事栗省に関し、侶膏便法弟14乗第1項の規正Iこよゐ狛貌の

盟可に関する文喜

一般信吾便畢栗省に関し、個吾便法第15乗第1項の規定Iこよゐ法人の

休止又は廃止の許可に関する文害
－甫凡一

鯉

■

ド便事業者に’
散の決贈又は維社

’
三
弓
【

し､信書便法1
の同竃の頭冒

月15条第2画
'に関する文1

の規定による法人の
ド

曲几樗垂暦

約款の鰐壼

車業者に段
l士亦軍0

し､信書便法第17条第1項の規定による信書便
麗可に関する文害

一般信書便
管理規程の1

業者に関し､信書便月
'宗又I士恋軍の鯉司に

鶴22条§
調する文1

51項の規定による信書便
ド

一般信書
託の蝿 ロﾛ

更1
一

』

一

業者に関し､信害便法第23条第1項の規定による業務委
する文害

一般信書便事業者に関し､信書便法第24条第1項の規定による他の－

般信書便事業者又は特定信書便事業者との信害の送達の事業に関する
控壺▽'十麺錨の錘鍵の函冒TI-函寸Z守宣

大臣

部長

課長

大臣

部長

部長

部長

部長

部長

部長

部長

部長

部長

部長

関係局部課

関係局部課

関係局部課

大臣

大臣
部長

部長
課長

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣
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15

一般信書便事業者に関し､信書便法第25条の規定による外国信書便事

業者との信書の送達の事業に関する協定又は契約の締結の翻可に関す
る文害

部長 大臣

16
一般信書‘
守命令にI

更事業者に関し､信書便法第26条の規定による事業計画の遵
圓寸丞青= 大臣 大臣

17
一般信書便事業者に
画櫨室揮約軸豆 I士イ

■
■
■
【
■
己
Ｆ
■

■

〆、

[侭
‐
理

鰭
管
更法第27条第1号の
規程の変更命令に段

見定による事業計
する文害

大臣 大臣

18

■■■■■

書
股侭吾便畢ヨ

更役務に関可
：者に
-る料！

■
日
５
，
８
８

グ、

〕ヨ

書
耐
冒
更
更法第27条第2号の規定による一般信
令に関する文害

大臣 大臣

19

h几信一瘤

営あ謡
白
け
【
ｒ

一一

命

古咄

ロ
今
祠

鴬者に関し､信書便法第27条第3号の規定による事業運
に関する文害

大臣 大臣

20
般
一
一
は
自書‘
邪の

更事業貞
亭止命：

･に関し､信書‘
'に関する文

凸

ロ

更法第28条の規定による事業の全部又
I

D

大臣 大臣

21

■■■■■

取

受
肖
言害便事業老
っに関する文：

に関し､信書便法第28条の規定による事業の許可の
ド

大臣 大臣

22

特定信害便事業者に関し､信害便法第29条の規定による事業の許可に

関する文書(提供する信書便の役務のうちに2以上の総合通信局長(沖
縄総合通信事務所長を含む｡)の管轄区域にわたる役務又は国際信害便
の役務を含むものに限る。）

部長 大臣

23

狩疋彊吾便争畢百Iこ閑し、1昌吾便法弟Z9乗の規疋によっ争釆の計町'三

関する文書(提供する信害便の役務のうちに2以上の総合通信局長(沖
縄総合通信事務所長を含む｡)の管輔区域にわたる役務又は国際信書便
の鐇露本会詑羊‘の寡跨ぐ ）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

24

特定信書便事業者に関し､信書便法第33条第1項の規定による信番便

約款の設定又は変更の麗可に関する文書(提供する信書便の役務のうち
に2以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む｡)の管轄区域
にわたる役務又は国際恒客便の役務を含むものに限る‐）

部長 大臣

25

特定僧書便事業者に関し､信書便法第33条第1項の規定による信書便

約款の設定又は変更の麗可に関する文書(提供する信書便の役務のうち
に2以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む｡)の管轄区域
にわ弗丞得雑文I士園照憧毒挿の得雑穿会オ?*‘の券瞬く ）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

26

狩疋悟吾便畢畢有'二閑し、1日吾便法弟S4索において卒用可旬同法第1Z

条第1項の規定による事業計画の変更の露可に関する文害(提供する信
書便の役務のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含
む｡)の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものに限
る_）

部長 大臣

27

特定信香便事菜者に関し､信香便法第34条において準用する同法第12

条第1項の規定による事業計画の変更の麗可に関する文害(提供する信
害便の役務のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含
む｡)の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものを除
<公）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

28

狩疋1日吾便争乗有Iこ閨し、慣吾便孟弟34乗Iこおいて準用す急同法弟13

条第1項の規定による事業の漣渡し及び漣受けの翻可に関する文書(提
供する信書便の役務のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務
所長を含む｡)の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むも
のに限る､）

課長 大臣

29

狩疋旧膏浬争来賓'二閑し、1日吾浬法弟U4乗'二おいて卒用可念同法弟15

条第1項の規定による事業の箙渡し及び醸受けの翻可に関する文書(提
供する信書便の役務のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務
所長を含む｡)の管輔区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むも
の存除く。）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

30

特疋1昌吾便畢釆有'二閏し、侶吾便法弟s4乗において卒用可句同法第1ご

条第2項の規定による法人の合併及び分割の認可に関する文書(提供す
る信書便の役務のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長
を含む｡)の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものに
限る。）

課長 大臣

31

特定信書便事菜者に関し､恒書便法第34条において準用する同法第13

条第2項の規定による法人の合併及び分割の飽可に関する文書(提供す
る信書便の役務のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長
を含む｡)の管輔区域にわたる役務又は国際信害便の役務を含むものを
R<n)

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

32

狩疋侶吾哩畢来有'二閏し、侶膏便法弟34乗'二おいて準用すゐ同法弟14

条第1項の規定による相続の麗可に関する文書(提供する信害便の役務
のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む｡)の管轄
反憾'一始拝Z縁薙▽'十園睡4量空唖の細謹左全オ､土.の1－胴Z､ 〆

課長 大臣

33

狩疋1日吾浬争釆百'三閏し、1昌吾便法弟54家'二おいて卒用可急同法弟14

条第1項の規定による相続の麗可に関する文書(提供する信書便の役務
のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む｡)の管轄
反憾'一拾企ス抵錘▽'十F罰睡椿壺滝の鯉率室合オ､士.命奉隆ぞ 、

挿画~麺1日ﾉ可

長､沖縄総合
通信事務所
昼

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

34

特定信岳便事業者に関し､信書便法第34条において準用する同法第22

条第1項の規定による信書便管理規程の設定又は変更の麗可に関する
文害(提供する信書便の役務のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合
通信事務所長を含む｡)の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務
存合ｵ沖,のに阻為）

部長 大臣

35

狩疋1日1■哩孚奉官1－閏し、1昌音狸志宋･斗宋I－ぬしUL竿月ヨッ旬1列声罪ヱヱ

条第1項の規定による信書便管理規程の設定又は変更の露可に関する
文書(提供する信害便の役務のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合
通信事務所長を含む｡)の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務
を含むものを除く愚）

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所
長

36

狩疋1日膏便畢栗有Iこ関し、侶吾便法第34乗において準用すゐ同法第23

条第1項の規定による業務委託の麗可に関する文書(提供する信書便の
役務のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む｡)の
管餓区瞳にわたる得藤又I土園際信■価の得燕寡合ｵ沖0のに阻馬）

課長 大臣

37

特定信吾便畢栗壱に関し、個膏便法第34乗において準用する同法第23

条第1項の規定による業務委託の麗可に関する文書(提供する信書便の
役務のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む｡)の
管舘区域にわたる招務又は園際信客傅の得慾存含む*,の存除く‐）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
畏
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38

特定信害便事栗者に閨し､信吾便法弟54乗I二おい~c準用ツ句回法弟z4

条第1項の規定による他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と
の信害の送達の事業に関する協定又は契約の締結の麗可に関する文書
(提供する信書便の役務のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合通信
事務所長を含む｡)の管輔区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含
才､土｡の1－唄星1

課長 大臣

39

特定信吾便畢栗省Iこ閨し、1菖吾哩法弟週4末'二おい~L準用ヲ旬口志弟廷斗

条第1項の規定による他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と
の信書の送達の事業に関する協定又は契約の締結の認可に関する文書
(提供する信書便の役務のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合通信
事務所長を含む｡)の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含
ｵや土.〃､穿蔭〈‐）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所
長

40

特定信書便事業者に関し､信吾便法第34条において準用する同法第25

条の規定による外国信書便事業者との信書の送達の事業に関する協定
▽I＋麺鋪の鑑鑑の銅司1－函寸Z守宜

課長 大臣

41

特定信書便事業者に関し､信吾便法第34条において準用する同法第26

条の規定による事業計画の遵守命令に関する文書(提供する信書便の役
務のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む｡)の管
趣匡艤'一十､やZ狸塞▽'十国鰹嬉窒唖の鍔謎寡全オ津.の'三唄鳥一）

大臣 大臣

42

狩定個吾便畢乗百'二閨し、1昌膏便法弟己4乗'三面い 仁竿用9つ回酒弟zo

条の規定による事業計画の遵守命令に関する文害(提供する信書便の役
務のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む｡)の管
蝕巨儲1－指弾星鯉躍▽'十團鱈ｲ量垂価の撫塞参会齢＊･の券瞬く‐）

総合通信局

長へ沖縄総合
通信事務所
昼

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

43

特定信書便事業者に関し､信吾便法第34条において準用する同法第27

条第1号の規定による事業計画､信香便約款又は信書便管理規程の変
軍命令に函する女童

大臣 大臣

44

坐＝｣■一凸一.＝

ｄ
ｑ
ｄ
■
日

叩～ロ日I

農篦

庁 雷西

･のi
『
＄

F業者に
定によそ

口
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ｍ
『
団
ロ
■
岬
函
研

し
蔭
信書‘
麺巻，

更法第34条において準用する同法第27
D改暮命令に閨する文害

大臣 大臣

45

両猩1日官曄苧禾つ日l一周し、1日官睡痙宰ロ今不1-9コし･L〒mソ｡I副廼罪一・

条の規定による事業の全部又は一部の停止命令に関する文書(提供する
信書便の役務のうちに2以上の総合通信局長(提供する信書便の役務の
うちに2以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む｡)の管轄区
壗1－坐七Z処垂▽I今田“橿告庸命廻誕奉今オ､士_のl-R日ス、

大臣 大臣

胃

46

－

ロゴ〃■ ＝ヨ… ■己、＝I

面＝ －4 つ宛冬’一＝ 戸一一~R

村に1日宣産手禾官0－i濁し、1日声涯廼索ロ令不1－0コし･し〒、う。｡I副娼宰一口

条の規定による事業の全部又は一部の停止命令に関する文害(提供する
信書便の役務のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を
含む｡)の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものを除
＜‐）

一一

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所
長

一一

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所

長

47

蛙一一一届

マー寺

条2§1号の

室

徳

業者に関し､信昏便法第34条において準用する同法第28
定による事業の酔可の取消しに関する文害

大臣 大臣

48

－1咽～目亨＝■■一手へ 百'三閏し、1日■撰汰栗己4未Iーぬし’L竿用ツ旬l副潅罪廷己

条第2号の規定による事業の酔可の取消しに関する文書(提供する信書
便の役務のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含
む｡)の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものに限
為一）

大臣 大臣

49

子疋侶膏便畢栗有'二閏し、1日吾哩法弟ご斗宋'三おし wL準用9句回志弟廷巳

条第2号の規定による特定信書便事業の許可の取消しに関する文書(提
供する信書便の役務のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務
所長を含む｡)の菅輔区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むも
の券瞼＜‐）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所
長

50
信書便法第37条第1項の規定による報告の処理に関する文書のうち重
要なもの

部長､総合通
信局長､沖縄

総合通信事
務所長

大臣､部長、

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所
昼

51
信害便法第37条第1項の規定による報告の処理に関する文書のうち軽
微なもの

課長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
務所長

部長､課長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

52 信書便法第37条第2項の規定による検査に関する文害のうち重要なもの

部長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣､部長、

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

53 信書便法第37条第2項の規定による検査に関する文書のうち軽微なもの

課長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
務所長

部長､課長、

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

54
信書便法第37条第3項の規定による検査職員証明害の発行等に関する
文書

課長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
慾所畏

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
慾所長

55

特定信害便事栗に関する預示伺いに対すゐ預示に閨すゐ又吾(淀探す句

信書便の役務のうちに2以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を
含む｡)の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものを除
<‐）

課長 局長

56

曲几橿一層＝
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す
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る文

業

1
■
■

者に関し､信昏便法の規定による許可､麗可に係る調査
課長 課長

目

57

狩疋1日琶1史苧奉有1－閏し、1日看涯J云リノ玩疋1－歩旬日T則、露則1－扉旬日間耳

等に関する文書(提供する信書便の役務のうちに2以上の総合通信局長
(沖縄総合通信事務所長を含む｡)の管輔区域にわたる役務又は国際信
幸億の縁塞ま合す?＊‘のに阻島一）

課長 課長

58 登録免許税関係の事務処理に関する文書

課長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
務所長

関係課

局長､課長、

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長



46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

亀奴西牽。奉顕U硯UJ魂に1－＝三、J汐U閉元日Tl少也一睡唾延1』J＝奔厩＝

事業者若しくは基幹放送局提供事業者又はその地位を得ようとする者(予
備免許を受け､会社等設立の確罷が行われた者も含む｡)の開設する無
線局(受信障害対策中継放送を行う無線局を含む｡)及びエリア放送を行
う地上一般放送局(地上一般放送を行う実用化賦験局を含む｡以下同
じ｡)に限る｡ただし､地上のテレビジョン放送又は超短波放送の事業者
(多重単営の放送事業者を含む｡)が開設する多重放送を行う放送局以
外の親局､短波放送の中継局及び補完中継局のうち基幹放送用周波数
使用計画第4の4に定める周波数を使用するものを除く(以下｢地方処理
毎魚白烏I上I.､弓） ）'三魍寸島古毒

電波法第7条第6項又は無線局免許手続規則第9条の各項の規定に基
づく無線局(地上放送に係るものに限る｡)の資料の提出又は補正等に関
する軽微なもの

電波法第7条第6項又は無線局免許手続規則第9条の各項の規定に基
づく衛星基幹放送局等の資料の提出又は補正等に関する文害のうち軽
微なもの

電波法第8条第2項の規定に基づく工事落成期限の延長(地方処理無線
局に限る｡）に関する文書

里奴西矛ご禾甲I硯UJ硯メヒ1－＝ソ、一手目又日1塞塁Uノ師則1歩出ノコ廼理添稗

局に限る｡ただし､放送区域の変更を伴わない無線設備及び設置場所の
変更(短波放送に係るものを除く｡)に係るもの､受信所及び演奏所の無
線設備及び設置場所の変更に係るもの
鍾醗儲▽'十雫旙の麺由鯛'一匡丞士.の左

､放送区域の変更のうち予備の無
全すき 11字函甘-塁寺垂

軍減法弟9束弟4項”規疋'二全つく鍵史肝叫（昭力処理飛翻同'二眠旬。た

だし､放送区域の変更を伴わない無線設備及び設置場所の変更(短波放
送に係るものを除く｡)に係るもの､受信所及び演奏所の無線設備及び股
置堀所の変更に係るもの､放送区域の変更のうち予備の無線設備又は予
儲の牢中鎮に係る*,の穿合ｵ3 ）に閨する文室

電波法第10条第1項の規定に基づく工事落成検査(地上放送に係るもの
に限る｡）に関する文書

電波法第10条第1項の規定に基づく工事落成検査(衛星基幹放送局等
に限る｡)に関する文書

電波法第11条の規定に基づく免許拒否(地方処理無線局に限る｡）に関
する文書

電波法第12条の規定に基づく免許等(地上放送に係るものに限る｡）に
関する文書

電波法第12条の規定に基づく免許等(衛星基幹放送局等に限る｡）に関
する文書

電波法第13条の規定に基づく再免許(衛星基幹放送局等(宇宙運用業務
用の人エ衛星局及び地球局に限る｡)及び地方処理無線局に限る｡）に関
する文書

電波法第13条の2の規定に基づく免許の失効(地方処理無線局に限
る｡)に関する文書

電波法第14条の規定に基づく無線局(地上放送に係るものに限る｡)の
免許状に関する文書

電波法第14条の規定に基づく無線局(衛星基幹放送局等に限る｡)の免
許状に関する文書

電波法第16条の規定に基づく無線局(地上放送に係るものに限る｡)運
用開始又は休止に関する文書

電波法第16条の規定に基づく無線局(衛星基幹放送局等に限る｡)の運
用開始又は休止に関する文書

電源法第1ノ未第1現の規正に全つく巽里肝副（堰万処埋燕罧局に眼急。

ただし､放送区域の変更を伴わない無線設備及び設置場所の変更(短波
放送に係るものを除く｡)に係るもの､受信所及び演奏所の無線設備及び
設置増所の変更に係るもの､放送区域の変更のうち予備の無線設備又は
予備の空中線に係るもの､放送事業用地球局の通信の相手方の変更(変
百前の掻橿の相壬方の一割上方星退会1－幅星､左全オ、 11－函寸星寸室

電波法第18条の規定に基づく無線局(地上放送に係るものに限る｡)の
変更検査に関する文書

電波法第18条の規定に基づく無線局(衛星基幹放送局等に限る｡)の変
更検査に関する文書

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

ハ屋、縄画埋

信局長､沖縄
総合通信事
慾所得

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣

大臣

大臣

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

穂画~麺1日J可

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

大臣

大臣

ハ屋、縄盲湿

信局長､沖縄
総合通信事
悪所長

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長
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21

1旗法弟Iご宗W刃忠疋1－＝~ジ、ﾅ日疋李凸貝Uﾉ簗里（哩刀池理示舜J可I一睡句◎

二だし､職別信号の変更(免許人の名称変更又は住所表示の変更に伴う
咄名称の変更に限る｡)に係るもの､放送区域の変更を伴わない空中
良電力の変更(短波放送に係るものを除く｡)に係るもの､予備の無線設
W又は予備の空中線に係る電波の型式又は空中線電力の変更(短波放
畠に係るものを除く｡)に係るもの､現に免許を受けている放送局(テレビ
》ヨン放送を行うものに限る｡)の補完放送に係る電波の型式､周波数及
空中線電力の変更に係るもの､超短波放送局の補完放送に係る電波
､剥ぎの寒軍'三嬢墨＊‘の寡合訟）に盟する支容

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

22
電波法第20条の各項の規定に基づく地位の承継(地方処理無線局に限
る｡)に関する文書

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

大臣

23
電波法第21条の規定に基づく無線局(地上放送に係るものに限る｡)免
許状の訂正に関する文書

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

24
電波法第21条の規定に基づく無線局(衛星基幹放送局等に限る｡)の免
許状の訂正に関する文書

総合通信局

長､沖縄総合

通信事務所
長

大臣

25
電波法第22条又は同第24条の規定に基づく無線局(地上放送に係るも
のに限る｡)の廃止又は失効等に関する文書

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

26
電波法第22条又は同第24条の規定に基づく無線局(衛星基幹放送局等
に限る｡)の廃止又は失効等に関する文書

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

27
電波法第39条又は同第53条の規定に基づく放送局(地上放送に係るも
のに限る｡)の無線従事者の選任又は解任等に関する文書

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藩所得

28
電波法第39条又は同第53条の規定に基づく無線局(衛星基幹放送局等
に限る｡)の無線従事者の選任又は解任等に関する文書

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大原、総合通

信局長､沖縄
総合通信事
慾所長

29

電波法第74条各項又は同第74条の2各項(電波法第70条の7第4項に
おいて準用する場合を含む｡)の規定に基づく命令等(地上放送に係るも
のに限る｡)に関する軽微な文書

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

30

電波法第75条又は同第76条(電波法第70条の7第4項において準用す

る場合を含む｡)の規定に基づく制限又は取消し等に係るもの､並びに同
第77条の規定に基づく文害の送付(地上放送に係るもの(放送局の親局
を除く｡）に限る。）に関する文害

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

31

電収茜弟1Uご宋四祝疋1－華~ユヘ燕群向（理エ』Ⅸ込亡1丁フルⅨ垂争禾百エl鄙

その地位を得ようとする者(予備免許を受け､会社等設立の確麗が行わ
れた者を含む｡)が開設する無線局に限る｡)に係る手数料の徴収及び収
紬に関する文喜

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､総合彌

信局長､沖縄
総合通信事
森所得

32

電波法第103条の規定に基づく無線局(衛星放送を行う放送事業者又は

その地位を得ようとする者(予備免許を受け､会社等設立の確翻が行わ
れた者を含む｡)が開設する無線局に限る｡)に係る手数料の徴収及び収
紬に関する文害

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藩所長

33
電波法第104条の2の規定に基づ無線局(地方処理無線局に限る｡)の
処分に係る条件の付与及び条件履行の確麗に関する文書

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

34
地上放送に関する実験試験局の電波法上の処分又は請求等に関する文
書

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

35

皿歴、1コ凪、沫小、津奴、＝官、入梁寺Uノ率實、季副てUﾉ1巴ヲF齢Uノ手忠

が発生し､又は発生するおそれがある場合に口頭又は電話等により電波
法第6条､第17条又は第19条の規定による申講(いずれも地上放送に
係るものに限る。）があった場合の免酢又は許可篭に関する軽微なもの

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

36

地震､台風､洪水､津波､雪害､火災等の災害､暴動その他非常の事態

6《発生し､又は発生するおそれがある堀合に口頭又は電諾等により放送
去第93条又は第97条の規定による申請(いずれも地上放送に係るもの
こ囮る‐）があった場合の鯉宗又は許可篭に閨する軽撒なもの

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

37

,唾、面倒、沃亦、淳奴、画官、火火寺W火冒、泰副てUﾉT巴ヲF品リノ雫忠

発生し､又は発生するおそれがある場合に免許人(地上放送に係る無
局の免許人及び関係団体等に限る｡）又は基幹放送事業者(衛星基幹
送を除く｡）に対して行う監理監督運用等に係る通知､報告並びに要繭
関する軽微なものであって成仮Iのあるもの

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

38

汲法第7条第6項の規定に基づく放送局(コミュニティ放送を行う放送局

ぴその放送局の電波に重畳して多重放送を行う放送局､臨時かつ一時
目的のための放送を行う放送局及びその放送局の電波に重畳して多
放送を行う放送局(以下｢コミュニティ放送局等｣という｡)並びにエリア
送を行う地上一般放送局に限る｡)の申請の審査に際し､出頭又は資
の塩出雲鯆

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

39

電波法第8条第1項の規定に基づく放送局(コミュニティ放送局等及びエリ
ア放送を行う地上一般放送局に限る｡ただし､空中線電力50Wを超える．
ミュニティ放送局を除く｡)の予備免許

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

40
電波法第8条第2項の規定に基づく放送局(コミュニティ放送局等及びエリ
ア放送を行う地上一般放送局に限る｡)のエ事落成期限の延長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

41
電波法第9条の規定に基づく放送局(コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る｡)の工事設計等の変更の許可

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大軍、総合彌

信局長､沖縄
総合通信事
藩所長



48

42
電波法第10条の規定に基づく放送局(コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る｡)の検査

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､総合彌

信局長､沖縄
総合通信事
慾所長

43

電波法第11条の規定に基づく放送局(コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る｡ただし､空中線電力が50Wを超える．
ミュニティ放送局を除く｡)の免許の拒否

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所昼

44
電波法第12条の規定に基づく放送局(コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る｡)の免許

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
鍵所得

45
電波法第13条の規定に基づく放送局(コミュニティ放送局等に限る｡ただ
し､空中線電力が50Wを超えるコミュニティ放送局を除く｡)の再免許

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
霧所得

46
電波法第14条の規定に基づく放送局(コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る｡)への免許状交付

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣、総合彌

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

47
電波法第17条の規定に基づく放送局(コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る｡)の変更等の許可

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
慾所畏

48
電波法第18条の規定に基づく放送局(コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る｡)の検査

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
慾所長

49

電波法第19条の規定に基づく放送局(コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る｡ただし､空中線電力が50Wを超える．
ミュニティ放送局を除く｡)の指定の変更

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
慾所長

50

電波法第20条の規定に基づく放送局(コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る｡ただし､空中線電力が50Wを超える．
ミュニティ放送局を除く｡)の免許の承継の許可

総合通慣局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
慾所長

51
電波法第21条の規定に基づく放送局(コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る｡)の免許状の訂正

1

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藩所長

52

電波法第74条の規定に基づく放送局(コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る｡)への放送実施命令(急を要する場合に
限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

53
電波法第75条の規定に基づく放送局(コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る｡)の免許の取消

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藩所長

54
電波法第76条第1項の規定に基づく放送局(コミュニティ放送局等及びエ
リア放送を行う地上一般放送局に限る｡)の運用停止又は運用制限

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

ノ、犀、種ロ唾

信局長､沖縄
総合通信事
慾所昼

55

電波法第76条第2項(電波法第70条の7第4項及び第70条の8第3項
において準用する場合を含む｡)及び第4項の規定に基づく放送局(コミュ
ニティ放送局等及びエリア放送を行う地上一般放送局に限る｡)の免許取
消

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､総合通

慣局長､沖縄
総合通信事
慾所長

56
電波法第77条の規定に基づく放送局(コミュニティ放送局等及びエリア放
送を行う地上一般放送局に限る｡)への文書の送付

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

57

電波法第104条の2の規定に基づく放送局(コミュニティ放送局等及びエ
リア放送を行う地上一般放送局に限る｡)の処分に対する条件等の付与
及び条件履行の確麗

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藩所長

58
電波法第12条に基づく衛星基幹放送局､衛星基幹放送賦験局､人工衛
星局､地球局､実用化試験局の免許

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

大臣

59
電波法第9条第1項に基づく衛星基幹放送局､衛星基幹放送賦験局､人
工衛星局､地球局､実用化試験局､のエ事設計の変更の許可

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

60
電波法第8条第2項に基づく地球局(人工衛星局を通信の相手方とするも
のに限る｡)の工事落成期限の延長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

61
電波法第9条第4項及び第17条第1項に基づく地球局の無線設備の設
置場所の変更の許可

羅画~ﾕ画,1日J可

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

62

F巳奴西躯1J玩具リ宗｡≦禾宋。硯娯ひ串◎竺宰UJ○串斗現Uﾉ祝疋I－よ句一・ノ

ア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書
類の提出に係る取扱いを定める告示に基づき､相当の期間を指定して申
謡老に慨鐇の結里寡届'十閉丞ぺ去旨岑命ず墨戸ル

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

瀝亘~麺1日J可

長､沖縄総合
通信事務所
長

63 日本放送協会の放送設備賃貸の盟可

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

64
放送法第86条の規定に基づく日本放送協会所属基幹放送局又はその放
送の業務の廃止､休止の麗可(審蟻会へ諮問を要しないものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

大臣
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65 日本放送協会所属国際放送及び中継国際放送を行う指定事項の変更

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

66 所管法令等の定めるところにより大臣に提出する届出及び報告等の処理

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

67 テレトピア構想モデル地域の指定

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

68
中小企業等経営強化法第8条及び第9条に規定する計画の承麗､変更の
承認及び承麗の取消

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

69 中小企業等経営強化法第10条及び第13条に規定する計画の認定

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

70
中小企業等経営強化法第11条及び第14条に規定する計画の変更の認
宝､認定の取消

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

■■■■■■■■■■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

醒夕一二ー一

71 中小企業等経営強化法第11条に規定する届出の処理

総合通信局

部長､沖縄総
合通信事務
所誤畏

癖巨垣1日J可

長､沖縄総合
通信事務所
昼

72 中小企業等経営強化法第46条に規定する調査

総合通信局

部長､沖縄総
合通信事務
所誤長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

73
放送法第93条の規定に基づく基幹放送の業務の囲定(地上の多重放送
に係るものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

74
放送法第93条の規定に基づく基幹放送の業務の盟定(コミュニティ放送
局等を用いて行うものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

75
放送法第96条第1項の規定に基づく基幹放送の業務の麗定の更新(地
上の多重放送に係るものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

76
放送法第96条第1項の規定に基づく基幹放送の業務の麗定の更新(．
ミュニティ放送局等を用いて行うものに限る｡）

総苣埋1日局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

大臣

77
放送法第97条第1項の規定に基づく放送事項の変更の許可(地上の多
重放撲に係るものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

78
放送法第97条第1項の規定に基づく放送事項の変更の許可(コミュニティ
放送局等を用いて行うものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

79

放送法第97条第1項の規定に基づく基幹放送の業務に用いられる電気
通信設備の概要の変更の許可(移動受信用地上基幹放送に係るものを
除く地上放送に限る｡）

穂旨趣1日局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

80

放送法第97条第1項の規定に基づく基幹放送の業務に用いられる電気
通信設備の概要の変更の許可(コミュニティ放送局等を用いて行うものに
限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

81
放送法第97条第3項の規定に基づく基幹放送の業務に係る指定事項の
変更(地上の多重放送に係るものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

大臣

82
放送法第97条第3項の規定に基づく基幹放送の業務に係る指定事項の
変更(コミュニティ放送局等を用いて行うものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

83
放送法第98条第2項及び第3項の規定に基づく翻定基幹放送事業者の
地位の承継の麗可(地上の多重放送に係るものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

84
放送法第98条第2項及び第3項の規定に基づく盟定基幹放送事業者の
地位の承継の麗可(コミュニティ放送局等を用いて行うものに限る｡）

輻画哩1日J可

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

85
放送法第99条の規定に基づく基幹放送業務關定証の訂正(移動受信用
地上基幹放送に係るものを除く地上放送に限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

86
放送法第99条の規定に基づく基幹放送業務麗定証の訂正(コミュニティ
放撲局等を用いて行うものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

87
放送法施行規則第81条第1項の規定に基づく基幹放送業務麗定証の再
交付(移動受信用地上基幹放送に係るものを除く地上放送に限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣
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88
放送法施行規則第81条第1項の規定に基づく基幹放送業務盟定証の再
交付(コミュニティ放送局等を用いて行うものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

89
放送法第103条第1項の規定に基づく基幹放送の業務の麗定の取消し
(地上の多重放送に係るものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

90
放送法第104条の規定に基づく基幹放送の業務の認定の取消し(地上の
多重放送に係るものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

大臣

91

放送法第105条の規定に基づく認定基幹放送事業者の基幹放送の業務
に用いられる基幹放送局の免許を受けた者への通知(地上の多重放送に
係るものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通憧事務所
昼

大臣

92

放送法第105条の規定に基づく認定基幹放送事業者の基幹放送の業務
に用いられる基幹放送局の免許を受けた者への通知(コミュニティ放送局
等を用いて行うものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

93
放送法第114条第1項の規定に基づく基幹放送設備の改善命令に関す
る文書

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

94
放送法第114条第2項の規定に基づく特定地上基幹放送局等設備の改
善命令に関する文書

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

大臣

95 放送法第115条第1項又は第2項の規定に基づく立入検査に関する文書

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

大臣

96 放送法第115条第1項又は第2項の規定に基づく報告に関する文書

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

97
放送法第120条の規定に基づく放送局設備供給役務提供条件の変更の
命令(地上の多重放送に係るものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

98
放送法第120条の規定に基づく放送局設備供給役務提供条件の変更の
命令(コミュニティ放送局等を用いて行うものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

99
放送法第123条の規定に基づく基幹放送局設備の改善命令に関する文
書

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

100 放送法第124条第1項の規定に基づく立入検査に関する文害

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

101 放送法第124条第1項の規定に基づく報告に関する文書

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

大臣

102
放送法第127条第1項の規定に基づく登録及び同条第2項の規定に基づ
<通知

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

103 放送法第128条の規定に基づく登録の拒否

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

104
放送法第130条第3項において準用する同法第127条第1項の規定に
基づく変更登録及び同条第2項の規定に基づく通知

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

大臣

105
放送法第130条第3項において準用する同法第128条の規定に基づく変
更登録の拒否

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

106 放送法第130条第4項後段の規定に基づく変更登録

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

107 放送法第132条の規定に基づく登録の抹消

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

108 放送法第134条第2項後段の規定に基づく変更登録

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

109
放送法第138条の規定に基づく同法第126条第1項の登録に係る電気
通信設備の改善命令に関する文書(有線一般放送に係るものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

110
放送法第139条第1項の規定に基づく立入検査に関する文害(有線一般
放送に係るものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣
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111
放送法第139条第1項の規定に基づく報告に関する文書(有線一般放送
に係るものに限る6）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

112 放送法第14o条第1項の規定に基づく指定

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

113
放送法第156条の規定に基づく命令等(地上の多重放送に係るものに限
る｡）に関する文害

緒實通1日局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

114
放送法第174条の規定に基づく基幹放送の業務の停止の命令(地上の
多重放送に係るものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

115
放送法第174条の規定に基づく有線一般放送業務又は地上一般放送業
務の停止その他の処分の決定､執行

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

116
放送法第175条の規定に基づく資料の提出(地上の多重放送に係るもの
に限る｡）の要求

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

117
放送法第175条の規定に基づく資料の提出(有線一般放送､地上一般放
送及びコミュニティ放送に関するものに限る｡)の要求

総合通信局

長､沖縄総合

通信事務所
長

大臣

118

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律

第6条に規定する計画の麗定､同法第7条に規定する計画の変更の認定
及び同法第6条第5項(第7条第3項において準用する場合も含む｡)に規
字する関係行政機閣の長への協懲

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

119
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律
第7条第2項に規定する計画の認定の取消

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

120
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律
第15条に規定する報告の徴収

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

121
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
(平成20年法律第35条)第4条に規定する計画の盟定

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

122
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
第5条に規定する計画の変更の麗定､麗定の取消

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

癖画~唾1日J可

長､沖縄総合
通信事務所
長

123
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
第5条に規定する届出の処理

総合通信局

部長､沖縄総
合通信事務
所誤長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

124
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
第17条に規定する報告の徴収

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通慣局

長､沖縄総合
通信事務所
長

125

聖喫真掘さ万百胴しﾉﾆ歴榊源辛有寺1－季句瀞T争奉UJ眉ﾘ四寺娯ひ咄埋リノ歴

林水産物の利用促進に関する法律第7条に規定する計画の麗定､農地
法の特例に係る関係都道府県知事への協譲､同法第8条に規定する計
面の亦軍の麹壼鯉壼の酌消

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

126
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農
林水産物の利用促進に関する法律第8条第2項に規定する届出の処理

総合通信局

部長､沖縄総
合通信事務
所誤長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

127
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農
林水産物の利用促進に関する法律第21条第2項に規定する報告の徴収

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

128
個人情報の保瞳に関する法律第45条の規定に基づき､個人情報保護委
員会に対し､適当な措置をとるべきことを求めることに関する文害

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

締苣哩1日I司

長､沖縄総合
通信事務所
長

129
個人情報の保護に関する法律に関する文書のうち個人情報の漏えい､減
失又はき損があった場合の報告に関するもの

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文書の件名 決裁者 合蟻先
文書施行
名義人

備考

1

2

3

4

5

総合通信基盤局の所掌に関する検査職員証明書等に関する文書

総務省公印規程(平成13年1月6日総務省訓令第32号)第6条に基づく
印影(大臣官房長が公印作成者となっているものに限る｡)の印刷の協醗
に関する文害

総務省公印規程第6条に基づく印影(総合通信基幽
茨Fヘア1-,塁士.m1－K日ス、の、国1の控骨盤1－函才ス寺ゴ

局長が公印作成者と
ド

公△色

”
』
画

_＝＝

I田。円局'部長等会認の開 崔に蔭 ■■■． る文書
総合通信局.函■垂杢型…ニーニーの開 崖に段

口
■
■
． る文書

課長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

局長

課長

計 受

計 受

大臣､総合彌

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

局長

課長

后 ■
日 受

后 ■
１ 受
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6 所掌事務に関し､報告を徴すること

局長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣

7 総合斑 貢茎盤局の肩 f掌に 婆
一
の
■
． -る* 言せ宝切実"也'二閏9勺X吾 総務I :長 笛 1長

8
…へ、。

癌ロ 測
E

ユ 旨基盤局の同f掌に
一
夕
ｂ
ｄ
-為令 ;磯等の出席依i 頂を行うこと 課？ 卜 笛 ｛長

9
脇員以外の者の海外渡葡
目(総合通信基盤局の業

又は海外からの要人招賜等に伴う外部への依
層に係る事項に限る侭）に関する文書

課長 局長等

10 水巨 |専人う § ﾖに伴う警察 垣 Ｇ
戸
■ '策に対． -島慨ナ 専諮に閨する文1 F 局長 局長

11
I員の国際会蟻等への出席に伴う外務事務官併任発令依頼に関する文
ド

課長 局長等

12 &令等に墓壱 き行う‘ 弼謹等に段 する文客 局長 大臣

13
§令等に基つき打つ協謬寺Iこ関す句又吾(通知寺ての胆”疋例岡辱も”
2硯丞一）

課長 大臣

14 登録免許税関係の事務処理に関する文書

課長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
務所長

関係課

局長､課長

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所
畏

15

ロ木杷旦吻1靭厩助峨正寺I一汗フ悔画味睡志爬1丁丁．Wロ午凹廷ご手嘩洞牽U寺ワ

号)第2条から第4条までの規定に基づく特別防衛秘密の秘密区分に係る
鱈壼亦函鰹膣‐埋顔の完示乃7蒲知に閨す馬ご土

局長 大臣

1R 睦宅！ 毒層11胎溢i必密の 旨定に ３ すそ 戸上 局長 大臣
■革

17

画■ロ■ F玉動一凸

の複製ヨ し<I
『
‐
づ又 は特月I (特月I

醤を記録する文書及び図画(電磁的配録を含む｡)をいう｡)の廃棄に係る
置鯉に閨すること

ー可戸
局長 大臣

18
寺別防衛秘密の保護(特別防衛秘密の取扱いに関する適格性の付与等
三閨す為ごと存除く、）に閾すること(前3号に掲げるものを除く。）

局長 局長
■ ■ｰ

総務課

■

基総 1

2

3

4

5

6

7

■－■一■＝－－

I■■■

弓而雨
I■

吊査
■■■■■■■■■

}所曲
I■■■■■■■

【錘I1－函寸星鱗全目因l甦函嬢寺 庁－司錘＝守田q■■冬＝I
尾 章印 一ー －国ヨ ー四…亘 ヨ… ■豆一■…一■■

総務省組織規則(平成13年総務省令第1号)第293条第2項の規定によ

る関東総合通信局及び近畿総合通信局の陸上第一課､陸上第二課及び
瞳卜笛＝狸の4斗雀寡壼め墨庁土

総獅省組織規則弟Z98乗弟z項の規定Iこよ旬総音通1日同の孟硯珠、竃

視第一課､監視第二課､鯛査課
の今堂寡壼納墨戸上

､宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課

有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第10条第1項､放送法等の一

部を改正する法律(平成22年法律第65号｡以下｢22年改正放送法｣とい
う｡)附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされた有線放送電
話に関する法律第15条第1項又は電気通信事業法(昭和59年法律第8
負具121玉｢童坐垂lLI,易､塗寸フ1冬篭1T百の音目の賊酌1－魍寸星方室
二
Ｆ
炉
『
■
】

Z減法昂Z′宗UJ画･弟◎現UJ刃Z疋1－歩旬Fg丸哩1日嗣宇処理去且云1－刈

-るあっせん又は仲裁の申請の経由に関する文害

事業法第158条の規定による電気通信紛争処理委員会に対するあつせ
ん又は仲穀の申請の経由に関する文喜

行政事件訴舩法に基づく行Ⅱ
録の接付(雷蒋羨篭gg曇魍

;事件訴訟の提起に伴う異穏申し立て関係記
鴨）

1
■■■■■■■

烏』巳
ー』 一

局長

局長

局長

課長

課長

局長

ー司

関係局部課

局』尾
ロ－ 一

局長

局長

大臣

大臣

大臣

大臣

一

電気通信事
業部共通

事共 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

事業法第162条第2：
ー

貝U

一■

ノ：

ー■

弓による1前告の内容1暗公表零 ること

事業法第166条第1項の規定による報告を徴すること

事業法第166条第1項の規定による報告を処理すること

事業法第166条第1項の規定による検査に関する文書

事業法第172条第2項の規定による処理に必要な鯛査等に関する文書

事業法第172条第2項の規定により処理した結果を通知すること

事業法第172条第2項の規定による処理に必要な指示伺いに関する文
書

事業法に係る総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む｡）が行う事
T百1－函’ ＠塾丘亟上鍾砧星細白の其鍾左壼妨星一上

事業法第29条第1項の規定による業務の方法の改善その他の措置をと
るべきことを命ずること

聡合通信局長(シ

こ対する報告徴』
】縄総合通信1
又等の実施に

J務所
目するI

■
守
母
上

龍

を含む｡）が行う電気通信事業者
示

電子委任状法第10条の規定による事業法の特例に係る事務を処理する
二と(事業法第11条第1項の規定による登録に係るものに限る｡）

電子委任状法第10条の規定による事業法の特例に係る事務を処理する
こと(事業法第11条第1項の規定による登録に係るものを除く｡）

ヨ
再
現 長

局長､部長、

課長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
藩所長

課長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
務所長

課長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
務所長

ﾛ木江、稲画~皿

信局長､沖縄
総合通信事
慾所長

局長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

局長､部長、

課長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
藩所畏

局長

大臣

局長

局長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
霧所得

課長､総合通
信局長､沖縄

総合通信事
慾所長

大 至

大臣

大臣､局長

部長､課長、
総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

大臣、局長、

部長､課長
総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

課長､総合通

慣局長､沖縄
総合通信事
藩所長

大臣

局長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

局長

大臣

大臣

大臣

大臣



大臣局長原電気通信法 の規定による本邦外にわたる有線電
股備の設置の許可

電気通信事
業部事業政
策課

有線電気通信法第6条の規定による有線電気通信設備を設置した者に対
する報告の徴収又は有線電気通信設備等の検査に関する文書

大臣

有線電気通信法第7条第1項の規定による他人の有線電気通信設備等
に対する妨害等の防止又は除去のための必要な措置を命ずること

大臣

有線電気通信法第7条第2項の規定による通信の秘密の確保等の他人
の利益の確保に関して設備の改善その他の必要な措置をとることを勧告
すること

大臣

有線電気通僧法第8条の規定による非常事態における通信の確保のた
めの必要な措置を行うこと

大臣

有線電気通信法及びこれに基づく命令の定めるところにより､大臣に提出
する届書及び報告を処理すること

大臣

局長
法に合通個局長又は沖縄総合通恒事務所長からの

旨示伺いに対する指示
電気通信事業(主たる伝送路設備の設置の区域又は区間が一の総合通

信局長(沖縄総合通信事務所長を含む｡）の管鞘する区域を超えないもの
(本邦内の堀所と本邦外の堀所との間の伝送路設備を設置しないものに
限る｡以下｢地域電気通掴｣という｡)を除く｡）に関し､事業法第11条第1
項の頬定によ為替損及び同条箆2項の規定による通知を行うこと

大臣局長

電気通信事業(地域電気通信に限る｡)に関し､事業法第11条第1項の
規定による登録及び同条第2項の規定による通知を行うこと

大臣

大臣局長
i(地域電気通信を除く｡）に関し､事業法第12条第1項の
の拒否及び同条第2項の規定による通知を行うこと

電気通
定によ‘

電気通信事業(地域電気通信に限る｡)に関し､事業法第12条第1項の
規定による登録の拒否及び同条第2項の規定による通知を行うこと

大臣

電気通恒事業に関し､事業法第12条の2第2項において準用する事業j
第11条第1項の規定による登録の更新及び同条第2項の規定による通
知存行うこと

電気通信事業に関し､事業法第12条の2第2項において準用する事業筋
第12条第1項の規定による登録の更新の拒否及び同条第2項の規定に
よる涌知存行うこと

大臣局長
の2第4項第2号ロ又は二の規定による特定電気通信設
rること

栗法第12

の指定に§

電気通個事業(地域電気通個を除く｡）に関し､事業法第13条第1項のj

定による変更登録及び同条第3項において準用する事業法第11条第2
項の掬壼による彌知存行うこと

電気通信事業(地域電気通信に限る｡)に関し､事業法第13条第1項の
規定による変更登録及び同条第3項において準用する事業法第11条第
2項の規定による通知を行うこと

大臣

電気通恒事業(地域電気通恒を除く｡）に関し､事業法第13条第3項の鷲
定において準用する事業法第12条第1項の規定による変更登録の拒否
及び同条箪2項の規定による通知を行うこと

電気通信事業(地域電気通信に限る｡)に関し､事業法第13条第3項の
規定において準用する事業法第12条第1項の規定による変更登録の拒
否及び同条第2項の規定による通知を行うこと

大臣

大臣
<･）に関し､事業法第13条第4項の(地域電気通1

E処理することによ

電気通信事業(地域電気通信に限る｡)に関し､事業法第13条第4項の
規定による届出を処理すること

大臣

大臣局長
事業法第14条第1項の規定による登録の取消し及び同条第2項の規
による通知を行うこと

大臣
法第15条の規定によ(地域電気通信を除く｡)に関し、

を行うこと
電気通椙
る登銀の

電気通信事業(地域電気通信に限る｡）に関し､事業法第15条の規定に
よる登録の抹消を行うこと

大臣

電気通信事業(地域電気通信を除く｡）に関し､事業法第17条第2項の制

定による届出(事業法第9条の登録を受けた電気通信事業者に係るもの
に限る。）を処理すること

電気通信事業(地域電気通信に限る｡)に関し､事業法第17条第2項の
規定による届出(事業法第9条の登録を受けた電気通信事業者に係るも
のに限る｡）を処理すること

大臣

電気通信事業(地域電気通信を除く｡)に関し､事業法第18条第1項及U
第2項の規定による届出(事業法第9条の登録を受けた電気通信事業者
に係るものに限る。）を処理すること

電気通信事業(地域電気通信に限る｡)に関し､事業法第18条第1項及
び第2項の規定による届出(事業法第9条の登録を受けた電気通信事業
者に係るものに限る｡)を処理すること

大臣

事業法第30条第1項の規定による禁止行為等の規定の適用を受|ﾅる電
気通個事業者の指定又は同条第2項の規定による指定の解除をすること

大臣局長

53
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勺
ａ
■
『
■
■

ｑ
１
■
ｄ
ｑ
ｌ
■
．

３
部
怯第30#
唱者の指定

第3項第2号の規定による特定関係法人である電気通信
こ関すること

局長 大臣

30

事業法第30条第5項の規定による同条第1項の規定により指定された電

気通信事業者又は事業法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信
設備を設置する電気通信事業者に対する禁止行為の停止又は変更を命
ずること

局長 大臣

31 1 ｴ雲常鳥篭31条笛11頁の蒜 壷
ー

－9 こる！ 。

尹
・
二 潟係署悪業者のI

旬
日 ﾖをすること

■
『
Ｐ

ｌ
■
，
■ 大 至

32

事業法第31条第4項の規定による事業法第33条第2項に規定する第一

種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対する禁止行為の停
I卜豆I士寒軍券余寸塞丞F上

局長 大臣

33
電気通1菖争来(氾域電気通1菖琶豚く。ノ'二閑可旬争乗法弟11ノ末弟1硯の

祖壼I三上忍雷毎彌信童輩の鯉壼穿寸墨戸上 局長 大臣

34
電気通信事業(地域電気通信に限る｡)に関する事業法第117条第1項
の規定による電気通信事業の潔定をすること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

35
電気通信事業(地域電気通信を除く｡)に関し､事業法第120条第3項の
銅壼に上為室雲關始の指壼期間寡証具す為ごと 課長 大臣

36
電気通信事業(地域電気通信に限る｡)に関し､事業法第120条第3項の
規定による事業開始の指定期間を延長すること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

37
電気通信事業(地域電気通信を除く｡）に関し､第120条第4項の規定に
よる届出を処理すること

課長 大臣

38
電気通信事業(地域電気通信に限る｡)に関し､第120条第4項の規定に
よる届出を処理すること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

39
電気通信事業(地域電気通信を除く｡）に関する事業法第122条第1項の
損宇による亦軍の鯉壼存すること 課長 大臣

40
電気通信事業(地域電気通信に限る｡)に関する事業法第122条第1項
の規定による変更の認定をすること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

41
電気通信事業(地域電気通信を除く｡）に関し､第122条第2項の規定に
上星届出左"、千田寸丞三上 課長 大臣

42
電気通信事業(地域電気通信に限る｡)に関し､第122条第2項の規定に
よる届出を処理すること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

43

喝ヌ､皿1巳苧未《咽厩昭郵哩1日置廊、。ノ1－閏し、争未猛宋Izz末弟斗硯1－

おいて準用する事業法第120条第3項の規定による事業開始の指定期
間を延長すること

課長 大臣

44

電気通信事業(地域電気通信に限る｡)に関し､事業法第122条第4項に
おいて準用する事業法第120条第3項の規定による事業開始の指定期
間を延長すること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

45
電気
おい‘
圃信事業(地域電気通信を除く｡)に関し､事
ご謹用す為童輩法篭120曇箪4画の銅宗に‘

鴬
:る眉

屑122条第4項に
出存岨理すること

課長 大臣

46
電気通信事業(地域電気通信に限る｡)に関し､事業法第122条第4項に
おいて準用する事業法第120条第4項の規定による届出を処理すること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

47
電気通信事業(地域電1
短壼に上為届出寡肌琿司

､通信を除く｡）に関し､事業法第122条第5項の
rること 課長 大臣

48
電気通信事業(地域電気通信に限る｡)に関し､事業法第122条第5項の
規定による届出を処理すること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

49
電気通1
規定に頃
目争釆(理域電気週1日と扉く。ノに閏すも季乗法弟1Z3乗弟Z項の

§る相続の麗可をすること
局長 大臣

50
電気通信事業(地域電気通信に限る｡)に関する事業法第123条第2項
の規定による相続の認可をすること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

51
軍気超1

規定に．
i事業(地域電気i
為諜人の今俳乃‘

■
■
■
勺
■
卜
■

信を除く｡）に段
:分割の鯉可誌

する事業法第123条第3項の
~ること

局長 大臣

52
電気通信事業(地域電気通信に限る｡)に関する事業法第123条第3項
の規定による法人の合併及び分割の麗可をすること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

53

電気通信事菜(地域電気通信を除く｡）に関する事業法第123条第4項の
規定による鯉定電気通信事業の全部の漣渡し及び醸受けの翻可をするこ
と

局長 大臣

54

電気通信事業(地域電気通信に限る｡)に関する事業法第123条第4項
の規定による麗定電気通信事業の全部の醸渡し及び漣受けの麗可をす
ること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

55
電気通信事業(地
規定による届出を

虞電気通信を除く｡）に関し､事業法第124条第1項の
u理すること 課長 大臣

56
電気通信事業(地域電気通信に限る｡)に関し､事業法第124条第1項の
規定による届出を処理すること

耗画~唾1日J可

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

57
事菜法第126条第1項の規定による盟定の取消し及び同条第2項の規定
こよる通知を行うこと 局長 大臣

58
事業法第127条第1項の規定による変更の盟定の取消し及び同j
三上↓j謹田寸島事業華笛1クR冬謹ク童の相壼l三上黒掻知穿行弓戸‘

盾第2項
、
車

局長 大臣

59
事菜法第128条第1項の規定による土地等の使用権の設定に関する協
濃の鯉可をすること 局長 大臣

60
事菓法第128条第4項の規定の定めるところにより､土地等の所有者が
提出する意見を処理すること 課長 課長



法 5項両親による土地等の所有者に対する通知及び
公告を行うこと

大臣

62 128 による こと ． ． ■
63 129 によ こと 上, ． ■

1項両規定による裁定の申繭の受理､市町村長に対
する送付及び士 の に 知′~‐こと

大臣

； 131 ‐ のめるところにより､土地等の所有者等が提出
する意 こと

大臣

事業法第132の規定の定めるところにより､都道府県の収用委員会が
提出丈る 理するこ

課長

法開32条第5項の規定による麗定電気通個事業者及び土地等の
所有者に対する通知及びハ ′~-

大臣

法 133 2項両親による他人の土地等の二時使用の許可を
すること

局長 大臣

法 2項において準用する事業法第133条第2項の規定
による他人の士地の立入りの許可をすること

大臣

70 こと

71 ■■ー■■■■■■■ー■■■■■■
72 ■丁■■■■■■■P画■■■■■■

フョ ニと ”岡■■■師■■■
74 法第140 4項の による鯉可をすること

軍票， 140 1項画規定による公用氷面の使用の届出の処理をす
ること

大臣

事業法第141条第1項の規定による水底線路の保瞳区域の指定をする
こと

大臣

事業法第165条第1項の規定による届出を処理すること

事業法附則第5条第1項の規定による第一種電気通僧事業の許可をする
こと

局長 大臣

事業法附則第5条第1項の規定による電気通僧役務の種類等の変更の
貯可をすること

局長 大臣

事業法附則第5条第1項の規定による事業開始の指定期間を延長するこ
と

大臣

事業法附貝l｣第5条第1項の規定による事業の開始､氏名等の変更及び雷
の届出を処理すること

大臣

事業法附貝l｣第5条第1項の規定による第一種電気通信事業の全部又は
一部の休止､又は廃止の餅可をすること

局長 大臣

事業法附貝''第5条第1項の規定による第＝種電気通信事業の許可の取
消しを行うこと

局長 大臣

事業法附則第5条第1項の規定による第一種電気通信事業の変更の酢
可の取消しを行うこと

局長 大臣

地域電気通信に関する指示伺いに対し、 示蚕行うこと(登 否及び
、に、るのにる

大臣

地域電気通恒及び国内移動電気通信に関する指示伺いに，し、 日示
の否及亜盟の否に係るものを除く｡）

〃I■■■ I■■■ 局長

電気通信事業芸肝規則『昭和60 25号） こたし
規定による電気通信事業会計規則によらないことの許可をすること

大臣

電気通個事業報告規貝11(昭和63年郵政′令46号)附則2項而規更
に ′ー‐こと

大臣

88NT~「 ． ！ ‘ . ‐ こよ今 ‘司認’五’ ▲． ▲‐
89N1~「 ‐亙玉 ’ ‘ ；万に Z竜可、可亙Z~王‘ . ▲‐ 大臣
NT｢法第10条第2項の規定による会社の取締役及び監査役の選任及
識の圏可

大臣 大臣

NT｢法第11条第1項の規定による会社及び地域会社の定款の変更の鹿
局長 大臣

NT｢法第11条第1項の規定による会社及び地域会社の合併弓-分割及び－
解散の決麓の浬可

大臣 大臣

93NTT 11 1 の によ今の の の の ロ

94NTT 12の によ 今
95NTT 14の によ ナー のロ の国 口 今

96NTT 15の によ 今 今

97NTT 16 2の によ 今 今
98NTT 17の によ 今

99NTT l l4 1 の によ 大臣
日本電信電話稼弐＝ に関する； 行則T昭和60郵
23号)第14条の規定による業務に関する規程の届出を処理すること
大深度地下の公 用に関する蒋別措置蚕『平成12 87言）

第14条第3項の規定による国士交通大臣への意見書等の送付に関する
文

聴覚障害看等による電話両利用の円滑化に の に
電賭リレーサーピス提供機関の申鯖に関する文 （電話リレーサービス

び収支予算害の変更の翻可を除く
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に る，
電鯖リレーサーピス提供業務規程､事業計画及び収支予算害の変更

'一･･こ

聴覚障害者等による電諸の利用の円； に 8 3及

第5項(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第29条
において準用する塙合を含む｡）の規定に基づく必要な事項の公示を行う
こ

聴覚障害者等による電旙の利用の円滑に 4項（
覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第29条において準

△ 、
こづ 及び報告の処理を行うこと

聴覚障害者等による電諸の利用の円滑化に関ずる， 1o 3項に
づく 大臣

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法 11 3項に
づ を処理すること 供覧

聴覚障害者等にまる電話の扇｣用の円滑化に関る法 14 2項
(聴覚障害者等による電賭の利用の円滑化に関する法律第29条におい

、。の規定に基づく侭任を命ずること

55



’

22年改正放送法附貝l｣第7条の規定によりなお従前の例によることとされ

る増合における同法附則第2条による廃止前の有線放送電話に関する法
律第5条及び第6条の許可につき申鮪を受理し､及びその能否を決定
すること ’’

56

聡兄岬舌有寺I－よ旬廻日画リノ分り胴UJ向7月1LI－園ツ旬西1手宋I ノ率（宛兄呼

害者等による電旙の利用の円滑化に関する法律第29条において準用す
る過今春会む‐）の損壼による報告を徴すること

課長
大臣､局長

部長､課長

111 ’
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第17条(聴覚陣
害者等による電垢の利用の円滑化に関する法律第29条において準用す
鳥燭合寡会読←）の銅壼に上為韻告存処理すること

課長
大臣､局長

部長､課長

112 ’
蝿兄岬官有寺I－よ旬電日画Uﾉ下』月ﾖUJn7何1匹1－闇ヲ句酒1手串I ノ末l聴兄岬

害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第29条において準用す
馬場舎存合お‐）の規定による桧杏存專施すること

課長
大臣､局長

部長､課長

113

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第18条(聴覚障
害者等による電諾の利用の円滑化に関する法律第29条において準用す
墨混合寡合す?‐）の担壼に茎づく藍瞥卜必寧な命令寡狩弓E土

課長
大臣､局長

部長､課長

114

堤兄仙早冒君寺1－季旬電日画Uﾉ不ﾘ用リノ同洞1LI－閏ヲ旬西1手リノ祝疋l聴兄P旱

害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第29条において準用す
る場合を含む｡)に基づく電賭リレーサービス支援機関の申繭に関する文
＝(妾塀童謡規程一室業計画及び収斐予箪の塞軍の鯉可存醗く‐）

局長 大臣

115

聴覚障害者等による電諸の利用の円滑化に関する法律の規定に基づく

電話リレーサービス支援機関の支援業務規程､事業計画及び収支予算
の変更の認可を行うこと

部長 大臣

116
聰克陣吾者寺lこよ毎電貼の利用のH消化に閨すゐ法律弟ZZ乗3項に基
づく古揺挙諮銅親の亦軍存命ず為ご上 局長 大臣

117
恵覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第23条3項に基
づく事業報告害及び収支決算害を処理すること

課長 供覧

118

鴨克陣吾菅寺lこよっ電貼の利用のH消化Iこ閏すも法律弟Z4乗弟Z唄及

び第25条第2項に規定する電話リレーサービス提供に係る交付金及び
角帽金の額等を麗可すること

局長 大臣

119
聴覚障！
銅壼 壼曹

;菅寺Iこよっ電貼の利用のH消化に閏可句法檸弟Z6宋弟4項の

づく公患脊行うこと 課長
Jへ

割

豆､I
長全

１
１

■
文

長

120

聴覚障害者等による電垢の利用の円滑化に関する法律第27条第3項の

規定に基づき電話リレーサービス支援機関に対し､必要な資料を交付又
は閲監させること

課長
大臣､局長

部長､課長

121
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第28条
4項に基づく通知をすること

課長 大臣

閉信居

2

ヱヱヰ哩止似迄法雨具ﾘ栗ノ宋四規正Iこより悪砲征HuUJ汐ﾘI＝よ旬一ととご万し

る場合における同法附則第2条による廃止前の有線放送電話に関する法
律及びこれに基づく命令の定めるところにより､大臣に提出する届出及び
報告を処理すること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

3

事業法第19条第1項の規定による届出を処理すること(地域電気通信に

系るものであって有線テレビジョン放送事業者が営む電気通信事業(以下
CATV蚕毎癌信I上い弓一11＝嬢墨＊.、春跨ぐ‐1

課長 大臣

4
事業法第19条第1項の規定による届出を処理すること(地域電気通信に
係るものであってCATV電気通信に係るものに限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
男

大臣

5 詞■ 業法第19条 21頁の規定 こよる契約 勺款の恋重奏命 ずること 局長 官房総務笛
１
９ 大 豆

6 程■ ;業法第20条 1：頁の規定 こよる届出： き処理すること 渓長 大
■■

．
■■■

7 恩 ，垂垂壼〆、月壼 31且”玩疋 こよる保障
回
一
豆
賑U蕪Ⅱ毎回】”車分百而可為Q 〆 司畏 官房総務課 大

ー

．
■■■

8 詞■ J業法第21条 『11頁の規定 こよる基準I 緋 金指数を定 めること 計長 大
ー

．
■■■

9 恩 ｴ業法第21条 『11頁の規定 こよる某準I I 金指数を週知． ること
」

’ 県長 大
■■

．
■■■

10
事業法第21条第2項の規定による料金指数が基準料金指数を超える喝
合の料金変更害麗可すること

局長 大臣

11
事業法第21条第4項の規定による料金の料金指数が基準料金指数を超
受てい島場合の斜余寒軍穿命ず鳥ご上 局長 大臣

12
事業法第21条に定める基準料金指数の設定に係る物価問題に関する関
係閣僚会蟻に関する文害

大臣 大臣

13
事業法第27条の3第1項の規定による禁止行為の規定の適用を受ける
雷言癌這童錯塞の鱈壼ロI士*曽壼の鯉嘩左寸丞戸上 局長 大臣

14
畢栗法弟30采第5項の規定によゐ禁止行為の停止又は変更を節するこ

と
局長 大臣

15
事菜法第31条第3項の規定による禁止行為の停止又は変更を命ずるこ
と

局長 大臣

16
串一t里f日疋電訊ﾕ団1日目又晒さ亟直ヲ勺電熱趣1日争釆百1－闇し、争釆法弟回

3灸箪1項の短壼に上為指壼葬寸為ご 局長 大臣

17
第一裡磧定電気通信股
3垂箪2垣の銅壼に上馬

鮪を恩
＝ 凸 凸 ＝

痔

《声する’
…■マ茜H，ロー発声峰盃▲

醜
画■

通信事業者に関し､事業法第3
-ること

局長 大臣

18
事業法第33条第6項の規定による接統約款の変更の翻可申請を命ずる
こと

局長 官房総務課 大臣

19
弟一V里f冨疋電！

3築箪7垣の擢
颪通信設備を設置する電気通信事業者に関し､事業法第3
声に上為棒鋪約數の届出参帆翻す墨F上 課長 大臣

20
君
■
皇

第
5業法富33条第8 頁の規定による 寵約款の変更を命ずるこ｛ b

D 局長 官房総務課 大臣
■ﾛ■■■■■■■■■■■

21
一種指定電気通信設備を設置す
3条第10項の規定による接続に関

巨訊超1国畢乗有'二闇し、畢来法弟a

5協定の締結を麗可すること
局長 大臣

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

22

I■■■■■■

里■弓ラ

第一種指ヌ
3条第10Z

目電気通信設備を設置す
§の相壼I三上星建錬'三題．

ーー、＝ｰ壱…＝a

|こ関し、事業法窮3夕
■
~一℃…U国手切

る協定の変圓 Iを翻可すること

■勺一

課長
‐ ■ー

大臣
声司

23
串一t星寸日疋電訊ﾕ園1日亟晒痙亟直9句電訊ﾕ田1日争釆百1－園し、季乗法栗己

4条第1項の規定による指定存すること 局長 大臣

24
栗一り里短正電熱週1日賦堀さ睡I豆9つ電丸ﾕ圃旧畢釆有'三閏し、季乗法弟己

4条第2項の規定による接続約款の届出を処理すること 課長 大臣

25 Zq■ ｴ鑿法霞34曇箪3項の’視定による接続約款の 肺
蚕

ること
■
卑
少

Ｄ
ｂ

凸
呂
■
ロ '房総務課 大

画
司
『

26
事菓法第35条第1項及び第2項の規定により､接続に関する協蟻の開始
又は再開を命ずること 局長 官房総務課 大臣

27
事菜法第35条第3項(事業法第38条第2項及び第39条の規定において
謹田寸晶逼舎寡合オ?‐）の相壼I三上Ll銃壼穿寸星戸上 局長 大臣

281
事
準

；
I
法第35条第4項(事業法第38条第2項及び第39条の規定において
す為場合寡合オ?‐）の担宗I三上L1錦壼寡寸墨房土 局長 大臣

29
事業法第35条第5項(事業法第38条第2項及び第39条の規定において
準用する堪合を含む｡）の規定により、涌知存すること 課長 大臣



| ‘’ ’
総合通信局

受､沖縄総合
通信事務所
良

lこよゐ ・ロ （トメイ、｡宋弟1項

系＊.の寡隈

57

30
事業法1
準用す‘

;35条第6項(事業法第38条第2項及び第39栄の規疋において
‘過会参会詑一）の担壼I三上Lj‐蒲知弄す為こと

課長 大臣

31 事業法 3（ ;冬鐘1頂の霜壼I三上墨届出葬肌理苛鳥こみ 課長 大臣

32
事業法第36条第3項の規定により槻能の変更又は追加の計凹を変更す
ぺ去已上穿勧告す為ごと

局長 大臣

33
君
■
‐悪業法第37条第1項及 篭2項の規定によ’ 届出弄肌認 で■ ること 誤長 大 更

34
事業法第38条第1項の規定による共用に関する協露の開始又は再開を
命ず島ご

局長 官房総務課 大臣

35 事業法； 538条a 2の規定 こよる届出を処丑 』すること 出

I
60

■
臣 大

■
■
■
■

■■

．
■■■

36
事業法第39条の規定において準用する事菜法第38条第1項の規定によ
墨制憲毎彌信得蒜の程供に閨する協溌の開始又は再開を命ずること

局長 官房総務課 大臣

37
事業法第40条の規定による外国政府等との電気通信栗務に関する協定
叉l士契約の鏑結寡鯉可すること

部長 大臣

38

電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事栗に

関し､事業法第40条の規定による外国政府等との電気通信業務に関す
黒惚壼豆I士墾紬の索軍叉I士麿lトキ鯉可すること

部長 大臣

39

電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信
事業に関し､事業法第40条の規定による外国政府等との電気通信業務
1－頭首-塁笹壼▽け塑錨の塞百▽け塵Iトキ鍾司寸墨戸上

課長 大臣

40 西q■ 鴎
日
法第1083と第1項の規定にe目る 蹄 r電墨｡閉1園争到 1者弓

ｐ
ｐ !すること 弓長 大 豆

41

玉

5業
と

法第108条第3項の規定による接親約款の変更の届出を処理するこ 課長 大臣

42
事業法第109条第1項及び同法第110条第2項の規定による基礎的電気
掻橿縄塞の幅批に僅墨寺付今乃7K色相今の鋪箏寡認可すること

局長 大臣

43

記

完

呼業法第110条第8項の規定による負担金及び延滞金を納付すべきこと
占命ずること

局長 大臣

44
事業法の規定に基づく基礎的電’
垂r＊醒窒錘頻短章曾坐酔両鵡了

､通信役務支援機関の申請に関する文
【収支予算の壷更の鯉可を除く。）

局長 大臣

45
事業法のi
一■■■■■ I■■■ 田I

見定に基づく基碕
67K1W寺子童の1

刃電瓢通信役楊支確礎鬮の支磯栗猫規程、
F軍の鯉司穿行弓ごと

部長 大臣

46

畢栗法の規疋lこ曇つく曇姪嗣竜訊通頂憧栃文繊確鬮I二閏し、次”季楓さ

行うこと

(1)届出及び報告の処理を行うこと
/⑥、庇泓壺ナ宇章宿緬必L睾奉鐸昌一上

課長 大臣

47
事業法第121条第2項の規定による業務の方法の改善その他の措置をと
島ぺ去忘少寿命ず鳥ご上

局長 官房総務課 大臣

48 4
■■

区 附則笛5条第1項の規ヌ ﾖによる契約約 攻の届出寡処理すること 謀，
■

８
６ 大

画
■
』

49 1
・
車
一

1

舎釆法 附則第5条第1項の規ラ目による契約約 駅の謡専弄”すゐこと 局
■

。

０

■

■ 官房総務課 大
画
司
『

50 ユー声＝■へ＝ 肘且11g5条第1項の規昴目による契約約 攻を鯉可する 二と 局
■
■
日

Ｄ
ｂ 大

I■■

コ
ー

51
争禾志阿W貝ﾘ串◎禾奉I硯UJ祝疋1－手句壼耶削祁凶私Uノ蕊塁Uノ“副甲日円さ叩

ずること
局長 官房総務課 大臣

52

嘔訊皿1日刀王ア1－の”句碑順ﾘW画~理1しUノノこびノUノ函1不厩1季Uノ垂U閉守l一因ソ

る法律(平成10年法律第58号)附則第6条第5項の規定による料金を麗可
すること

局長 大臣

53

電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に闇す

る法律附則第6条第5項の規定による料金の変更の麗可申請を命ずるこ
と

局長 官房総務課 大臣

54 5葉法施I
■■■ ■

日
■
凸
』 第23§旨の22 rlT百

ー

－9 弓る '竃』 弧を？ ること 課
ロ … 大 更

55 詞■
■■

事

認業法施行規則 第23§眉の9の4第2斑 iのi規定にヨ農づき鯉めること 部長 大臣

56
業法施行規則第24条の2第1項第2号の規定により日数を定め､同規
H11E24条の2篭2項の規定による通知客行うこと

部長 大臣

57 ■ ｴ業法施行規則 宮24条の2 篤1項第3号二α '領壼'三， :るヌ R鯉寡行弓丘上 部長 大臣

58 Z■■ 面鑑＆÷韓拝*日日11‘ 富24条の2第3項の規定に‘ る公裏1
■
■
程

うこと 部長 大臣

59
l■■

記 面塞垂垂拝土日日11‘富24条a 3の損志による承： Iを行うこ し■■■ 部長 大臣

60
電気通1日畢釆法1
坐全r亟壺ql倖郵

胆行規貝ﾘ膜ひ電訊通1日季牙 ~■ーで－■
P垂坐会雷1月4ヨ、略日11鑑ウ墨、*目弓

則の一部を改正する
|こよる承麗を行うこと

部長 大臣

61 雷毎蒲‘
』

Ｆ

L

,蓋＆

■一1■‐

蒜
誉規則第3条のI 2の損壼 こよる報． ･を処理すること ’

一
ｆ
目

ｑ
ｌ

１
§ 受 大

■
■
■
『

62ｰー 宮司用田 T
■ ■■

＝白

p一口

旨害：

銅
… 吾銅目11附目11笛ｸエ ﾖの規定による承ーータコ画～■ーｰマーヶ■可

1寡行弓ごと I 11
■’
文 大

■
３
『

63

■一一℃＝』

膳
型

珂訂 でー J日～~

条に基づく許冒

'計祖目11（平歳Q

ーー

面巻令琶91号)霞3
、℃…ロ巨一■願J＝98秒b一脚ロダン凹み~J， ロ グ~一 ■一一宮B■罰ロー■ -画〃却口一

をすること

。
』
一
一

部
■

長
■■■ ー ■ ■■■ー

大臣
ー

64
第一種指！
｢一種接制

E電気通1昌睡1胴伝祇1

1斜視目11 1という_)"3

規則(平成12年郵政省令第64号｡以下
倉の規定に基づく酔可をすること

局長 大臣

65

一種接続料規則第6条(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部
を改正する省令(平成31年総務省令第13号｡以下､｢平成31年改正省令」
という｡)附則第6条第1項及び第2項において準用する増合を含む｡)の
銅宗に基づく彌知存す為こし

課長 大臣

66 瓦匝醗ql倖酌乖坐全 側 第4§盾第1項第1号のi 開 ﾖに墓宅 <丑 i剣
■
Ｐ
■
ゴ
■
P恩 こと 課長 大臣

67
平成31年改正省令

●〃

rO

細目等を別に定め通
貝ﾘ弟4末弟1項鴎1号の規正'二全つく通知に閏ワ旬

剛存すること
課長 局長

68 一種接続 ‘規則附側 第7条の閑
：
ﾛ

’ 目にヨ 塵づく爵石】 .をすること 局
■
工 大臣

69 一種接続
６ 11附目I 篦8条の詞

■
■
■
■
■
０

｜
尻 2にヨ 塵づく瀞

■l■■■

ﾛロ 'をすること 局，
■
丈 大臣

70
第二種指定電気通i
冬の銅壼に茎づく垂

設備接続I
恩をするこ‘

斗規則(平成28年総務省令第31号｡）第3
一
一

部長 大臣

71
第二種指定電気通信設備接統料規則第16条第1項の規定に基づく承麗
をすること

部長 大臣

72
電話加入権質に関する臨時特例法第13条の規定による手数料を認可す
ること

局長 大臣

73
基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成
14年総務省令篦64号)篦3条に基づく許可をすること

局長 大臣

74

■
・
口
■
８
０
里

§睡酎電熱皿1日1又砺W1

gに基づく通知をするこ，
是供に係る交付金及び負担金算定等規則第15
Ｐ
』

課長 大臣

75
曇硬剛電熱ﾕ風1日恒砺W1

篦4項に基づく通知をす‘
:供に係る交付金及び負担金算定等規則第27条
,こと

課長 大臣

76
弟一狸栢正電丸1国1日睡砺ﾅ安祇云日T祝貝リ（干眺Zd平祷羽画布栗Z4言ノ罪。

条に基づく群可をすること
部長 大臣

77 国I骨電気i i 言琿合電気通信標準化部FE (ITU-T)研究委員会等への対タ
ｌ
酉 課長

78
国ロ
ー」■■

画■

R電気皿1日起苣電熱趣1日孫竿1E司jr･1uIu－Iノ町夷安員云寺へ四口や

F等の提出に閨する文害
課長 課長
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別国1日争釆Uﾉ用I一決9勺電熱趣1日
奎小迄一圭鐸ニーレ

58

21
蕊業法第16条第1項から第4項胃
言招務に係るものに限る。）を処

ﾐでの規定による届出(ドメイン名電気通
里すること

課長 大臣

3
事業法第17条第2項の規定による届出(ドメイン名電気通信役務に係る
ものを除く｡)を処理すること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

大臣

4
事業法第171
のに限る。）1

Ｌ
尾
剴

語2項の規定による届出(ドメイン名電気通信役務に係るも
､亜す為ごと

課長 大臣

5

事業法第18条第1項及び第2項の規定による届出(事業法第16条第1
項の規定により届け出た電気通信事業者に係るものに限り､ドメイン名電
気通信役務に係るものを除く｡)を処理すること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
得

大臣

6
事業法第18条第1項及び第2項の規定による届出(ドメイン名電気通信役
藩に係るものに限る｡）存処理すること

課長 大臣

7 悪 匹逵塗篭ク、曇篭1項の担壼に上為届州穿』
■
“
■
■
■
－ ること 課長 大 豆

8 羽■ 5業法第20条第3項の規定による保障契
伊
ｄ
９
ｑ
Ｏ
kの亦軍穿箇 iずること 局長 官房総務課 大 豆

9

『
■
■
剣
■
８

菓法第21条第4項の規定による料金磧致が曇準科笠砲叡を超え念晒
,の蝿令海軍寡饅可す島ご土

局長 大臣

10

季乗法弟琶U宋弟b現の祝疋I＝よ旬栗1唄四祝疋1－より掴正己可し7二電熱哩

信事業者又は事業法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備
を設置する電気通信事業者に対する禁止行為の停止又は変更を命ずる
ご卜

局長 大臣

11

事業法第31条第4項の規定による事業法第33条第2項に規定する第一

種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対する禁止行為の停
I卜豆l士癖軍寡命ず島丘

局長 大臣

12

畢栗冠胃弟35朱第1唄膜ひ弟Z唄皿ひに弟琶己宋第1項(争釆法弟ご弓宋”

規定において準用する場合を含む｡)の規定による協蟻の開始又は再開
存命ずること

局長 官房総務課 大臣

13
事業法第35条第3項及び第4項(事業法第38条第2項及び第39条の規
壷l三上↓l謹田寸為現今寡合詑一）の頬壼に上る義壼存すること

局長 大臣

14
事業法第35条第5項(事業法第38条第2項及び第39条の規定により準
田する場合存合ｵ§‐）の損宗による涌知存すること

課長 大臣

15
事業法第35条：
用する場合を含I

i6項(事業法第38
，， 1の輻壼1－レス：

鶴2項及び第39条の規定により準
畑存すること

課長 大臣

16
『
■
■ 業法第38‘ :0》2の詞 l定に よる届 を処理

ニ
ニ
も
． ること 鳶

B
心口 受 大 豆

17
畢栗法弟39乗のる弟Z項の規疋によ毎采猫”万法⑳奴書で”1巴”宿直き

とるべきことを命ずること
局長 官房総務課 大臣

18
事業法第121条第2項の規定による業務の方法の改善その他の措置を
とるべきこと存命ずること

局長 官房総務課 大臣

19■章 電気提 5， I車掌麹告担目11蹄目I 第2項， ､銅壼に上鳥勇
ｐ
吟
匠
、
凸
Rを行うこと 部長 大臣

20

座■串

狩疋通‘

供開発

I る｢特宗涌信。ローーロクロJジ画一へヘ

ド業の実施に関す届 指針｣の公表

亘ロ

局長
’
■
■
。
－
１
１

凸

ロ
ロ
■
ロ

■
ｑ
”

■
，
』
ロ
』局
一
聯

11J坏

湧課

÷ー

大臣
戸

戸

21

ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

爵 目 h臣 。全率狸 i・
ロ ー‐－＝－守一▼ーマ■－－マーーーーー ＝ 一一ーー－ー 写 マー ー

送開発事業の実施に関する指針｣の決定､変更及び変更の際の関係行
面鰹盟の唇への惚識

‐「
局長

ロ■■■■■■■■■■■■■■■■■

計戸
関係局部課
戸

大臣

戸

22
符）

劃
麺1日・‘

発事身

、エ画画＝勺

円滑1E悪霊g桑に規定する｢特定通信｡可Ⅸx室圃

;の実
● 一

他'二

二
Ｉ
ｑ
ｑ
■

饗

ご云躯向'百1し西牽O易

する指針｣の決定の：際灘会の意見I
マ
ー
ｂ ヌ

ｰ■■

局長
題‘誕局罰

官房総務

狸
マ守

操

÷＝

大臣
戸

23

特疋1国1日・IⅨ建閉元手禾同J宵1p酒I可W輿』串斗禾Uﾉ祝疋1－歩ツ証”官丞L1回

用される同法第4条に規定する地域特定電気通信設備供用事業の実施
に閏する計画の鯉壼

局長 大臣

24

特定通信･放送開発事業円滑化法附則第4条の規定により読み替えて適

用される同法第4条に規定する地域特定電気通信設備供用事業の実施
に閣する計画の鯉宗に係る閨係行政擢閨の長への協灘

局長 大臣

－－

25

＝ ｡■■ ■■■ー一■■

■1
L■■■■●画、■ F■”〃

4条の により鯨み替えて
■のウーー巳一▼ーマー印守申ワーーヮ －■一宇 一寸申幸 ■ーマーマ■字■rーマーー□ー マ■ ~ ~ マーーマーー 一一一

用される特定通信･放送開発事業円滑化法第5条に規定する地域特定電
＝，壺梧訟錘挫由室も坐小室途1－且目オス畔両の壺宙のせ刃室

戸戸
局長

｢弓戸
大臣

目脇

26

｢弓
唾関鰕堕閏 一一一一壁

＝

F
■｡『 ﾛ ■ 一全旦■戸口■両日I

'第4条の み替えて

用される特定通信･放送開発事業円滑化法第5条に規定する地域特定電
気通信設備供用事業の実施に関する計画の変更の翻定に係る関係行政
蝉四、昼への廼睡

戸ー

局長

ー弓

大臣

27

特定通信･放送開発事業円滑化法附則第4条の規定により読み替えて適

用される同法第5条に規定する地域特定電気通信設備供用事業の実施
'三四寸黒計画の饅壼の酌箔L

局長 大臣

■ ■ロ

28

ー

■■ ●｡Q＝正

UTJ～ず■E■ ロ日グー症ヱロクロd

用される同法第7

垂宅 丘
n勺且』し斗四ロTI露店垂へ垂一』－し1 1睦宝ロ華二－2

F画一へU ヴグ向■ｰグーr■ロハ己勾ゴージU~マーク声■～pーピーク幽ごー●富グー一一

割三祖宅す島沓今の融涌のおっ廿ん

＝ーI■■■

課長
ー ■■■■ d■■■

局長
ー

29
特定通信･放送開発事業円滑化法附則第5条の規定により読み替えて適
田大れ墨囿津篭g冬に担壼寸島鯉宗室馨署に対寸島趨告の徴収一肌琿

課長 大臣

目

2

ー

ー~■一

卜Z

ママ

負頂の担壼1－上星による事業法第‘
出を処理､

宋弟S項の規正

r星戸上(齢憾吾毎I爵信寡

■
■
届
ロ
角

田

四
一
雷

痙羽ⅡJｰ

;蚤橿鯉侭の
■■■■■■■

I己1開E寵の届ロヘクUj一一℃…9日一■『ロマタ巨一陳＝…ウタリ酉

ﾐ<・）

ーヨー

課長
「弓 ÷ー

大臣
戸

3
事業法第42条第3項の規定による事業用電気通信設備の自己確潔の届
出を処理すること(地域電気通信に限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

4

串栗法弟42乗第4項、弟5項膜ひ弟6項において準用す念争来法第4Z乗

第3項の規定による事業用電気通信設備の自己確麗の届出を処理するこ
と(地域電気通信及び事業法第41条第4項に規定する電気通信設備の設
置の区域が一の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む｡)の管輔
すふ反睦左鈎受たい奮毎掻伊童些室除く‐）

課長 大臣

5

争釆法第4Z未第4現、弟b唄反ひ栗b現'二おい~L竿用ツ勺季釆法弟斗Z末

第3項の規定による事業用電気通信設備の自己確翻の届出を処理するこ
と(地域電気通信及び事業法第41条第4項に規定する電気通信設備の設
置の区域が一の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む｡)の管轄
する区域を超えない雷気彌信衷業に限る）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

■■■■■■■■■■■■■■

6

■■■

国
＝－1■

－－ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

李奉用F巳ヌ卜哩1日目又噸玩具リ（ﾛ日TuoU手罫哩直詞~率｡U言◎以r’零奉桐亟

備規則｣という｡)第20条の2の規定による漏えい対策の届出を処理する
こと

一一

課長

一一

大臣
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■■■■■I■■■■■■■■■■■■

函国 田
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一
手禾、唱〆も型1日醒叩…其切罪UU不vダロU罪一五、罪凹凹不ビグ画D－Ugv‐し÷JUJ刀

る場合を含む｡)の規定による通賭品質の届出を処理すること(地域電気
通信及び事業法第41条第4項に規定する電気通信設備の設置の区域が
一の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む｡)の管鞘する区域を
鋼受たい憲毎蒲信車掌寡醗<‐）

一

課長

一一

大臣

■ ■四

8

一一ﾛ

Ⅱ琶珂肩塞而1R雷2垣（霊36雲の3において
一手ダUj…一℃…U日一便画タツuク、 J詞ローマ司一マーロー勾画q■■■‐夕己、罰ローーテロョマーーローーローー ー ■ ロ。'■”

る場合を含む｡)の規定による通諸品質の届出を処理すること(地域電気
通信及び事業法第41条第4項に規定する電気通信設備の設置の区域が
一の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む｡)の管鞘する区域を
詔受たい雷気彌信ま坐1－碩星､

▲aQ△一一ー

総台通1百局

長､沖縄総合
通信事務所
長

F弓ー

F弓‐

ー

大臣

ー

9

一手〃UJ毛丞､…U亘座■、ダツ凹弄~J罰タマ章へマタ■‐マシー詞画一一一、罰ヴママーU‐詞ロ ローーーｰ勾画

56条第1項において準用する塙合を含む｡)及び第36条の5第2項の規定
による総合品質の届出を処理すること(地域電気通信及び事業法第41条
第4項に規定する電気通信設備の設置の区域が－の総合通信局長(沖
縄総合通信事務所長を含む｡)の管鞘する区域を超えない電気通信事業
客瞬く ）

課長 大臣

10

争奉用電熱通1日目又蛎玩只ﾘ串｡｡率UノIごUノー牽二硯l矛99禾罪U狸媒u串

56条第1項において準用する場合を含む｡)及び第36条の5第2項の規定
による総合品質の届出を処理すること(地域電気通信及び事業法第41条
第4項に規定する電気通信設備の設置の区域が一の総合通信局長(沖
縄総合通信事務所長を含む｡)の管轄する区域を超えない電気通信事業
'三硯馬）

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

11

季釆用亟1閥祝只ﾘ罪◎′率リノ祝疋1－ふ匂狩Wﾘ7日且Uﾉ尿闘凪琶1丁フーこ（堰螺唱

気通信及び事業法第41条第4項に規定する電気通信設備の設置の区域
が－の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む｡)の管轄する区域
全麺ニナ伊1，＝置き電信章馨幸睦′ 、

局長 大臣

12

事業用設備規則第57条の規定による特例措置の承麗を行うこと(地域電

気通信及び事業法第41条第4項に規定する電気通信設備の設置の区域
が一の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む｡)の管轄する区域
存組えない雷気彌信室業に限る．）

穂画~麺1国J可

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

13
事業用設備規則第57条の規定による特例措置の承麗に関する指示伺い
に対し指示を行うこと

課長 局長

14
事業法第28条の規定による報告のうち､総務省令で定める重大な事故
の報告を処理すること

局長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
慾所長

大臣

15
事業法第28条の規定による報告のうち､総務省令で定める電気通信業
務の一部の停止の報告を処理すること

局長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
慾所長

大臣

16
宗一t星寸日夙EF巳丸埋1日 画

g冬連2童の銅宗に上馬

を設置する電気通信事業者に関し､事業法第3
i錬紬數存蝿司す鳥ご上

局長 大臣

17
第一種指定電気通信設0
3条第7項の接続約款の

Wを設置する電気通信事業者に関し､事業法第3
雷出寡帆亜寸為ご上 課長 大臣

18
弟一極預疋電気通信鼓煽を駁直す念電気通悟亭薬有'二闇し、争釆法弟己

3条篦10項の規定による接続に関する協定の締結を麗可すること
局長 大臣

－■

19

■■ ■■■■■■
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壷心土8－日日÷宝劫一へ赤雷圭函＝
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.するFと

＝弓■■

課長
戸 ÷ー

大臣
r弓

20
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に関し､事業法第3
4冬篭ク項の甥宅に上墨轄縛約歓の届出寡肌翻す馬ご上 課長 大臣

21

電気通信事業の用に供する電気通信設備の管理規程に関し､事業法第4
4条の規定による届出(ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業
者に係るものを除く｡)を処理すること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

22

電気通信事業の用に供する電気通信設備の管理規程に関し､事業法第
44条の規定による届出(ドメイン名電気通信役務に係るものに限る｡)を処
一

鰹すること

課長 データ通信課 大臣

23
事業法第44条の2の規定による管理規程の変更及び遵守(ドメイン名電
毎s塞揖処垂全.4国雄オヱー言:悪信童鐘圭I一睡ス士_の土睦’ 、圭全手スーレ 局長 大臣

24
畢薬

気通

鶴44条の2の規定による管理規程の変更及び遵守(ドメイン名電
i役務に係るものに限る。）を命ずること

局長 データ通信課 大臣

25
事業法第44条の3第2項の規定による届出(ドメイン名電気通信役務を
提供する電気通信事業者に係るものを除く｡)を処理すること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

26
事業法第44条の3第2項の規定による届出(ドメイン名電気通信役務に係
るものに限る。）を処理すること

課長 データ通信課 大臣

27

季乗法弟44朱のうの規疋Iこよっ電気通1日鼓胴翫殖官埋有の解せ(トメイ

ン名電気通信役務を提供する電気通信事業者に係るものを除く｡)を命ず
ること．

局長 大臣

28
事業法第44条の5の規定による電気通信設備統括管理者の解任(ドﾒｲ
ン名電気通信役務に係るものに限る。）を命ずること

局長 データ通信課 大臣

29

電気通信主任技術者に関し､事業法第45条第2項の規定による届出及

ぴ電気通信主任技術者規則(昭和60年郵政省令第27号｡以下｢技術者
規則｣という｡)第3条の2第3項の規定による報告を処理すること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

30
技術者規則第40条の規定による電気通信主任技術者資格者証の交付
をすること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

31
噛
哩 ､_T用1園干4 千：Eー■

■
周
｝ [術者ガ

ｄ
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ｑ ￥ i者証に で

凸 る
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赤 ﾖいに対
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国
’旨示を行うこと 諜長 局長

32 Z 閣 :法第46鼻
Ｊ
ｑ
‐
１
■

型亨辺I日溜
ｌ
Ｉ i3号の劇

夢
■● こよ4 ､顕！ '存行うF‘ 鹿画 課長 大臣

33
電気通信主任技術者資格者証の再交付､平成22年総務省令第11号附則
第3項の規定に基づく訂正又は返納に係る事務を処理すること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

34
技
必
析者規則第15条の規定による電気通信主任技術者賦験の実施に関し
重洗序章T官のみL宗左鍔弓三上 課長 大臣

35

1文耐有税貝ﾘ1－祝疋~ツ旬デイ父座ひ垂戚味程1－閏し、（”季現さ1丁フーと

(1)盟定及び翻定の取消しを行うこと
(2)養成課程の変更の承麗を行うこと
rQ1屋山乃7r麺些の〃、千田圭オニ昌一上

課長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藤所長

大臣
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60

支術者規則第19条の規定によ毎字硬寺の認疋XI荻政阿有祝貝ﾘ栗望弓宋

､規定による養成課程の認定に関する指示伺いに対し､指示を行うこと
r垢丞乃7K酌箔l」三阻墨一）

局長 局長

37

技術者規則第19条の規定による字校等の認定又は疲爾有規貝ﾘ弟z9乗

の規定による養成課程の麗定に関する指示伺いに対し､指示を行うこと
(塩塞乃7K酌箔1-寡畭＜←）

課長 局長

38
事業法第52条第1項又は第70条第1項の規定による端禾設備等の掻緬
の姑術餉塞件寡鯉可寸為こと

課長 大臣

39
工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号｡以下｢工担者規則｣とい
う｡)第38条の規定によるエ事担任者資格者証を交付すること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

40
事業法第72条第2項において準用する事菜法第46条第3項第3号の規定
I三上島鯉壼穿行弓ごル

局長 大臣

41
工事担任者資格者証の再交付､平成22年総務省令第12号附則第3項の
規定に基づく訂正又は返納に係る事務を処理すること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

42
工担者規則第13条の規定によるエ事担任者賦験の実施に関し必妥な事
頂の公示寡行弓こ上

課長 大臣

43

エ廻有規則'三祝疋りっ子恢狸｡歪砿鐸印里1－閑し、丞山争硯筵1丁フーこ。

(1)認定及び認定の取消しを行うこと
(2)養成課程の変更の承認を行うこと
r負｝届咄乃7K麹筈の帆璽寡狩弓丘と

課長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藩所長

大臣

44

エ担者規則第17条の規定による学校等の翻定又は工担者規則第27乗

の規定による養成課程に関する指示伺いに対し､指示を行うこと(拒否及
7(酌箔1.に唄為一）

局長 局長

45

工担者規則第17条の規定による学校等の認定又は工担者規則第27条

の規定によるエ事担任者の養成課程に関する指示伺いに対し､指示を行
呉一レイ缶丞弼γf酌§沓1奉隆ぞ ､

課長 局長

46
事業法の規定に基づく指定試験機関の申請を処理すること(賦験事務規
短童華群両乃7fⅢﾜ寺雫笛、悲宙の迩司鈴7K'三詩睦邑の頭壼寡畭＜‐）

局長 大臣
ﾛ ロ

47

＝■■■一一一■■■■ 巳一

事業法の規定に基つ
支予算の変更の關百

『‘ 局壼藷嘩鍵西の詩齢章率担麹 面坐叫画乃7KIIw
、刀ローーーー…I云芭”■~…一可忽タツb~U＝、手へ間Uｰーｰ ｰ

,寡行うこと

‐－1■■■■■

部長
ー可

大臣

48 事業法の規定に基弓 <： 壼誼験』 島段 の 蔵齢昌の塑壼寡行弓已ル
麺
坏石

■
垂 大臣

49写一 童警津の類壼'三基壱 <；
ｑ
ｊ
Ｏ 鯉 の 那要な事項の公示を行うこと

麺
味6

■
垂 大臣

50 章醤華の担壼'三基づくI
■l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■一

睡関亜l＊ の 舌出及び報告の処理を行うこと
Ｊ
１麺
…．

巴
エ 岸司戸F蕊賢司F蕊藍司

51 事業法の規定に基づく指定試験機関の監督上必要な命令を行うこと 課長
大臣､局長
剖唇一理異

52 事業法第166条第4項の規定による報告を徴すること 課長
大臣､局長
都再謹得

53 事業法第166条第4項の規定による報告を処理すること 課長
大臣､局長
都呉鯉尾

54 事業法第166条第4項の規定による検査に関する文書 課長
大臣､局長
部長､課長

55
事業法の規定に基づく登録講習機関に関する文香(登I
銅一替録の軍薪一摘合命令藍ぴ改善命令に関するもの

最
こ

溝習機関の登
恩る。）

部長 大臣

56
事業法の規定に』
藩停止命令に閨マ

;づく書録
､るものに

I習機関に関する文書(登録の取消し及び菜
ﾖる‐）

局長 大臣

57
事業法の規定に基づく登録講習機関に関する文書(報告の徴収及び立入
検査に関するものに限る｡）

課長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
藤所長

大臣

58
事業法の規定に基づく登録講習機関の届出及び技術者規則に基づく登
銀議習機閏の報告に閨する文客

課長 供覧

59
宣華

官毒

の規定に基づく技＃
弓出番号の通気 '二ぼ

‘基準適合 E

するものに

己確翻に係る届出業者に関する
且る．）

課長 大臣

60

季乗法の規疋'二参つく重露躍疋憾閏Iこより1文耐垂竿廻盲路疋XI鄙匪訂

翻証を受けた者(外国取扱業者を含む｡)に関する文書(表示の禁止及び
姑毒防l卜命令豆I士妨審防I卜謡求に閣寸馬＊‘のに瞑為一）

局長 大臣

61

事業法の規定に基づく登録盟定機関により技術基準適合潔定又は設計
盟証を受けた者(外国取扱業者を除く｡)に関する文害(報告の徴収､立入
検査及び提出命令に関するものに限る｡）

課長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藩所長

ハエ、瀝口唾

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

62

季乗法の規疋'二全つく童啄躍正確閏'二より1文耐垂竿廼官躍疋XI鄙亟日T

認証を受けた者(外国取扱業者に限る｡)に関する文書(報告の徴収､立
入絵杏乃7塩出鐇求に題する*‘のに限る‐）

課長 大臣

63

事業法の規定に基づく登録麗定機関による設計盟証を受けた者(外国取
扱業者を含む｡)に関する文書(措置命令及び措置舗求に関するものに限
島一）

部長 大臣

64 事業藻の銅壼に』 Eづく壷示が付さ し ,ていないものと品
凸 ■ ■ ■■■Ⅱ

L樫9X■
■
Ｐ 局長 大臣

65

季乗法弟Z草弟4即弟Z款亜ひに弟。即弟ご瓢反ひ第4黙の規疋'三全つく

必要な事項の公示に関する文書(技術基準適合自己確麗の届出､登録認
定機関の登録､技術基準適合醗定及び設計翻証の報告､登録寵定機関
の登録の取消し､業務停止命令､表示の禁止､承翻認定機関の承麗及び
垂鎮鯉壼擢盟の垂鯉の酌消I‐に係為公示存除く‐）

課長 大臣

66
墓業法の規定に基づく技術基準適合自己確罷に係る届出業者に関する
文客(完示の禁止亜ぴ妨害防止命令に閨するものに限る。）

局長 大臣

67
事業法の規定に基づく技術基準適合自己確認に係る届出菜者に関する
文害(措置命令に関するものに限る。）

部長 大臣

68
事業法の規定に基づく技術基準適合自己確認に係る届出業者に関する
文害(報告の徴収､立入検査及び提出命令に関するものに限る｡）

課長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

69
事業法の規定に基づく登録修理業者に関する文菩(登録の取消し､登録
の扶消及び妨害防止命令に関するものに限る。）

局長 大臣

70
事業法の
合命令及

晶定に基づく登録修理業者に関する文香(登録､変更登録､適
Ⅸ改善命令に関するものに限る。）

部長 大臣

71
事業法の規定に基づく登録修理業者に関する文書(報告の徴収､立入検
査及び提出命令に関するものに限る｡）

課長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藩所長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藩所長
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61
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怯の規定に基づく登録
;止命令に関するものに

M一
■ 一 ｡ ■■ 一 ニーユ ユー一一一

BET 詞一
応疋極I調1-1詞ヲ旬エ言（亘郵Uﾉ砿j円し媒U,季

園る。）

一

局長
一一

大臣

73

争釆法山祝疋1－全一ジ、豆露躍疋癒I調1－閏9つx官(亘郵誌醒睡I詞Uﾉ豆

録､登録の更新､適合命令及び改善命令に関する文書並びに技術基準
適合麗定又は設計認証についての大臣の命令及び申請者への通知に関
寸島＊‘のに阻為←）

部長 大臣

74
事業法の規定に基づく登録認定機関に関する文書(報告の徴収及び立入
検査に関するものに限る｡）

課長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
慾所長

入屋、縮盲通

信局長､沖縄
総合通信事
慾所長

75
事業法の規定に基づく承潔麗定機関に関する文菩(承麗の取消しに関す
墨土‘の'三硯島←）

局長 大臣

76

事業法の規定に基づく承翻麗定機関に関する文書(承麗閉定機関の承
恩､改善請求に関する文書並びに技術基準適合罷定又は設計潔証につ
_,子m士匿の膳圭乃祁由罐圭への掻知'三魍寸墨＊‘の'三硯墨一）

部長 大臣

“ 77
喜業法の規定に基づく承潔麗定機関に関する文香(報告の徴収及び立入
金杏に閨するものに限る．）

課長 大臣

78

争釆法の規疋I二季つく承躍露疋砿閏1－よりf又1噸季竿廻盲認疋入l鄙亟日T

露証を受けた者に関する文書(妨害防止請求及び表示の禁止に関するも
のI一呵る‐）

局長 大臣

79
事業法の
一空(搭掴

貝定に基づく承
L購求に関する：

恩盟定機関により設計麗証を受けた者に関する
hのに限る。）

部長 大臣

80

争釆志UJ祝疋1－垂~ユ、承睡睡双E1瞬閏1－ふり1又1禰垂苧廻戸跡疋丞l生醒日T

認証を受けた者に関する文書(それぞれ報告の徴収､立入検査及び提出
諮求に閨するものに限る公）

課長 大臣

81

寝業法の規定に基づく登録修理業者､登録認定機関､技術基準適合閉定

屡受けた者､設計麗証を受けた者､承麗盟定機関及び届出業者の届出並
〆に報告の処理に閨する文害

課長 供覧

82 目気涌 西＝＝＝ロⅡ面ロロロ南” 頁a 規定による露 Ｐ
ｂ 恩を行うこと 部？ 受 大 豆

83
離合通信基盤局長が指示する電気通信事業者に対する総務省設置法第
L冬連R7弓乃7K塗Rn皇の担壼'三基づく姶杏の宝愉乃7K銀告'三盟寸島戸上 課長 局長

84

総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長が指示する電気通信事業者に
対する総務省設置法第4条第57号及び第60号の規定に基づく検査の実
施及び報告に関すること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通慣局

長､沖縄総合
通信事務所
長

85

特定機器に係る適合性評価手綱の結果の外国との相互承麗の実施に関
する法律(平成13年法律第111号｡以下｢相互承麗実施法｣という｡)の
規定に基づく麗定適合性評価機関及び指定調査機関に関する文害(登録
のための手続､国外適合性評価事業の用に供する設備の概要等の変更
の認定､鯛査業務規程の変更の麗可
錐7fI－0以璽ナ序章T百の必L二'一頭÷ス守

､届出、
＝士隆‘

通報､通知及び報告の処理
、

局長 大臣

86
ｚ
語
稲

相
の

ｑ
‐
。
ｑ
■
４

、
，
、
、
９

R漣実施法の規定に基づく
旦笙の亦軍の鯉壼逓7K鯛望

ﾖ外適合
§業務規i

皿
叩
田
切
餌
■
■

生評価事業の用に’
の変更の聰可に

ーﾛ

男

比する設備
する文害

部長 大臣

87
相互承麗実施法の規定に基づく登録のための手続､通報及び通知の処
理並びに必要な事項の公示に関する文喜

課長 大臣

88 相旦承璽実亟垂の』現定にミ 畠づく届閉乃‘，K報告の肌翻 課長 供覧

89
碩旦承躍来聴法弟己1索の

表示が付されていないもの

定により適用される事業法の規定に基づく
みなす文害

局長 大臣

90

･Uロユ串恥云〃理心奉ロロ不vダ睡狸Uー一フ哩、宮旬レーー不僅U夕…狸、ー＝一、

登録外国適合性評価機関により技術基準適合麗定又は設計麗証を受け
た者(外国取扱業者を含む｡)に関する文書(表示の禁止及び妨害等防止
余全▽Iナ姑宝竺酷I卜鐇蛍1－魍寸丞士.、'一硯星一）

局長 大臣

91

帽且承躍夫腿志弟51宋四祝疋1－より]團用ご汀し旬争畢志W祝疋1－垂~ノ、.臣

録外国適合性評価機関により技術基準適合麗定又は設計麗証を受けた
者(外国取扱業者を除く｡)に関する文書(報告の徴収､立入検査及び提
山金合1－剛ヨォス士_の1－n日二、

腺長、総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
慾所長

92

目互承臨実施法第31乗の規定により適用される畢栗法の規定に基つく童

最外国適合性評価機関により技術基準適合認定又は設計麗証を受けた
旨(外国取扱業者に限る｡）に関する文書(報告の徴収､立入検査及び提
H鯖求に閏するものに限るハ）

課長 大臣

93

日旦承躍夫肥志弟靭U宋山祝疋1－鋲リス圏用ご汀し旬争釆志Uﾉ祝疋1－垂~ノ、豆

最外国適合性評価機関による設計麗証を受けた者(外国取扱業者を含
卜、 11－朋寸星令室r罐署金全乃7K罐缶目害毒'一四寸星土.の1－照星､

部長 大臣

94

目且承鰡に閨する日本国と外国との間の協定に基つく合同妾貝芸、適合

生評価機関の登録及び登録を受けた適合性評価機関に関する文書(通
謁槽麹本糎一轡鋸の塩圭乃7K幡銀の軍鑑'三閨寸禺古室券跨ぐ‐）

局長 大臣

95
目互承麗に関する日本国とタ
眸錫の*貝宝乃7K桧輻の宙！

､園との借
こ閨する。

の協定に基づく通報､情報交換、
と害

課長 大臣

96 国
唾，
'童画 可因り■哩言 亘罰 T函勺

■
■
■

ﾖ
ー

標

グー． 2書 I J9(ITU-T)研究委
国
二
【 会等への弗 1J 皿 操長

97
圏隊電丸埋旧浬首電気超‘

寄害等の提出に関する文1
準化部門(ITU-T)研究委員会等への日本

ド
課長 課長

1

2

3

4

5

6

『
津
ロ
グ
ｐ
Ｕ

:業法第50条第2項の規定による電気通信番号計画(同法第50条の12
,担壼に上Ll飽齢寸墨＊･の'三碩星一）のみ､宗券狩弓戸上

事業法第50条の4の規定による同法第50条の2第1項の翻定(利用者設
備職別番号の指定を行うものに限る。）を行うこと

事業法第50条の4の規定による同法第50条の2第1項の麗定(利用者設

備職別番号の指定を行うものを除く｡)又は同法第50条の11の規定による
利用者設備職別番号以外の電気通信番号の指定(同項の麗定に伴い指
定を行う過合に限る。）を行うこと

事業法第50条の6第2項において準用する同法第50条の4の規定による

同法第50条の6第1項の変更の認定(以下この項において｢変更翻定｣と
いう｡）(指定を受けている利用者股備職別番号と異なる種別の利用者設
備職RIl番号の指定存行うものに胴る､）存行うこと

蕊実認正 W日疋琶冥呵Lし、旬矛ﾘ用白日又噸日瑛刀ﾘ曾宕こ柔〃ひつ裡刀ﾘUノ牛ﾘ嗣白

設備職別番号の指定を行うもの及び固定電話番号の数の増加又は減少
に係る事項のみ変更を行うものを除く｡)又は同法第50条の11の規定によ
る利用者設備職別番号以外の電気通信番号の指定(変更麗定に伴い指
宗存行う場合に眼る‐）存行うこと

変更翻定(固定電話番号の数の増加又は減少に係る事項のみ変更を行う
ものに限る｡)を行うこと

室長

局長

室長

局長

室長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣



7変更魂定に 示回いに ！_示′~-こと
50－の石第3項第2号に定める軽微な変更に係る届出(固定電

話番号の数の減少又は固定電話番号に係る電気通信役務の提供の開始
の日の繰り上げに係るものを除く｡）を処理まるこ

”口埋1回J副

長､沖縄総合
通信事務所

事業法第50条の6第3項第2号に定める軽微な変更に係る届出(固定電
話番号の数の減少又は固定電話番号に係る電気通信役務の提供の開始
の日の繰り上げに係るものに限る｡)を処理すること

大臣

大臣室長
法第50条の6第3項第3号に定める電気通信番号を使用しない電
事業者になった旨の届出を処理すること

事業法第50条のgの規定による同法第50条の2第1項の圏定の取消し又
は同法第50条の11の規定による利用者設備識別番号以外の電気通信番
号の指定の取,肖し(同法第50条の8の規定による同法第50条の2第1項
の鯉壼の失効に係るもの存除く”）を行うこと

大臣局長

大臣
事業法第50条の10の規定による利用者設備職別番号の管理の引繍
に関する事項を処理すること

電気通信事菓法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部をE

正する法律(平成30年法律第24号)附則第3条第1項又は第2項の規定
により引き続き使用する者が電気通信番号を従前の例により引き続き使
用することに係る届出を処理すること

経過措置室長 大臣

15電気通慣 告規一研nH 扉によ ′~‐こと ▲．

大臣室長
平成元年郵政省告示第470号第4条の規定によるプライベート･トメイン
の指定を行うこと

室長室長
合電気通信標準化部門(ITU-T)研国 への日

の提出に

19電気通個番号の運用に 了租 理．

電気通信事

業部消費者
行政第一課

基一
事業法第29条第2項の規定による業務の方法の改善その他の措置をと
るべきことを命ずること

大臣

大臣局長
§の方法の改善その他の措置をと
いに対し､指示を行うこと

業法第2g条第2項の開
べきことを命ずることに

によるヨ
ーる指示

事業法第73条の2第1項から第5項までの規定による届出を処理するこ
と

大臣､課長

大臣局長
法施行規則第22条の2の7第1項第5号の規定による確麗
気通信役務の關定に関すること

電気通
措置に

大臣
法施行規則第22条の2の7第3項の規定による届

理すること

電気通信事業者又は媒介等業務受託者の業務の適正性を確保するため
の調査等に関する文書 ．

冑少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関す

る法律(平成20年法律第79号)第24条第2項の規定に基づくﾌｨﾙﾀﾘﾝゲ
椎准機閏の讐銀に閨する文審

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関7

る法律第24条第6項及び法第25条第1項の規定に基づく届出に関する文

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関す

る法律第26条の規定に基づくﾌｨﾙﾀﾘﾝゲ推進機関の登録の取消しに関

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関す
る法律第27条の規定に基づく報告又は資料の提出の要求に関する文書

局長 大臣

電気通信事

業部消費者
行政第二課

悪二

事業法第28条の規定による報告のうち､通信の秘密の漏えいの報告を
処理すること

大臣

大臣
事業法116条の2第1項の規定による
バー攻盤対処協会の盟定

設備サイ

事業法116条の2第5項の規定による翻定送信型対電気通信設備サイ

バー攻撃対処協会のサイバー攻撃対処業務の範囲及びその実施の方法
の変更(サイバー攻撃対処協会のサイバー攻撃対処業務の範囲の縮小

大臣局長

事業法116条の2第7項の規定による麗定送信型対電気通信設備サイ

バー攻撃対処協会の名称及び住所並びに代表者の氏名の変更､特定会
員の氏名又は名称の変更並びにサイバー攻撃対処協会のサイバー攻撃
対皿雲霧の錨開の縮小の届出

供覧局長

供覧局長
電気通 法施行規則第40条の8の6の規定による潔定送信型対電

イバー攻撃対処協会の廃止の届出

事菜法第116条の6第1項の規定による送信型対電気通信設備サイ

バー攻撃対処協会業務の運営に関して､改善に必要な措置をとるべきこ
Lへ全今

局長 大臣
:業法第116条の6第2項の規定による認定送信型対電気通信設備サ
バー攻撃対処協会の麗定の取消及び業務の停止の命令

局長 大臣
法第116条の7の規定による麗定送信型粛
対処協会に対する情報提供

サイバー

事業法第116条の8の規定による麗定送信型対電気通信設備サイバー

攻撃対処協会の麗定､名称及び住所並びに代表者の氏名の変更の届出
並びに聰定の取消及び業務の停止の命令の公示

局長 大臣
持定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26
号)第7条に基づく措置命令に関する文喜

大臣
定電子メールのi
者庁長官への通

信の適正化等に関する法律第8条第2項に基づく消
]に閨する文客

大臣
電子メールの送信の適正化等に関する法律第13条に基づく研究開
の状況の公表に関する文害

62
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量子メールの送値
.乃7K輩寒俸l卜箭

の適正化等に
令に関する文：

Iする法律第25条に基づく登録の
■
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局長 大臣

14

守疋電ナメーノレ山室1昌四】圏止1E寺1－閏ツ旬志伴弟1斗末弟U硯1－＝~ノ、

蚤録送信適正化機関の登録､同法第17条第1項に基づく登録の更新、
司法第23条に基づく適合命令及び同法第24条に基づく改善命令に関す
6文客

局長 大臣

15
守疋電十メールの透1日四週止化寺に

百I壹其づく麹舎の徴1V乃7K守入絵杏

軸
型
牽
毎
二
』

ロ
“
■
ｑ
４
ｐ
ｑ
。
■
竜
一

､る法律第28条第1項又は第2
する文害

局長 大臣

16
…
ｉ
定電子メールの送信の適正化等に関する法律第28条第5項に基づく
智者庁長官への通知に閏する文害

課長 大臣

17
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第29条に基づく送信者
に閨する惜報の提供の求めに閨する文書

課長 大臣

18
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第30条各号に基づく外
国執行当局への情報提供に関する文喜

局長 大臣

19

露帝首戸通1菖畢栗吉によ毎美和有寺の率人碓躍寺及ひ琵帝百戸通1日摸

務の不正な利用の防止に関する法律に係る事務を行うための総合通信
巳昼湛了f塗金田“全§竃』壹章誕冒匡只への憧拍、壺謹

課長 局長

ロ ﾛ

20

口

。
－

ママVシB”幻JV

による契約者等の本人確翻等及び携帯音声通恒
＝ー■ー一百 マー画一一

;の不正な利用の防止に関する法律に係る事務についての総合通信局
卜及び沖縄総合掴信事務所長への指示(指示伺いに対する指示を除く。）

ーー
課長

‐‐
局長

21

Ⅱ轌宝 弓
＝

日 II 三上墨：
L主刀鐸I雪雲の 乃7

凸
＝＝毎国q日■

;の不正な利用の防止に関する法律第14条に基づく立入検査の結果に
;る総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長による通知についての確
1

ーー

課長

‐ー

局長

22

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確麗等及び携帯音声通信役

務の不正な利用の防止に関する法律第15条に基づく是正命令等に係る
事務についての指示伺いに対する指示

部長 局長

23

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確麗等及び携帯音声通信役

務の不正な利用の防止に関する法律に係る告発についての総合通信局
畏逓ぴ沖縄総合蒲信事務所長からの指示伺いに対する指示

課長 局長

■■■■■■■■■■■■■■■

24

■■■■■■■－ーー ローL矛 ”凸生一一一

人 顔弓E乃7 凸社 ー 阜悪

務の不正な利用の防止に関する法律に係る告発についての警察庁刑事
局長への協灘

‐ー
課長

ー
＝I

ー
局長

■■■■■■■■■■■■■■■

25

■■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■■

二冠園霞
ローLア

巳丘 ■
へ A垂迩 乃7 凸杜 ー

ロ
ロ
■

一 一ー酉

、‐
務の不正な利用の防止に関する法律に係る告発についての警察庁刑事
局長への事務の委任

‐
課長

‐ー
局長

26

馬帯音声通信事業者による契約者等の本人確麗等及び携帯音声通信役

爵の不正な利用の防止に関する法律の法執行手続についての報告書の
段合通信局長及び沖縄総合通信事務所長への通知

課長 局長

27
F正恵十易一ノレUJ迄1日Uﾉｽ園止‘

P7K篭21冬'三茎づく届閉に關.
b寺1-1詞ヲ匂潅1半癩Iヨ宗、宋廷U未索I硯

-る文書
課長 供覧

28

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確麗等及び携帯音声通信役
務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)第13条に
基づく報告又は資料の提出の要求に関する文書

局長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣

29

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確麗等及び携帯音声通信役
務の不正な利用の防止に関する法律第14条に基づく立入検査に関する
文害

局長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣

30

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役
務の不正な利用の防止に関する法律第15条に基づく法令違反の是正命
令に関する文害

局長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藩所長

大臣

1

2

3

4

5

6

溌線局の免§
ま決定し､又

:又は登録､運用及び監1
±告示するし定めてい為；

fに
5項

濁し､大臣が男｜
の指定若し<IE

に指定し､若しく
:決定又は告示

昼減法(賭和一十ヱヰ法檸弟日二十一号ﾉ'二曇つさ瀧音通1日局垂娯ひ;甲

鰯総合通信事務所長が行う事務(放送に関する無線局に係るものを除
' 11－胆l ‐ 』腿童方宝塞酌堀吉津左壼納星邇窪の鯛I壼訪下▽'十窪I卜

電波法に基づき総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長が行う事務

(放送に関する無線局に係るものを除く｡)に関し必要な細目の基準を定
める涌撞の制定．酌正又は底止

電収志1－垂~ノさ露了ヨユ田1日ﾉ可垂刈又ひ；甲縄耗E『唾1日争彌〃T垂刀､1丁フ争獅

(放送に関する無線局に係るものを除く｡)に関し､課又は室の所掌事務
の鈴四内福』眺軍宏銅日寡壼納塁掴謹の蝋I壼酌TマI金座I卜

多哩郵J印、”,市＝聖多巴辱J可、毎岸夢巴辱J印、頑L＝多哩郵J可、÷因ﾉ可、云謬日既謬

局及び実用化賦験局に関する次の処分(いずれも総合通信局長及び沖
縄総合通信事務所長が処理することとしたものを除く｡)についての総合
通信局長及び沖縄総合通信事務所長からの進達に関すること
1予備免許及び再免許
2工事落成期限の延長の許可
3予備免許後の工事設計の変更の許可
4無線局の目的､通信の相手方､通信事項若しくは無線設備の設置場
所の変更

又は無線設備の変更の工事の許可
5申鯖による指定事項の変更
R曇許人の姉付の蚕錘の鮓司

弓奴西宋｡奉宋I硯宗二言1－祠17句白〃､嗣睡ヲ句飛騨向1－園ヲ旬丞四処

分についての総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長からの進達に関
すること

1予備承麗及び再承麗
2工事落成期限の延長の承麗
3予備承盟後の工事設計の変更の承認
4無線局の目的､通信の相手方､通信事項若しくは無線設備の設置堀
所の変更
又は無線設備の変更のエ事の承鯉
兵南目害1－トス準一章T百の奉雷

局長

局長

電波部長

電波部課室
長

電波部長

電波部長

大臣

局長

局長

局長

局長

局長



64

■■■■■■■■■■■■■■

7

夕巴匂｡〃詔一曹 座夢UBg－Tｰｰｰｰママ『＝、…ク、ーローグツ■～ターーーーー戸口でロuクマ▼～▼■ マーーーロ‐

局並びに航空地球局に関する次のこと
1再免許
2エ事落成期限の延長の許可
3予備免許後の工事設計の変更の許可
4通信の相手方の変更の許可(変更前の通信の相手方の一部となる
場合に限る｡）
5申請による職別信号の指定の変更
6 申請による電波の型式､周波数、
唾■■へ隼＝一幸雷′垂壼毒杢やｰ

空中線電力又は運用許容
へ埜函由＝七五斗へ、一m目宝 、

一一

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

一一

大臣

8

■ 一戸▽査宮＝0国へ和壷グ■ローヶーｰーや多＝▼~一ｰ5グョ■■●ーーｰマーマーヴ寺ロー■－0ー■”ー タマーマーー

(1)予備免許及び再免許
(2)工事落成期限の延長の許可
(3)予備免許後の工事設計の変更の許可
(4)通信の相手方の変更の許可
(5)申請による識別信号の指定の変更
(6)申請による指定事項の変更
(7)免酔人の地位の承継の許可

2前項の規定は､総合通信基盤局長が別に定める周波数のみを使用す
る無線局又は次の各号のすべてに適合する無線局に適用する。
(1)無線設備の設置場所が､申鯖者力覗に免許を受けている地球局又
は携帯基地地球局(以下この項において｢既存局」という｡)の無線設備
の設置場所と同一であるもの｡ただし､移動する地球局にあっては移動範
囲が既存局の移動範囲内であるものとする。
(2)通信の相手方が､既存局の通信の相手方(人工衛星の名称及び軌
道位置を含む｡)の全部又は一部であるもの。
(3)無線設備の最大電力密度及び最大等価等方輻射電力の値が､既
存局の無線設備のその値以下であるもの。
(4)空中線の指向特性が､既存局の空中線のものと同等であるか又は
それより厳格であるもの。
(5)電波の型式及び周波数が既存局に指定されているものの全部又は
一部であり､かつ､占有周波数帯幅､空中線電力及び運用許容時間が既
凸一一 ■■一 ■ ｡ ■ 一口 一一■ ■ 一●

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

9

宇宙局(実験試験局を除く。）に関する次のこと

1再免許
2通信の相手方の変更の許可(変更前の通信の相手方の一部と
なる増合に限る｡）
3申請による電波の型式､周波数､空中線電力又は運用許容時間
〃､鱈壼の塞宙f泰宙前『の土旨壼の錦四内示私星士.のIF胴Z1

総合通信局
長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

10

実験賦験局に関する次のこと

1予備免許及び再免許
2エ事落成期限の延長の許可
3予備免許後の工事設計の変更の許可
4通信の相手方(宇宙無線通信を行う実験賦験局にあっては､変更前の
通信の相手方の一部となる場合に限る｡)又は通信事項の変更の許可
5申請による電波の型式､周波数､空中線電力又は運用許容時間
の指定の変更(変更前の指定の範囲内であるものに限る｡）
R毎鉾人の舳付の蚕錘の鉾司

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

11
平成11年郵政省告示第210号第2号の規定による無線設備の操作の承
翻

電波部長 大臣

12

電波法施行規則第51条の15第1項第1号の規定により総合通信局長
(沖縄総合通信事務所長を含む｡)が処理することとされた無線局以外の
無線局の免許及び登録

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

13

地球局､宇宙局､実験試験局及び実用化試験局又は電波法第5条第1項
第2号に掲げる者が開設する無線局に関する総合通慣基盤局長からの
進達に対する通知に基づく処分

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

14

地球局､宇宙局､実験試験局及び実用化賦験局又は電波法第5条第1項
第2号に掲げる者が開設する無線局に係る電波法第10条の規定による
検査

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

15
電波法第5条第1項第2号に掲げる者が開設する無線局の無線設備の変
更の工事の承潔及び同法第10条及び第18条の規定による検査

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

16

醒災､火災､風水害､暴動その他非常の事態が発生し､又は発生するお
それがある場合に口頭又は電諸等により電波法第6条第1項､第17条第
1項又は第19条の規定による申購(いずれも無線局のものに限る｡)が
あった場合の免許又は許可

電波郡長､課

長､総合通信
局長､沖縄総
合通信事務
所長

大臣､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
務所長

17
無線局に係る無線業務日誌の配戯事項の一部の省略及び申請書等の写
しの提出部数の減免の承潔

謀長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
藩所長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
慈所幕

18 電波法第71鼻 1の蒜定に基づく 吾 §応： 駒1 97 《空 匡 .線電力a
０

■
》
‐旨定α 恋軍 局？ ロ ｈ

Ｂ 大臣

19
電波法第71条の5の規定に基づく技術基準適合命令及び第72条に定め
る電波の発射の停止に関すること

電波部長､総

合通信局長、
沖縄総合通
信事務所長

大臣

20 種 180J 【法第744 陰 巳： 喝 I弓
ヨ

ること 局長 大臣

21
電波法第74条に掲げること(急を要する場合であって､かつ､大臣の決裁
を経るいとまがない場合に限る｡）

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

22

電波孟弟76乗のZのZ(電波孟弟70乗の7第4項及ひ弟70乗の9第3項

において準用する場合を含む｡)の規定に基づく登録に係る無線局の開設
の埜lトー掴田の鯛l硯

局長 大臣

23 電波法施行規則第51条の15第1項に掲げること

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藩所長
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24 錘舎彌信局． 尋又I士§F 聯 総合通信事務同偶からの；旨示傾 いにI
■
、
卜
昌
。，する指示 雷波部長

三
回

■

１

■
文

25 電波法施行；顕I第38 昏箪4画の銅字に基づく雷】 E法令
rh曇〃
シ＝も )認定 雷‘'§南部異 大’ 豆

26
電波法及びこれに基づく省令の規定により大臣に提出する届書､報告書
及び無線業務日誌の抄録の処理

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣

27
自衛隊法(昭和29年法律第165号)第112条第2項の規定に基づき防
密巻紙由鐇寸島問蒋勃の蚤鯉

電波部長 大臣
■ ■■

28

~ グー『 ー 凹面己

■■ロユ で再＝＝ 汀盃＝＝百一睡 ● β一一且二一日L寺ロ－－－8－－B G一

外国の軍艦又は航空機の我が国領域内における電波の使用について、
袖の官庁子の袖割外老への昭今豆I士同答

－－

電波部長

一一

局長

29
所掌事務の遂行に必要な無線局の開設及び変更の申購その他電波法に
基づく届出

電波部長､総

合通信局長、

沖縄総合通
信事務所長

大臣

30
電波法の規定に基づく登録周波数終了対策機関に関する文書(次号及び
箪32号に閾する名の存除<n)

局長 関係局部課 大臣

31
電波法の規定に基づく登録周波数終了対策機関の届出及び報告の処
詞,砿r重ﾅF童置のみ、宗鈴7K1－鈴審1－函寸星寺室 課長 関係局部課 大臣

32

特定周波数終了対策業務の全部又は一部を総務大臣が行う場合の当該
業務の実施に関する通達(補助金等の交付要綱を除く｡)に基づく登録周
波数終了対策機関又は免許人に対する通知に関する文書

課長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藩所長

関係局部課

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
慾所畏

33

所部の職員への外国出張命令(航空機に開設する無線局の検査に伴うも
ので､関東､東海､近畿及び九州総合通信局長に限る｡ただし､政令職員
に係るものを除く｡）

関東総合通

信局長、

東海総合通
信局長、

近畿総合通
信局長、
九州総合通
揖局唇

大臣

34

所部の職員の公用旅券の請求及び還付(航空機に開設する無線局の検
査に伴うもので､関東､東海､近畿及び九州総合通信局長に限る｡ただ
し､政令職員に係るものを除く｡）

関東総合通

信局長、

東海総合通
信局長、

近畿総合通
信局長、

九州総合通
揖局尾

大臣

35 担当する各種会I &に 系る対処フ ｦ針及び寄与文害等の送付に関する文書 課長 課長

36 電波法関係手数 騨の還付 局長 局長

37 電浬Tu用科！
■ △ｰ

支輌 瓦駿争砺

－

0－日日

こ僕 こ】 句X1 F
＝ロ■
局長
一一一

38 電波利用の足進､高度化に資する行目 の実淵1のための文1 ド 局長 大 三

39
電波法第38条の2に関する申出人へ通知する文書(電波法第100条第5
項において準用する堪合も含む。）

課長 大臣､課長

電波部電波
政策課

基電
1

2

3

4

5

6

7

－

8

9

10

11

12

13

14

15

16

無線局に関する､次に掲げる文書

(1) 周波数(電波の型式及び空中線電力を含む｡)の割当て
(2） 職男1I信号の割当て

電波の伝わり方についての予報及び警告に関する文害

周波数の使用及び混信に関する､外国の主管庁等との連絡､鯛整のため

の文書(電波部電波政策課国際周波数政策室長の委任事項に掲げるも
の存険<‐）

無線従事者の免許に関する､外国の主管庁等との連絡､鯛整のための文
害

周波数の使用及び混信に関する国際電気通信連合との連絡､鯛竪のた

めの文書(電波部電波政策課国際周波数政策室長の委任事項に掲げる
毛のを除く‐）
閤蒋勧翻l当計i画に 目する文喜

無線従事者に係る電波法第39条の2の規定に基づく指定謂習機関及び

同法第46条の規定に基づく指定賦験機関に関する文書(ただし､試験員
の鯉壼‐総杏祐ぴに届出愛ぴ麹告の皿琿に閨する*,の存除く‐）
－一一 ＝一－－■■■

… ﾛ I匪囲乃7
ロ■ママ可函でロー 丁一■－■●Uマーーマーロー耳ローーー■マーマーーーーマウジロー甲 一一 マローヶー■0●■■■■ロー■一一一

同法第46条の規定に基づく指定賦験機関の賦験員の麗定､検査並びに
届出乃7K麹告の帆亜に閨す鳥支春

~…fｰ詞面一百■へ詞ヨーーマタグツ⑭～ローーー、〃肌、…星一日＝詞も……ーご ﾛ副グー司口－

9条第7項(電波法第70条の9第3項において準用する場合を含む｡)の
規定に某づく議習に閏する文審(ただし‐実施に閨するものを除く．）

籍
川
財
艸
川
■
i事者に関する指示伺い こ魚する指示

電波孟弟48乗のZの規正'二曇つく鮨烟同飛罧征畢有阯明'二閨ずつ又吾

(ただし､再訓練の実施､訓練の通知並びに証明書の交付､訂正及び再
交付に関するものを除く。）

電波法第48条の2の規定に基づく船舶局無線従事者証明の再訓練の実
施､訓練の通知並びに証明書の交付､訂正及び再交付に関する文書

無線従事者免許証の交付､酊正及び再交付

午鑪鐸室圭柄缶詮の 収消しに関する文1 F

無線従事者国家試験の一部を免除する学校等の翻定､科目確翻及び潔
定講習課程に関する文書

平成5年郵政省告示第326号第2項に基づく登録､同告示第4項に基づく
登録証明書の交付

課長

課長

課長

課長

課長

局長

局長

ーー

課長

電波部長

異
■
丈

課長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長
＝

眉 ■
。

１
１

D

P

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

ー

〃

局長
長、

■
■
Ⅱ
日
吋
■
６
９
１

Ｉ
ｑ
ｊ
ｑ

《

質部
畳

局長､電波部

長､課長

局長､電〉
長､課」

曳部
受

局長､電波部
長､課長

大臣

大臣

ー

大臣

局長

三
画ｑＪ 受

局長､電波部

長､課長

ジ、匡、瀝口唾

信局長､沖縄
総合通信事
慾所長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藩所長

大
エ
エ

大臣

大臣

1

2

3

周波数の国際鯛整に関する外国の主管庁等との連絡に関する文書のう
ち､重要なもの

周波数の国際鯛整に関する外国の主管庁等との連絡に関する文書(重要
なものを除く。）

ロ

ｑ
●
△
品
む轡【の国際鯛整に段 する 詞鰹雷毎彊信連合との漣 絡に陸 する文1 B

室長

室長

室長

電波部長

室長

室長



｜ ’

66

4
周波数の使用に関するタ
車塞'三嬉墨面跨の令面ス

･園の二
一 ＝ ｡

Lび実】

■■

Ⅱ■

ー

＝

匪
国

ー

ゴ
■
‐
回

＃

'等との連絡に関する文書(国際関係
するもの）

室長
電波召
室 ■

１

長
ｒ
こ

5
周波数の使用に関する国際電気通信連合又は地域機関との連絡に関す
星寸垂(圖露盟嬢車薙に匡墨酌笛の今面濫7K毒愉に閨する*,の）

室長
電波召
室
長
&

電波部電波
政策課電波
利用料企画
室

基利

Ｉ

1

2

3

4

5
R
U

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

置波利用料の歳入曾 ･画の作伺

亘波利用料財源に係る各部局の準備した予算案の取りまとめ

量波利用料財源に係る各部局の菜務計画に基づく予算の実行計画の作
戎

雷波利用鵜制度の周剣 匡趨

総合無線眉 匪輻寺〃宣子」 Aの轄備計画の策定
“全4竪f自匡 甦禰寺グヌ旱‘ '､m酒田答掴'一魍寸丞担麹の筈壼
ロ…曰亦…〃印 一夕、〃一

総合無線后 監理システ』△の埋用宮武里'三F翻す旬理刀向へ四十百ホ

総合無線后 監理システ』 当の開発に係る鯛 陰に関する文■

総合無線后 藍翻システ」 △ のセキュリティ戎 ･策の実施に関する文書

電波利用鱗 ､徴収手続に する規程の策罰

電波利用齢 ,の滞納処分二
■■ﾛ■■

手
、■ﾛ－

型

,続に関する規箱 の静
雷§店調I国難 ,徴収に係る；

■■■■■■

方局乃7K盟侭糟 段 との連絡、 閲轄一取り 沙め

。座振替に係る金陛挫 レハ麺鐺

.座振替に係る手数料（の支払い処理

冒波利用】 ,繩1､』1－1詞目 昼一=ロー弔壷昼郵剤、ローーー ロ〃刀桓ⅡF

脚付受託計 ･の名称及び住所等の公示

局
■
粟

局長

局長

室長
』 唇妨部． 受
唇§甫割． ■垂
ー■■ヨ一
一＝

室長
室長

局長

局長

室長

室長

室長

局長

局長 官房総務課

局
■
・
て
夕

８
Ｆ

局長

局長

室長

電波部！
■
文

電波部！
■
丈

昼弓一室長

室長

電波部長

局長

局長

室長

会計課！
■
王

会計課！
■
丈

大臣

大臣

電波部基幹。
衛星移動通
信課

基衛
1

2

3

曾波法施行規則第38条第5項の規定に基づく無線局名録等の翻定

腰線設備等保守規程の麗定又は取り消しを行うこと(拒否を除く｡）

溌線設備等保守規程の変更麗定を行うこと(総務省令で定める軽微な変
垣存除く．） 。

電波部長

局長

部長

大臣

大臣

大臣

電監審諮間
事項

電波部基幹。
衛星移動通

信課基幹通
信室

基基 1

■

・
《

2

3

4

5

6

7

8

9
■■■■■■■■■■■■－

10

11

12

13

14

15

＝ 夫迦＝壺一r〃】‐ 置璽 § iの糖壱12 ｂ
二 韮 回合1 日 ば

一

一
一

一四四
一一F ■■■■～■＝

回
1■■一一

‐F‐

一一一一一一一

富 夫又雲誇＝UJ‐（ 首魁 1 鋤
する文

ドハ、謡 'T宙の赤宙緬審麹

ｰq

IムI
P暗雲酢 '止区域の；

崖 』
■
■
卜
■ 'こ塵 喜

電波法第102条の4第1項の規定により､建築主に対し､伝搬障害防止
区域における高層建築物等に係る届出を命ずること

軍旗法弟1UZ索のS第1現の規疋Iこより、屈画'二1糸句伺盾鄙万刀､里安飛

線通信障害原因となるかどうかを判定し､及びその結果を建築主に通知
し､並びに同条第3項の規定により､工事請負人及び免許人に対し､必要
な涌知寡行うこと

電波法第102条の7第2項の規定により､重要無線通信の障害防止のた
めの協臓に関し､必要なあっせんを行うこと

電波法第102条の8第1項の規定に基づき､建築主に対する工事の停止
その他の処分を決定し､及び執行し､並びに同条第3項の規定により､エ
事の停止その他の処分を撤回すること

電波法による伝搬障害の防止に関する規則(昭和39年郵政省令第16
号)第2条の規定による通知を行うこと

電源何3切れ
ー

用’足進センターの指定
準七、〃か柄錘旦煙

ロニーゴー ←■÷

電波有効瀬 用 且FF＝■ロー 二 “”五画＝＝ らロ一V夕 則盲

電源何幼利用

乃7Km寺漢箪：

疋蛭センター”争采町回媒ひMx文予昇皿ひ'三争釆和音告

性の提出
雷蒋右割 利用‘足進センターの名称の変更
軍苗晦昼翻 利用足進センターの業務規程の儲 l可
軍君晦桓翻 和l月引 野唾センジー山塞滴巫程山勇 p車UJ醒口I

置波有効利用促進センターに関する届出及び報告の処理､必要な事項の
公示及び検査の処理(第11号を除く｡）

局再
ロ 凸＝ろ

里
唾一二二Ⅱ

I蒋割
■■■

■■

.
■
ご
み

D

■

局長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

臆 ■４ モ
国壷臆 区

一■

ｒと

■

室長

局長

局長
雷§宙罰纂

室長

■

一

大庫

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

八E己

÷産
八星

大臣

八E己

八E己

大臣

■ ■

一

供覧

電波部基幹。
衛星移動通

信課重要無
線室

基重
1

2

3

4

5

6

置波法第74条の2第1項の非常の場合の通信体制の整備等に関する文
色

電波法第74条の2第2項(電波法第70条の7第4項､第70条の8第3項
及び第70条の9第3項において準用する場合を含む｡)の協力を求める
文書

総務省所管に属する物品の無償貸付及び穣与に関する省令第14条に基
づき委任を受けた災害対策用移動通信機器に係る無償貸付に関するも

災害対策用移動通信機器に係る平成7年郵政省告示第183号第3項に
規定する無線局運用証明害の発行に関する文喜

災害対策用移ロ力通信機器に係る無線局の免鮓申請等を行うための文害

防衛秘密に関Z る文害

室長

局長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
慾所長

室長

室長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所昼

旨
P
旦五

I ｌ
■
■

旨 2．ゆ■■.
１
１ ＤＢ 関係謀

局長

大臣

室長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
慾所畏

大臣

総務審I豊官

電波部移動
通信課

〆

伊

、

基移
1

2

3

4

5

6

7

8

9

央裁を経た基準に従い､電波法第4条の2第1項の職別信号等の指定を
ﾃうこと

冒波法第27条の13第4項に基づく鵯
置に閨すること(蝋上放裟に係るも（

定基地局の開設に関する計画の鯉
)を除く｡）

g波法第27条の14第1項に基づく開設計画の変更の麗定に関すること
地上放撲に係るものを除く。）

電波法第27条の14第3項に基づく麗定計画に係る周波数の指定の変更
に閣寸るこ上(弛上怖撲に螺為＊‘の穿醗<‐）

電波法第27条の14第4項に基づく翻定の有効期間の延長に関すること
(地上抽畿に係るものを除く。）
Ｑ
ｃ
ａ
ｍ
ｑ
４
田
ｑ

電
係
〔法第27条の15第2項に基づく認定の取消しに関すること(地上放送に
》ものを除く｡）

電波法第27条の15第3項に基づく麗定又は免許等の取消しに関すること
(地上放送に係るものを除く｡）

電波法第27条の16に；
(地上放送に係るもの

;づく麗定開設者の地位の承継の許可に関すること
･除く。）

電波法第27条の12に基づく特定基地局の開設に関する指針に係る認定
計画の実施状況の確鯉結果等の公表に関すること

課長

副大臣

局長

局長

局長

副大臣

局長

局長

部長 関係局部課

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣



局長 大臣

67

垂 【き！

2
電波法施行規貝ﾘ弟11索”b弟1楓”規正Iーぶつ外国”空式握疋l-Tヨ伯

L了い島無纏鰐備の型式桧宗相当樒畢としての承關に鴎する文書
課長

基幹･衛星移
勵涌信課

大臣

3

無線槻器型式検定規則(昭和36年郵奴省令弟40号｡以卜I硬疋規貝ﾘ｣と

いう｡)第8条第1項又は第9条の規定による無線機器型式検定の合否の
型I宅全柊師空の呑付錘鎮鰹鵯の告示通7K不合格の彌知

課長 大臣

4 食定規側 第11条のI 定による
今
．'格 者に ｉ

画
“
■
『
４ る文：

、
■ 深長 共覧

5
禽定規則第11条の規定による合格者に胃
回I士訂TF乃7K亦軍の告示穿行弓＊‘のに硯〕

する文害(合格証書の書換え
I｡ ）

課長 大臣

6
検定規則第12条の規定による無線機器型式検定の合格の取消し及びそ
の旨の告示

課長 大臣

7
電波法の規定に基づく登録証明機関に関する文書(登録の取消し及び業
慾停止命令に閨するものに限る｡）

局長 大臣

8

電淑猛四規疋'三垂~ン、堂啄皿明確閏1－閏9句X■(堂輝皿明1蔵園山亘

録､登録の更新､適合命令及び改善命令に関する文害並びに技術基準
適合鉦明又は工事設計麗証についての大臣の命令及び申請者への通知
に關するものに隠る、）

電波部長 大臣

9
電波法の規定に基づく登録証明機関に関する文書(報告の徴収及び立入
検杏に関するものに限る｡）

課長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藩所畏

10 軍1 P法理5兎亘gJJ芝UJ埠下’二…~。岨壺示刀、9で ･さ
□
４
〃 '1,ていない’ .UJど”姪！ 又缶 局

■
罰 ｐ
■ 大’ 豆

11

電源法第3草のZの規疋'二曇つく必曇な争唄の公示に閏亨旬又吾(重啄

証明機関の登録､技術基準適合証明及び工事設計謬証の報告､技術基
準適合自己確認に係る届出業者に関する文書(届出番号の通知に関する
ものに限る｡)､登録証明機関の登録の取消し､業務停止命令､表示の禁
止､承麗鉦明機関の承篦及び承麗証明機関の承盟の取消しに係る公示
寡除く‐）

課長 大臣

12

電波法第3草の2の現足に基つく登録証明磯関により夜爾基準適合証明

又はエ事設計露証を受けた者(外国取扱業者を含む｡)に関する文書(表
示の禁止及び妨害等防止命令又は妨害等防止請求に関するものに限
るへ）

局長 大臣

13

電波法第3章の2の規定に基づく登録証明機関により技術基準適合証明
又は工事設計麗証を受けた者(外国取扱業者を除く｡)に関する文書(報
告の徴収､立入検査及び提出命令に関するものに限る｡）

課長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

大臣､総合彌

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

14

軍旗法第己亭”Zの規疋'二全つく豆輝皿明確闇Iこより奴耐曇季1回苣皿明

又は工事設計麗証を受けた者(外国取扱業者に限る｡)に関する文書(報
告の徴Ⅱワ右ス桧呑乃7K塩出請求に関するものに限る。）

課長

戸戸戸

大臣

戸
15 ﾖ取扱業者を含む｡)に関する文害(措置命令及び措置請求に関するもの
こ限る。）

電波部長 大臣

16
冠源法”祝疋'三全つく承躍日止明砿鬮'三閏ワ旬X畳(承躍四月X泪し1－閏ワ

るものに限る。）
局長 大臣

17

竜減法W祝疋1－垂~J，承躍皿明偲閏1－闇9句X1■(承躍日止明極閏W承

蝿､適合鯖求､改善請求に関する文書並びに技術基準適合証明又はエ
事設計躍証についての大臣の請求及び申請者への通知に関するものに
硯る､）

電波部長 大臣

18
胃
淵
波法の規定に基づく承翻証明機関に関する文書(報告の徴収及び立入
杏に関するものに限る。）

課長 大臣

19

F巳収産UJ祝疋1－垂~ジ、亭躍畦明確闇1－よりf又1呵垂竿廻1ヨロ止明エl味一手

設計麗証を受けた者に関する文書(妨害等防止購求及び表示の禁止に
閨するものに限る‐）

局長 大臣

20
電波法の
する文客

定に基づく承
■一■■一●凸 ■ ■■■■■■

'白【亘日■3 Kl－医

恩証明機関により工事設計認証を受けた者に関
rるものに限る。）

電波部長 大臣

21

ｪ減法の規疋'二全つく承躍阯明砿閏により癒耐曇卒廻言阯明XIまユ季

上計罷証を受けた者に関する文書(それぞれ報告の徴収､立入検査及び
:出購求に関するものに限る。）

課長 大臣

22
z減法の祝疋'二垂つく痙阿曇卒埋言E

E害(表示の禁止及び妨害等防止命令

己

I＝

潅鰹に
喝する号

系る届出』
bのに限』hる

業者に関する
。）

局長 大臣

23
軍

X‘

薯
伽
〃
Ｉ
、

ｂ
ｒ
ｒ
ｂ
■
■

'の規I
●■一一

百且pr

1に基づく技
合に関する：

其劇

』のに

適合自己確麗に係る届出業者に関する
目る。）

電波部長 大臣

24
電波法の規定に基づく技術基準適合自己確罷に係る届出業者に関する
文書(報告の徴収､立入検査及び提出命令に関するものに限る｡）

課長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

ノ、犀、麺亘理

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

25
電波法の：

支客(届H

見定に
番具

』
凹空

鴎づく’
一一凸

… 空■■

支術基準適合自己確盟に係る届出業者に関する
こ閨するものに限る｡）

課長 大臣

26
電波法の規定に基づく登録修理業者に関する文害(登録の取消し､登録
の蛙&尚乃7K力告雪竺産I卜命会1－朋甘-Z土.何M一照星､ 局長 大臣

27
Z減法の祝疋に劇

『命令及び改善1
;づく登録修理業者に関する文書(登録､変更登録､適
『令に関するものに限る。）

電波部長 大臣

28
,減法の規疋に

殿ぴ塩出命令

割 胃宅
■■■■

一.ｰ

<登録修理業者に関する文害(報告の徴収､立入検
オス士_のI一眼ス、 課長 大臣

29

減法の規疋'二全つく童露皿明砿閏、睡耐垂卒週首阯明き堂1丁た百、L

設計麗証を受けた者､承盟証明機関､届出業者､登録修理業者及び指
較正機関の届出祐ぴに報告の処理に閨する文客

課長 供覧

30

電収法の規正'三全つく損疋戦止砿闇'二閏ヮ旬X母(屈画媒ひ穂古山処

理､業務規程の変更､必要な事項の公示､較正員の麗定並びに報告の徴
販通7K古入捨杏に題す為＊‘の寡除く‐）

局長 大臣

31 雷蒋津の銅壼1房鍵＝ <I 旨定」 6T鰹
目
Ｉ
■ § の； §務規j星の変更に弱する文1 I ロ 『浦部．

■
罰 ■
■ 大 更

32
電淑法の規疋'二塁つく殖疋戦止砿閏の必安な争唄の公示、戦止貝の躍

壼訪7K'三麹告の徴叩乃7K行入桧杏に閣寸島責＝ 課長 大臣

33
電赦法第1UU宋弟◎唄'二おいて準用一

涜利田鰐備の鰐置の許可の酌消Lに

~急同法第76乗第2項に垂つく局周

§する文害
局長 大臣

34
電波法施行規則第46条の2第2項､第46条の3第5項及び第46条の5
篭3項の担壼に上鳥宮周蒋調1国鰐備の型我指壼に盟寸墨告示叉I士公示 課長 大臣

35

亀浬志"也1丁祝只ﾘﾘﾉ祝疋l－よ旬同同源不』用圖又U園山堅乳f日疋媒○てUJ趣

知､指定に係る型式の変更の承認及びその通知､氏名又は名称の変更
に関する届書の処理､指定の取消し及びその通知並びに資料の提出及
7f錨同日小壼金誰了fI－室袖認＝1－月月÷ヱ寺窒r誌且'一週I竿里土柄土曜′ 、

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

大臣



、戦略局、 報流通行政局及び蕊一

’
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36
冒波法
罫周波

画行規則第46条の8第2
11用設備の型式確認に段

頁及び第46条の9第1項の規定による
す島告示又Iま公示

課長 大臣

37

目波法施行規則の規定による高周波利用股備の型式碓躍'二閏可勺眉雷

0処理､型式確翻の効果の維持ができないと認めたときの通知並びに資
斗の提出及び説明の要求並びに実地調査に関する文書(前号に掲げるも
、左隆で 1

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
畏

大臣

38 罫周波I 同1用 f‘蒲許可状況及び高周波i 罰1用 狸
‐吟〃＝”且■ ”■弓ロ

｡u■口塞”し回Ⅱ I告 課，
ヨ
３

■
■

39 展線局
●q

墨5

時

乱
一d
ー 悪る雷気彌信監理用機§ 号の！応T計画の筈！

■
戸
０
－

麺
坏石

目
ﾛ

■ 局長 ６
日

40 展線局検査に係る電気通信監理用機器の較正の実施

課長､総合通
信局長､沖縄
総合通信事
慾所畏

局長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藩所長

41 雷§廊詫術'二1道 :関係がある’ 幾踊 ､物品及1 ‘f寒】 'の仕様書の作 戎
麺■
扉廻

Ｂ
ｂ

42

目互承認実施法の規定I二全つく躍疋廻首1王許1皿織鬮媒ひ煩疋銅宜極闇

こ関する文書(登録のための手続､国外適合性評価事業の用に供する設
葡の概要等の変更の認定､調査業務規程の変更の翻可､届出､通報､通
輔乃7K麹舎の帆亜祐7K'二必軍な事遁の公示に閨す為文書存醗く”）

局長 大臣

43
目互承認実施法の規定に基づく国外適合性評価事栗の用に‘
、錘壷竺小亦宙価麺室癌7f同国審奎謹担壬日〃､悲宙の麹百TI宇削

比する設備
する文書

電波部長 大臣
Ⅱ I

44

一一

托
理

ﾛl…＝

承
ぴ
互
訪
函云〃哩一vグ…狸Uー弓

－0以西ナデ章T百の必L当

<書侭のプ

、

空路命＝型 【 ：悪狸遍了 通知の
匪
犀

湾
に

－Fq■ー

す為文宮
課長 大臣

45
■

４

０ 帽 互承 浬宝 噸法の損！
■
●
●
句
・

一
』１

コ
・
』

‐
一
一

●
あ
ら
■ 皇舌出乃7K 眼告の側

二
■
Ｆ
■理 鴬 ■

１
§
ヨ
野

Ｂ
ｂ

Ｐ
Ｄ
ｌ
Ｉ
ｃ

46

租互承認に関する日本国と外国との間の協定に基づく合同委員会､適合

性評価機関の登録及び登録を受けた適合性評価機関に関する文書(通
釦櫓銅本蝿舞縄、狸圭乃7K槽銀の宙鑑'三函寸島官毒寡縢＜‐）

局長 大臣

47

q

目互承認に関する日本国，
野銀の程室及び槽趨の軍

:外国 1

計に陸

目の間の‘
する文名

協定に基づく通報､情報交換、
Ｏ
ｂ

課長 大臣

48
目互承認実施法第33条の規定により適用される電波法第3草の2の規定
ご茎づく実示が付太れていない*,のとみなす文富

局長 大臣

49

日旦亭躍墨ﾛ也渥索｡J率リノ玩疋1－隼ツ廻嗣ご可しつ弔瀝西罪口辛vダニvジ碑猩

こ基づく登録外国適合性評価機関により技術基準適合証明又は工事設
汁認証を受けた者(外国取扱業者を含む｡)に関する文書(表示の禁止及
'f推室唾睦OL全会▽I＋推奎迄晧卜藷圭1－鯛寸星土.の'一胴墨1

局長 大臣

50

相互承關実施法第33条の規定により適用される電波法第3草の2の規定

に基づく登録外国適合性評価機関により技術基準適合証明又は工事設
計寵証を受けた者(外国取扱業者を除く｡)に関する文書(報告の徴収､立
ス蛤杏乃7K幅閉命令に閾す馬＊nのに睨為､）

課長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藷所長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藩所畏

51

相互承認実施法第33条の規定により適用される電波法第3草の2の規定

に基づく登録外国適合性評価機関により技術基準適合証明又は工事設
計認証を受けた者(外国取扱業者に限る｡)に関する文書(報告の徴収、
古入姶杏乃7K塩出藷求に關寸為＊,のに限局一）

課長 大臣

52

帽且承躍夫胞法弟33未”規正I＝ぶり廻用ご汀し旬電双志W祝疋1－＝ソ、豆

録外国適合性評価機関による工事設計認証を受けた者(外国取扱業者を
合ｵ?‐）に盟寸為支＝(浩署命令愛ぴ浩管鯆求に閨するものに限る。）

電波部長 大臣

電波部電波
暉境課監視
管理室

基視
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
■ ■

18

19■‐

20LV
命a

21

22

ﾜ2廷⑨

24

電波法第100条第2項の規定により公示することとしている電波の孟視
過所に閣寸為告示

電波法第102条第2項の規定により公示することとしている無線万位測
壷鈷蕎の鰐置場所に閏す馬告示

電波法第102条の11第2項の規定による基準不適合設備の製造栗者、
齢Z垂までI＋日房冨竺塞圭へ柄卦些

電波法第102条の11第3項の規定による基準不適合設備の製造菜者、
鏑入謹老又I士販宗鑿者の公壷

鷺
ｂ
ｅ
、 '津箪102曇の11霊4項の規壼による命令

電波法第102条の11第5項の規定による経済産莱大臣の同意を求める
屋上

胃
宅
波法第102条の12の規定による；
又は販売業者'三対寸星鋸舎の徴叩

陛準不適合設備の製造業者､輸入業
－
』

電波法第102条の12の規定による基準不適合設備の製造業者､輸入業
者又は販売業者に対する報告の徴収(同法第102条の11第2項の規定
による勧告を行う前のものに限る｡）

電源広弟UUz未UJIご弟I硯Uﾉ祝疋I－よ旬狩疋Uﾉ回収認琶1翼嗣ヲ旬飛騨

鰐儲の指宗

雷§宙譲渡102条の13笛3項の規壼 こよるボ眉済産業大E Zの‘ 協謹

電波法第102条の15第1項の規定による指定無線設備小売栗者に対す
為指示

電波法第102乗の15第Z項の規定によ毎稚済座薬太屋の回恵と承の旬
ごム

電
顎
怯第102条の16第1項の規定による指定無線設備小売栗者に対す
告の徴収

電波法第102条の16第1項の規定による報告(同法第102条の15第1
項の規定による指示を行う前のものに限る｡)及び立入検査

島託による無線局(高周波利用設備を含む｡）の測定に関する手統･測定
時澤乃7K壬戦鰹笙の舎宗

回曄琶2晦叶 手樫癌塵戸
■
４
■

§§晦癒1F詞l田堆准恒 ニロ ﾖすイ一■夕 凹
,企面通7パウ室

－マ■ ーーヨグ■■■－－ ■ー

諺活勵0
口
Ⅲ

､■■

ヨ
■
Ｉ 同=■〃室町【〃ロかR← や国…窪リゾェjm4

雷雲錘鎮； 信姑毒恕 '対策： :部の醗置
唾昼等
9■皿h

竺
坐 …E罫I UJ賑画』

法主‘岫七罠へハ
への

坐‘■■■
一

童軍無鎮I ＝郡 ,＝闇 ロ 江‘ 里〃」J可 i 日汀 5寺
一
一

＝＝
雷毎
坐
唾 涌ｰ
信 、。、‐

画『 QD－崖q , 、垂函 里■
－

関する戎罰go 同ド’
,逵屈』哩堅 一一一 E畢膜L 不、

一

季

■■■■－ 1

電気通信｜

画及び立！
理用施設等の整備に関して生じた知的財産の取扱に係る企

＝廸嘩弱‘ ■
■ 没の改 豊等に す為文空のうち重雲な目

空

グ今 3の

陸

ー一一且一■~ 唾丙 一 ‐』一』

没の改
Iオス寺 の

Q

具迄錘鋤ナ序
一
価

。V夕宙2時監押H 』 ‘ 霧寺1－ フ四へ盲ピグダコー町擁▼｡

局長

局長

局長

局長

局長

局長

電波部長

認Fヨ唾1日J可

長､沖縄総合
通信事務所
長

局長

局長

局長

局長

電波部長

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

局長

室！ 受

電漉冊長
＝8
弓白
昼

面I ﾖﾛｭｰ

局？
■
粟

＝8 師 臣
唱哩I IIJ エ

雲芯理虚 臣
型IFT 言

局長

局長
昼
一旦＝

〉
ダ

一、

I

一一

一

戸弓

1｢ヨ

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

一

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

室長

局長
皀亘局長

局長
局長局長

局長

大臣
＝
‐

図 '長
＝

同 I長

一

言司

部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文書の件名 決裁者 合議先
文■
名!

施行
塵人
備考

1

2

産業競争力強化法第17条にi貝定する曾 ･画の’ I壼内畢 の‘ 公表

産業競争力強化法第18条に規定する計画の変更の認定､指示､取消、
公塞

ヨ
且

■
。

■
丈

局長

大臣

大臣



合通信

基盤局共通

69

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

31
一
H至奉班壺坐 論化洪露20条 －：

一 .－ ■ ー＝

ニヲ句ロ ･画の認定、内！ 蕊の公表
舅
具

■
■
Ｉ

■

更 大 更

411
置業競争力強化法第21条に規定する計画の変更の躍疋､宿示､取泪、
尽実

局長 大臣

民I幸華寒空全市己拳4レェ雷つ如塞'一輻更
一
Ｐ
■
．

-塁霊 ･画の鯉定、内容の公表 局長 大臣
』

6

Jヱェロ凹偶罪一一ハロー

＝正一＝ 壼二垂β■ 凸■一一一一■一 マユ

座釆臨宇ノ｣漣1回声宋二つ率1－硯にヲつ目1国UJ垂巽vJ”に、丁目釦､、月八'同、

於完

一一

局長 大臣

7 垂塞害晋鍾調2金‘ 2法露26条に； 定する1 .直 の翻定 AI 容の公袈 后
■
丈 大 豆

8 産拳諾毎力鑑‘ ロ孟屋迄〃＝ロー：
■ ■一

生切句1 ､瞳 の認定全
と

塵

■■■■

~＝ ＝

■■■■■■■■■■■■■■■■

取消．4一々■己ら声§表 后 受 大 豆

9
産業競争力強化法第28条に規定する甲請書の写しの公正取引委員芸
への鑿付音目邇纏調轄

局長 大臣

10 産業競寺 '万U号画． 2法篭33条に；
－■

一
夕
西
到 4§醗定 局長 大 豆

11 産輩請争力冒金‘ 亀諜謹35条に；
一
Ｐ
■
“ 4§鰯壼 局長 大 豆

12
産業競争力強化法第99条第5項に規定する株式会社産栗革新磯禰に対
寸星音目埠串

局長 大臣
ロ ロ

13
＝ 垂唖睾今星一戸坐加

産塞頁再＝万】偏南1 2津笛121条
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1－担一圭乏4
ー観ｽE9句 I ･但 の

■■■■■■■

函弓
唾。
．
■■

二
頁 ■

。

ヨ
コ ｂ

ｐ 大 更

14
産業競争力強化法第122条に規定する計画に係る行政庁への協諺摸ひ
亦軍の鯉壼‐指示←酌消

局長 大臣

15
産業競争力強化法第123条第3項に規定する特定許蕗口'零に係急行奴
庁への蒲知

局長 大臣

16
中小企業等経営強化法第18条に規定する事栗分野別宿針の策定､変更
(軽徴な*,の存齢<‐）

局長 大臣

17
中小企業等経営強化法第18条に規定する事栗分野別指針の策定､変更
(鰹撤な*nのに隈る、）

課長 大臣

18
中小企業等経営強化法第40条に規定する事菜分野別経宮力同上症涯
鰹盟の鯉壼塞軍

局長 大臣

19

Ｐ
■
由
■
ｊ
配
ｑ

.小企栗等経冨強化法弟43乗において準用可旬同法栗ごb末'三祝疋9
》散華命令

局長 大臣

20
中小企業等経営強化法第43条において準用する同法第37条に規定す
為糎壼の酌消

局長 大臣

21 中小企業等経営強化法第77条に規定する報告の徴収

課長､総合通

信局部長､沖
縄総合通信
事務所課長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藩所長

22 中小企業等経営強化法の規定に基づく書面の交付

課長､総合通

信局部長､沖
縄総合通信
事務所課長

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
蒲所長

23
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企栗者の事栗沽動の鯛
轄に閨す為法鐘笛5曇に某づく鯛杏及びその結里の通知

課長 関係局部課 大臣

24

■
■
■
■
■
■
ご
■
頂

.小企業の
§に関する》

5業活動の機会の確保のための大企業者の事菜活動の鯛
#狸箪6条に茶づく鯛轄の申出の通知

課長 関係局部課 大臣

25
中小企業の
整に関する〉

鄙業活動の’
i律第7条に

会の確保のための大企業者の事業活動の鯛
鴫づく鯛幣勧告

局長 関係局部課 大臣

26
Ｅ
■
日

.小企業の事業活動の機会の確保のための大企菜者の事栗活動の鯛
噂に閏する法僅笛9条に基づく一時停止勧告

局長 関係局部課 大臣

27
に
■
且

.小企業の1
§に関する労

令
今
Ｄ
ｃ
－
ｍ
亘
再
罰

喋
緯
;動の機会の確保のための大企業者の事菜活動の鯛
10条に某づく指速

局長 関係局部課 大臣

28
中小企業の事業活動の
繋に関する法律篭11条

農会の確保のための大企業者の事業活動の鯛
こ茎づく謂轄命令

局長 関係局部課 大臣

29
中小企；
整に関1

§の：
る易

[業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の鯛
撞篭13条に墓づく報告徴収

課長 関係局部課 大臣

30 電波 525条第1項に基豆;<公表に関で -る文喜 司長皇i $長 関係局部課 大
届
■

31
電波法第25条第2項に基づく無線局に関する事項に係る情報の提供に
関する文書

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
昼

関係局部課

総合通信局

長､沖縄総合
通信事務所
長

32 電波法第26条の2第1項に基づく利用状況調査に関する文書

回江、認戸~ﾕ団

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

関係局部課

ハロー、施亘~哩

信局長､沖縄
総合通信事
藩所畏

33
電源法弟Zb末”Z栗Z硯I＝曇~ン、電源Uﾉ伺幼利用”可塑医四日千1皿1－閏9

る文害
局長 関係局部課 大臣

34
電波法第26条の2第3項に基づく利用状況調査及び評価の結果の概要
の公表に関する文書

局長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

関係局部課

八犀、海亘~哩

信局長､沖縄
総合通信事
慾所長

35
電波法第26条の2第4項に基づく周波数割当計画の作成又は変更が免
許人に及ぼす技術的及び経済的な影響の調査に関する文書

局長､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
務所長

関係局部課

大臣､総合通

信局長､沖縄
総合通信事
藤所畏

36 電波法第26条の2第5項に基づく報告に関する文書

局長､総合通
信局長､沖縄

総合通信事
藩所長

関係局部課

大臣､総合通

信局長､沖縄

総合通信事
務所長

37 総務1爺参与発令の秘喜課への に 弱？ る文1 F 課 ｉ
ｂ 課！ ｐ

ｐ

38 会計検査院の検査報告に係る資料要求に関する文書 局長
情報流通行

政局情報通
信祓篭饅

局長

nQ わ 『纈癖室I 会華達1貧冬笙1項'三調壼で る組管『の鴎古び 鯉可 局長 大臣
ｰｰ

40

醒 ﾛ■西可ロジ凹■

ー 日 宝

ー‐

＝
一
蒜 I＝へ二手露茜手浄

煙1禰呵託麺ロー西牽I 〃奉罪U硯1－玩仁ツつ猩祁垂巽UJ函副Uゾジつ＝＝"今

もの

一一

局長
一一

大臣

41
技術研究組合法第17条第1項に規定する定款変更の翻可(重要なもの
存除く．）

課長 大臣

42
技術研究組合法第18条第2項に規定する規約の設定､変更､廃止の届
出

課長 供覧

43

疲爾峅究組合法弟Z0乗第1項Iこ規定す念畢薬酎回及ひ収文予昇”屈国

並びに同法第20条第2項に規定する事業計画及び収支予算の変更の届
咄

課長 供覧

44
ﾛ
締研究組合法篭22条に規定する ヨのE

。
■

ｐ
■
砂 目又はf

■
■
■
可斤？腫更の届仕 課リ 受 供覧

45

技術研究組合法第46条に規定する臨時総会招集の承麗及び同法第40

条第8項において準用する同法第46条の規定による役員の改選に係る
錘全、埋堂、蚕函

課長 大臣



術研 ロ， 1項に， る 工への組織変更の浬可
及び同法第85条第1 に,』 ‐ 二 今への のロ

大臣

大臣
ロ法 1項匠規 る吸収合併の麗可及び同法第1

04条第1項に規定す の
局長

113 1 に る寵吾を設立する新設分割の

露可､同法第131条第1項に規定する株式会社を設立する新設分割の
麗可及び同法第140条第1項に規定する合同会社を設立する新設分割
の鯉回
50 今 159 6に の の

51 今 173 2に 、 の こ ■丁■■■■■■■■■■ー

52 術研 合法第174 2項に定する の につく検査及 課長 大臣
177 1 に の l今の の回

53 今 175 1 に 必

54 今 176 1

55 術研組合法第178 1 に

術研 合法第174 2項に定する穣査の鯖求に基づく検査及
び同法第177条第1項に規 今】

大臣

術研 合法 178 2項に定する法令の運反に対する組合
の解散の命令

大臣局長

術研 ロ法 178 3項に規定する法令等の違反に対する組合
の解散の官報掲載

大臣

研究組ロ法行規貝l」 93 2項に規定する決算関係類提出延
期の承鯉

大臣

による研究開発事葉零両促進に関す石蒋男幡置法(以
59下｢アノア拠点化推進法｣という ）第3条に規定する基本方針の策定変 局長 大臣

ハ への

60アノ ヒ 4に 宙の

61 〆 上 5 二 百の の

62 ノ ヒ 6に 言の

63 ノ ヒ 7に 宙の の

64アノア拠点化進法第14条に規定する報告の徴収 大臣

特定多国鯖企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(以

下｢アジア拠点化推進法｣という｡)第3条に規定する基本方針の策定､変
軍公完閣侭行政鶴盟の得への惚灘

アジア拠颪IE推進法に基づく研究開発事業計画の鯉定等に関する命令
第15条に規定する実施状況報告等の提出の受理

供覧局長

アシア 化 ．法に 画の盟定等に関する命令第1o
条に規定する実施状況報告 ‘ ； .，

局長 供覧

関係局部課
官房総務蝶
関係局部課

法令のあらましに関する文

(備考)表中の｢局長｣には大臣官房総括審蟻官を含むものとする。

琉計后

公務褒害、盟定､通知及び協蟻並びに補償費等支給の決定に関する文
（国勢鯛査指導員及び国勢鯛査員に係るものに限る。）

局長 大臣

薊， 27‐第2項而規定に墓うぐ事業所母集団データベースに記録さ
れている情報の提供に関する文

大臣

統計法第32条の規定に基づく鯛査票情報の二次利用に関する文

大臣
統計法第33条第1項及び第33条の2第1項の規定に基づく鯛査票憎報
の提供に関する文

関係局部課

独立行政法人統計センター年度目標に規定する事項に係る事務の処理
基準に関する文のうち重要なもの

独立行政法人統計センター年度目標に規定する事項に係る事務の処理
基準に関する文のうち軽微なもの

大臣

統計法第33条第3項(第33条の2第2項及び第36条第2項において準
用する堀合を含む。）の規定に基づき提出された作成した統計又は統計

1下｢統計の作成篭lという。）の成果の受理に関する文

統計法第33条第2項及び第4項(第33条の2第2項及び第36条第2項
において準用する堀合を含む｡）及び第34条第3項の規定に基づく提出さ
れた紡計の作成等の公壷に関する文

統計法第34条第1項の規定に基づく委託による醐査票情報を利用した統
計の作成等に関する文

局長 関係局部課 大臣

の －の 今一

13統計法第36条第1項の規定に く匿名データの提供に関する文 局長 関係局 大臣

統計法第37条の規定に基づく独立行政法人統計センターへの全部委託
に関する文

大臣局長

統計法 1項両親 づて出に
応じる旨並びに手数料の額及び納付期限の通知に関する文

大臣局長 関係局部課

統計法施行規則第3豆棄2項而規にづて調｣用目以の利用の同
意に関する文

局長 関係局部課 大臣

国立国会図館支部総務省統計図書館に関する文 （重要なものを除
く ）

統計の利用に必要な情報の収集及び提供に関する鯛達及び契約に関す
る文

局長

70

部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文書の件名決裁を要する文書の件名 決裁者決裁者 合溌先合溌先
メ琶腿1丁メ琶腿1丁

名義人名義人
備考備考

総務課

事業所情報
管理課

事業所情報
管理課及び
統計情報利
E囿鋒準誕廿

事業所情報
管理課及び
統計情報利
用推進課共
彌

事業所摘報
管理課､統計
情報利用推
進課及び統
計鯛査部各
哩宝辻蒲

事業所情報
管理課､統計
情報利用推
進課及び統
計鯛査部各
課室共通

統計情報利
用推進課



’ 19

■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■■■■■■■

’

71

統計情報利

用推進課及
び統計情報
や五千ノ.答盟

統計1胃報利

用推進課及
び統計調査
部各課室共
通

統計調査部
各課室

調査企画課

地理情報室

ﾛ坐畢 11

統計局ー函口阜ロ雨■一m

汲

規程に 讐
,U･…黍I

する文1

'(；
Lロ一＆

農担当)の システムの整備に関する 目冨

局長
戸司 酉軍

局長
戸

20
翫計局摸ひ蚊蒙就括･目(翫酎曇準理当ﾉの憤報システムの歪胴に閏す旬

調逹及び契約に関する文書
局長 局長

21
基幹統1
する文1

汁又は一般統計調査等の結果の報告書又は統計筈の作成に関
酢

局長 局長

22 統計情報の閲覧又は提供に関する基本方針の決定に関する文書 局長 局長

23 統計情報の閲覧又は提供の実施に関する文書
課長又は室
長

関係局部課 局長､部長

24
統計法第7条の
除についての協

規定に基づく基幹統計の指定並びに指定の変更及び解
鴎に関する文書

局長 大臣

25

曇軒赫t訂嗣宜I三味旬誠師法弟弓宋弟1』貝”祝疋Iー垂つ、夫胞W翠路中頭

並びに同法第11条第1項の規定に基づく変更及び中止の承認申請に関
する文書

局長 大臣

26
統計法第21条第1項の規定に基づく－
の弓去鋳計法愉行銅目11篭7条に銅壼さ』

毅統計調査の変更に関する文書
,ている軽微なもの

課長又は室
長

鯛査企画課 大臣

27
減日T法

する文1
Zb未UJ規正'一参~J、垂軒城目TUJTF既娯いTF以刀法Uﾉ蘂里1－閏

局長 大臣

28
統
報

計法
の提

i29条の規定に基づく関係行政機関の長等に対する行政記録情
§及び鯛査､報告その他の協力要請に関する文書

局長 大臣

29

茎唾

班
る

-p÷！

露

内』

i30条の規定に基づく地方公共団体の長その他の関係者に対す
藷に関する文書

局長 大臣

30
統
す
.法
文1

i50条の規定に基つく統計妾員会からの妥求に対すも回答に閏
局長 大臣

31

…曇， ■駒 卜《

司り四日I密

対するI
i55条第1項及び第56条の規定に基づく総務大臣からの照会に
答に関する文書

局長 大臣

32
統計關
両通7K』
#(統計関係事業を含む｡以下同じ｡)の実施又は改廃の基本計
:本方針の決定に関する文書

局長 局長

33 一般統 ･調査の実施の委翻 段する文客 局長 局受

34
。

･の処理 其塞'二閨する文＝のうち重］ 昌な： bの 局長 大 亘

35 基幹統 刀処遇 基準に関する文書のうち軽イ hな
■
■ bの 部長 大 豆

36 基幹統曾 凹創画~和 |目lIm相宅'二錠づく津壼乃7K： 旨壼 こ関する文書 部長 大 豆

37 一般統1 調杳α '宝怖に閨寸為寧舘に基づく〉 呼壼：唖7R垢壼に閨する支毒 部長 部長

38 一般統 凋査q 実施に関する要領の解釈及び週 用に関可 る文1 F 部長 部長

39 統計調 !の実淵 Iに田い墨盟侭色箱乃7K物黒 の作成に関で る文1 仲 部長 部！
■
文

40
統計法
関する：
,8乗弟Z項の規疋に全つく曇野就酎の公表期口及ひ公家万法に

書
局長 大臣

41

“

羽
画
期

ユロ サ■a

;日T西

統計
;8条第1項及び第23条第1項の規定に基づく基幹統計又は一
|査の結果の公表に関する文書

局長 大臣

42
基幹統
ム等の

.XIま一鯉軌甘『銅宜寺の縮未j原義”電殴岡配輝、マイクuノイノレ

:歳乃7K偲答1－閨甘-塁寸童 局長 局長

43
趣日T銅宜貝、調宜香1や寺1－羽ヲ句兄鐸狂寺リノTF既娯uX1wl－閏ヲ句エ

書

課長又は室
長

局長

44
統計調査における調査区又は単位区地域の拡張･変更･分割に関する文
害

課長又は室
長

大臣

45
国の行政機関又は地方公共団体からの委託による統計調査の実施又は
製表の受餡に関する文喜

局長 局長

46 統計に関する地理情報の整備の基本方針の決定に関する文書 局長 局長

部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文書の件名 決裁者 合繊先
X膏犯1丁

名鍍人
備考

統計企画管
理官

政企 1

2

3

4

5

6

7

8

9
君、
IU

11

12

13

14

15

16

171ノ

18

19

20

21

22

４
当
■
１

『 ･鯛査の調整に関で -る文書のうち重 要なもの

統計鯛査の調整に関する文害(重要なもの及び次号に該当するものを除
<･）

統計調査の調整に関する簡易な連絡及び調整に関する文書

＋ §露 鷺に基づく‘ 1カJ里購に 婆
一
色
】
-る文害

寵1
こ’

龍
一 ■

§第
る文利
眉I二参つく腿1丁祇加'三闇ワ旬X骨四つろ統日T安員云へ”和官

ド
生｡

１
．

疵
圭
９

．法第55条に基づく施行状況に関する文書のうち各府省への要請に関
文客

耐8町法弟｡｡未'三全つく腿1丁祇玩'一闇ツ勺又琶燗ljZ言1－掴1丁旬も叩き味

<・）

統計調査員の手当の日額単価の統一要求に関する文書

統計職員の罰 E型
』

陸

■
■
■

召
この企
恭
宙
■■■
ー

愛

一

'パゥま
＝一一

一
一
一 普

ー

C
ゴ
る文1師 I

ー

蔓なもの
娃畢ロ…亘毎

1コ I夙
E
『1 ．而’

Ｌｆ

i
冨

両"』~nF

耐

由 愛
ロ

バ寺室IJ1瓦至

■■■■■■■■■■■■■■

r墨奇■
■

旬メ制

■■■■■■■

は(日I（
‐■■■I■■■ ■

_の幸吟′ 、
■四E三国■勾密＝写． エ ■ 一

ー

Ｆ
口
凸

ー一々＝ー

FVJ延呼、⑥ノ

地方統計職員業務研修への講師の派遣に関する文書

ﾂﾄ司j耐鯵寺(耶刀”@日T月爾貝釆猫耽診さ瞬く。ノ1－河ヲ旬調E叩寺”"K垣I＝闇

する文害
鋳計知職の掴 :乃乃7K冑繧'三函寸墨古空

国庫負担統甘
圃庸色畑鉢

，専任職員の定致及ひ翫冒
汁車仔醗昌配置巷)の在f

調査3
．基準I
部務地方公
目の決定に

団体委託費
する文害

》坦肘衆知争刀咽Ij看山疋梨と巽径旬鍬Uﾉ国庫具j旦軌日T等1士胤頭且さI亘、こ

,m蚕麺'一四寸星守章

階
ー

扉昌4§霧泌5 ｇ
■
Ｐ
■
■

瞳の交付額の決定 に
霊］到
償
：唖1する文喜

児
一｡

Iに
曾諄
一凸■ ＝■｡

戸埜砲
毒呂当及び統1『

L ■一角二一 ■■■

時職員
■■■

１一

開
M

圃奉再五K壷迂篭奄壼司匪

罰査員公務災害補
郵

費
示士十〃 Q空色丘辛I

の支払状況並
育児休業に伴う臨 の月 F 3状況に関する文書
寄針鯛杏昌確俣対誇理罫業の委託

一
一 濁する文喜

悪顕官日又厘茜串至◎宰宋竺硯Uﾉ祝疋1－垂~ジ壱・日陸1丁以計1四J可媒リン甲縄1丁

攻評価事務所に分掌させる事務(政策統括官(統計基準担当)に係るもの
こ限る｡）に関する文害

公酌祇計に関す念制度の連用に1糸も閨1糸行政磯閏に対すも通知のつち

重要なもの

公的統計に
:‘の乃7K鰹’

對する制度の運用に係る関係行政機関に対する通知(重要な
鮒な＊･の寡醗<‐）

曲的統計に関する制度の運用に係る関係行政機関に対する通知(軽微な
bのに限る。）

政策統括官

政策統括官

統計企画管
理官

政留 『締：舌官

大臣政務官

政策統括官

政策統括官

政策統括官

政 五

■_＝=

饗＝蚕~ず
i統

■
■
■
■
■
」■
■

;官
耐4唾

戸＝コー ロ

;官ヨ 』
■
■

統計企画管
理官

政策統括官

政策統括官

政策統括官

政策統括官

政策統括官■■■■ｰ ■

統計企’
理榿
到管

政1
÷ゴニ■

梗皿！

ー■

ロ
守
．

政策統括官

政策統括官

政策統括官

統計企画管
理官

■ ■

官房会計課

官屠会計鯉

行政評価局

総務課

大臣

政策統括官

統計企画管
理官
大臣

大臣

大臣

政策統括官

統計企画管
理官

一
一

政制
塵
■全

:鋪

Ｐ

■

■ ■一ーq■一一‐坐

1:糯
■一ー

官

統計企画管
理官

政策統括官

政筈舗繧官

大臣

大臣

大臣
＝ ■

■

統計企1
理信
国管

W r醤鋳：舌官

大臣

大臣

政策統括官

統計企画管
理官

■ ■

■

1
統計法第7条の規定に基づく基幹統計の指定､変更又は解除に関する文
書

政策統括官 大臣



9 1 に の 目に 胚で~r引所

に法 11 ‘項に く " 鯛の更又は止にる承認政策統括官■■■回
■■■ 12 1 に く に に ■■■■■■＝■

19 1 の に の に ■■■■■■■■■ー

大臣政策統括官
の変更又は中止に係る承露法第11条第1項に基づく

に

； 21 1項の： に く一 干鯛蚕の変更に係る承麗に
関する文

政策統括官 大臣

に ■7 22 1 に く－ に、 ▲‐

8 22 2に 止 に ■に 今．

統計法24 2項に く地公共団力届lﾅ出た 鯛査に対する政策統括官 大臣
変更又は中止 に

大臣政策統括官
第2項に基づく地方公共団体が届lﾅ出た統計鯛査に対する

又は中止要求に関する文

大臣
統法 2項にづて墓幹統計の作成方法に対する意見の表明
に関する文

政策統括官

統甘法28 1項につく〒 準の設定及び改廃に関する文のう
ち重要なもの

政策統括官 大臣

ロ法28 1項に マ 準の設定及び改廃に関する文 （重
要なものを除く｡）

政策統括官政策統括官

大臣
8， 二 1項及び23-第1項の規定に基づく基幹統計又は一
般統計 の結果の公に

政策統括官

g法26 1項の に gf面作成方法の彌知に関す

る文
大臣政策統括官

にづて関係行政機関の長等に対する行政紀録
報の提供及び認 ． ． － ．に

大臣政策統括官

16 32の に の二・ に ■■両~可~可岡苣 ■
17 33の に の日に ー匝詔~可~1司苣 ■ー
18－ の の に る二 匹X可~¥,訂 ■

19 又は一 計鯛査の果の の作に関る文 ■団Z~可禰巧 ■
独、行政法人盲計センターに対する統計鯛蚕の璽衷等に関する連絡に
関する文

統計局
認査企画鯉

統計審査官統計審査官

国際統計務の統摺こする文 なもの “▲、 ■

国 の統に関する文 （重要なの及び次号に該当するもの
を除く。）

政策統括官 政策統括官

国際統計管
理官

国際統計管
理官

国際統計事務の統括に関する簡易な連絡及び鯛整に関する文

アシア平洋統計研所において行われる研修の実施に関する協力に
関する文のうち重要なもの

政策統括官 大臣

アジア平. 肝研謬所において行われる研修の実施に関する文 （重
要なもの及び次号に該当するものを除く。

政策統括官 政策統括官

アジア太平洋統計研修所において行われる研修の実施に関する簡易な
連絡及び甑整に関する文

1 の” に る ■
2 今の に ‐の く ■ ■
3 今の に ■＝ ■＝

4統甘委員会の の任に関する文 ■■■1房Z覇1ｺ■＝

(サイバーセキュリティ統括官）

サ統

72

部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文書の件名 決裁者 合蟻先
X査腿1丁

名義人
備考

恩給官共通 政恩
1

2

3

4

5

恩給
マー甲一
並ぴに国会識員の互助年金及び互助一時金(以下｢恩給等｣とい

具 、奉塁I＋ヱ些君I小錘＝私了f因坐竺の圭坐1－函寸ス士_亦完雷電ナヂ士.爪

恩給等を受ける権利の裁定及び恩給等の支給に関するもの(重要なもの
を除く。）

恩給等に関する事務に係る事務の処理に関するもので重要なもの

恩給等に目
里方＊‘の寡

■
ｕ
■
■
■
ｐ
Ｆ

旬争砺'二1糸つ争栃の処埋'三闇ワ旬も”（里安暮も”樫ひ駐

<･）

恩給等に闇
■
。
■
ｑ
１ る事務に系る事i 塔の処理に 巽 する： うので軽』

ヨ
國 な

■
■ bの

政策統括官

恩給官

政策統括官

恩給官

恩給！
毎
コ

関係恩給官

関係恩給官

関係恩給官
恩給企画管
理官

関係恩給官

廻權困錯官

大臣

大臣

政策統括官

政策統括官

恩給官

部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文害の件名 決裁者 合蟻先
X1■腿1丁石

鍍人
備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:正アクセス行為の禁止等に関する法律第7条第1項の規定による不正

，クセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発
&況の公表

2方税法施行規則附則第6条第83項の規定によるネットワークセキュリ

･ｨ維持装置に係る総合通信局長(沖縄総合通信事務所を含む｡)の証明
:係る事務処理に関する文客

冑報セキュリティ実態調査の実施に関する文害

国民のための情報セキュリティサイトの運営管理に関する文書

電子署名及び麗証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条
第1項の規定による特定盟証業務の麗定

電子署名及び麗証業務に関する法律第6条第2項の規定による麗定の審
査のための鯛査の実施

電子署名及び麗証業務に関する法律第7条第1項の規定による特定麗証
鑿藩の鯉壼の軍薪

電子署名及び麗証業務に関する法律第7条第2項において読み替えて適
由寸ス同§土露信冬露ヮT百の担壼1－トス師奎の宙塞の仁砧、認容小宝捻

電子署名及び露証業務に関する法律第9条第1項の規定による特定麗証
業務の変更の麗定

サイバーセ

キュリティ統
括官

参事官

サイバーセ

キュリティ統
梧官

サイバーセ

キュリティ統
括官

サイバーセ

キュリティ統
括官

サイバーセ

キュリティ統
括官

参事官

参事官

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

参事官

サイバーセ

キュリティ統
括官

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

10
電子署名及び認証業務に関する法律第9条第3項において銃み替えて適
用する同法第6条第2項の規定による変更の認定のための鯛査の実施

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣
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11
電子署名及び認証業務に関する法律第14条第1項の規定による特定鰯
証業務の認定の取消し

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

12
電子署名及び翻証業務に関する法律第15条第1項の規定による外国に
おける特定認証業務の認定

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

13

E十者石娯ひ認趾耒栃'二閏可句法浮弟1．宋弟逐唄1－ぬいL卸”百九L

国用する同法第6条第2項の規定による外国における特定翻証業務の認
曽汀､勇躍香、$-紬の鯛舂〃､宝怖

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

14

電子署名及び認証業務に関する法律第15条第2項において読み替えて
適用する同法第7条第1項の規定による外国における特定認証業務の認
壼の宙薪

参事官 大臣

15

電十者證娯ひ認且止乗栃I＝閨ヲ句法拝弟I｡禾弟廷硯1－ぬいL証グｱ百八L

適用する同法第7条第2項の規定による外国における特定認証業務の認
帝の軍薪のための鯛杏の宝施

参事官 大臣

16

電子者名及ひ認阯栗猫に閏す~念法律弟1．宋弟Z項'三おい~〔銃”育冗L

適用する同法第9条第1項の規定による外国における特定認証業務の変
軍の鯉宇

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

17

竜一f署名襖ひ認趾蒙猫'二閏す旬法律第1･宋栗Z現1－ぬいL鉦ゲナ官丞L

適用する同法第9条第3項の規定による外国における特定麗証業務の変
軍の鯉壼のための鯛杏の享怖

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

18
電子署名及び認証業務に関する法律第15条第3項の規定による外国の
法令に基づく認証業務に関する制度の承麗

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

19
電子署名及び認証業務に関する法律第16条第1項の規定による外国に
おける特定麗証業務の認定の取消し

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

20
電子署名及び謹証業務に関する法律第17条第1項の規定による指定調
査機関の指定及び指定調査機関に実施させる調査に関する文書

サイバーセ

キュリティ統
糯官

大臣

21
電子署名及び麗証業務に関する法律第22条第1項の規定による指定調
査機関の指定の更新

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

22
電子署名及び麗証業務に関する法律第25条第1項の規定による指定鯛
査機関の鯛査業務規程の認可及び変更の聰可

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

23
電子署名及び認証業務に関する法律第25条第3項の規定による指定調
査機関の調査業務規程の変更の命令

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

24
電子署名及び麗証業務に関する法律第27条の規定による指定調査機関
に対する適合命令

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

25
電子署名及び認証業務に関する法律第28条第1項の規定による指定調
査機関の業務の体廃止の許可

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

26
電子署名及び認証業務に関する法律第29条第1項の規定による指定調
査機関の指定の取消し及び業務の停止の命令

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

27
電子署名及び麗証業務に関する法律第30条第1項の規定による主務大
臣による調査の業務の実施

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

28
電子署名及び露証業務に関する法律第31条第1項の規定による承認調
査機関の承擢

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

29
電子署名及び麗証業務に関する法律第31条第6項において読み替えて
適用する第22条第1項の規定による承認調査機関の承認の更新

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

30

電十者石及ひ露阯栗猫Iこ閏す急法律弟S1宋弟b現'三おい~L師”音え~L

適用する第25条第1項の規定による承認調査機関の調査業務規程の露
司乃7K恋軍の鯉可

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

31

電子看石膜ひ麗阯栗猫'二閨すo法律弟己1宋弟b現'二おい~L翫ケナ琶兀~L

適用する第25条第3項の規定による承認鯛査機関の調査業務規程の変
雷の藷求

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

32
電子署名及び盟証業務に関する法律第31条第6項において諒み替えて
適用する第27条の規定による承認調査機関に対する適合請求

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

33
電子署名及び認証業務に関する法律第32条第1項の規定による承露鯛
査機関の承麗の取消し

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

34
電子署名及び認証業務に関する法律第35条第1項の規定による報告徴
収及び立入検査

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

35
電子署名及び認証業務に関する法律第36条第2項の規定による指定調
査機関の手数料の麗可

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

36
電子署名及び認証業務に関する法律施行令第4条第1項の規定による指
定調査機関の手数料の変更の認可

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

37

電子委任状の普及の促進に関する法律(平成29年法律第64号｡以下

｢電子委任状法｣という｡)第5条第1項の規定による電子委任状取扱業務
の鯉壼

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

381
電

更

子委仕状法弟6乗第1項の規疋Iこよっ電十歪仕訳取赦乗栃”認疋”

新
参事官 大臣

39
電子委任状法第8条第1項の規定による電子委任状取扱業務の変更の
認定

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

40

［
Ｅ
Ｐ
ｉ

l子委任状法第9条第1項の規定による電子委任状取扱業務の廃止の
ﾖ出

参事官 大臣

41
電子委任状法第12条第1項の規定による電子委任状取扱業務の認定の
取消し

サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣



’
攻治資金正化 ．、

施行

名義人
備考決裁を要する文の件名 決裁者 合繊先決裁処理番号部課(室)名

； 正化委員至而 （政沼資盃規正法第19条の34第1項の
規定により、委員長が招集する堀合を除く。

事務局長 大臣

2 人 の の

■■ ■■
正 19の20 3項の 1－よる

3証票の交付同項の規定1-よる登録を拒否しナ旨の通知又は同法第'9 事務月長
22 2 L

4 ム 19の24の 1－ ム生

5 人'一 の

6 19の27 2の 1－ の

う登録政台資金監査人1-対する個別の指導助言の取組'一関する文害のつ事務局長■■■ ｜■■■
，登録政哨金監査人'一対する個別の指導助言の取組'一関する文害(重事務局長■■■|■■■|■■■ナ

9登録政合資監査人証票の亡失のムロ

正， 19の20 3項両規定に玉る登録政沼資金監査人
証票の交付､同項の規定による登録を拒否した旨の通知又は同法第'9
条の22篦2項の規定による登銀を取り消した旨の通知

登録政治資金監査人に対する個別の指導･助冨の取組に関する文のう
ち重要なもの

事務局長 委員長

登録政治査令監杏人に対する個別の指導･助言の取組に関する文 （重
要なものを除く）

事務局長

づて財務天臣への知（ 、金監杏人〃

の登録に係るものに限る
事務局長 委員長

1
消防法(昭和23年法律第186号)第17条のg第1項の規定による指定

賦験機関の指定及び同条第4項において準用する同法第13条の7第1
項の規定による指定試験機関の指定の公示

74

42 電子委任状法第13条第1項の規定による報告徴収及び立入検査
サイバーセ

キュリティ統
括官

大臣

43
国際電気通信連合電気通信標準化部門(ITU-T)研究委員会等への対
皿

参事官 関係局部課

44
国際電気通信連合電気通信標準化部門(ITU-T)研究委員会等への日
本容容

参事官 関係局部課 参事官

45
サイバーセキュリティ統括官の所掌に係る検査職員証明書の発行等に関
する文書

参事官､総合

通信局長､沖
縄総合通信
事務所長

大臣

46
サイバーセキュリティ統括官の所掌に係る検査職員証明香等の調製･送
付に閨する文客

参事官 局長

47 登録免許税関係の事務処理に関する文書

参事官､総合
通信局長､沖
縄総合通信
事務所長

関係課

サイバーセ

キュリティ統
括官､参事
官､総合通信

局長､沖縄総
合通信事務
所得

部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文害の件名 決裁者 合繊先
X音"也1丁

名義人
備考

自治大学校 自治大 1

2

研修計画の詞 上埋

地方公共団体に対する研修の内容及び方法に関する技術的助言のうち、
特に重要なもの

事制彫 〔官

大臣 大臣

部課(室)名 決裁処理番号 決裁を要する文書の件名 決裁者 合蟻先
文書施行
名載人

備考

総務課 消防総
1

2ー

消防の組織(他課の所掌に属するものを除く｡）に関する諸制度の企画及
ぴ立案
消防桔術 ■

ｑ
Ｄ
■ 遡寸島 §制I :の作i面逓ぴ育重

大臣

大臣■ ■■

消防･救急課

■

消防消 1

2

3ー

4

QeQ圭互L

地方公
』
坐

共
■~クー■■■

■
、
】 1佑の消 の

消防醗昌
■
■
咽
″
〃 )肌掴､I 【音1

消火の藩 日 1に閣寸馬路！
ーー

＝

ヨ

■ー

。
。

■■ 9つ日日、明，

一一

一
》

－

1駐する賭制麗m企両乃7F1田I種f 吉薗案

声』臣

ﾖ識に関 瓜､

■■一■ ■ 一公一一一々■

蔭の令画亜ぴす練等に関する諸 ま

|庵の今画乃7K奇室
！‐bへ語ヱゥ岱壼
TFI出1種【ハ M上Ub 一

大臣八星

大臣

大臣
÷雷
八E己

‐ー

一一

ー

一

救急金画室
。
。
△
グ当防救 1 救急に関で

ﾛ..．~

句 I渚制度a l‘ 醇面 及び立案 大臣

ll

3

消防法第17条のg第4項において準用する同法第13条の17第1項の規

定による指定誠験機関の消防設備士賦験事務の休止又は廃止の許可並
7K'三囿冬鐘4童の銅壼に上墨蒲釦乃7K公示

大臣 大臣

4

泪肋法弟1／宋山g昂4楓I＝あしwL竿用ワ旬回法第1ご宋山Uご弟I硯四ﾌ況

定による指定試験機関の指定の取消し､同条第2項の規定による指定賦
験機関の指定の取消し又は消防設備士賦験事務の停止命令並びに同条
建且垣の担壼に上墨掻知乃7K公示

大臣 大臣

5
消防法第17条の10の規定による消防設備士講習を行う市町村長その
他の機関の指定

大臣 大臣

6
消防法第21条の45の規定による登録検定
m4R篭1項の相壼Iご上黒客銅拾壱蝉盟の

■
ｊ
ｇ 1
轡1

関の登録及び同法第21条
iの公示

大臣 大臣

7
消防法第21条の56第1項の規定による登録
の休止又は廃止の許可及び同条第2項の規罰

寅定機関の検定等の業務
1による公示

大臣 大臣

8

》月肋注栗Z1末四．ノ栗U硯切祝疋Iーよ旬登録極正確園山童豚山取；月し、

同条第2項の規定による登録検定機関の登録の取消し又は検定等の業
空の唾ロト金今乃7f周冬雷QT百の轌壼1－トス必、二

大臣 大臣

9

》月防法施行規則（贈和ごbヰ白酒官需弟b号ﾉ第1宋の4第1項、弟4宋の

2の5第1項､第4条の2の12第1項又は第51条の13第1項の規定によ
る登録講習機関の登録及び同令第1条の4第22項第1号(同令第4条の

、
左

項
今
一

騨
雫
娠
寸

ク
ー
由

第4条の2の12第2項又は第51条の13第2項において準
今オ、 、の輻壼1－レス毒錫冒魯聖堂餌の舞蝿のみ、二

大臣 大臣

10

消防法施行規則第1条の4第22項第3号(同令第4条の2の5第2項､第

4条の2の12第2項又は第51条の13第2項において準用する場合を含
ｵ?‐）の相壼l三上屋害鋸譜雪鶴閨の謹聖の釜塞の体lトロI士塵l卜の4＄宗

大臣 大臣

11

jHM志犯1丁祝只ﾘ栗I末Uﾉ斗索星I硯upJ詞弟斗奉りノヱ四．昂ヱム貝、栗斗宋リノ

2の12第2項又は第51条の13第2項において準用する増合を含む｡)の
規定による登録講習機関の登録の取消し又は講習の業務の停止命令及
び同令第1条の4第22項第4号(同令第4条の2の5第2項､第4条の2の
12第2項又は第51条の13第2項において準用する場合を含む｡）の規
寵による公示

大臣 大臣
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危険物保安
室

消防危 1II

2

3

4

5

巳 喚！ の保安に
■
■
■
ｑ
４ rる鴎 '制庵の命 函 及び立案

|肖防法第13条の5第1項の規定による指定試験機関の指定及び同法第
1口冬のう連1項の祖壼I三上屋垢壼醗鴎鰹盟の塩壼の於宗

》月肋志弟1口末UJI'昂I凸貝W祝疋I－よ旬f日夙E圖瓦啄癒周UJJ巳哩初月X奴白

賦験事務の休止又は廃止の許可並びに同条第4項の規定による通知及
7K"､宗

月明法第1ご宋山1巳弟1硯山祝疋1－ょ旬恒疋日式騨癒閏Uﾉ煩疋山月X洞し、

司条第2項の規定による指定賦験機関の指定の取消し又は危険物取扱
塞誇幹童垂柄唾卜全会誌γfI－偏ヨ塞舘QT宙の相壼1－トス:蚤釦鵡7f易§宗

消防法
の他の

13条の23の規定による危険物取扱者講習を行う市町村長そ
喝の指定

大 豆

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

特殊災害室 消防特 1

2

特殊災 こ閨弓 -為藷制庵の作面 及び寸室

石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第12条の規定
による篦1種事業所の施殴の使用停止命令

大臣

大臣 大臣

防溌理
、
、
“
″ ﾖ防飲 1 勘

ー

'擁
b一可

一
』
字l■■■■■■■I■■
する劃

■ 夕…■■■■■
鯛l庵の企画
P●一■ － ■ ■＝ｰ

８
Ｊ
■

’

吟7Kす！

の のための措置に f (平成1

大
Fー

■

エ
エ
■■

司
■

戸戸ー国民保護室 消防国

1
6年法律第112号｡以下､「国民保護法｣という｡)第2条第3項の規定に
よる国民の保護のための措置(以下､｢国民の保護のための措置｣とい
弓一）に閏する賭制庶の作画及び立室

大臣

国民保護運
用室

消防運
1 ’
2 ’
3

国民の保護のための措置に関する国と地方公共団体及び地方公共団体
相互間の連絡鯛整

国民保圃
避難をP

撹
洲
烏第59条第2項の規定による都道府県の区域を越える住民の
ﾄに行うための関係都道府県知事に対する勧告

国民保護法第152条第1項又は第2項の規定による都道府県知事等か
畠の蛍妨'三基づく醗昌の派讃の為旬廿ん

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

大臣

地域防災室 消防地
1

2

3

4

消防団E
乃7Kす蓋

,の処遇並びに住民の自主的な防災組織に関する諸制度の企画
I

D

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第

107号｡以下｢消防団員責任共済法｣という｡)第2条第3項の規定による
指定法人の指定及び同法第39条第1項の規定による指定法人の指定の
公示

消、
又I;

ﾗ団員責
上麿l卜の
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(備考）

1 共通の表中の次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるとおりと

する。

（1） 「局長｣には、官房長、大臣官房総括審議官、政策立案総括審議官、地域力創造

審議官､政策統括官、サイバーセキュリティ統括官、行政不服審査会事務局長、情

報公開・個人情報保護審査会事務局長、官民競争入札等監理委員会事務局長、電気

通信紛争処理委員会事務局長、政治資金適正化委員会事務局長及び部長を含むもの

とする。

（2） 「局長等｣とは、局長並びに施設等機関、消防庁並びに大臣官房の課及び室（訓令

に基づき置かれる室を含む｡）の長をいう。

（3） 「局総務課長｣には、大臣官房の課長、局内の調整を行う課の長（総務課が置かれ

ていない局に限る｡)、統計企画管理官、恩給企画管理官、行政不服審査会事務局

総務課長、情報公開・個人情報保護審査会事務局総務課長、官民競争入札等監理委

員会事務局参事官、電気通信紛争処理委員会事務局参事官、政治資金適正化委員会

事務局参事官及び消防庁総務課長を含むものとする。

（4） 「課長｣には、課長に準ずる官、課に準ずる室の室長及び省令又は訓令に基づき置

かれる室の室長を含むものとする。

2政策統括官（恩給担当）の表中「恩給官」とは、恩給企画管理官、恩給業務管理官、

恩給経理官、恩給審査官、恩給審理官、恩給相談官、恩給支給官又は情報処理調整官

をいう。

3 「決裁を要する文書の件名」欄に掲げる事項に準ずるものの決裁者、合議先及び文

書施行名義人については、当該「決裁を要する文書の件名」欄に掲げる事項の、 「決

裁者」欄、 「合議先」欄及び「文書施行名義人」欄に掲げる者が当たるものとする。

(別表第2）

決裁者 第1次代決者 第2次代決者

大臣 副大臣 一

副大臣又は大臣政務官 事務次官 大臣官房長

事務次官 大臣官房長 大臣官房総務課長



S (第 条関係）別表第 13

区 分 決裁記号

大臣官房 総官

行政管理局 総管

行政評価局 総評

自治行政局 総行

自治財政局 総財

自治税務局 総税

国際戦略局 総国

情報流通行政局 総情

総合通信基盤局 総基

統計局 総統

政策統括官 総政

サイバーセキュリティ統括官 総サ統

地方財政審議会 地財

行政不服審査会 行審

情報公開・個人情報保護審査会 情個審

官民競争入札等監理委員会 官監委

国地方係争処理委員会 国地委

電気通信紛争処理委員会 電委

電波監理審議会 電審

統計委員会 統計委

独立行政法人評価制度委員会 独評委

恩給審査会 』恩審

政策評価審議会 政審

情報通信審議会 情通審

情報通信行政・郵政行政審議会 情郵審

国立研究開発法人審議会 国研審

中央選挙管理会 中選管

政治資金適正化委員会 政適委

自治大学校 自治大

情報通信政策研究所 情研

統計研究研修所 統研

北海道管区行政評価局 北海

東北管区行政評価局 東北

関東管区行政評価局 関東

中部管区行政評価局 中部



近畿管区行政評価局 近畿

中国四国管区行政評価局 中国

九州管区行政評価局 九州

沖縄行政評価事務所 沖縄

四国行政評価支局 四国

東京行政評価事務所 東京

神奈川行政評価事務所 神奈

新潟行政評価事務所 新潟

石川行政評価事務所 石川

兵庫行政評価事務所 兵庫

熊本行政評価事務所 熊本

北海道総合通信局 北通

東北総合通信局 東通

関東総合通信局 関通

信越総合通信局 信通

北陸総合通信局 陸通

東海総合通信局 海通

近畿総合通信局 近通
4

中国総合通信局 中通

四国総合通信局 四通

九州総合通信局 九通

沖縄総合通信事務所 沖通



別記様式第1号(第3条関係）

天調 犬勇

｜ I

一欄考備
｜
件
名
一

’
’
’

文書番号

｜
伺
い
文
一

’
’

’
－

起
案

一
文
害
分
類
一
取
扱
区
分
一

起案日 ｢－~－

部署 口
｜ ’
｜ ’

起案者 ’ ’
連絡先 ’ ｜ ’
大分類 ’ ’ ’
中分類 ’ ｜ ’
名称(小分類） ｜ ’
秘密区分 ｢－－
秘密期間終了日 ’ ｜ ’
指定事由

’
一
決
裁
岸
Ｉ

Ｉ
＃
！

■■■■■■■■■■■

受‘
一
・
、
‐ 日

決裁処理期限日 ’
決裁日 ’

期限日 ’
施行日 ’

施行先 I
施行者 ’

機密性格付け

取扱制限

行政文書保存期間

保存期間満了時期

－~弓
｜ ’
｜ ’

｢ ’
｜ ’

’
｜ ’

ー－
｜ ’
－

｜ ’

｜
決
裁
・
供
覧
欄



別記機式第2号（第23条関係）

文書受付日付印

＝

･受付年月日

受付番号

直径30ミリメートル

注：局部課の名称は、略称を用いることができる。

(備考）文書受付日付印の番号は、原則、毎年1月11原則、毎年1月1日をもって更新する。

－1－



別記様式第3号文書閲覧申出害（第SO条関係）

(注）太枠内に記入してください。

(処理欄）

年 月 日

申出人氏名

連絡先（電話番号又は

住所）

文書名及び識別ID

(識別ID ●
● ）

文書の管理担当部局等

･係等の名称

担当者名

備 考

閲覧窓口受付印


